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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年２月２１日

自   午後 ２時００分

至   午後 ４時５４分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委 員 長 坂口 慎一 君

副 委 員 長 湊  亮太 君

委 員 小林 克敏 君

〃 瀬川 光之 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山口 初實 君

〃 中村 一三 君

〃 まきやま大和 君

    〃 冨岡 孝介 君

    〃 畑島 晃貴 君

３、欠席委員の氏名

   
浅田ますみ 君

吉村  洋 君

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

交通局長 太田 彰幸 君

管理部長 岩﨑 良一 君

乗合事業部長 柿原 幸記 君

貸切事業部長 江頭 興祐 君

県民生活環境部長 大安 哲也 君

県民生活環境部次長 峰松 茂泰 君

県民生活環境部
次長兼地域環境課長 吉原 直樹 君

県民生活環境課長 下野 明博 君

男女参画・女性

活躍 推進室 長
松尾 由美 君

人権・同和対策課長 石田 祐子 君

交通・地域安全課長 大嶋 誠之 君

統 計 課 長 谷村 重則 君

生活 衛生課 長 岩松  尚 君

生活衛生課企画監

（動物愛護管理センター整備担当）
荒木雄一郎 君

食品安全・消費生活課長 立石 寿裕 君

水環境対策課長 佐藤 貞夫 君

資源循環推進課長 赤澤 貴光 君

自然 環境課 長 田中 順子 君

土 木 部 長 中尾 吉宏 君

土 木 部 技 監 植村 公彦 君

土 木 部 次 長 吉田 弘毅 君

土木 部参事 監

（まちづくり推進担当）
椎名 大介 君

監 理 課 長 高稲 稔也 君

建設 企画課 長 金子 哲也 君

建設企画課企画監 木戸  学 君

都市政策課長(参事監) 田坂 朋裕 君

道路 建設課 長 北原 雄一 君

道路 維持課 長 田﨑  智 君

港 湾 課 長 松本 伸彦 君

港湾 課企画 監 田中  隆 君

河 川 課 長 小川 秀文 君

河川 課企画 監 岩永  彰 君

砂 防 課 長 田中 良一 君

建 築 課 長 小島 俊郎 君

営 繕 課 長 進藤 政洋 君

住宅課長(参事監) 森   泉 君

住宅 課企画 監 佐藤 荒樹 君
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用 地 課 長 木下 善祐 君

盛土 対策室 長 真鳥 喜博 君

６、審査の経過次のとおり

― 午後 ２時００分 開会 ―

【坂口委員長】ただいまから、観光生活建設委

員会及び観光生活建設分科会を開会いたします。

まず、委員席でございますが、お手元に配付

しております 委員配席表のとおり、決定したい

と存じますので、ご了承をお願いいたします。

議事に入ります前に、選任後、初めての委員

会でございますので、一言ごあいさつを申し上

げます。

このたび、観光生活建設委員長を仰せつかり

ました坂口慎一でございます。湊副委員長をは

じめ委員の皆様、理事者の皆様方のご指導、ご

協力をいただきまして、公正かつ円滑な委員会

運営に努めてまいりたいと存じますので、よろ

しくお願いいたします。

さて、本委員会は、文化・芸術、スポーツに

よる地域活性化、魅力ある観光まちづくり、国

際交流に取り組む「文化観光国際部」。

豊かな社会づくりと暮らしの安心、人と自然

が共生する地域づくりに取り組む「県民生活環

境部」。

生活に密着した道路ネットワークの拡充、防

災・減災対策など社会資本の整備に取り組む「土

木部」。

そして、県民に必要な生活路線の確保と、観

光県長崎を足元から支える「交通局」。と、い

ずれも県内経済の活性化及び県民生活の向上に

欠かせない役割を担っている４つの部局を所管

しております。

各部局、多岐に渡る県政の重要課題を抱えて

おりますが、いずれにおきましても、県政の喫

緊の課題であります。これから各委員とともに、

県民目線に立ち、より効果的な施策検討のため、

しっかりと審査を行ってまいりたいと思ってお

ります。

また、本年は、被爆80年、日韓国交正常化60
年、長崎空港開港50周年など、様々な節目の年
でございます。この中、本委員会所管となりま

す全国規模の文化の祭典「ながさきピース文化

祭2025」と、本県初開催となる国際サイクルロ
ードレース「ツール・ド・九州」と２つの県内

大型イベントが開催予定であります。各イベン

トを成功へ導き、地域への経済波及効果をより

高めるためにも、本委員会の役割は、非常に重

要であると認識いたしております。

委員の皆様及び理事者の皆様におかれまして

は、山積する課題の解決に向け、積極的に論議

を深めていただくことをお願いするとともに、

皆様方からのご指導とご鞭撻を賜りますことを、

お願い申し上げ、簡単ではございますが、私の

あいさつといたします。

（拍手）

それでは、私から副委員長並びに本日出席さ

れている委員の皆様方をご紹介いたします。

〔副委員長・各委員紹介〕

以上でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。

次に、理事者側の紹介を受けたいと思います。

【土木部長】土木部長の 中尾 吉宏 でござ

います。よろしくお願いいたします。

観光生活建設委員会の開会にあたり、理事者

を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。

観光生活建設委員会所管の文化観光国際部、
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県民生活環境部、土木部、交通局の４部局にお

きましては、文化・観光やスポーツの振興、安

全・安心な生活の確保、環境の保全、社会資本

の整備、公共交通の維持など、県民の生活に密

接に関連した事業を行っております。

私共といたしましては、新しい長崎県づくりの

ビジョンや長崎県総合計画、各部局が策定した

計画の着実な推進とともに、市町や県民の皆様

とも力をあわせながら、県民の皆様の安全・安

心で快適な暮らしの実現、地域の特徴や資源を

活かしたまちづくりに全力で取り組んでまいり

たいと考えております。

坂口委員長、湊副委員長をはじめ、委員の皆様

方のご指導、ご協力のほど、よろしくお願い申

し上げます。

それでは、観光生活建設委員会所属の各部局

長をご紹介いたします。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

【坂口委員長】それでは、これより議事に入り

ます。

まず、会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、まきやま委員、畑島委員

の ご両人にお願いいたします。

今回の議題は、観光生活建設行政所管事務に

ついて、第64号議案「令和６年度長崎県一般会
計補正予算（第８号）」のうち関係部分の審査、

令和７年２月定例会における本委員会の審査内

容等について であります。

次に、審査方法について、お諮りいたします。

審査の方法については、お手元に配付してお

ります審査順序のとおり、本日から25日にかけ、
委員会を協議会に切り替え、関係部局の所管事

務の概要について説明を受けることとし、文化

観光国際部の所管事務の説明が終了した後、分

科会において、付託された議案に限って審査を

行います。審査終了後、3月7日からの委員会の
審査内容等について、協議することとしたいと

存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

なお、所管事務の概要説明に関するご質問等

につきましては、特に理解しにくかった点につ

いての質問にとどめ、具体的な質問につきまし

ては、各課へ個別に質問していただくか、3月7
日からの委員会の中で行うことにしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、委員会を協議会に切り替えます。

準備のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時０８分 休憩 ―

― 午後 ４時５３分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

本日の委員会はこれにてとどめ、2月25日（火）
は、午前10時から委員会を再開し、文化観光国
際部の概要説明を受けたのち分科会による審査

を行い、審査終了後は「令和７年２月定例会の

審査内容等」について委員間討議を行うことと

いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時５４分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年２月２５日

自  午前１０時００分

至 午前１１時２９分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 坂口 慎一 君

副委員長(副会長) 湊  亮太 君

委   員 小林 克敏 君

〃 瀬川 光之 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 浅田ますみ 君

〃 山口 初實 君

〃 中村 一三 君

〃 まきやま大和 君

〃 冨岡 孝介 君

〃 畑島 晃貴 君

３、欠席委員の氏名

吉村  洋 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 伊達 良弘 君

文化観光国際部政策監 村田 利博 君

文化観光国際部次長 加藤 一征 君

文化振興・世界遺産課長 園田 貴子 君

文化振興・世界遺産課

企画監（世界遺産担当）
園田幸四郎 君

ながさきピース文化祭課長 小栁 剛志 君

観光 振興課 長 長野 敦志 君

国際観光振興室長(参事監) 小宮 健志 君

物産ブランド推進課長 松尾 泰子 君

国 際 課 長 貝淵 裕幸 君

国際 課企画 監

(平和推進・国際協力担当)
久間 哲彦 君

スポーツ振興課長 川瀬 亨介 君

県民生活環境部長 大安 哲也 君

資源循環推進課長 赤澤 貴光 君

６、審査事件の件名

〇観光生活建設分科会

第64号議案
令和6年度長崎県一般会計補正予算（第8号）
（関係分）

７、審査の経過次のとおり

― 午前１０時００分 開会 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これより、21日に引き続き、関係部局の概要
説明を受けることといたします。

委員会を協議会に切り替えます。

― 午前１０時 １分 休憩 ―

― 午前１１時 ６分 再開 ―

【坂口委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

【坂口分科会長】 これより、第64号議案「令
和6年度長崎県一般会計補正予算（第8号）」の
うち関係部分について、分科会による審査を行

います。

なお、理事者の出席については、付議案件に

関係する範囲で、お手元に配付しております配

席表のとおり決定したいと存じますので、ご了
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承をお願いいたします。

また、本日、審査する議案は、国の「国民の

安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対

策」に伴うものであり、明日の予算決算委員会

及び本会議において審議することとなっており

ますので、ご協力をお願いいたします。

それでは、予算議案を議題といたします。

県民生活環境部長より、予算議案の説明を求

めます。

【大安県民生活環境部長】おはようございます。

それでは、県民生活環境部関係の議案につい

てご説明いたします。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

64号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予算
（第8号）」のうち関係部分であります。
今回の補正予算は、国において決定された「国

民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経

済対策」に沿って、令和6年12月17日に成立し
た国の補正予算に適切に対処するため、必要な

予算を追加しようとするものであります。

歳入予算は国庫支出金5億2,603万9,000円の
増、歳出予算は環境保全費5億4,063万円の増を
計上いたしております。

補正予算の内容についてご説明をいたします。

（海岸環境保全対策推進事業について）

海岸漂着物対策として、国の予算を活用し、

市町が実施する海岸漂着物等の回収・処理や発

生抑制対策を行うこと等に要する経費でありま

す。

続きまして、繰越明許費についてご説明いた

します。

海岸環境保全対策推進事業の実施において、

年度内に必要な事業期間が確保できないことか

ら、産業廃棄物対策費5億4,063万円について、
繰越明許費を設定するものであります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【坂口分科会長】次に、資源循環推進課長より

補足説明を求めます。

【赤澤資源循環推進課長】それでは、海岸環境

保全対策推進事業の補正予算につきましてご説

明させていただきます。

分科会先議補足説明資料をご覧ください。

この海岸環境保全対策推進事業は、長崎県海

岸漂着物対策推進計画に基づき、市町が実施す

る海岸漂着物等の回収・処理や発生抑制対策の

支援を行うものであります。

今回の補正予算につきましては、国において

決定された「国民の安心・安全と持続的な成長

に向けた総合経済対策」に沿った防災・減災、

国土強靭化のための5か年加速化対策予算を活
用して、令和7年度の事業予算を前倒しし、確
保するためのものであります。

この予算は、国の令和6年度の補正予算で35
億2,500万円計上されており、補助率につきまし
ては、3の右側に掲載しておりますが、離島地
域が10分の9、半島・過疎地域が10分の8、その
他の地域が10分の7となっております。
また、漁業者が自主的にボランティアで持ち

帰ってきた漂流ごみを市町が処分する費用につ

いては10分の10となっております。
今回の補正予算として計上しておりますのは、

事業費として5億4,063万円であり、そのうち5
億2,603万9,000円を国庫補助予定額として計
上しております。

今回計上しております補正予算につきまして

は、全額、次年度に繰越をすることとしており、

令和7年度の実施に係る予算額については、別
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途ご審議いただきます令和7年度の当初予算
9,146万3,000円と合わせまして6億3,209万
3,000円を確保させていただきたいと考えてい
るものでございます。

以上で補足説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】今の補足説明資料のところで、海

岸漂着物等の回収処理や発生抑制対策は必要な

予算だと思うんですけど、これがなぜ当初予算

で十分確保されないのかという疑問を持ちます。

例えば、今説明がありましたように、令和5
年度が、当初予算が1億2,289万円に対して補正
が5億2,930万円、令和6年度についても当初が
9,857万円で、今回補正として5億4,063万円と
いうことなんですが、実質5億4,063万円は令和
7年度の当初予算になるということになります
けれども、なぜこうした必要な予算が当初予算

できちんと億の単位で確保できないのかという

のはどういうふうに考えたらいいのかというこ

とを教えてください。

【赤澤資源循環推進課長】この補助金につきま

しては、環境省の方で海洋ごみによる海岸機能

の低下であるとか、船舶の航行、漁業活動の妨

げ、こういったものの対策として、事前に備え

るべきこととして経済活動を機能不全に陥らせ

ないという目的があるということであります。

そのため、災害時に海岸に大量の漂着物が発

生する状況下では、国土の荒廃や多面的な機能

の低下とか、あるいは交通インフラ、そういっ

たものに対して重大な支障を与えるということ

で、この海洋ごみの回収処理を行うために予算

が組まれているものでございます。

この予算計上につきましては、昨今、災害と

いうのはいつでもどこでも起こり得る状況にあ

るというふうに考えております。大規模な災害

など、一定の条件であれば災害関連の別の補助

金というのがございますので、そちらの方で海

岸漂着物の対応をするということも可能でござ

いますが、あくまでもこういった補助金という

のは大規模な災害、あるいは一定規模以上の災

害を想定したものということでございまして、

一般的な大雨、そういったものによる漂着とい

うことは、基本的に別の補助金の中では想定さ

れていないところでございます。

さらに、本県におきましては、こういった災

害との関連の位置づけが難しいような海外から

の漂着ごみ、こういったものも多量に漂着して

いるという状況にあります。

したがいまして、国の方で補正予算として組

まれているものというのは、事前に備えるべき

こととして、経済活動を機能不全に陥らせない

ため、いつ何時でも一定の対応ができるように

するために、国としても補正予算として組まれ

ているものではないかというふうに考えており

ます。

そのため、県としましても、国の方で補正予

算として組まれたものでございますので、こう

いった2月議会で補正予算として組ませていた
だいているところでございます。

【堀江委員】海岸漂着物というのは、ある意味

常にあるものですよね、極端な話、回収処理し

てもまた発生するので。だから、それは、災害

として捉えるから補正予算という意味ですか。

私は、観光県長崎であったり、海岸線がこれだ

け長い長崎県にしてみれば、海岸漂着物そのも

のについては常に対処しなければいけない問題

として捉えるとするならば、当初予算できちん
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と確保するという、これがないといけないので

はないかという考えから、なぜこうした予算が

補正でしか組まれないのかというふうに質問し

たんですけど、国としては、じゃこういう海岸

漂着物等については、災害として捉えていると

いうことですか。今の課長の答弁だとそのよう

に私は理解をしましたが、そこら辺はどのよう

に考えたらいいですか。

【赤澤資源循環推進課長】今、委員がおっしゃ

ったように、海岸漂着物というのは年間を通し

て漂着をしているというのが現実でございます。

したがいまして、先ほど私が申しましたよう

に災害という位置づけというのも一つあると思

います。一方で、海岸漂着物に対して継続的に

処理をしないといけないというのもあると思い

ます。したがいまして、両方の意味を含めてい

るというふうに私は考えております。

【堀江委員】当初予算のところできちんとやり

たいと思いますが、今のでは私の質問には、ち

ょっと私は理解できないので、また当初予算の

ところできちんと、当初予算も含めてこれは論

議をしたいと思います。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】 海岸漂着物回収ごみというのが

年々予算も幾らかずつ増えているということは、

やっぱりごみの量が増えているというような捉

え方をするわけだけれども、大体漂着ごみなど

というのは、私はよく知らないけれども、普通

一般的に会話の中で出てくるのは、国内のごみ

よりも海外からの漂着ごみが多いのではないか

と。これが大体どういうふうに、この漂着ごみ

自体が増えているか増えてないかということと、

海外からの漂着ごみが多いのではないかと、こ

の辺のことについて、まずお尋ねをしたい。

【赤澤資源循環推進課長】 まず、1点目のご質

問、回収量の件ですが、令和元年度から令和5
年度、この5年間の回収量の推移を見ますと、
年度により増減というのはございますが、おお

むね2,000トンから2,500トンという間で推移
をしているというところで、必ずしも減ってい

るという状況ではないということでございます。

その2,000トンから2,500トンのごみについ
ては、その多くは離島地域で回収されていると

いう状況でございます。

また、海外からのごみの件に関しては、一般

的にはペットボトルが指標ということになるん

ですが、ペットボトルの場合ラベルであるとか

キャップであるとか、そういったところから製

造国というのがわかるというのがございます。

そのため、対馬市の方で毎年、このペットボト

ルを指標にしまして、どこから流れ着いている

かという調査を行っております。

令和5年度につきましては、結果として全体
の31％は韓国から、また、31％が中国から、そ
の他の国も含めまして外国からの漂着が66％、
約3分の2を占めているという状況です。ほかの
離島地域についても同様な傾向があるのではな

いかというふうに考えております。

一方で、本土地域の市町につきましては、こ

れは一般論ですが、流域からのごみというのが

大体8割ぐらいあるのではないかと言われてい
ますので、本土地域の市町につきましては国内

からの漂着の方が多いのではないかというふう

に考えております。

【小林委員】 外国から66％、3分の2は韓国、
中国というようなことですね。大体2,000トンか
ら2,500トンで推移しているんじゃないかと、そ
ういう話でありますね。この漂着ごみの処理、

これはどこでやっているんですか。

【赤澤資源循環推進課長】漂着ごみの回収・処
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理につきましては、一般的に市町のごみの処理

施設、もしくは民間の廃棄物の処理施設といっ

たところで処理をされるということになってお

ります。

令和5年度の実績として、重量ベースで、市
町のごみ焼却施設、公営になりますが、これが

40.2％、約4割を占めております。
また、民間の廃棄物の処理施設、こちらの方

で処理をされたケースというのが約6割、59.8％
ある状況でございます。

市町の処理施設で処理される場合は、基本的

に焼却が主です。一方、民間で処理される場合

につきましては、焼却される場合、埋立てをさ

れる場合、そのほか有効利用、いわゆるリユー

ス、もしくはリサイクルという形で処理をされ

るというケースもございます。

【小林委員】そのごみの処理については、市町

で4割ぐらい、民間で大体6割ぐらいというご発
言ですが、これは多額のお金がかかるだろうと。

どれくらいの予算でこういう市町、民間の皆さ

ん方にお願いをしているのか、そこはどうです

か。

【赤澤資源循環推進課長】令和元年度から令和

5年度の5年間の補助金額の実績でいきますと、
決算額ベースではございますが、おおむね5億
円程度で推移をしているという状況でございま

す。このうち、9割以上は離島の市町の方で活
用いただいているという状況でございます。

【小林委員】 9割以上が離島だというようなお
話ですね。そうすると、当然、離島の市町で地

元負担というか、市町が負担していただいてい

ると。これは単なる負担しているというが、国

の方から特別交付税とか、何かそういう形で戻

ってきて、市町にあんまり負担をかけないよう

にしているのかどうか、そこはどうですか。

【赤澤資源循環推進課長】先ほど補足説明の方

でお話しましたとおり、地元の方でも1割から3
割の負担が出るという状況でございます。

この負担につきましては、80％の特別地方交
付税措置があるというところでございます。

【小林委員】 地方交付税、特別交付税、どっち

ですか。

【赤澤資源循環推進課長】特別地方交付税でご

ざいます。

【小林委員】 最後になるけれども、毎年毎年、

5年間一区切りでお話をされて処理をされてい
るようだけれども、今後、こういうことが毎年

毎年ずっと続く可能性があるのか。しかも、さ

っき話があった韓国、中国で66％、そういう形
になってくると、やっぱり今後の課題として、

韓国、中国にはきちんとした外交上の問題とし

て話していかなければいけないんじゃないかと。

こんなことがずっと続いていて、こんなに5億
円も6億円も金をかけているということは本当
に大変なことなんだね。この辺のことについて

はどう考えていますか。

【赤澤資源循環推進課長】委員ご指摘のとおり、

漂着ごみについては毎年繰り返し漂着している

という状況でございます。

先ほど答弁させていただいたとおり、減って

いるという状況にはないというのが現実でござ

います。そのため、今後も長期的に取り組む必

要があるのではないかと考えております。まず

は、その回収処理、こういったものに対する財

源の確保、これにつきましては現行の財政支援

措置、こういったものの維持が必要ではないか

というふうに考えております。

また、外国由来のごみ、これにつきましては、

本県の場合、非常に大量に漂着をしているとい

う状況がございます。したがいまして、外交上
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の適切な対応、こういったものというのは当然

必要なことではないかと思われます。こういっ

たものに関しましては、国の方に政府施策要望

の中でもしっかり要望させていただいていると

ころでございます。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第64号議案のうち関係部分は、原案のとおり
可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第64号議案のうち関係部分は、原案
のとおり可決すべきものと決定されました。

審査結果について整理したいと思いますので、

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２５分 休憩 ―

― 午前１１時２６分 再開 ―

【坂口分科会長】 分科会を再開いたします。

これをもちまして、分科会の審査を終了いた

します。

【坂口委員長】 引き続き、3月7日からの委員
会の審査内容等を決定するための委員間討議を

行います。

理事者退室のため、しばらく休憩いたします。

理事者の皆様におかれましては、お疲れさま

でした。

― 午前１１時２７分 休憩 ―

― 午前１１時２７分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これより、3月7日からの本委員会の審査内容
等を決定するための委員間討議を行います。

審査方法等について、お諮りいたします。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることにいたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２８分 休憩 ―

― 午前１１時２８分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、理事者へ正式に通知することといたし

ます。

ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかにご意見等がないようです

ので、これをもちまして、本日の観光生活建設

委員会及び観光生活建設分科会を終了いたしま

す。お疲れさまでした。

― 午前１１時２９分 閉会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年３月７日

自  午前 ９時５８分

至  午後 ３時４５分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 坂口 慎一 君

副委員長(副会長) 湊  亮太 君

委   員 小林 克敏 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 浅田ますみ 君

〃 山口 初實 君

〃 中村 一三 君

〃 まきやま大和 君

〃 冨岡 孝介 君

〃 畑島 晃貴 君

３、欠席委員の氏名

な  し ，

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

土 木 部 長 中尾 吉宏 君

土 木 部 技 監 植村 公彦 君

土 木 部 次 長 吉田 弘毅 君

土木 部参事 監
（まちづくり推進担当）

椎名 大介 君

監 理 課 長 高稲 稔也 君

建設 企画課 長 金子 哲也 君

建設企画課企画監 木戸  学 君

都市政策課長(参事監) 田坂 朋裕 君

道路 建設課 長 北原 雄一 君

道路 維持課 長 田﨑  智 君

港 湾 課 長 松本 伸彦 君

港湾 課企画 監 田中  隆 君

河 川 課 長 小川 秀文 君

河川 課企画 監 岩永  彰 君

砂 防 課 長 田中 良一 君

建 築 課 長 小島 俊郎 君

営 繕 課 長 進藤 政洋 君

住宅課長(参事監) 森   泉 君

住宅 課企画 監 佐藤 荒樹 君

用 地 課 長 木下 善祐 君

盛土 対策室 長 真鳥 喜博 君

６、審査事件の件名

〇観光生活建設分科会

第1号議案
令和7年度長崎県一般会計予算（関係分）
第8号議案
令和7年度長崎県用地特別会計予算
第11号議案
令和7年度長崎県港湾施設整備特別会計予算
第14号議案
令和7年度交通事業会計予算
第15号議案
令和7年度長崎県流域下水道事業会計予算
第47号議案
令和6年度長崎県一般会計補正予算（第6号）
（関係分）

第56号議案
令和6年度長崎県港湾施設整備特別会計補正
予算（第2号）
第59号議案
令和6年度長崎県交通事業会計補正予算（第1
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号）

第60号議案
令和6年度長崎県流域下水道事業会計補正予
算（第3号）

第61号議案
令和6年度長崎県一般会計補正予算（第7号）
（関係分）

第62号議案
令和6年度長崎県港湾施設整備特別会計補正
予算（第3号）

第63号議案
令和6年度長崎県流域下水道事業会計補正予
算（第4号）

７、付託事件の件名

〇観光生活建設委員会

（1）議 案

第17号議案
職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（関係分）

第19号議案
長崎県手数料条例の一部を改正する条例（関

係分）

第30号議案
長崎県環境保健研究センター条例の一部を改

正する条例

第31号議案
長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に係る特定公園施設の設置に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例

第32号議案
長崎県県営空港条例の一部を改正する条例

第33号議案
長崎県福江港ターミナルビル条例を廃止する

条例

第34号議案
長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する

条例

第35号議案
都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準

に関する条例の一部を改正する条例

第42号議案
契約の締結の一部変更について

第43号議案
和解及び損害賠償の額の決定について

（2）請 願

  な し

（3）陳 情

・要望書（雲仙市愛野町から小浜町までの幹線

道路整備について）

・長崎県に対する要望書

・要望書（島原天草長島連絡道路（南島原市深

江町～口之津港間）の早期事業化についてほ

か）

・横田地区県営農業競争力強化農地整備事業に

係る島原道路の早期着工・完成及び建設残土

利用等の要望書

・要望書（佐々町）

・要望書（五島市）

・「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等

を減らす取り組みについての陳情

・海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ

・東彼杵郡三町合同県政要望書

・陳情書（利水は、代替えの南部水系下ノ原ダ

ムかさ上げで十分対応可能です。石木ダム建

設事業は、見直し、中止することです。佐世

保市の人口は、減少して22万人台になり、水
は余っています。石木ダム建設は、50年間税
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金の無駄遣いです。市民に対して、背任行為

です。中止することです。）

・要望書（島原天草長島連絡道路（南島原市深

江町～口之津港間）の早期事業化についてほ

か）

８、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５８分 開会 ―

【坂口委員長】 おはようございます。

ただいまから、観光生活建設委員会及び予算

決算委員会観光生活建設分科会を開会いたしま

す。

まず、委員席の一部変更でございますが、お

手元に配付しております委員配席表のとおり決

定したいと存じますので、ご了承をお願いいた

します。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

17号議案「職員の給与に関する条例等の一部を
改正する条例」のうち関係部分、ほか9件であ
ります。

そのほか陳情11件の送付を受けております。
なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を観

光生活建設分科会において審査することになっ

ておりますので、本分科会として審査いたしま

す案件は、第1号議案「令和7年度長崎県一般会
計予算」のうち関係部分、ほか11件であります。
次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとにお手元にお

配りしております審査順序のとおり行いたいと

存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

なお、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間は、
理事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した
後、審査時間が残っている場合に限って再度の

質問ができることといたしますので、よろしく

お願いいたします。

これより土木部関係の審査を行います。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

土木部長より、予算議案の説明を求めます。

【中尾土木部長】土木部関係の議案につきまし

てご説明いたします。

「予算決算委員会観光生活建設分科会関係議

案説明資料 土木部」の2ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和7年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第8号議案「令和7年度長崎県用
地特別会計予算」、第11号議案「令和7年度長
崎県港湾施設整備特別会計予算」、第47号議案
「令和6年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」
のうち関係部分、第56号議案「令和6年度長崎
県港湾施設整備特別会計補正予算（第2号）」、
第61号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予
算（第7号）」のうち関係部分、第62号議案「令
和6年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算
（第3号）」であります。
はじめに、土木部所管の令和7年度当初予算

関係について説明いたします。

土木部では、本県の課題である「人口減少」、

「激甚化・頻発化する自然災害」などの課題を

克服し、持続可能な活力ある地域を形成するた

め、交通ネットワークの形成や個性あるまちづ



令和７年２月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（３月７日）

- 13 -

くりなど、生活・産業基盤の整備を推進すると

ともに、国の「防災・減災国土強靱化のための

5か年加速化対策」に沿って、防災・減災対策
に集中的に取り組んでまいります。また、イン

フラの機能を将来にわたって発揮し続けるため

の戦略的な老朽化対策の推進や、地域の守り手

であります建設業の担い手確保・育成のため、

建設業の魅力発信や就労環境・処遇の改善につ

ながる働き方改革や生産性向上などの取組を強

化してまいります。

これにより、第1号議案のうち土木部関係の
歳入歳出予算は、それぞれ3ページと4ページに
記載のとおりでございます。

このうち、歳出予算につきましては、公共事

業費が517億1,744万1,000円で、対前年度当初
予算比99.6％、単独事業費は227億7,067万
8,000円で対前年度当初予算比134.5％となっ
ております。

歳出予算の主な内容につきましては、4ペー
ジからご覧ください。

都市計画では、都市改造費4億1,700万円。
次に5ページになりますが、道路関係では道

路新設改良費176億176万1,000円。交通安全施
設費、公共・単独合計で33億3,317万3,000円。
道路災害防除費、公共・単独合計で55億1,724
万4,000円。港湾空港関係では、港湾改修費、公
共・単独合計で68億24万4,000円。
次に6ページになりますが、空港管理費、31

億307万2,000円。河川・砂防・ダム関係では、
総合流域防災費15億4,108万8,000円。河川改修
費58億7,092万2,000円。河川総合開発費14億
6,783万円。
次に、7ページになります。通常砂防費7億

6,230万円。急傾斜地崩壊対策費22億7,745万円。
建築関係では、長崎県大規模建築物耐震化支援

事業費3,260万8,000円。住宅関係では、公営住
宅建設費18億4,048万2,000円。
次に、8ページになります。県営住宅維持管

理費14億2,612万6,000円。盛土関係では、宅地
造成及び特定盛土等規制法に基づく調査費

7,339万5,000円などを計上いたしております。
このほか、令和7年度新規事業といたしまし

て、長崎県インフラツーリズム推進事業費594
万6,000円、都市公園 “魅力UP” プロジェクト
費4,056万8,000円などを計上いたしておりま
す。

続きまして、債務負担行為につきましては、

9ページから11ページに記載のとおりでござい
ます。

このほか、第8号議案、第11号議案につきま
しては、それぞれ11ページから12ページに記載
のとおりでございます。

次に、第47号議案のうち、土木部関係の歳入
歳出予算は、それぞれ13ページから14ページに
記載のとおりでございます。

補正予算の主な内容は、14ページ以降に記載
のとおりであり、国直轄道路事業負担金9億
2,207万7,000円の減、舗装補修費9億7,884万
2,000円の減、総合流域防災費5億5,295万1,000
円の減、堰堤改良事業費8億4,134万1,000円の
減、砂防基礎調査費3億1,941万円の減、港湾改
修費12億9,917万5,000円の減、重要幹線街路費
8億3,450万1,000円の減、公営住宅建設費1億
1,604万円の減、河川等災害復旧費24億1,339万
9,000円の減などを計上いたしております。
続きまして、繰越明許費及び債務負担行為に

つきましては、15ページから16ページに記載の
とおりでございます。

このほか、第56号議案につきましては、16ペ
ージから17ページに記載のとおりでございま
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す。

次に、第61号議案、第62号議案については、
職員及び会計年度任用職員の給与改定に要する

経費でありまして、内容は17ページから18ペー
ジに記載のとおりでございます。

最後になりますが、令和6年度予算につきま
しては、本議会において補正をお願いしており

ますが、歳入におきまして、国庫支出金等に未

決定のものがあり、歳出におきましても年間執

行額の確定等に伴い、今後、整理を要するもの

がありますので、3月末をもって専決処分によ
り措置させていただきたいと考えております。

ご了承賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようにお願いいた

します。

【坂口分科会長】次に、監理課長より補足説明

を求めます。

【高稲監理課長】 土木部の令和7年度当初予算
案の概要につきまして、補足してご説明いたし

ます。

観光生活建設分科会補足説明資料の3ページ
をご覧ください。

土木部の令和7年度当初予算案の総額は、上
の表の太線で囲んでおります一般会計と特別会

計の合計で1,044億8,876万9,000円となってお
り、令和6年度当初予算との比較は記載のとお
りです。

次に、土木部の一般会計歳出予算の約8割を
占めます普通建設事業費は、中段の表の太線で

囲んでおります公共事業費、単独事業費等直轄

事業負担金の合計で799億9,631万円となって
おり、昨年度との比較は記載のとおりです。

また、下段の表には、前年度経済対策補正の

国内示額と県当初予算の公共事業費、単独事業

費を15か月予算ベースで記載しております。
なお、一般会計歳出予算の内訳は、事業区分

別に表の右側に記載しているとおりです。

続きまして、4ページをご覧ください。
土木部の繰越明許費についてご説明いたしま

す。

表の縦の区分が款・項・目の予算科目、横の

区分が繰越明許費の理由別内訳となっておりま

す。表の左側の欄は、上から総務費、土木費、

災害復旧費、一般会計の合計、用地特別会計、

港湾施設整備特別会計、土木部の合計となって

おります。

繰越明許費は、下から4項目目の一般会計と
その2項目下の港湾施設整備特別会計の合計で
1,092件、556億4,756万5,000円となります。
この額は、9月及び11月議会で議決をいただ

きました繰越額と、今回計上しております繰越

額を合わせた令和6年度の累計額となります。
一般会計合計欄には、内訳として、通常分①

と経済対策補正分②に区分しており、通常分①

は631件、272億4,081万円、経済対策補正分の
②は458件、282億6,175万5,000円となっており
ます。

また、表の横の区分に繰越理由を、地元調整

からその他の6つに区分して整理をしておりま
す。

以上で説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂口分科会長】次に、建設企画課長より補足

説明を求めます。

【金子建設企画課長】 補足説明資料の5ページ
をお開きください。

長崎県インフラツーリズム推進事業費につい

てご説明いたします。
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全国各地のダムや橋、トンネルなどで普段立

ち入ることができない場所での非日常的な体験

ができるインフラツーリズムが注目されており

ます。

本県としましても、インフラという既存の資

産を活用した地域経済の活性化を目的に、女神

大橋など県内のインフラ施設を観光資源として

発掘・整備し、地域の独自性を活かした魅力あ

る観光コンテンツとしてつくり上げたいと考え

ております。

令和7年度の具体的な取組といたしましては、
地域主体の運営体制の構築を目的としましたセ

ミナーやワークショップの開催、本県ならでは

の視点で県内のインフラ施設での活用可能性を

検証したうえでのモニターツアーの実施箇所の

選定などを想定しておりまして、モニターツア

ーにつきましては、一部の箇所を先行して行い

たいと考えております。

次のページの上段にありますように、全国で

は埼玉県の首都圏外郭放水路や北海道の白鳥大

橋、東京都と千葉県を結ぶ東京湾アクアライン

などでインフラツーリズムが実施され、多くの

方々が参加されております。

下段は、その候補施設となり得る県内のイン

フラ施設で、女神大橋や西山ダム等の写真にな

ります。

以上で説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂口分科会長】次に、都市政策課長より補足

説明を求めます。

【田坂都市政策課長】 都市公園 “魅力UP” プ
ロジェクト費について、補足してご説明いたし

ます。

観光生活建設委員会補足説明資料の7ページ
をご覧ください。

まず、事業の目的ですが、県立西海橋公園の

集客力向上を図り、広域周遊や県内外からの交

流人口拡大につなげるために、公園施設のリニ

ューアルに向けた民間投資の活用を検討すると

ともに、リニューアルに合わせた県北地域にお

けるガーデンツーリズムの推進と2027年国際
園芸博覧会への出展に向けた取組を実施するも

のであります。

次に、令和7年度に実施する事業の概要です
が、1つ目は、例えば来園者を魅了するような
庭園の整備や集客力のあるアクティビティの導

入など、西海橋公園再整備を行うに当たり、民

間投資の活用を考えており、その導入可能性調

査委託を実施するものです。予算は、約3,000
万円を予定しております。

内容は、公園施設のニーズ調査結果を踏まえ

た官民連携手法の導入可能性を調査するととも

に、具体的な整備手法等の事業スキームや、新

たな観光拠点としての付加価値を創出する整備

内容を検討いたします。

2つ目は、西海橋公園リニューアルやガーデ
ンツーリズムの国内外へのPR及び長崎県の魅
力発信を実施するため、2027年に横浜市で開催
される国際園芸博覧会への屋外出展に向けた取

組を実施するものです。予算は、約1,100万円を
予定しております。

なお、ガーデンツーリズムとは、複数の庭園

の連携による魅力的な体験や交流を推奨する国

土交通省の制度であり、今回、西海橋公園を含

む県北地域の庭園等を共通テーマのもと、選定

のうえ、民間団体や関係市町などと連携して周

遊促進を図っていくものです。令和7年度は、
西海橋公園リニューアルやガーデンツーリズム

のテーマを表現するデザイン作成を行い、会場

の庭園の施工に着手する予定です。
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以上の取組を行うため、令和7年度予算とし
て4,056万8,000円を計上いたしております。
西海橋公園再整備のスケジュールといたしま

しては、官民連携可能性調査、実施方針決定、

事業者決定、設計・整備などの取組を今後3年
ほどで実施し、令和10年度頃の供用開始を想定
しております。

ガーデンツーリズムの取組についても、公園

再整備に合わせた観光部局と連携しながら進め

てまいりたいと考えております。

以上で、都市公園 “魅力UP” プロジェクト費
についての補足説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

【坂口分科会長】次に、港湾課長より補足説明

を求めます。

【松本港湾課長】 引き続き、資料の9ページを
ご覧ください。

大村臨海工業用地の買い戻しについて補足し

てご説明いたします。

長崎空港を国が整備する際、県は、空港の早

期完成を図るため、箕島全体を購入し、空港用

地及び土取り場として活用しました。

その際、空港と箕島の間に閉鎖水域が残った

ことから、空港関連用地の確保や水質悪化等を

考慮して埋め立てることとし、長崎県土地開発

公社に依頼し、公社が約19ヘクタールの埋め立
て造成を行っております。

将来、県が買戻すことを前提に依頼していた

中、令和8年度に公社が解散されることになっ
ているため、今回、その整理の一環として買戻

しを行うものです。

買戻しに当たっては、土地の取得等に要した

費用が基準となることから、簿価であります27
億1,569万円を予定しております。なお、19ヘ
クタールのうち約13ヘクタールは、隣接する県

有地とともにメガソーラー用地として貸付けを

行っており、引き続きメガソーラー用地として

貸付けを行ってまいります。

次のページに買取りする箇所についての図面

を添付しているところです。

以上で補足説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いします。

【坂口分科会長】 次に、提出のあった「政策等

決定過程の透明性等の確保などに関する資料」

について、説明を求めます。

【高稲監理課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき提出いたしました資料のう

ち、政策的新規事業の計上状況についてご説明

いたします。

土木部につきましては、資料3ページの左側
の番号11、長崎インフラツーリズム推進事業と、
その下の番号12、都市公園 “魅力UP” プロジェ
クト費の2件となっており、事業概要等につい
ては記載のとおりです。

以上で説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 委員会の横長37ページ、都市政
策課の交通政策費の中の新幹線事業費、今年度

の予算が33億6,124万円で、前年度と比較をい
たしますと18億8,842万円の増なんですが、こ
れは新幹線事業に要する経費ということで、長

崎新幹線が開業して今年が3年目、令和7年度は
3年目になりますかね。具体的にどういう経費
になるのか、予算の中身を説明してください。

【田坂都市政策課長】予算の中身でございます

が、この令和7年度当初予算案の新幹線整備事
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業費ですが、これは西九州新幹線（長崎～武雄

温泉間）開業後に鉄道運輸機構が実施しており

ます減・渇水対策や地元対策などの事業費に対

する県負担金でございます。

この令和7年度に増加した県負担金の主な内
容といたしましては、西九州新幹線のトンネル

掘削に伴い発生した生活用水や農業用水の減

水・渇水に対する補償費が約14億円、進入道路
や工事ヤードの原形復旧と高架橋等の下を通る

道路・水路の付替等の工事費が約8億円となっ
ております。

【堀江委員】 これは県の負担金ということで、

いわゆる新幹線が開業していろんな減水対策と

か騒音対策とかの予算だと思うんですが、今後

の見通し、これはどんなふうに、もう開業して

いるんですけれども、令和7年度もこれだけの
予算、33億円が組まれるということでは、今後、
そうした騒音問題、いろんな問題が出てくるか

と思うんですけれども、今後の予算の見通しと

いうのはどういうふうに捉えたらいいんですか。

【田坂都市政策課長】現在、鉄道運輸機構が行

っております新幹線開業後の減・渇水対策、地

元対策などは、令和7年度中に完了する予定と
聞いておりますので、予算としてはもう令和7
年度までというところでございます。

ただ、今後、維持管理するために必要な用地

の図面などを鉄道運輸機構が作成していきます

ので、それをJRに引き継ぎ、資料を作成する業
務などが出てきますので、もしかしたら令和7
年度予算の繰越というところで対応するかもと

いうことは聞いておりますが、予算としては令

和7年度まででございます。
【堀江委員】いずれにしても、例えば新幹線の

騒音の問題でも、この間の委員会の報告とかで

も2か所は基準を超えた騒音があっているとい

うふうな、県民生活への支障が出ているという

点は、これは見過ごせないと思いますので、対

処方をよろしくお願いしたいと思います。

次、2点目は、同じく委員会横長資料の53ペ
ージですが、河川課の河川開発費の中の河川総

合開発費、これは14億6,783万円という今年度
の予算ですけれども、ここには浦上ダムと石木

ダムの建設に関する経費というふうに書かれて

おりますが、この中で石木ダムに関する経費と

いうのは言えますか、答弁できますか。

【岩永河川課企画監】 河川総合開発費14億
6,783万円のうち、石木ダム事業につきましては、
県当初予算として9億8,783万円を計上いたし
ております。しかし、まだ国からの内示前です

ので、確定したものではございません。

【堀江委員】 確定したものではないけれども、

9億8,783万円を予算として見積もっていると
いうことですね。

私が申し上げるまでもなく、この石木ダム事

業については、昨年の9月に長崎県公共事業評
価監視委員会が事業費を285億円から420億円
に増額し、完成工期を令和7年度末から令和14
年度末に延長するということで、原案どおり事

業継続の提案がなされております。

問題は、川原の皆さんが建設に反対している

ということですよね。建設計画から50年たって
も、地元の皆さんの納得は得られていないとい

う公共事業なんです。

そこで、お尋ねいたしますが、長崎県公共事

業評価監視委員会は、こうした地元の川原の皆

さんへの対応はどのような意見書、コメントが

あるのか、まず教えてください。

【小川河川課長】県の再評価委員会からの意見

書といたしましては、「反対住民の皆様の理解

を得ること」、「十分説明を尽くすこと」とい
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うふうな意見をいただいているところでござい

ます。

【堀江委員】長崎県公共事業評価監視委員会か

らは、反対住民、川原の皆さんの理解を得るこ

と、説明を尽くすことというコメントをいただ

いているという答弁がありました。

だから、令和7年度は、その川原の皆さんの
理解を得る努力をどのようにするのかというこ

とが問われているというふうに思います。

そこで、私は、昨日の予算総括質疑の中で、

どのようにその説明を尽くすのかということを

質問いたしました。その中で、一つは、今の問

題としては、川原の皆さんに長崎県としては説

明をしたいというんだけど、川原の皆さんは、

いや、県とは直接話しませんと、もういろんな

これまでの不信感があって。それはそうでしょ

う。50年の間に、例えば約束、工事を始める時
は県が通知をするということになっていたのに、

通知をしないで工事を始めたことを含めて、覚

書もあるのに、その覚書も守らなかったという

ことなどなど、住民にとって本当に長崎県のや

り方は信用できない、信頼できないという対応

があるんです。でも、その中にあっても、市民

委員会、正式名称は「市民による石木ダム再評

価監視委員会」なんですけれども、その石木ダ

ムの様々な疑問については、これは説明してほ

しいという、川原の皆さんも含めて、その説明

会をしてほしいという要望があります。しかし、

昨日の知事の答弁は、この市民委員会に対して

はもう説明しないんだと。しかし、川原の皆さ

んには説明しなきゃいけないので、川原の皆さ

んがうんと言ったら市民委員会の皆さんも参加

していいですよと、そういうふうな回答があり

ました。

そのことについて、本日付けの長崎新聞の記

者の目の中では、「13世帯は説明会の条件を幾
つか提示したうえで、その交渉を市民団体に委

任した。要するに、問屋を通せという話だが、

県は、市民団体への説明をホームページ上で済

ませ、再び13世帯に説明会を案内した。直接の
当事者である住民としか話したくないという県

の強い意向が透けて見える」というふうな指摘

もあっております。

要は、県民の皆さんが説明してほしいと言っ

ているわけだから、市民委員会の皆さんにも当

然県民はおりますしね、そこでは答えるべきで

はないかというふうに私は思うんですね。少な

くとも、私が昨日、知事に申し上げましたよう

に、13世帯の川原地区の皆さんは、こんなふう
に知事にお便りを出しているじゃないですか。

「私たちの理解を得たいと思われるのなら、

まずは私たちが一任している市民委員会に対し

誠意ある対応や説明を実現されるよう強く求め

ます。それが実現されない限り、私たちだけで

説明の場に出向くこともありませんし、そちら

からの文書や口頭での要請にも一切対応いたし

ません。まして、戸別訪問などは厳にお断りい

たします」と。

現に川原の皆さんの姿勢は、とうにわかって

いますでしょう。そうであれば、私は、市民委

員会を介して説明会を開くべきではないかとい

うふうに思います。

昨日、知事の答弁は、「説明会の内容につい

ては協議をする」というふうに答弁しましたが、

この説明会の内容については協議する、この意

味はどういうことですか。誰と誰がどう協議を

するのか、答弁を求めます。

【小川河川課長】説明会の内容について協議を

するということなんですけれども、それは市民

委員会の方々と県とで、説明会の進行役だとか
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進め方について協議をしようというふうに考え

ております。

【堀江委員】 12月27日に市民委員会と課長と
話をしましたね、面談で。その時に、県は、説

明会は、これは県が主導したいと。要するに十

分時間を取ってやりたいと、公開の場でやりま

す。それはオーケーです。でも、進行について

は、これは県がやりたいですと言った。でも、

市民委員会の皆さんは、いやいや、この説明会

の進行については、これは今までのいろんなこ

とから含めて、13世帯は市民委員会の皆さんに、
これは市民委員会の進行でやってくださいと、

ぜひそれで通してほしいというふうに依頼を受

けているから、これはもう譲れませんとなって、

それで12月27日は、課長がこれは上に相談しま
すと言って、いわゆるそこで、あと協議すると

いうふうになりましたですよね。しかし、なら

なかった。ならなかったというのは、2月にな
って、もうホームページに回答は載せましたと

いうふうな対応をしたんですけれど、12月27日
の時点にこれは戻ったということですか。

今度、3月に行われようとする説明会につい
ては、市民委員会と長崎県の河川課と、じゃ、

進行をどうしますか、進行の役はどうしますか

ということを、これは協議をするという理解で

いいですか。

【小川河川課長】堀江委員おっしゃったように、

12月27日に私を含め河川課と市民委員会の皆
様と協議をしたところです。その中で、説明会

の進行について、県としては譲れないというこ

とを私は申し上げたところです。

そこで、市民委員会の方も、いや、進行は市

民委員会でやりたいということで折り合いがつ

かなかったんですけれども、12月27日に回答し
た内容としては、土木部を含め、知事とも協議

をした内容であって、県の考えは変わりないと

いうことで、私は譲れないというふうに答弁し

たんですけれども、市民委員会の方も一旦持ち

帰り、皆様には報告するというふうに言われて

帰られたと思います。その日はちょっと時間が

なくて、しっかり話はできなかったというふう

に思うんですけれども、今後は、説明会の進行

を含めて協議したいというふうに、早い時期に

協議したいというふうに思っております。

【堀江委員】 令和7年度は、10回目の公共事業
の延長、それから増額があるわけですから、少

なくとも川原の皆さんも技術的な面でいろいろ

思っている、そういう疑問には答えなきゃいけ

ないし、長崎県の評価監視委員会もそれには説

明を尽くしなさいと言われている。そういう対

応をするからには、ぜひ川原の13世帯の皆さん
とこれは会わなきゃいけないわけですよ。そう

なった時に、私が昨日も申し上げ、今も述べま

したように、自分たちとしては一任しているん

だと、市民委員会に。だから、誠意ある対応を

してほしいというふうに言われているので、今、

課長が市民委員会と説明会をどのようにするの

かという、もちろん県の譲れない面もあるでし

ょう。市民委員会も13世帯から要望を受けてい
るから、これは譲れない面もあるでしょう。け

れど、そのことについて協議をするというふう

に課長は答弁しましたので、ぜひそれを実行し

てほしいというふうに思っております。

もう一点だけ、この石木ダム事業に関わって

は問いたいと思うんですが、私がこれまで、昨

年の決算総括質疑、それから昨年の一般質問、

今回の予算総括質疑とこだわってきた一つの理

由が、昨年の10月の決算総括質疑で知事が、私
の質問にこのように答えたんです。私が、「少

なくとも市民委員会が提出しているんですから、
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市民委員会に部長なり担当課の職員を出して、

その質問に答えていただくという対応はとれな

いんですか、知事の見解を求めます」と。

すると、知事は、「必要な技術的なことであ

るとか、そういったことについて、説明につい

ては我々としても尽くしていく必要があると思

っています」と。

議事録をそのまま読めば、そしてそのまま聞

けば、これは市民委員会に説明をするという知

事の回答になるんですよ。そう昨年の決算総括

質疑の中で、私の質問を聞いて市民委員会の皆

さんも川原の皆さんもそう思ったんです。しか

し、昨日、知事が答弁したように、あれは今言

ったとおりの流れだったんですが、知事は、「い

や、あれは市民委員会に説明をするという意味

ではない」と。私は、そのことについては、昨

日時間がなくて触れませんでしたけれど、県民

が聞いていて、今、私が読んだ流れの範疇では、

市民委員会に行く、説明はできないのと言った

ら、説明を尽くす必要があると答えていたんだ

から、当然、市民委員会に説明すると私は思う

んですけど、知事ははっきりと、いや、それは

違いますと。市民委員会に説明をするというこ

とではありませんと、自分の発言を撤回されま

したが、私はこれは納得できないところがある

んですが、この点だけちょっと見解を教えてく

ださい。

【小川河川課長】 知事は、あくまでも13世帯
の皆様に対して説明を尽くしたいと、そのよう

な趣旨で答弁をなされており、議事録も確認し

たんですけれども、市民委員会に説明を尽くす

との答弁は行っておられません。

議事録で質疑の中の一連のやり取りの文脈を

見れば、読めば、13世帯の皆様に対して説明を
尽くしたいと、そのような趣旨で答弁をされて

いるというふうに考えております。

【堀江委員】もう予算審議の中で、これ以上こ

だわることはできないと思っているんですけど、

でも、このことについては、その時の10分間の
私の決算総括質疑を最初から最後まで読んでそ

ういう解釈だという説明と思うんですが、聞い

ている県民の皆さん、そして言っている私も、

今読んだとおり、読んだとおりなんですよ。だ

から、その時に知事が、では、13世帯に、その
時に13世帯に説明を尽くす必要があるという
回答は一言も言ってない。私が言っているのは、

市民委員会にその質問に答える考えはないのか

と言ったら、説明を尽くす必要があると言うか

ら、それは市民委員会だと、これはそのまま読

みますよ。そこを後から解釈して、それは皆さ

んそうでしょう。皆さんは、13世帯にすら説明
する考えはないんだから。それを解釈して、今

になって、あれは違ったというふうなのは、こ

れは議会の答弁をないがしろにしているのでは

ないかと私は思うんですが、最後に部長、昨日、

部長に質問することはできませんでしたから、

部長の答弁を求めます。

【中尾土木部長】 堀江委員が、今、ご説明いた

だきましたそこの部分だけ見ると、堀江委員の

質問が市民委員会に担当を出してというのに対

して、知事がお答えされた。そこをさっき引用

されましたけれども、質疑と答弁が一つの流れ

がありまして、一つ前のところに遡りますと、

知事は、公共事業の再評価委員会からご意見を

いただいておりますと、それは理解を得る努力

をすべきという言葉でしたと。その理解を得る

努力というのが、その市民委員会じゃなくて、

公共事業の監視委員会から出てきた補足意見の

中に書かれていることですけれども、事業に反

対する住民との話し合いの場を設け、説明を尽
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くしていくこと。つまり、13世帯に説明を尽く
していくというお話をされたわけです、知事と

してはですね。その努力をしていきたいという

ふうにお答えされた後で、堀江委員から市民委

員会なりに担当を出して説明すべきじゃないか

というのに対して知事が答えた時には、先ほど

も申し上げましたとおりということで、少し省

略をしておっしゃったわけです。ですから、堀

江委員がおっしゃるように、市民委員会に担当

を出してと、そこの部分だけ取ると思われるか

もしれませんが、その前の部分からの脈略から

すると、知事としては反対する13世帯の方々に
ご説明を尽くすということを言われたわけです。

【堀江委員】流れ、遡ってどうこうじゃなくて、

やり取りしているわけですから。私が市民委員

会についてどうなのかと言ったら、知事はそう

やって説明を尽くす必要があると。しかし、そ

こには13世帯を念頭に置いて言ったという解
釈なんてないわけですから、聞いている県民は

そういうふうに取りましたし、当の私もそうい

うふうに取ったということでは、私はごまかし

としか思えないというふうに指摘をしておきた

いと思います。

とりあえず、委員長、これで終わります。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【中村(一)委員】 予算配分、大変お疲れでござ
いました。1,044億円の中身についてお伺いをし
たいと思います。

まず、第1点に、大まかに建設課、あるいは
河川課等の予算配分はどのような感じでやって

いるのか。また、地域的に予算配分を行ってい

るのか。それともう一点、ここに歳入で寄附金

が5,000万円入っていますけど、そのことの説明
をお願いしたいと思います。

【北原道路建設課長】まず、道路建設課の配分

の方針をご説明いたします。

道路建設課といたしましては、まず、高規格

道路である島原道路、西彼杵道路等について重

点的に整備を行っているところでございます。

一方、生活に密着した道路につきましても、

計画的に進めているところであり、具体的には

完成年度が近い箇所や大型工事を進めている箇

所について予算を配分しているところでござい

ます。

【小川河川課長】河川事業の予算配分の考え方

についてですけれども、現在、公共事業で県内

31河川の河川改修を実施しております。予算の
配分につきましては、各事業の、例えば用地の

取得状況だとか、工事の進捗状況に合わせて予

算配分をしており、原則地域による配分枠は設

定していないような状況です。

また、近年、浸水被害が発生している河川だ

とか、市街地等で洪水が発生すると甚大な被害

のおそれがある河川だとか、橋梁、堰などの大

型構造物を実施している河川については、個別

補助を設定して予算を配分しているところでご

ざいます。

【田中港湾課企画監】 寄附金の5,000万円につ
いてでございます。これは長崎空港の隣接地が

ございますけれども、そこにメガソーラーの施

設として貸出しを行っております。その際に公

募を行って選定をいたしておりますけれども、

事業者の方から5,000万円の寄附をするという
ことの提案も含めて選定をいたしまして、それ

に基づきまして毎年いただいている寄附金でご

ざいます。

【中村(一)委員】 寄附になるんですね。売却益
じゃなくて、一応寄附をされたということです

ね。

今、説明を受けましたけれども、今年度の道
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路新設改良費は176億円されていますけれども、
この考え方として、各23市町、要望に来られま
すよね。その辺のことをどのように反映されて

いるのか、その辺をお伺いいたします。

【北原道路建設課長】今、委員からお話があり

ました176億円、公共の道路新設改良費の分で
ございます。この中には、本土の分と離島の分

を含めた予算になっておりまして、配分の基本

的な方針としては、先ほど話しましたように、

高規格道路と生活に密着した道路ということで、

その辺はめり張りをつけて予算をつけていると

ころでございます。

要望等についても、かなりたくさんの要望等

をいただいております。その中でいろいろ皆さ

んの熱意も含みながら、進捗の中で可能な限り

は反映していきたいと思っているところでござ

います。

【中村(一)委員】 毎回毎回、市町が要望に来ら
れてしているんですけれども、ちょっと今回の

予算を見てみますと、南島原市も今、道路関係

が非常に、大亀道路は別として2本しか造って
ないんですよね。一方では、雲仙等を見た時に、

雲仙等は10本とか、あるいは島原市は7本、8本
とかというようなことで、この間も南島原市に

おいても1年に2回か3回要望に来ているはずな
んですよね。それがあんまり反映されてないも

ですから、その辺も地域的に、私たちのところ

は非常に田舎でありますので、道路が非常に要

望が多いんですよ。その辺も加味して予算編成

を行っていただきたいと要望しておきます。

もう一点、緊急自然災害防止事業が今年度で

一応終わりますけれども、本県的にも非常に有

利な起債事業でありますけれども、この緊急自

然災害防止事業の期限延長は国に要望されてい

ると思いますが、もしも今年度で終了して来年

度予算がつかなった場合は、どのような方向性

でいかれるのか、お尋ねをしたいと思います。

【小川河川課長】財政的に有利な起債事業であ

ります緊急自然災害防止事業を最大限活用いた

しまして、河川でいいますと河川の管理施設の

更新だとか、補修を行って治水安全度の向上に

努めているところでございます。この事業は、

非常に必要不可欠な事業だと考えております。

もし、令和7年度で終了することになりました
ら、本事業が創設される前は、通常の自然災害

防止事業で行っておりました。ただ、予算の規

模が随分違いますので、そういった安全度の向

上につなげる意味では、非常に厳しい状況にな

ってくるのかなとは考えているところでござい

ます。

【中村(一)委員】 見込みとしてどうなんですか。
引き続き令和8年度もあるのか、その辺の感触
はどのようなものでしょうか。

【金子建設企画課長】地方に有利な地方債の継

続につきましては、まだ見込みはわからない状

況ですが、昨年度も繰り返し国に要望活動を行

っております。引き続き、今年度についても繰

り返し要望を行って継続できるように努めてま

いりたいと考えております。

【坂口分科会長】 ほかにございませんか。

【小林委員】 まず、令和7年度予算編成に当た
って、国に対して公共事業費はどのくらい要望

しているのか。また、令和6年度と比べてどう
なっているか。まず、第一番目にその点を質問

したいと思います。

【高稲監理課長】 令和7年度当初予算分での公
共事業費につきましては、土木部全体で約763
億円を国に要望しておりまして、前年度の要望

額が約751億円でございましたので、比較とし
ましては約12億円増加している状況でござい
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ます。

【小林委員】 この763億円の内示率というのは
わかるのかね。

【高稲監理課長】 令和7年度分の内示につきま
しては、例年ですと、3月下旬ないしは4月上旬
頃と見込まれるところでございますけれども、

過去の状況を見てみますと、令和6年度分が要
望額に対しての内示額の割合としては65.0％で
ございました。その前、令和5年度が65.2％とい
う状況でございました。

【小林委員】 そうすると、内示率が65％とか
61％、62％とか、こういうふうになって、全体
100％内示があるわけではないわけだよ。
そうすると、今回、763億円という要望をい

たしておりますけれども、その中から優先順位

というか、やっぱり必要度合いが高いところ、

そういうところからお願いしなければいかんと。

そういう国に対する要望のあり方、この辺はど

う考えているのか。

【高稲監理課長】公共事業費の国への要望に対

しての事業費の要望の考え方でございますけれ

ども、基本的な考え方としましては、公共事業

の実施に当たりましては、その事業の必要性で

ありますとか地域のニーズ、それから費用対効

果等々により、優先度の高いものから事業化を

行っております。その上で、事業の計画に基づ

きまして、毎年度の事業の進捗状況等を踏まえ

ながら、所要額を計上しているところでござい

ます。

【小林委員】そこの仕組みをうまくやっていた

だいて、やっぱり必要度合いが高いところ、優

先度合いが高いところ、そういう形の中でうま

く流れていくようにしていただきたいと。これ

は65％とかいうのは高い方か。九州各県あたり
と比べた時に、長崎県は特に高いとか、劣って

いるとか、あるいは大体こうだと、部長、そう

いうことはわかるのか。

【高稲監理課長】数字的な話ですけれども、先

ほど申し上げました過去の内示額、内示の率、

65％でいただいた分を国交省の予算の部分で
シェアを見てみますと、当初分としましては

1％近い状況でありまして、従来からおおむね
人口規模等からして1％の公共事業費をいただ
くということが比較的ある中で、そういった状

況で推移をしている状況でございます。

なお、経済対策補正予算を組み合わせますと、

もう少しシェアは1％を超えるような状況にな
っております。

【小林委員】 今、話があった令和6年度の経済
対策補正、こういうものがしっかり確保できて

いるかどうかというようなことと、こういうこ

とで必要な予算が確保されているかどうか、こ

の辺はどうですか。

【高稲監理課長】 国土強靱化の5か年計画など、
経済対策補正予算につきましては、令和7年度
分は令和6年度に11月補正予算で計上させてい
ただいております。結果として、国からの内示

額、経済対策補正の内示の状況ですけれども、

令和6年度分につきましては約251億円でござ
いました。その前の年度、令和5年度が約261億
円、それから令和4年度が231億円でありました
ので、およそ同規模の予算を継続して確保して

いる状況でございます。

公共事業を含めた単独、それから直轄事業負

担金も含めた土木部の予算としましては、やは

り近年の国土強靱化対策ですとか、先ほどお話

がありました緊急自然災害防止対策事業、こう

いった部分の活用をしておりまして、土木部予

算全体としましては1,000億円を超える規模と
なっている状況でございまして、県民の安全・
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安心の確保でありますとか、地域の活性化につ

ながる整備を進めることとしております。

【小林委員】 大体、今の説明を聞くと、国の経

済対策の補正、それとか公共事業費、そういう

ことについては、おおむねしっかり頑張ってい

ただいていると、こういう感じで非常にありが

たいと思っております。

そうなってくると、予算はしっかり確保され

ている。あとは執行をしっかりやっていただき、

業者の方々がしっかり仕事を受注して、それな

りの役割を果たしていくというようなことにつ

ながるわけだけれども、以前から言われている

ような、仕事がある意味では多いのか、人手不

足なのか、いろいろそういう考え方から、やっ

ぱり不調・不落と、こういう問題が出てきてい

ると。この不調・不落については、例えば担い

手三法というものがありがたくできたわけだよ。

担い手三法というものは、要するに業者の方々

が受注しやすい環境をつくると、こういうこと

に貢献していると思うんだな。そういう状況の

中から、最近の不調・不落についての取組はど

ういうふうになっているかお尋ねをしたい。

【金子建設企画課長】まず、担い手三法にある、

例えば地域の実情、人手不足等に応じた適切な

規模での発注でありますとか、予定価格の適正

な設定、施工時期の平準化など、企業が受注し

やすい環境づくり、これが不調・不落対策にな

るものと考えております。

その具体的な取組ですけれども、まず、人手

不足に対応した適切な規模での発注につきまし

ては、限られた技術者の有効活用を図るために、

規模の小さい複数の工区をまとめて発注するな

ど、発注規模の拡大を図っているところであり

ます。

また、予定価格の適正な設定につきましては、

現場条件の厳しい箇所では標準的な積算基準で

はなく、作業実態に合った見積もりを積極的に

活用しているころであります。

さらには、施工時期の平準化につきましては、

ゼロ県債や工期が1年未満の工事における債務
負担行為の活用、契約から工事着手までの間に

最大120日間の期間を設ける余裕期間制度の導
入、9月議会での速やかな繰越承認などの取組
を行っているところであります。

【小林委員】今言う担い手三法、これは大変あ

りがたいというようなことで、まず、平準化に

つながると。問題は、一番大事なことは、さっ

きも説明があった繰越の問題だな。この繰越に

ついては、多くなっているのか、現状がどうい

うふうになっているのか、繰越についてちょっ

と意見を求めたい。

【高稲監理課長】繰越明許費につきまして、今

回、計上しております1,089件、約555億円でご
ざいます。昨年度の同時期の計上につきまして

は、約529億円でございますので、金額として
は約26億円の増となっております。昨年度から
増えた要因ですけれども、補足説明の中に通常

分と経済対策補正分ということで上げておりま

すけれども、特に経済対策補正分が約26億円の
うちの21億円となっております。
これが増えた理由につきましては、やはり一

つは経済対策補正予算を多くいただいていると

いう状況がございまして、特に前年度との比較

で言いますと、今年度いただいた分が国の方の

補正予算の成立ですとか、国の内示が国会等の

開催の時期もありまして、昨年度の同時期から

約3週間後ろになったといったことで、一つそ
の分の影響がございました。ただ、土木部とし

ましては、そういった国の動向で内示が遅くな

るということを念頭に、11月の下旬頃から工事
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の早期発注に向けた事前準備ということで、通

知を各地方機関に発出したりとか、そういった

ことで準備を進めておりますので、もともとの

経済対策補正の趣旨を踏まえまして、早期執行

に努めてまいりたいと考えております。

【小林委員】部長、この繰越の問題だけれども、

例えば今、監理課長が言っているように大体2
月が主になるだろうと思うんだけれども、やっ

ぱり経済対策の補正予算が出る、それから内示

が遅くなると。こういうことで仕事を現場でつ

くりきれないのではないかと。つまり、発注が

間に合わんのじゃないかと。こういうありがた

い悲鳴が、あなた方が一生懸命頑張っているけ

れども、結局繰越が、これは以前よりは大分少

なくなっているんじゃないかと思っているんだ

けれどもね。そういう点から見て、総体的に予

算の確保はできていると。ならば、やっぱり不

調・不落がないようにしたいと。同時に繰越を

考えないといかんけれども、さっきの担い手三

法の中において120日間、約4か月間ぐらいの期
間をあけるとか、もうかつてないぐらいの状況

の中で考えられているわけだよ。総体的に繰越

について、部長としてどう考えているのか、こ

の辺の見解を聞きたい。

【中尾土木部長】 繰越については、不調・不落

との関係で申し上げますと、ちょっと歴史的な

話をさせていただきますが、平成から令和に切

替わる頃に国土強靱化の取組が始まりまして、

予算がかなり増えました。事業量が増えました。

その時に不調・不落がものすごく増えたんです。

ただ、その中で業界も努力していただきました

けれども、我々としても様々な見直しを、先ほ

ど説明がありましたけれども、例えば余裕工期

の準備期間の設定とか、様々な取組をしてきて、

今は不調・不落がかなり下がっている状況です。

結局、その一つの取組として、債務負担行為

ですとか、あるいは繰越をすることで、何とい

うんでしょう、仕事に携わらない期間、4月の
当初とか、工事が全く発注されなくて、工事に

受注者の皆さんが携わっていないような時期が

あったんです。ただ、繰越をしたり債務負担行

為を設定したりすることで、割とそういう仕事

の空白期間を減らすことができるようになって

きたわけです。労働資源が限られている中で、

その労働資源をしっかりうまく使わせていただ

けないような状況があったわけです。これを適

切な範囲で繰越をしたり、債務負担行為を取り

入れて平準化をすることで、1年を通して労働
資源を、我々としてもうまく有効に活用させて

いただくような流れをつくってきたわけです。

ですので、そうした国土強靱化の取組で予算が

増えた中で、労働資源を的確に使わせていただ

いてという一つの手段として繰越を的確な範囲

で行うことは、合理的なことだというふうに私

は考えております。

【小林委員】 何を言うたか、よくわからんな。

合理的だね。よし、返事ぐらいせんか、合理的

だねと言ってやっているだろう。（発言する者

あり）

それじゃ、建設企画課長、これは不調・不落

がどういうような状況に結果的になったか。こ

の不調・不落、そういうことで合理的にやって

いるのかやってないのか、その辺はどういうふ

うになりますか。

【金子建設企画課長】不調・不落につきまして

は、防災・減災国土強靱化のための5か年加速
化対策が始まった令和2年度には100件ありま
した。率にして6.4％と多く発生している状況で
したが、対策を講じたことによりまして減少傾

向であり、令和5年度には30件、率にして2.8％
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となっております。

また、今年度のデータですけれども、1月末
時点で11件、率にして1.5％であり、不調・不落
は少ない状況となっております。

【小林委員】 それはありがたいですね。不調・

不落がそういうふうなことで、多い時で100件
あったものが、今ぐっと下がって30件ぐらいに
なっていると。また今年度にあってはもっと落

ちているというようなことで、やっぱり担い手

三法とあなた方の発注のあり方、4か月あけて
平準化の問題とどうかなと思ったけど、そこの

ところをうまくやって、人手不足とか、あるい

は技術者がいないとかいうような形の中で大分

不調・不落はあったんだけれども、やっぱり発

注の仕方をちゃんと考えていただいているなと

いうような受け止め方で大変合理的にやっても

らっていると。そこで部長の発言がぴたっと合

うわけだよ。そういうことでわかりました。

そうすると、今話題の最低制限価格だけれど

も、これは令和5年度に最低制限価格を90％か
ら92％ぐらいにしたのかな。そういうような形
で引き上げたと、こういうことになっている。

これは改めて聞くけれども、なぜそういう最低

制限価格を引き上げたのか、改めて承りたい。

【金子建設企画課長】なぜ引き上げたのかとい

うことですが、まず、建設業は公共施設の整備

促進や、維持管理、災害発生時における復旧・

復興を担うという役割を担っており、将来の担

い手確保・育成や経営基盤の確保が不可欠であ

ると考えているところであります。

そうした中、県内の建設業は、他産業に比べ、

従事者の高齢化が著しく、長い労働時間に対し

給与が低い状況となっております。

また、令和6年4月から改正労働基準法に基づ
く時間外労働の上限規制が建設業にも適用され

たことに伴いまして、新規の労働人口の確保が

必要になっております。これらの課題を克服す

るために、建設業協会は、従業員の給与上昇や

休日の確保などを柱としたアクションプランを

策定いたしました。

県としましては、アクションプランが担い手

確保への取組に有効であると判断いたしまして、

その取組を推進するため、90％から92％の範囲
としておりました最低制限価格を一律92％へ
引き上げたものであります。

【小林委員】確かに、今言われるような理由で、

最低制限価格を引き上げたと。こういうことで

やっぱり建設業協会、あるいはそういう元請け

の方々がアクションプランというものを作って、

給料をまず上げます。それから週休2日制、こ
れが4週8休かな、こういうことを導入すると。
こういうようなことで、結果的に県民の税金は

約6億円とかね、2％最低制限価格を引き上げた
ことによって6億円が、今まで払ってないもの
を払うというようなことで、県民の税金はあり

がたいと、こう考えなければいかんと。

したがって、問題は、そういうふうに最低制

限価格を引き上げたわけだから、いわれるアク

ションプランというのが現実的に実行されてい

るかどうか。ここをあなた方は監視じゃないけ

れども、よくチェックをしていただかなければ

いかんと。今言うように県民の税金6億円プラ
ス、それに対して建設業の役割というものは非

常に重大と。そういうところからそこで働く

方々の給料を高くするとか、休みをしっかり確

保するとか、当たり前の人間としての役割をし

っかり果たしてもらうと、こういうことに対し

て、6億円というものに対するあなた方のチェ
ックを、会社だけに任せているというだけじゃ

いかんと。この辺はどうやっているか。



令和７年２月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（３月７日）

- 27 -

【金子建設企画課長】アクションプランにある

従業員の給与についてですが、令和5年、6年の
2か年で約4.9％上昇したという報告を受けてお
り、アクションプランの3か年で5％という目標
を2か年でおおむね達成している状況でありま
す。

また、休日の確保の取組についても、災害等

を除く令和5年度に完成いたしました土木部発
注工事の97％で4週8休を達成しており、取組が
進んでいる状況となっております。

【小林委員】今のような話で、大分いい環境づ

くりができていると。働きやすい、働き方改革

にぴたっときているということを言っているわ

けだ。ちょっと参考のために、何年勤務して幾

らぐらいの給与をいただいているのか。それが

きちんと守られているかとか、そういうアクシ

ョンプランの中に給与の体系が当然出てきてい

ると思うんだよ。こういうところについてはわ

かるか。

【金子建設企画課長】給与の体系等まではアク

ションプランには明示されていませんけれども、

先ほどの2か年で4.9％、これを金額相当で言い
ますと、年額で大体19万円増えたということに
なります。月額でいきますと、約1万6,000円の
増加になるということでございます。

【小林委員】 年額で19万円、1か月にすれば1
万6,000円ぐらい増えているんじゃないかと。そ
ういうような形で、やっぱり何といってもそう

いう皆さん方に頑張っていただかなければ、せ

っかく予算を取ってきて、それだけ長崎県のい

ろんな防災・減災をしっかりやっていただかな

くちゃいかんし、暮らしやすい毎日の生活の継

続をやっていただかなければいかんと。非常に

重要な役割部分が多いと思うんです。だから、

働く方々に一定の給与、休み、こういうところ

が今回の最低制限価格の引き上げにぴったり合

っているというところを今後もよく見守ってい

ただきたいと、こういうふうに考えますから、

お願いしたいと思います。

先ほど、中村(一)委員からもお話があったが、
中村(一)委員の緊急自然災害防止対策事業、こ
れは確かに令和7年度まで。こういうことで、
しかし、この内容が非常に助かっているわけだ

ね。この仕事の概要、この対策の概要、こうい

う自然災害防止対策、こういうところの得意な

点、こういうところについて声高々に、もうち

ょっとボリュームを上げろよ、声が全体的に小

さい。もっと自信を持ってやろう、どうぞ。

【高稲監理課長】緊急自然災害防止対策事業で

ございますけれども、これは先ほどからありま

すとおり、国土強靱化対策のために令和元年度

に創設されたものでございまして、現在、委員

おっしゃるとおり令和7年度までの事業期間と
なっております。これは、対象事業費の100％
に起債を充当できまして、このうち交付税の措

置率が70％と非常に財政上有利な起債でござ
いまして、起債の償還期間としては20年を予定
しているところでございます。

なお、県の予算編成方針におきましては、普

通建設単独事業については、前年度予算の97％
を上限に要求可能ということで、シーリングが

一定かかっているわけでございますけれども、

この緊急自然災害防止対策事業につきましては、

このシーリングの対象外、先ほど言いましたよ

うに非常に有利な制度ということもありまして、

所要額を要求できるということから、近年、積

極的に土木部としても活用しているところでご

ざいます。

起債の対象事業ですけれども、これは災害の

発生の予防とか拡大の防止を目的にしておりま
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して、道路、砂防、河川など、自治体が単独で

実施する防災インフラの整備事業となっており

ます。

【小林委員】 今の話で、交付税措置率が70％
と、今こういう制度仕組みはないよな。大変あ

りがたいと。ただ、償還期間が、起債の償還が

20年と。今頃は30年、50年と、こういう形でや
ってもらわんといかんところだけれども。しか

し、そうだとしても、交付税措置で70％と。70％
は返ってくるわけだから、大変ありがたいと。

これが令和7年度で終わろうとしていると、こ
ういうところなんだね。だけど、実際的に令和

7年度、ここが最後だから、もういただけるだ
けいただくというような形で、令和6年度より
は当然増加しているんじゃないかと、その要因

は何かと。さっきあなたが内容をおっしゃった

けれども、金額的にどのくらい増えているか、

そこはどうですか。

【高稲監理課長】 令和7年度当初予算の緊急自
然災害防止対策事業ですけれども、令和6年度
と比べまして当初予算で約35億6,000万円増加
しております。増加の主な事業としましては、

河川の事業で約15億円、道路災害防除や維持補
修の事業で約14億5,000万円の増、それから砂
防事業で約10億8,000万円という状況でござい
ます。

【小林委員】そういうことですね。ぜひよろし

くお願いしたいと、こう思います。

そこで、自然災害ということを考えれば、や

っぱり土砂災害の警戒区域、こういうところの

指定が全国で第2位が長崎県と、こういうふう
に言われているわけだね。そういうところで防

災・減災について、全国で第2位の土砂災害警
戒区域、この辺の取組は最近はどういうふうに

なっているか、お尋ねします。

【田中砂防課長】砂防関係事業についてご説明

します。

国土強靱化3か年緊急対策と、それに続く5か
年加速化対策の予算を最大限活用しておりまし

て、令和6年度を国土強靱化前の平成29年度と
比較しますと、事業費、事業実施箇所数とも約

1.4倍となっております。
また、土砂災害警戒区域が令和6年12月末で3
万7,639か所ございます。このうち、人家戸数等
の公共事業の採択要件を満たす箇所が6,585か
所ありまして、令和5年度末までに1,710か所の
対策を完了しております。残りは4,875か所とな
っておりますので、引き続き、事業進捗に努め

てまいりたいと考えております。

【小林委員】 1,710か所、これを消化していた
だいたと、大変なことだと思うんだよ。しかし、

4,800か所ぐらいはまだ残っているということ
で、これとても相当な予算がかかるんじゃない

かと、こう思いますが、こうして年々土砂災害

のそういうことについての重みをよく考えても

らって、対策を講じていただいているというこ

とは率直に評価させてもらいたいと。ただ、後々

まだありますから、しっかりやってもらうとい

うことをお願いしたいと思いますね。

そうしますと、やっぱり国土強靱化の5か年
加速化対策とか、あるいは緊急自然災害防止対

策事業、これが令和7年度で終わりと。やっぱ
りこれを終わってもらっては困ると。やっぱり

これはどんなことがあっても、時代的な背景か

ら見てもこれを継続していただきたいと。そし

て、長崎県は安心・安全な暮らしやすい場所だ

と、こういうことをつくっていかなければいけ

ないと、こう思うわけですね。

だから、これは単に長崎県だけではなくして、

こういう国土強靱化の継続、あるいは今言った
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自然災害防止対策、こういうことについては全

国的だけれども、九州で束になって、土木部長

を先頭にしてこの取組をやっていただかなけれ

ばいかんと、こう思うわけだけれども、技監は

黙っているけど、ちょっとこれについて答えて

みろ。

【植村土木部技監】土木部におきましては、こ

れまで国土強靱化5か年加速化対策の別枠予算
ですとか、緊急自然災害防止対策事業債、略し

て緊自債と申します。あるいは緊急浚渫推進事

業債、緊浚債と略しておりますけれども、こう

いった財政的に有利な起債制度を最大限に活用

しながら、強靱な県土づくりのための取組を集

中的に今まで進めてまいっております。

しかし、小林委員ご指摘のとおり、5か年対
策と緊自債は令和7年度で終了、緊浚債につい
ては令和6年度で終了というふうにされており
ましたので、加速化対策に続く国土強靱化の対

策の実施と関連する地方債制度の継続につきま

して、国へ繰り返し要望活動を行っておりまし

た。こうした中、先月、国の国土強靱化推進会

議におきまして、加速化対策の後の国土強靱化

に関する実施中期計画を今年の6月をめどに策
定をいたしまして、計画期間は令和8年度から
12年度までの5か年とすること。そして、その
予算規模は、加速化対策を上回る規模とするこ

とが公にされたところでございます。

また、併せて、緊浚債につきましては、昨年

12月ですけれど、適用期間を5年間延長して、
令和11年度までとすることも決定をされてお
ります。

本県の強靱な県土づくりは、まだまだ道半ば

でございます。引き続き、国に対しまして、地

域の実情を訴えながら、機会あるごとに要望を

行いまして、継続的かつ安定的な予算の確保に

努めていく所存でございます。

これまで、強靱化対策の予算をしっかり確保

できておりましたのは、議員の皆様方のご指導、

ご支援もあってのことだと考えておりますので、

これからも引き続きご指導、ご支援を賜ります

よう、どうぞよろしくお願いいたします。

【小林委員】技監から聞いて、なかなかいい答

弁であったと思います。我々は何もできないが、

やっぱりあなた方が一生懸命中央に行って陳情

していただいていると、そういうようなことで、

大変な皆さん方のご尽力、ご努力に敬意を表し

たいと思います。

もうなんだかんだ言っても、防災・減災、暮

らしやすいと、こういうところについては絶対

に要求されている状況だから、これからも部長

をはじめとして、皆さん方に真剣に取り組んで

いただくことを重ねてお願いしておきたいと思

います。

ありがとうございました。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第1号議案「令和7年度長崎県一
般会計予算」のうち関係部分について。

土木部の予算は、道路、河川、公園、住宅な

ど、県民の暮らしを下支えする大切な予算であ

ることは承知しております。そのうえで、以下

の事業に反対をいたします。

石木ダム建設事業、工期完成を令和7年度末
から令和14年度末に延期し、総事業費を285億
円から420億円に増額し、地元住民の合意が得
られていない中で進められています。川棚川に
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おける過去の洪水被害は、河川改修により対応

することができます。また、人口減少が進む中、

佐世保市に新たな水源は必要ではなく、石木ダ

ムは不要です。

事業を進めることは、水没予定地に現に生活

している13世帯、約50人を強制的に収用するこ
とにつながり、絶対に認めることはできません。

以上、討論といたします。

【坂口分科会長】 ほかに討論はありませんか。

【まきやま委員】私も同じく石木ダム事業に反

対します。

以上です。

【坂口分科会長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

まず、第1号議案のうち関係部分について採
決を行います。

第1号議案のうち関係部分は、原案のとおり
可決することに賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【坂口分科会長】 起立多数。

よって、第1号議案のうち関係部分は、原案
のとおり可決すべきものと決定されました。

次に、その他の議案について採決いたします。

第8号議案、第11号議案、第47号議案のうち
関係部分、第56号議案、第61号議案のうち関係
部分及び第62号議案は、原案のとおり可決する
ことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、土木部長より、総括説明を求めます。

【中尾土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

「観光生活建設委員会関係議案説明資料」土

木部の差替資料をお開きください。また、これ

に加えまして追加1をお配りしておりますので、
そちらも併せてご覧ください。

それでは、まず、2ページ目をご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第19号議案「長崎県手数料条例の一部を改正す
る条例」のうち関係部分、第31号議案「長崎県
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係

る特定公園施設の設置に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例」、第32号議案「長崎
県県営空港条例の一部を改正する条例」、第33
号議案「長崎県福江港ターミナルビル条例を廃

止する条例」、第34号議案「長崎県建築関係手
数料条例の一部を改正する条例」、第35号議案
「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準

に関する条例の一部を改正する条例」、第42号
議案「契約の締結の一部変更について」、第43
号議案「和解及び損害賠償の額の決定について」

であり、その内容は記載のとおりでございます。

なお、横長資料を配付させていただいておりま

す。

続きまして、土木部関係の議案外の報告事項

についてご説明いたします。

4ページをご覧ください。
まず、「和解及び損害賠償の額の決定につい

て」でございます。

令和6年度に発生した県の管理瑕疵による事
故の和解及び損害賠償の額の決定4件について、
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地方自治法第180条の規定に基づく軽易な事項
として専決処分させていただいたものであり、

その内容は記載のとおりであります。

次に、「起訴前の和解及び権利の放棄につい

て」でございます。

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いにつ

き、起訴前の和解の申立て8件、権利の放棄1件
を地方自治法第180条の規定に基づく軽易な事
項として専決処分させていただいたものであり、

その内容は記載のとおりでございます。

次に、「権利の放棄について」。

県立都市公園における使用料未収金1件の権
利の放棄について、地方自治法第180条の規定
に基づく軽易な事項として専決処分させていた

だいたものであり、内容は記載のとおりでござ

います。

次に、5ページをご覧ください。
「契約の締結の一部変更について」でござい

ます。

令和3年2月定例会で可決された主要地方道
若松白魚線橋梁補修工事（若松大橋P1・P2橋脚
補強）、令和2年2月定例会で可決された高田南
宅地整備事業及び令和4年11月定例会で可決さ
れた主要地方道平戸田平線道路改良工事（（仮

称）向月トンネル）において、地方自治法第180
条の規定に基づく軽易な事項として専決処分さ

せていただいたものでありまして、その内容は

記載のとおりでございます。

次に、6ページをご覧ください。
「公共用地の取得状況について」でございま

す。

令和6年11月1日から令和7年1月31日までの
一定基準以上の土木部所管の公共用地の取得状

況については、長崎市における一般県道神ノ島

飽ノ浦線交通安全施設等整備工事、ほか2件で

あります。

次に、土木部関係の主な所管事項について、

ご説明いたします。

引き続き、6ページ中段になりますけれども、
まず、石木ダムの推進についてでございます。

石木ダムにつきましては、渇水や洪水などの

自然災害から地域の皆様の安全・安心の確保を

図るうえで必要不可欠な事業でありまして、早

期完成を目指す必要があります。

昨年の事業再評価において、完成工期を令和

14年度まで延長することとなりましたが、工期
内の確実な完成に向け、新たな工事工程に沿っ

て着実に工事を進めてまいります。

一方で、川原地区にお住まいの13世帯の皆様
のご理解とご協力を得たうえで、事業を円滑に

進めることが最善であるという考えにも変わり

はなく、引き続き話し合いの機会をいただける

よう努力を重ねてまいります。

また、佐世保市及び川棚町とともに策定を進

めております水源地域整備計画につきましては、

昨年12月に素案の公表を行いまして、地元川棚
町の皆様から広くご意見を伺ったところであり

まして、今後は、いただいた意見を精査し、可

能な限り反映させながら、計画の早期策定に努

めてまいります。

県としましては、石木ダムの一日も早い完成

に向けて、引き続き、佐世保市及び川棚町と一

体となって、事業の推進に力を注いでまいりま

す。

次に、6ページ目の一番下から7ページ目にか
けてですが、幹線道路の整備についてでござい

ます。

県では、産業の振興や交流人口の拡大による

地域の活性化、さらには強靱な県土づくりに向

け、国等と連携して高規格道路の整備を重点的
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に進めております。

このうち、NEXCO西日本で整備しておりま
す西九州自動車道の佐々インターチェンジから

佐世保インターチェンジ間の4車線化の完成が
3月23日の予定と発表されました。

4車線化により、さらなる安全性・走行性の
向上とともに、災害時の代替機能の強化が図ら

れるものと期待しております。

なお、同区間の管理が国土交通省から

NEXCO西日本に移管され、佐々インターチェ
ンジから佐世保大塔インターチェンジ間の通行

料が新たな料金になります。

引き続き、産業の振興や地域の活性化に寄与

する幹線道路ネットワークの整備の推進に全力

で取り組んでまいります。

次に、長崎駅前交通拠点の整備についてでご

ざいます。

昨年7月に国、県、長崎市で設立しました「長
崎駅前交通拠点整備事業計画検討会」におきま

して、道路・公共交通の機能強化、歩行者ネッ

トワークの向上、公共交通の利便性向上を目的

として、現在、「長崎駅前交通拠点の整備方針」

を策定し、本日公表しておりまして、今後、こ

の整備方針を踏まえ、具体的な事業計画を取り

まとめる予定でございます。

また、長崎駅前バスターミナル再整備につき

ましては、事業化に向け、県及び長崎市により

市街地再開発事業などの都市計画決定の手続き

を進めておりまして、今年2月に地元説明会を
行いました。今後、都市計画審議会の審議など

を経て、都市計画決定がなされる予定です。

県といたしましても、今後も再開発準備組合

を支援しながら、長崎の陸の玄関口であります

長崎駅前交通拠点の整備に向けて、引き続き国

や市と連携して取り組んでまいります。

追加1の資料をご覧ください。
諫早西部団地開発事業者の公募状況について

でございます。

諫早西部団地の未処分地につきましては、長

崎県住宅供給公社が、昨年10月にプロポーザル
方式で開発事業者を公募しましたが、参加を申

し込んだ事業者はおりませんでした。

公社からは、再公募に向けて、公募資格要件

や公募区域等に関するサウンディング調査を実

施し、公募要項の見直しを行っている旨、報告

を受けております。

今後、県といたしましても、年度内に公募を

実施するよう、公社に対して適切に助言、指導

してまいります。

もともと見ていただいておりました資料に戻

っていただきまして、そのほかの土木部関係の

主な所管事項といたしまして、今回ご説明いた

しますのは、8ページから9ページに記載されて
おりますが、長崎港元船地区整備について、道

路施設の維持管理計画の改訂について、長大橋

維持管理事業について、道の駅について、県営

西諫早団地建替事業についてでありまして、内

容は記載のとおりでございます。

補足説明資料を配付させていただいておりま

す。この中に幹線道路の整備について、長崎駅

前交通拠点の整備について、長崎港元船地区整

備について、道路施設の維持管理計画の改訂に

ついて、長大橋維持管理事業について、道の駅

について、そして県営西諫早団地建替事業につ

いて、諫早西部団地開発事業者の公募状況につ

いてでありますが、後ほど、これについては担

当課長からご説明させていただきます。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

何とぞ、よろしくご審議を賜りますようお願
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いいたします。

【坂口委員長】次に、港湾課長より補足説明を

求めます。

【松本港湾課長】 港湾課から3件の補足説明を
させていただきます。

観光生活建設委員会説明資料の6ページをご
覧ください。

第32号議案「長崎県県営空港条例の一部を改
正する条例」についてご説明します。

今回の議案は、国際基準の改定に合わせた国

の運用基準の改定に伴い、福江、対馬、壱岐空

港における利用できる航空機の重量制限の数値

を改正するものです。

空港で利用できる航空機につきましては、滑

走路の舗装構成により決定される舗装強度と航

空機の着陸時の荷重を比較し、舗装強度が上回

れば利用できることになっております。

今回の改正では、舗装強度の算定方法の見直

しとともに、航空機の数値も併せて見直された

ことから、現在、運航されている定期便を含め

て、これまで使用可能であった航空機への影響

は生じません。

第32号議案に係る補足説明は以上となりま
す。

引き続き、7ページをご覧ください。
第33号議案「長崎県福江港ターミナルビル条

例を廃止する条例」についてご説明します。

この議案は、福江港ターミナルビルの五島市

への譲与に伴い、関係する条例を廃止するもの

です。

港湾のターミナルビルの整備につきましては、

通常、市町が行い、県が補助しておりますが、

福江港ターミナルビルにつきましては、市の財

政難を受け、覚書を締結したうえで、県が起債

を借り入れて整備し、平成17年に完成しており

ます。

覚書では、起債の償還完了後に市に譲与する

こととしており、今年度起債の償還が完了する

ことから、福江港ターミナルビルを市に譲与す

ることとし、関係する条例を廃止するものです。

第33号議案の説明は、以上となります。
続いて8ページをご覧ください。
第43号議案「和解及び損害賠償の額の決定に
ついて」ご説明いたします。

今回上程しております議案は、令和6年11月
に南島原市須川港で発生した事故に対する損害

賠償の額の決定で、港湾施設である野積場を車

両が通行した際、コンクリート舗装面が陥没し、

車両に損傷を与えたものです。

事故の原因としましては、海水の満ち引きに

より、野積場の土砂が流出したことにより、舗

装面の下部が空洞になっていたため、被害車両

が通行した際に陥没したものであります。

賠償額につきましては、被害者に故意または

過失が認められないため、被害車両の修理費

146万4,958円を賠償するものであります。
このような事故が発生したことから、県内の

港湾施設の緊急点検を行っており、今後とも定

期パトロールの強化など事故の未然防止に努め

てまいりたいと考えております。

以上で港湾課の説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いします。

【坂口委員長】次に、建築課長より補足説明を

求めます。

【小島建築課長】 建築課から2件の議案をご説
明いたします。

第34号議案「長崎県建築関係手数料条例の一
部を改正する条例」についてご説明いたします。

今回の議案は、建築に係る事務に関して、手

数料を規定した長崎県建築関係手数料条例のう
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ち、宅地建物等取引業の免許申請手数料及び建

築士事務所の登録申請手数料の金額を改定する

ものでございます。

委員会横長資料の8ページをご覧ください。
まず、1、宅地建物取引業の免許申請手数料

の改定についてご説明いたします。

（1）改定の理由です。地方公共団体の手数
料の標準に関する政令の一部を改正する政令に

おいて、宅地建物取引業の免許の電子申請を行

う場合の手数料の標準額が追加されたことに伴

うものでございます。

（2）改定の内容です。宅地建物取引業の免
許及び更新の申請手数料は、現行3万3,000円で
すが、改定後は電子申請の場合は2万6,500円、
紙申請の場合は現行のままとなります。

次に、建築士事務所の登録申請手数料につい

てご説明いたします。

（1）改定の理由です。今回の改定は、令和6
年9月4日に、国土交通省より、建築士事務所登
録申請手数料について技術助言が通知され、登

録申請手数料に関する統一的な算定方法が示さ

れたため、これを反映した手数料に改定するも

のでございます。

（2）改定の内容です。建築士事務所の登録
及び更新の申請手数料は、現行、1級建築士事
務所1万5,000円、2級及び木造建築士事務所1万
円ですが、改定後は1級、2級、木造とも共通の
1万9,000円となります。
条例の施行日については、いずれも令和7年4

月1日としております。
以上が、長崎県建築関係手数料条例の一部を

改正する条例の内容となります。

引き続き、第35号議案「都市計画法に基づく
開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を

改正する条例」についてご説明いたします。

今回の議案は、都市計画法に基づく開発行為

等の許可の基準に関する条例のうち、市街化調

整区域における許可基準の一部を改正するもの

でございます。

委員会横長資料の9ページをご覧ください。
本条例は、都市計画法第34条第11号の規定に
よる50戸連たん制度に基づき、本来は市街化を
抑制すべき市街化調整区域内において、開発許

可が可能となる区域及び建築物の用途を定めて

おり、このうち建築物の用途については、建築

主が自ら居住する一戸建て住宅に限ると規定を

しております。

今回、市町が地域コミュニティの維持を目的

として、都市計画マスタープランに土地利用の

方針を定めた場合には、一戸建て非自己居住用

の住宅についても開発許可の対象とできるよう

条例を改正するものであり、このことにより、

建売住宅も許可が可能となります。

また、50戸連たん制度の区域の指定がある時
津町は、当該区域における人口減少や高齢化に

よって、地域コミュニティの維持に課題がある

ため、本条例における建築物の用途の見直しを

要望されております。

条例の施行日については、令和7年4月1日と
しております。

以上が、第34号議案、第35号議案の補足説明
となります。

ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

【坂口委員長】次に、住宅課長より補足説明を

求めます。

【森住宅課長】 委員会横長資料の11ページを
ご覧ください。

第42号議案の川口アパートの契約の変更で
ございます。
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川口アパート建替事業は、長崎市の川口町に

おいて、耐震性のない県営住宅を県庁初のPFI
事業として行っているものであり、一昨年の令

和5年6月定例会において契約の議決をいただ
き、昨年の8月より建設工事に着手しているも
のでございます。

今回の契約額の変更でございますが、理由が

2つございまして、1つ目としては物価上昇に伴
うスライドの請求、2つ目として補償額算定の
業務の追加を上げさせていただいております。

次の12ページをご覧ください。
まず、1つ目の理由の物価上昇の話でござい

ますけれども、物価上昇に伴うリスクは契約書

の中でも事業者が負うということになっており

ます。その範囲は契約書で定めておりまして、

1.5％以内は事業者が負いますが、それ以上につ
いては通常の工事と同様に事業者が契約の変更

を請求できることとなっております。

近年の物価上昇は著しく、プロポーザルの提

案から基準日までの建築費上昇率が8.5％とな
っているため、事業者のリスク負担分1.5％を引
いた7％分の増額分、税抜き8,057万円を請求に
基づき変更したいと考えております。

続きまして、13ページをご覧ください。
2つ目の変更理由は、隣接公園の移設補償費

算定でございます。本事業は、県営住宅の敷地

だけでは実施が不可能ということで、隣接する

長崎市の川口公園と土地交換を行うことで実現

しております。新公園の整備は、長崎市が行い

ますが、現状の公園にございましたフェンスや

ベンチなどの付帯工作物や庭木等は、原因者で

ある県が補償するということで、長崎市と協議

済みでございまして、今回、新川口アパートの

設計がようやく完了し、補償の範囲が確定した

ということに併せて、補償額の算定業務を税抜

きで208万2,000円追加したいと考えておりま
す。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂口委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 港湾課です。第32号議案「長崎
県県営空港条例の一部を改正する条例」、港湾

課長の説明でわかったのは、何ら変わりません

と、影響ありませんということはわかりました。

がしかし、航空機等級番号と航空機分類等級、

何がどう変わったのか、私にはわかりません。

これを私にわかるように説明してもらえますか。

基準が全く違うということですか。

【松本港湾課長】国にも問い合わせて、変わっ

た内容を具体的に確認したところだったんです

が、基本的には世界の基準が変わったというと

ころです。これは1981年に今の等級が決まった
ということで、それから40年経過していまして、
それまで改正が行われなかったということです。

その中で飛行機の車輪の数であるとか、航空機

の形であるとか、そういうことも変わってきま

したので、前の数値の求め方を改正した方がい

いということで今回なったというところで、中

身がどのように変わったというところが、なか

なかわかりづらいというのが正直なところです。

ただ、この数値で見ますと、基本的には前回

の数値と比べまして大体10倍の数値になって
いると。そこの中で誤差は生じているというよ

うなことになります。飛行機の方も、航空機も

そのようになっていますので、基本的に数値は

変わっていますが、基礎は変わってないという

ような状況です。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【中村(一)委員】 第43号議案「和解及び損害賠
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償の額の決定」、これは南島原市で起きた事故

ですけれども、この賠償金が約166万円、これ
は県の財源で出していますよね。保険等はなか

ったのか、その辺を。

【田中港湾課企画監】港湾施設の臨港道路につ

きましては、保険に加入しておりますけれども、

それ以外の施設については保険に加入しており

ません。今回の事故が野積場で起こった事故で

ございますので、保険の適用はなく、一般財源

で対応させていただきます。

【中村(一)委員】 そうすると、多分これは荷物
を持ってきて事故が起きたと思っていますけれ

ども、そこの下の方、コンクリートをされてい

たと思うんですけれども、その辺のパトロール

等はされてないんですか。

【田中港湾課企画監】水際線の施設でございま

すので、やはりどうしても波による影響を受け

てしまうという意識を持って、私どもも定期的

にパトロールを行っております。この地域につ

きましては、5月末に点検を行っておりまして、
その際には何の異状も発見できなかったという

ことでございまして、こういった事故が生じて

しまいました。

【中村(一)委員】 今回は大型トラックでこんな
になりましたけれども、これが小型やったらあ

る程度、陥没するかなというふうに、埼玉の件

もありましたので、その辺もある程度パトロー

ルの強化をお願いしたいと思います。

以上です。

【坂口委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第42号議案「契約の締結の一部
変更について」は、令和5年6月定例会で可決さ
れた長崎市内県営住宅川口アパートの建替事業

について、物価上昇に伴い9,091万円の増額契約
を締結しようとするものです。

私は、令和5年6月定例会で、以下の理由で反
対しました。川口アパートを耐震性がないので

建て替えることは当然ながら、指定管理者の21
年の指定はあまりに長く、何があるか予想も困

難な時代に、責任を持って賛成できないこと。

PFI導入については、官民連携の名のもとに、
公的部門の民間委譲にほかならないと指摘をし

ました。同じ理由で増額契約については反対い

たします。

【坂口委員長】 ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

まず、第42号議案について採決を行います。
第42号議案は、原案のとおり可決することに
賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【坂口委員長】 起立多数。

よって、第42号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、その他の議案について採決いたします。

第19号議案のうち関係部分、第31号議案ない
し第35号議案及び第43号議案は、原案のとおり
可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決

すべきものと決定されました。
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【坂口委員長】土木部関係の審査の途中ですが、

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時30
分から再開し、引き続き土木部関係の審査を行

います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、土木部関係の審査を行い

ます。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【高稲監理課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した土木部関係の資料について、ご説明いたし

ます。

提出しております内容は、1,000万円以上の契
約状況一覧表、陳情・要望に対する対応状況、

附属機関等会議結果報告となっております。

なお、今回の報告対象期間は、令和6年11月
から令和7年1月までに実施したものでありま
す。

資料の2ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約状況について、建設工事、

建設工事関連の委託、その他の3つに区分し、
それぞれ契約状況一覧表から入札結果一覧表の

順に添付しております。

次に、258ページをご覧ください。
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

についての県の対応状況を記載しております。

最後に、327ページから337ページまで、附属

機関等の会議結果を記載しております。

以上で説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂口委員長】次に、道路建設課長より補足説

明を求めます。

【北原道路建設課長】観光生活建設委員会補足

説明資料の3ページをご覧ください。
西九州自動車道の4車線化に伴う新たな料金

について、補足してご説明いたします。

西九州自動車道の佐々インターチェンジから

佐世保中央インターチェンジ間の4車線化工事
が3月23日に完成いたします。併せて、同区間
が国土交通省からNEXCO西日本に移管され、
佐々インターチェンジから佐世保大塔インター

チェンジ間が新たな通行料金となります。

4ページの上段をご覧ください。
新たな通行料金は、ETCを搭載した車両と非

ETC車両で支払い方法が異なります。
ETC車については、右下写真に示しておりま
す、各インターチェンジの出入り口に設置しま

したETCフリーフローアンテナによる判別に
よって、走行区間に応じた料金が徴収されます。

一方、非ETC車については、佐世保大塔イン
ターチェンジ料金所において、一律区間最大料

金が徴収されます。

4ページの下段をご覧ください。通行料金の
例をお示ししております。

図の右側、佐世保大塔インターチェンジの料

金所を通過する車両において、ETC車は乗り降
りするインターチェンジに応じて160円から
370円の通行料金となり、非ETC車は一律370
円の通行料金となります。

また、左上、水色の矢印区間となる佐々イン

ターチェンジ、相浦中里インターチェンジ、佐

世保中央インターチェンジ区間内においては、
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これまで同様、ETC車、非ETC車、いずれも無
料で走行いただけます。

県としましては、引き続きNEXCO西日本と
連携しながら広報を行い、県民への周知に努め

てまいります。

補足説明は以上でございます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂口委員長】次に、都市政策課長より補足説

明を求めます。

【田坂都市政策課長】長崎駅前交通拠点の整備

について、補足してご説明いたします。

観光生活建設委員会補足説明資料の5ページ
をご覧ください。

令和2年7月に策定しました長崎市中心部の
交通結節機能強化の基本計画を踏まえて、長崎

駅前の交通拠点の機能強化に関する整備方針や

事業計画の検討及び取りまとめを行うため、昨

年7月に国、県、長崎市で、交通事業者、学識
経験者、行政で構成する「長崎駅前交通拠点整

備事業計画検討会」を設立しております。

6ページをご覧ください。
令和2年7月に策定した長崎市中心部の交通

結節機能強化の基本計画における基本方針と整

備イメージを示しております。上段右の青色で

示しております基本方針として、大黒町側に中

距離用のバスターミナルを整備し、前面の国道

上に路線バスの停留所を集約することや、駅側

とバスターミナルをデッキで結び、駅と街を連

携させて回遊性を強化することなどを挙げてお

りました。

7ページをご覧ください。
昨年7月に設立した事業計画検討会の第2回

までの議論を経て、長崎駅前交通拠点の整備方

針を策定し、本日この内容を国のホームページ

で公表しております。

本整備方針は、基本方針に加えて、新たに2
項目を追加することとし、長崎の陸の玄関口で

ある長崎駅前において、交流とにぎわいを生み

出す新たな交通結節機能を形成することを目的

として、「1、長崎駅前の交通結節機能の強化」、
「2、長崎駅周辺の交通円滑化」、「3、回遊性
の強化」、そして今回新たに追加する「4、防
災機能の強化」、「5、官民連携による計画の
具体化」の5項目に取り組んでいく予定として
おります。

8ページをご覧ください。
検討会の今後の進め方でございます。現在、

第2回まで終えており、整備方針を公表してお
ります。今後、第3回以降は、官民の事業区分
や役割分担、交通ターミナルの施設配置計画等

を議論していく予定です。

9ページをご覧ください。
次に、長崎駅前バスターミナルの再整備につ

いてご説明いたします。

まず、長崎駅前地区の現状と課題です。現在、

資料右側の写真のような現状であり、課題とし

ては「国道利用者の負荷軽減」、「高速バスタ

ーミナルの更新」、「観光資源の顕在化」、「公

共交通乗り継ぎ利便性の向上」などが挙げられ

ます。このことから、県では、バスターミナル

と周辺建物との共同建替えの可能性を検討する

ため、令和3年度から地区内の土地や建物所有
者との勉強会や意見交換などの地元調整を進め、

その結果、昨年3月に関係地権者から成る「大
黒町地区市街地再開発準備組合」が設立された

ところです。

10ページをご覧ください。
大黒町地区第1種市街地再開発事業概要につ

いて説明いたします。

全体事業費は約210億円であり、令和7年度は
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準備組合により測量や建物調査、基本設計を進

めていく予定です。

資料右側をご覧ください。

中ほどに再開発区域イメージ図がありますが、

準備組合においてA、Bの2つの街区を整備する
予定です。

右下の断面イメージ図ですが、A街区にはバ
スターミナル、商業施設、業務施設、広場、ホ

テルの導入を、B街区には商業施設や駐車場の
導入を検討しております。

11ページをご覧ください。
現在、県や長崎市では、施行区域等を定める

都市計画の決定や変更の手続きを行っており、

先月には都市計画に関する地元説明会を行いま

した。都市計画の内容としては、大黒町地区第

1種市街地再開発事業の決定、高度利用地区の
変更、都市計画道路（江戸町道ノ尾線）の変更

となっております。都市計画に係る今後のスケ

ジュールにつきましては、4月に長崎市の都市
計画審議会、5月に県の都市計画審議会での審
議などを経て、都市計画の決定告示がなされる

予定です。

12ページをご覧ください。
市街地再開発事業の主な流れを示しておりま

すが、現在は都市計画決定に向けた手続きを行

っております。都市計画決定後は、いずれも県

で認可する事業計画や権利変換計画の手続きな

どを経て、再開発ビルの工事着工、そして工事

完了、再開発ビルのオープンへと進む予定です。

以上で長崎駅前交通拠点の整備についての補

足説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

【坂口委員長】次に、港湾課長より補足説明を

求めます。

【松本港湾課長】長崎港元船地区の整備につい

て、補足して説明させていただきます。

引き続き、資料の13ページをご覧ください。
長崎港元船地区につきましては、整備から約

30年が経過し、施設の老朽化が進むとともに、
車両のふくそうや交通混雑などの課題が生じて

おります。このような課題への対応や離島航路

の維持強化のため、港湾機能を再編するととも

に、にぎわいのある港まちづくりに向け、長崎

の海の玄関口としての将来像を取りまとめた

「長崎港元船地区整備構想」を昨年3月に策定
しました。

構想におきましては、港湾機能を西側、左上

の写真の下側になりますけれども、そこに集約

し、利便性を向上させるために東側、同じ写真

の今度は上側になります。そこに観光交流機能

を配置し、にぎわいの創出、連続性を確保した

いと考えております。にぎわい施設につきまし

ては、本県の農水産物を飲食、物販できる施設

等を想定しているところです。

14ページをご覧ください。
整備に当たりましては、岸壁や道路など、通

常の公共事業と民間資金や自由な発想、豊かな

ノウハウを取り込むPFI事業を組み合わせるこ
とを想定しており、黄色枠が公共事業、紫枠の

にぎわい施設等をPFI事業で実施することと考
えております。このうち、公共事業につきまし

ては、昨年11月に公表されましたが、令和7年
度新規事業としての予定となっております。

PFI事業事業につきましては、ページ右下に
お示ししていますが、実施方針の策定の見通し、

実施方針、実施要求水準書案の公表、公募と、

段階、段階の手続きを経て事業者を選定するこ

とになります。現在、随時サウンディングを実

施しており、複数の民間事業者が本事業への参

画意欲を示していただいているところですが、
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今回、PFIの最初の手続きとなる実施方針の策
定の見通しを公表することで、県として当該事

業をPFIにより進めることを周知することにな
り、参画意向の事業者が提案する事業の内容や

採算性、構成グループの検討など、より具体的

な検討を進めていただくことになります。

その後の手続きにつきましては、資料に示す

とおりとなります。

15ページの資料が、今回、実施方針の策定の
見通しの公表となっており、事業期間や概要等

を公表します。

以上で、長崎元船地区整備についての補足説

明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いします。

【坂口委員長】次に、道路維持課長より補足説

明を求めます。

【田﨑道路維持課長】続きまして、道路維持課

から3件についてご説明させていただきます。
16ページをお開きください。
道路施設の維持管理計画の改訂について補足

してご説明いたします。

道路施設を適切に維持管理し、県民の安全・

安心の生活を確保するため、道路維持課では、

「公共土木施設等維持管理基本方針」に基づき、

橋梁、道路トンネル、道路防災、道路舗装につ

いて維持管理計画を策定し運用しているところ

です。

今年度は、定期点検や補修履歴等を踏まえ、

各維持管理計画を更新し、令和7年度からの次
期維持管理計画を策定しましたので、ご報告い

たします。

補足説明資料17ページをご覧ください。
橋梁長寿命化修繕計画についてです。計画の

改訂は、横断歩道橋を含む全県管理橋梁2,125
橋を対象にしております。

基本方針としては、補修は早期措置段階を優

先し、その後は予防保全段階に順次着手してい

く予定にしております。

次期計画の期間につきましては、令和7年度
から令和16年度までで、事業費は300億円、計
画橋梁数は耐震補強3橋を含む200橋になりま
す。資料の左下は損傷状況の写真と健全性の区

分を示しております。資料右上は、橋梁の年齢

構成を示しております。左側の円グラフが、現

在の状況でございますが、建設後50年以上を経
過した橋梁の割合が今40％となっております。
右側のように、10年後には割合が57％となりま
して、橋梁の老朽化がさらに進行していくとい

うことでございます。

資料の右下でございますけれども、コスト縮

減の効果を示しております。従来の事後保全的

な補修を予防保全的補修に移行させることで、

50年間のライフサイクルコストを約3,700億円
縮減させる見込みでございます。

続きまして、補足説明資料の18ページをご覧
ください。

道路トンネル維持管理計画についてです。計

画の改訂は、全トンネル144本を対象にしてお
ります。

基本方針としては、本体工の補修は早期措置

段階を優先し、その後は予防保全段階に準じ着

手します。次期計画期間は令和7年度から令和
11年度までで、事業費は26億円、計画のトンネ
ル数は43本になります。
続きまして、補足説明資料19ページをご覧く
ださい。

道路防災事業計画についてです。

基本方針として、道路防災点検で要対策と判

定された箇所を対象にしており、交通量、緊急

輸送道路、迂回路の有無を踏まえて、優先度が
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高い箇所から順次着手します。次期計画期間は、

令和7年度から令和16年度までで、事業費は240
億円、計画箇所は要対策箇所400か所になりま
す。

続きまして、補足説明資料20ページをご覧く
ださい。

道路の舗装の維持管理計画についてでござい

ます。

基本方針としまして、効率的な維持管理によ

って、県が管理する国道、県道、約2,453キロの
道路舗装の安全性と快適性の確保、ライフサイ

クルコストの縮減を実施するため、令和7年度
以降の計画を立案しております。

道路の重要性に応じたグループ別の目標、管

理水準で、ひび割れ率、轍割れ率、平坦性から

導く評価指数のMCIと呼ばれるものですが、そ
の達成率90％以上を目指しております。
次期計画期間は、令和7年度から16年までで、

事業費は245億円としております。
以上で、道路施設の維持管理計画の改訂につ

いての説明を終わります。

続きまして、補足説明資料21ページをご覧く
ださい。

長大橋維持管理事業について補足してご説明

いたします。

長崎県は、離島・半島の面積が約7割という
地理的特性から、特殊構造で延長の長い橋梁を

多く有し、維持管理においては高度な技術力や

ノウハウを求められます。

本事業は、支間長200メートルを超える橋梁7
橋を対象に、官民連携のPFI方式を基本とした
長期契約により、持続可能で高度な予防保全の

実行とライフサイクルコストの縮減による長期

供用の実現を目的としております。

橋梁の維持管理に関する官民連携の取組は国

内に前例がないことから、長期契約による官民

双方の課題や効果を検証するため、2橋で5年契
約のスモールスタートを検討し、試行してまい

ります。

続きまして、補足説明資料22ページをご覧く
ださい。

道の駅について補足してご説明いたします。

道路利用者への安全で快適な道路交通環境の

提供や地域振興に寄与することを目的として、

諫早市飯盛町の国道251号沿いに建設中の休憩
施設が、令和7年1月31日、道の駅として登録さ
れました。登録名称は、道の駅「251いいもり
じゃがーロード」で、県内12か所目の道の駅に
なります。この道の駅は、一体型として長崎県

と諫早市において整備しており、オープンは令

和7年度を予定しているところです。
以上をもちまして、道路維持課の補足説明を

終わります。

何とぞ、よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。

【坂口委員長】次に、住宅課長より補足説明を

求めます。

【森住宅課長】 住宅課から2点ご報告したいと
思っております。

23ページをご覧ください。
県営西諫早団地建替事業についてご報告させ

ていただきます。建設後50年が経過し、老朽化
した西諫早団地は、今後、既存住棟も活用しな

がら、複合的な建替えを行う予定でございます。

事業の概要は、建替住宅の整備320戸、既存
住宅の改修210戸、既存住宅の解体23棟と、20
年間の維持管理運営業務を合わせ、総事業費は

約168億円を予定しております。
設計や建設などの業務を分割して県が発注す

る従来型の方式と、これらの業務に加え建物の
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維持管理運営を含め一括して発注するPFI方式
を併せて採用する予定でございます。

PFI事業につきましては、この3月に民間事業
者の皆様の参加を促すことを目的とした実施方

針の公表を予定しているところです。PFI事業
者の選定は、金額がWTO案件となるため、総合
評価による一般競争入札とし、事業期間は建物

竣工後20年間の維持管理・運営を含め、本年12
月から令和30年3月までの予定です。

PFI事業者の選定スケジュールとしましては、
3月の実施方針の公表後、春に公告、秋に入札
を予定し、本年12月の議会へ契約締結をお諮り
する予定としております。

なお、余剰地を早期に生み出すために、従来

方式で整備する1期工事の新築棟につきまして
は、令和6年度に設計着手済みで、令和7年度に
工事発注予定です。

次の24ページをご覧いただきますと、ここに
イメージ図をつけております。左側に現況の

900戸の既存住宅を解体と新築、それから一部
改修を組み合わせて、右側にあるとおり、600
戸に集約する予定です。ピンク色の部分ですけ

れども、建物の高層化や集約により生じる余剰

地ですが、ここについては民間事業者の提案に

より、公営住宅以外の新たな用途の施設などが

期待されております。

次の25ページには、事業者選定のスケジュー
ルを具体的に記載しております。

続きまして、26ページをご覧ください。
諫早西部団地開発事業者の公募状況について

のご報告でございます。

長崎県住宅供給公社が所有する諫早西部団地

は、国の認可を受けて、平成10年度から造成・
販売している住宅団地で、全体面積78.7ヘクタ
ールのうち、現在21ヘクタールの未処分地がご

ざいます。事業開始から20年経過し、社会経済
情勢等も変化していることから、令和4年度に
県、諫早市、公社により、27ページにお示しし
ているような新たなまちづくり方針を策定し、

住宅以外への土地利用の転換などを含めた民間

事業者による開発を推進することとしておりま

す。

また、26ページにお戻りいただき、21ヘクタ
ールの未処分地につきましては、昨年10月に住
宅供給公社が4つのゾーンを一括して販売する
ことを計画し、公募しましたが、参加表明者が

いませんでした。事業者に聞き取りをしたとこ

ろ、対象の規模が大きすぎて、また、近年の工

事費の高騰などの理由によって、長期間にわた

る事業には手を出せなくなったとのことでござ

いました。

そこで、今回、未処分地売却のための再公募

に向けて、再度民間事業者へサウンディング調

査を実施したところ、参加資格要件の緩和や処

分区域の見直しについてのご意見がありました。

また、ゾーンによっては参加意向を示した事業

者が複数ありましたので、現在、競争性が高め

られるような公募要項の見直しを行っていると

ころでございます。

県としましては、年度内の再公募に向け、公

社に対して適切に助言、指導を行ってまいりた

いと思っております。よろしくお願いいたしま

す。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【坂口委員長】質問がないようですので、陳情

書につきましては、承っておくことといたしま

す。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【冨岡委員】資料の共有をさせていただきます。

道路維持課の皆さんのところで長大橋維持管理

事業について、一通りご説明はいただいていた

んですけれども、私の勉強不足で少し質問させ

ていただく点のあることをご了承ください。

まず、こちらについては官民連携PFI（プラ
イベート・ファィナンス・イニシアティブ）を

基本とした長期契約によりということで、持続

可能で高度な予防保全の実行とLCC（ライフサ
イクルコスト）の縮減による長期供用の実現を

目的とするということですね。2つの橋、5年契
約のスモールスタートを検討しているとのこと

でございました。

今回、こちらについて、まずはこれをしない

場合、通常どういう流れでこういった長大橋の

維持管理が行われるのかということについて、

確認をさせてください。

【田﨑道路維持課長】従来の維持管理方法につ

いてのご質問だったと思います。これらの橋梁

も、橋梁長寿命化計画をお示ししましたけれど

も、それらの橋梁と同様に、5年に一遍の定期
点検と、こちらの橋梁につきましては重点維持

管理橋梁ということで、点検の頻度を狭めて1

年に1回、さらに点検を行っておりまして、そ
の点検の結果に基づいて健全度が低いところに

つきまして、順次補修を行っているということ

でございます。

【冨岡委員】 現状においては5年に一遍である
とか、1年に1回点検しているけれども、やり方
として一つのところと契約を結ぶことによって

通常のコストが、そのPFIですと抑えられると
か、幾つかメリットがあると思います。

その一方でデメリットと呼ばれるところもあ

りますけれども、デメリットに入る前に、今回、

「国内に前例がない」と書いてあります。ほか

のところ、長崎の離島・半島の面積が約7割と
いう地理的特性からというところにもあるよう

に、多分橋の数が多いとか、他県との違いはあ

るとは思うんですけれども、国内に前例がない

ということがちょっと気になったんですけれど

も、そこのところをご説明いただけますか。国

内に前例がなくて、なぜうちが初めてになるの

かというところですね。

【田﨑道路維持課長】国内に前例がないという

ことのご質問ですけれども、これらの橋梁は、

非常に長い長大橋であるということと、海上を

渡る離島架橋といことで、特殊な構造をしてお

り、架設する時も事業費がかなりかかっており

ます。

架け替えすることは非常に困難な状態なので、

予防保全ということで補修をしながら延命化、

長寿命化を行うため、今修繕をやっているとこ

ろです。PFI事業の場合、新設の事業と併せて
することが一般的ですが、今回のPFI事業につ
きましては、既にある橋梁の維持管理で、新た

に造るものがなく、そこのところが国内に前例

がないということで、今回、示させていただい

ております。
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【冨岡委員】私が、なかなか理解力が不足して

いるところだと思うんですが、まずはほかのと

ころにはない、とても長い橋があるというとこ

ろですね。私が素人なもので、短い橋であるか、

長い橋であるかによって、先ほどの話ですと5
年に1回とか、1年に1回、ちゃんと点検すると
いうところはあんまり変わらないと思うんです

けれども、長い橋だからPFIの方がいいという
理由が何かあるのでしょうか。

【田﨑道路維持課長】 今回、PFIに至った理由
になりますけれども、長い橋ということだけで

はなくて、特殊な構造をしているということで、

吊り橋であるとか、斜張橋と言われる橋梁で、

あまり事例がないため、維持管理に相当なコス

トがかかってくるという普通の橋とは違う特殊

な事情がございます。

そういうこともございまして、より高度な予

防保全が必要であり、技術力も必要でございま

す。適時的確なというか、損傷があまり出てこ

ないうちに早めに補修をするという予防保全の

考え方があり、そういう高度な技術力をもって

管理しないと長寿命化につながらないというこ

とでございます。PFIのノウハウを使ってそう
いうことを克服していきたいと考えており、今

回、PFIの事業を検討したということがその経
緯でございます。

【冨岡委員】すみません、私の理解力というこ

とで、吉村議員の表現ですと、何となくわかっ

たようなわからなかったような感じになるかと

思うんですけれども。

ちょっと違う質問で、内閣府のやつを見ると、

PFIはどのような手順で実施されますかと言わ
れた時に、まず、1段階としてPFI事業として維
持する可能性がある事業の発案、2つ目、PFI
導入可能性調査の実施、3つ目、PFI事業を実施

する事業者の選定、4つ目、PFI事業の実施とい
うことなんですけれども、今回、導入可能性調

査の実施というのは後からになって、とにかく

さっきの書き方だと5年間の短期契約を結ぶん
だとぼんと出てきていましたけれども、PFI導
入可能性調査との関係はどのようになるのでし

ょうか。

【田﨑道路維持課長】 今回の分は、令和3年度
から導入調査を実際行っております。その過程

でPFI事業としてこれができるということがあ
る程度、目処が立ったということでございます

が、先ほど申しましたとおり、国内で前例がな

いということもあり、官民の効果検証、課題等

の検証をやりたいということがございまして、

あまり長期契約ではなく、まずは絞って、2橋、
5年ということのスモールスタートを検討して
いるところでございます。

【冨岡委員】最後にスモールスタート対象橋梁

が大島大橋、伊王島大橋で、橋齢26年と15年、
長さが1キロぐらいと876メートルですね。今回、
スモールスタートの対象となってないところで、

もっと長い橋とか、西海橋の橋齢70年とかある
んですけれども、こうしたまだ若かったりとか、

長さも一応長い方ではあるんですけれども、ほ

かに長いものがある中でこの2つに限定した理
由はあるんでしょうか。

【田﨑道路維持課長】大島大橋につきましては、

斜張橋という特殊な橋梁でございます。橋長も

長いということであり、選定したということで

ございます。

伊王島大橋につきましては、橋齢が若く、あ

る程度橋梁補修の内容がわかるもの、今回の5
年で工事することが大体わかる橋梁ということ

で選定をさせていただきました。

【坂口委員長】 ほかにご質問はありませんか。
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【まきやま委員】私からは、石木ダムの問題に

ついてお聞きします。

この問題は、基本的に石木ダムの当初の事業

計画がちょっとずさんなので、でもそれをトッ

プがやると言っているので、皆さんが悪いわけ

ではないことは重々承知しておりますが、チェ

ックするのが仕事ですのでお聞きします。

まず、そもそもの流量をはかる時に、離れた

佐世保の1か所だけの雨量計のデータを使って
いるのはどうしてか、教えてください。

【岩永河川課企画監】今、委員から流量という

お話がありましたが、雨量計ではありませんで

しょうか。

【まきやま委員】川棚川の流量を算出するのに、

雨量は使いますよね。そのことです。

【岩永河川課企画監】ちょっと質問の意図がわ

からないんですが、川棚川の流量は現地の方で

流量観測をしております。

【まきやま委員】裁判の時に、川棚川流域の流

域平均雨量は、同流域に雨量計が存在しなかっ

た昭和22年から昭和60年までという話が出て
いるんですけれども、雨量計はあったというこ

とですか。

【岩永河川課企画監】今、雨量計のお話がござ

いました。裁判のお話がございましたけれども、

恐らく昭和22年から昭和60年の間に、川棚川の
流域に雨量計がなかったということをおっしゃ

られているかと思います。

これは裁判の準備書面の中では、確かにそう

いうふうに記しておるんですけれども、同時に

提出しました書証の方では雨量計の一覧表とい

うのをお出ししております。その中には、昭和

22年から60年の間に川棚川流域内に雨量計は
あったということの資料もお出ししているんで

すけれども、これはどういうことかと申します

と、川棚川の治水計画を立てる際に、雨量のデ

ータとしては時間雨量、時間ごとの雨量のデー

タが必要になります。ところが、川棚川流域内

で時間雨量の観測が整備されたのが昭和61年
以降ということになります。昭和22年から昭和
60年内に流域に雨量計はあったんですけれど
も、それは日雨量ということで、24時間雨量の
雨量計はあったということになります。

そうしたことから、川棚川の治水計画を立て

る際には、流域内に雨量計はあったものの、日

雨量しか観測していないデータしかなかったと

いうこと、時間雨量があったとしても欠測が多

かったりしていたということで、治水計画の策

定に必要な信頼性の高いデータを観測している

雨量計はなかったということで準備書面の方に

記したということになっております。

【まきやま委員】では、全国で日雨量を使って

いないということでよろしいですか。

【岩永河川課企画監】治水計画を立てる際には、

降雨波形といいまして1時間ごとの雨量を、時
間と雨量のグラフを作りまして、それで治水計

画を立てるのが一般的だと思いますので、通常

はそういうやり方をしているんではないかと考

えております。全国的に一般的にそういうやり

方でやっていると思います。

【まきやま委員】全国に日雨量で出していると

ころも結構あるみたいですけれども、その辺は

いかがでしょうか。

【岩永河川課企画監】日雨量のデータがあった

としても、それで日雨量から時間ごとの雨量と

いうのは求められないかと考えておりますので、

実際の治水計画を立てるというのは難しいんで

はないかと考えております。

【まきやま委員】 わかりました。それでは、ど

うして離れたところの1か所だけのデータで出
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したんでしょうか。

【岩永河川課企画監】先ほど申しましたように、

昭和22年から昭和60年までには川棚川流域内
に時間雨量を計測している雨量計がなかったと

いうことでしたので、一番近くに時間雨量の観

測データがあったのが佐世保観測所の雨量とい

うことになりますので、そちらの佐世保観測所

の雨量データを用いたということになります。

【まきやま委員】では、川棚川流域に一番近い

データが佐世保の雨量計ということですね。

【岩永河川課企画監】時間雨量のデータがあっ

たのは佐世保雨量ということになります。

【まきやま委員】通常、流域平均雨量の発生確

率を求める時、1か所の観測所の雨量データだ
けで計算すると実態をあらわさないと教科書に

載っているんですけれども、1か所のデータと
いうのが信頼できるとは思えないんですけれど

も、いかがでしょうか。

【岩永河川課企画監】流域内に雨量計があれば、

存在していれば、当然そういったやり方をする

かと思うんですけれども、この流域内にはそう

いった雨量計が、使える雨量データがなかった

ということですので、近傍の佐世保雨量局の時

間データを用いて計画を行っているということ

になります。

【まきやま委員】県が出しているプロットの図

があるのを見たんですけれども、それで相関が

高いということもあったということで、その回

帰式について教えてください。

【岩永河川課企画監】今の質問に対しては、昭

和61年以降に川棚川流域内に雨量計、時間雨量
を観測している雨量計が設置されたということ

で、昭和61年以降には流域内での雨量が観測で
きるということになりました。

それを基にして、それと川棚川流域内に雨量

計がなかった、昔の昭和22年から昭和60年まで
は時間雨量がなかったものですから、そこをプ

ロットということで、その2つのデータ、存在
している2つのデータを比べて、それで相関式
を作って、昭和22年から昭和60年までのデータ
を佐世保雨量局の0.94倍の雨量データを使うと
いうことを決定したということになります。

【まきやま委員】では、その時の決定計数を教

えてください。

【岩永河川課企画監】計数といいますと、その

佐世保雨量の0.94。回帰式ですか。（発言する
者あり）すみません、ちょっと今、この場では

回帰式というのは数字は出てきませんけれども、

そこは確認をしております。

【まきやま委員】 わかりました。では、昭和

60年以降は、川棚川流域のきちんとした雨量計
があるということですね。

再評価委員会でそういった再評価をする際に、

ちゃんと61年以降の雨量計のデータを使って
きちんと計算をし直して検討しているか、教え

てください。

【岩永河川課企画監】 昭和61年以降、今回、
令和6年に再評価を受けておりますけれども、
そこまでの最新の雨量データを用いて策定しま

した3時間雨量203ミリ、24時間400ミリという
のが妥当なものかというのをチェックしており

ます。

【まきやま委員】最初に申し上げました川棚川

流域のデータを後でいただければと思います。

次にいきます。今回、市民委員会との話し合

いで、進行係が折り合いがつかないということ

で物別れに終わったということでしたけれども、

それを今回、勝手に打ち切った形になってしま

っています。こういう姿勢が、住民の方の反発

を招くというか、信頼を失うことになると思い
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ますので、例えばこの委員会で同じことをした

ら、もう大変なことになると思うんですよ。特

に、ますみさんとか、もっと小林さんは怖いで

すけれども、やっぱり協議というのはそういう

もので、しっかり相手があるということで、き

ちんと物事を運ばないと、かえって問題が大き

くなってしまいますので、今後、心がけていた

だけるようにお願いいたします。

以上です。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【堀江委員】石木ダム事業の再評価について質

問いたします。

今回、長崎県が昨年9月、それから佐世保市
が今年の2月ですけれども、それぞれ石木ダム
事業の再評価が行われています。このことに関

連して、佐世保市の問いに長崎県はどのように

答えたのか、市民より疑問の声が寄せられてい

ますので、質問いたします。

既得水利権の合理化・転用、ここのところで、

佐世保市は、「改めて河川管理課に確認したと

ころ、前回再評価以降に新たな遊休水利権は生

じていませんと判断しています」。河川管理課

である長崎県は、前回再評価、5年前ですね。
「5年前以降、いわゆる遊休水利権は生じてい
ない」と回答したのか、教えてください。

【岩永河川課企画監】佐世保市から、今回の利

水の再評価に当たりまして、令和6年11月15日
付で「代替案立案の可能性について」という照

会をいただいております。

その中で、県としましては、「利水代替案に

係る社会経済情勢や河川の状況に関して考慮す

べき変化は生じていない」という旨で回答をし

ております。

【堀江委員】それというのは、結果としては長

崎県が二枚舌という言葉を使わせていただきま

すけれども、認識が違いますよね。

というのは、この問題について私は、これは

2022年だったと思うんですけど、要するに5年
前の再評価以降に私が質疑を一般質問で行って

います。その時に、佐々川の活用について市民

から知事が提案されて、佐々川の水を取水でき

れば、県が佐世保市に佐々川の水利権を与えれ

ば石木ダムは不要だということから、市民の皆

さんは3つの情報を示したんですね。その一つ
が、平成6年から7年の大渇水の時に、佐々川か
ら1日平均1万トンの水が佐世保に送られてい
ましたよねと、このことについては佐世保市の

水道白書によれば、そのとおりですと。

2つ目は、東部かんぱい水利権というのがあ
るんですけど、佐々町に与えられた水利権なん

ですが、この東部かんぱい水利権の取水実績は

22年間のうち72日間だけだったですよねと、与
えられた水利権2万1,900トンのうち、取水した
のは最大でも7,000トンだったですよねという
ことについては、市民団体のご指摘のとおりで

すと。

最後に、九州電力相浦発電所は3年前に廃止
になっているので、その水利権4,800トンも既に
返上されていますよねということについては、

確かに2019年5月に九州電力より水利権の廃止
届が提出され、受理している。これは、当時の

土木部長が、本会議で答弁した内容なんです。

つまり、何が言いたいかというと、当時の土

木部長、2022年の12月5日、県議会の議事録に
当時の土木部長が、今言ったようなことを述べ

ているんですよ。

要は、その時には、長崎県は東部かんぱい水

利権が遊休水利権になっているんですというこ

とをちゃんと言っているのに、どうして今回、

佐世保市から問い合わせがあった時に、いやい
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や、5年前と何も変わっておりませんという回
答というか答弁をしたんですか。市民の皆さん

は、「県は二枚舌だ」と、こういう言葉で指摘

をしていますけれども、その指摘について、ど

う県民の皆さんには答えますか。

【岩永河川課企画監】今、委員の方からいただ

きましたけれども、まず、東部かんぱい水利権、

これは干害期にのみ取水できるもので、通年の

取水ができるものではございません。

それから、九州電力から相浦発電所の水利権

の廃止届けがありましたのは、平成31年5月と
いうことになっております。

河川からの取水を行う場合には、一般的には

流量観測により安定的な取水ができると確認で

きれば、関係者の意見を伺ったうえで利活用に

検討は可能になるというふうに考えております

けれども、ご指摘のございました佐々川につい

ては平成31年1月から流量観測を今現在継続し
ております。現時点では、安定水源としての利

活用の判断の可否に至っておらず、状況に変化

は生じていないというふうに考えております。

【堀江委員】私の質疑は、市民の皆さんも聞い

ておりますので、長崎県がどういう回答をした

のかというのは、今答弁がありましたから、そ

のことについてどのように思うかというのは、

また県民の皆さんが判断するところだというふ

うに思っています。

今答弁したように、確かにそういうふうに水

利権というのは、事情としてはそういうふうに

なっているんだけれども、その時も今と同じよ

うに、安定水源として活用できるものはないの

で、まずはこの流量調査を行いますというふう

にこの時答弁したんですよね。だから、それも

今やっていますということなんですけど、では、

質問を変えますけれども、そうしますと、この

流量調査というのは、いつまでやるんですか。

いつ結論が出るんですか。

【岩永河川課企画監】流量観測調査につきまし

ては、基準渇水流量というものの計画規模とい

うのが、おおむね10分の1規模というふうにさ
れております。つまり、10年に1回程度の渇水
の時の流量をはかる必要があるということにな

っておることから、おおむね10年程度は流量観
測が必要かと考えております。

【堀江委員】 当時、知事は、この流量観測の結

果が出たら、実際にそれはどういうふうになる

のかということを、そこで判断しますという答

弁もしているんですね。安定水源として活用で

きるものはないという答弁を先にしたんですけ

ど、流量結果も出ていないのに、そういう答弁

はおかしくないかというふうな私の再質問の中

で、これは結果が出たらまた判断しますという

ことなので、では、少なくとも10年の今何年目
になりますかね。始まってから10年たったら、
一応それなりの結論を出すということですか。

そうしますと、いつ頃にこの結論は出ますか。

【岩永河川課企画監】 平成31年の1月から流量
観測を行っておりますので、それから10年間で
すね。令和11年ですか、そこまで流量観測を行
えば、その後に検討のうえ、その状況に変化が

生じているかどうかというのは判断できるもの

と考えております。

【堀江委員】 今回、石木ダムの完成年度が7年
延びたので、完成年度の目標は令和14年ですね。
その前の令和11年に流量観測の結果が出て、
佐々川から水が取れるのかどうかというそこら

辺がわかるということで理解をいたしました。

終わります。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中村(一)委員】 何点かお尋ねします。
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道の駅についてお尋ねいたしますが、「251
いいもりじゃがーロード」ですね。これが来年

の1月に完成をするということで、この事業主
体は長崎県と諫早市になっておりますが、事業

費の負担割合、それと約1.1ヘクタール（約3,000
坪）の土地は県のものか諫早ものか、その辺の

詳しいことをお願いいたします。

【田﨑道路維持課長】 道の駅「251いいもりじ
ゃがーロード」の件でございます。

事業費でございますけれども、県と諫早市が

それぞれ補助事業、県は交付金事業でやってお

りまして、県の事業費は3億3,000万円、諫早市
が14億3,000万円と聞いており、全体で17億
6,000万円ほどとなっております。
面積でございますけれども、1万1,000平米ほ

どございまして、そのうち県が4,000平米、市が
7,000平米という内訳になっております。
【中村(一)委員】 管理等は、また分割を、南島
原市の深江の道の駅みたいに駐車場は県、そし

て販売の方は市が管理するということで理解し

ていいのですか。

【田﨑道路維持課長】 県の分につきましては、

駐車場とトイレ、情報発信施設の4,000平米とい
うことでございます。残りの施設につきまして

は市ということです。日常管理は、トイレ等は

恐らく諫早市に委任するということになると考

えております。

【中村(一)委員】 私も南島原から毎日通ってい
る時に、日々できていくのを楽しみにしている

んですけれども、あそこの出入口、駐車場あた

りの出口、入口、あの辺は事故が起こりそうだ

なという気がしますけれども、その辺は何か考

慮されているのか。

【田﨑道路維持課長】交差点の形状等は、警察

等とも協議しながら決定しておりまして、現在

の入口ではなくて、市道を使った交差点の方か

ら入るように計画しております。

【中村(一)委員】 わかりました。
次に、島原半島の長島連絡道路と島原半島西

回り道路、これは先に中島議員が一般質問をい

たしましたけれども、1年に1回、約3回協議を
したということでお話を聞きましたけれども、

その詳しい内容、協議内容をお知らせください。

【北原道路建設課長】今、おっしゃった道路に

つきましては、国、県、地元市と一緒に島原半

島地域の幹線道路網について検討会を作って検

討しております。委員おっしゃいましたように、

これまで3回検討会を行っておりまして、その
中で具体的な道路の課題について、いろいろ整

理をしてきております。

例えば、第3次医療施設から1時間圏外地域が
あるということであったり、地形が急峻で雨も

多く、一部では交通規制がかかる部分があると

か、あと道路が一本しかなくて迂回率が大きい

とか、活断層がある、そのほか、島原の東部、

南部では渋滞が著しい箇所があるなど、いろい

ろ議論して整理をしてきたところでございます。

【中村(一)委員】 そうしたら、まだ具体的に入
ってないということですね。平成3年か4年から、
もう三十数年たっているんですよね。それで、

部長答弁でも言ったとおり、1年に1回、国、県、
市と話し合いをしているということですけれど

も、もう少しスピードをもって、何年たったら

達するのかなという気もありますし、毎年毎年、

市と、市議会の方も特別委員会が2年ほど前に
できて、毎回毎回、この道路の件については要

望をしているんですけれども、一向に進まない

んですよね。もう少し具体的な策を講じていた

だかないと、部分部分で計画しようかとか、あ

るいは橋からやろうかということでしないと、
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もうこれは三十数年間同じ、毎回毎回、河川局、

県、国まで、ずっと要望しているんですよね。

その辺の考えを聞かせてください。

【北原道路建設課長】これまでに、先ほど申し

ました課題等の整理ができてきましたので、今

後は地域が目指す全体像を整理しながら、当該

区間がどのような整備をしたらいいのか、その

方向性について、ペースを速めて議論をしてま

いりたいと考えております。

【中村(一)委員】 1年に1回ですから、1年に2
回でも3回でも、ちょっと速めて。いつも言わ
れることは、島原道路がある程度できてから次

だよというようなことをいつも言われるんです

よね。もうこれじゃ遅いんですよ。南島原市は、

今、ご案内のとおり合併した時には5万5,000人
おって、今、もう4万人切ったんですよ。約1万
6,000人減っているんですよ。やはりそういった
道路インフラ等もしないと人口は増えないし、

また、住みたくもないというようなことですの

で、できればスピードをもってお願いをしてお

きます。

それともう一点、今度、島原道路が今どこま

でですか、森山まできておりますね。今から国

の直轄事業をされます。それはそれとして国が

されるということですけれども、今、八江先生

が理事長をされているゆめタウンですね。もう

来年の秋口に開業をされるというふうに思って

おりますけれども、現在のあそこの道路状況等

を教えていただければと思っております。

【田﨑道路維持課長】諫早長野地区のゆめタウ

ンができるところでございますけれども、出入

口がある箇所が、渋滞するのではないかという

ことが懸念されております。このことから、施

設の出入りを円滑にするために、国道や県道に

専用の付加車線を追加することや、島原道路長

野インターチェンジからのアクセス方法などに

ついて、各道路管理者や県警、諫早市及び開発

事業者と協議を進めているところでございます。

現状としては以上でございます。

【中村(一)委員】 現状としてはそうでしょうけ
れども、もう来年秋に開業しますよね。予定が

11月とか、9月とか言っていますけれども、今
現在、土曜・日曜日はあの国道34号線、マクド
ナルドのところはもう大渋滞なんですよ。それ

に今度ゆめタウンが21ヘクタールですか、20町
歩のお店、約200社、会社等も出るという予定
ですけれども、その辺等は国、県、市あたりと

は全然もう、県はある程度無頓着なことですか。

何もそういうことは計画はされてないんですか。

【田﨑道路維持課長】先ほども申しましたとお

り、各道路管理者なので、県、国、市も入って、

県警及び開発事業者と協議をしているという状

態でございます。

【中村(一)委員】 あと2年弱、1年半弱、これか
らそういったような計画をしても、果たして今

のままの大渋滞であれば社会問題になると私は

思っているんですけれども、その辺は十分スピ

ードをもって渋滞対策はしていただければと要

望しておきますので、よろしくお願いいたしま

す。

とりあえず、終わります。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】私からも石木ダムについてお尋ね

をしたいと思います。

完成工期が令和7年度から14年度、また7年間
延長されたと。それは、致し方がないと言えば

致し方がないんだけれども、こういう状態が約

50年間続いているわけだな。こういう延長が、
今回で何回目ですか。

【岩永河川課企画監】昨年行いました県の公共
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事業評価監視委員会で10回目の工期延長とな
ります。

【小林委員】 そうすると、7年スパンというだ
けではない思うんだが、10回目と、着手してか
ら50年と、こういう状況になってきているわけ
だけれども、全国的にこういう10回も延長する
とか着手して50年とか、こんな事例は全国的に
あるかないか、ちょっと教えてくれ。

【岩永河川課企画監】国の直轄事業では、事業

期間が長くなっているダムもあるかとは思いま

すけれども、補助ダムと言われる県が行うダム

については、ここまでの回数と工期延長をした

というのはなかなか事例がないのではないかと

いうふうに捉えております。

【小林委員】 要するに50年とか、10回も延長
しているとか、あんまり全国的に事例がないよ

と、こういうご答弁なんだね。確かに長いし、

よくぞ延長が10回もできるもんだと、こう思っ
ているわけだけれども、ただ、我々が県議会に

おって、やっぱり石木ダムについてこれまでも

幾らか関心を持ってきたけれども、例えばそう

いう差止めとか計画反対とか、こういうような

ことで最高裁に訴訟を起こされていると思うん

だよ。この訴訟のことをいま一度思い起こした

いと思うけれども、大体2回ぐらいあったと思
うんだよ。個々の内容について、1回目はこう、
2回目はこうと、企画監、説明ができるか。
【岩永河川課企画監】石木ダム事業につきまし

ては、事業に反対される住民や支援者の方から、

2つの裁判を提訴されております。
1つ目が事業認定取消訴訟になりまして、こ

れは国が事業認定を告示しておるんですけれど

も、これが事業認定手続きが違法であるとか、

事業の公益性の必要性がないのではないかとい

うことを争点として反対住民らが国を被告とし

て提訴をしております。これは令和2年10月に
最高裁の決定が出ておりまして、被告側の訴え

を棄却するという判決が出されております。

もう一つが、工事続行差止め訴訟になります。

これは工事により人格権等が侵害されるという

ことを争点として、反対住民、支援者が長崎県

と佐世保市を被告として提訴しております。こ

ちらにつきましても、令和4年9月に最高裁の決
定が出ておりまして、訴えを棄却するという結

論に至っております。

これによりまして、石木ダムの事業の必要性

は認められているものというふうに考えており

ます。

【小林委員】今みたいに明快に答えてもらうと

よくわかるわけだけれども、いわゆる事業取消

訴訟、工事続行差止め訴訟、こういうのが最高

裁までいっていると。そして、これがことごと

く棄却されていると。こういう状況から見れば、

やっぱり法治国家として、法律的に問題がない

というようなことのこういう棄却、最高裁の判

決は、幾らか我々としては勇気づけられるし、

安心をするわけです。

だから、こういうように法治国家として、2
つのそういう訴訟がいわゆるそうやって棄却さ

れたということで、もっと進まなければいかん

と、こう思うわけだけれども、なかなかご理解

をいただくことができないと。ご理解というの

がとっても大事なことなんだけれども。

そこで、午前中もお隣の方からいろいろ意見

が出とったけれども、いわゆる市民委員会と、

こういうような形が出てきて、この市民委員会

というのは具体的にどういうことを言っている

わけか。

【岩永河川課企画監】まず、県が行いました再

評価なんですけれども、これは長崎県の政策評
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価条例に基づきまして、長崎県公共事業評価監

視委員会というものを設置しまして、そこで昨

年の8月に審査をしていただいたということに
なっております。我々県としては、そこで治水

面の必要性は認められたというふうに考えてお

ります。

今ございました市民委員会というものですけ

れども、「市民による石木ダム再評価監視委員

会」という団体になりまして、設立趣旨がある

んですけれども、「私たちは、石木ダムの公正

な、適正な情報の公表及び説明に基づく再評価

を目指すダム問題の専門家と市民からなる市民

委員会です」という任意の団体かと思っており

ます。メンバーの方には、全国の治水の専門家

とか利水の専門家、環境の専門家、大学の先生

とか弁護士の方とか、そういった者で構成をさ

れているというふうに認識をしております。

【小林委員】そうすると、我々にとって一番大

事な皆様方は13世帯の方々。この13世帯の方々
のご理解をいかにしていただけるかと、これに

全力を挙げなければいかんのだよ。そういうと

ころから考えてみた時に、このいわゆる市民委

員会というところについては、例えば県の再評

価委員会、これはこの市民委員会をどういう位

置づけで見ているのか、それを答えることがで

きるか。

【岩永河川課企画監】先ほど申しましたけれど

も、あくまでも任意団体、支援者から成る任意

団体ということで、特に説明すべき相手である

とか、そういったことでは捉えていないかとい

うふうに考えております。

【小林委員】では、県として、あなた方として、

この市民委員会の位置づけは、評価はどういう

ふうにしているのか、明確に答えろ。

【岩永河川課企画監】私たちとすれば、その石

木ダム問題の反対者や支援者から成る任意団体

というふうに考えておりますけれども、昨日か

らお話があるように、13世帯の皆様から委任さ
れているという話があっておりますので、昨日、

今日とお話がありましたけれども、13世帯の
方々に説明をする必要があるんですが、そこに

市民委員会の方々も同席していただいて、説明

をしたいと考えております。ただ、その説明の

進め方については、今後、協議をさせていただ

きたいというふうに考えております。

【小林委員】非常にあなたは大事なことを言っ

ているんだよな。要するに、さっき私も言った

けれども、我々の対象、お願いする相手、ご理

解いただきたい相手は、あくまでも13世帯の
方々であると。したがって、13世帯に対して県
は相変わらず低姿勢で、一生懸命お願いをせん

といかんと。そこに市民委員会の皆様方がオブ

ザーバー的にそうやってお越しいただいてお話

を聞いていただくことは一向に差支えはござい

ませんと、こういうような姿勢を貫いているわ

けだね。そういうところを、そういう形でもっ

と大きな声でアピールしていかないといかんの

じゃないかと。市民委員会の皆さん方が13世帯
から委託を受けて、それは申し訳ないが、その

委託のあり方が果たしてどうなのかと。やっぱ

り相手にするのは、我々は13世帯の方々だとい
うことを明確にアピールしておかないといかん。

もう一回言ってみろ。

【小川河川課長】県としましては、やはり事業

の直接の当事者であられます13世帯の皆様へ
説明すべきと考えております。そこに市民委員

会の方も13世帯の皆様への説明会に同席いた
だくことを、今現在、提案しているところでご

ざいます。その場に市民委員会も同席していた

だくことで、技術的な疑問点に関する県の考え
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方を同委員会の方にも詳しく説明できるものと

考えております。

【小林委員】そうすると、最後にお尋ねをした

いが、結局7年間延長されたということは大変
ありがたい。10回目、50年たっていると。最高
裁判所における判決は明確に出ていると。こう

いう状況から考えてみた時に、7年間なんてあ
っという間に過ぎるぞ。もう10回以上は果たし
てあるかなというような感じすらするわけだよ。

だから、県としても、今までと同様な取組で

果たしていいのかどうかと。よほど腹をくくっ

て県としても頑張ってもらわなければいけない

と、こう思うわけだよ。だから、どんな取組を

これから始めるのか。あくまでも13世帯のご了
解をいただくという前提の中で、これまでのこ

とを踏襲しよっても、率直に言って先に進まな

いと。だとすれば、これから7年間、今から始
まるわけだけれども、どういう取組をこれから

やっていくのかと。部長、帰れんぞ、これをや

っていかんと。いいか。そういう気持ちで、す

ぐ東京に帰ろうと思ったらだめだぞ。ちゃんと

ここに残って仕上げていけ。それに対してどう

だ。

【中尾土木部長】 これまで工事が延期されて、

次々に再評価を受けてきたといいますのは、工

程に沿って工事が進められてこなかったからだ

と思っております。

本当に13世帯の皆様への説明をしっかり尽
くすことをしながら、それと同時に県民の安

全・安心を確保するために、石木ダムを令和14
年度までに完成させるということを貫徹するた

めに、工事工程に沿ってしっかり工事を進めて

まいりたいと思います。

先ほど、河川課長からも説明がありましたが、

説明を尽くすこととして説明会をまずはさせて

いただきたいと思っております。市民委員会に

も同席いただければ、そこで説明もできると思

っております。その協議を、その説明会の進め

方を協議したいというふうに言っていただいて

おりますので、その協議、しっかりスムーズに

進めていきたいと思っております。

【小林委員】しっかり頑張っていただくように

お願いをしておきたいと思います。

河川課長、引き続いて石木ダムじゃなくて、

私の地元でもあるけれども、大上戸川の河川改

修事業の進捗状態がどういうふうになっている

かということに対する質問です。

大上戸川については、令和2年7月のあの大雨
によって相当な被害が出ているわけだよ。想像

する以上の被害が出ていると。だから、その被

害を受けて事業を進捗させるということで、県

が音頭をとっていただいているわけだ。

そういうところだけれども、やっぱり地元の

皆さんと話をして、また私は地元であるがゆえ

に、大上戸川については近所でもあるので、い

ろいろと足を延ばしながら、いろいろ皆さん方

と話をしながらやっているところですが、事業

化をしたけれども、なかなか実感がわいてこな

いわけだよ、実感が。そういうようなことから

して、これから大上戸川についてはいろいろ支

線なんかも大事な問題で、藤の川か、ああいう

ところもあって、河川課長も現場のことは県央

振興局にいらっしゃった時によくよくご覧いた

だいているわけで、ここは重要な改修を早く進

めていただかなければ、地元の皆さん方の安

心・安全は守ることができない。防災対策上、

絶対に進捗を早めていただかなければいかんと

ころだよ。今後の取組について、どういうふう

に考えているのか、その辺を明確に述べていた

だきたいと思います。
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【小川河川課長】大上戸川についてのご質問で

ございますけれども、先ほど小林委員からもお

話がありましたように、大上戸川については令

和2年7月の大雨で大きな被害を受けたところ
であります。大上戸川とその支線の藤の川にお

きましては、流下能力が不足する区間が多く存

在しております。治水安全度の向上を目的に令

和5年度に河川改修事業を新規事業化しており
ます。

また、支線の藤の川につきましては、現況河

道が狭く、両岸に家屋が張りついていることか

ら、早期の効果発議を目指し、大上戸川へのバ

イパス水路整備を予定しているところです。

事業のこれまでの進捗につきましては、先ほ

ど申し上げましたように、令和5年度から測量
業務に着手し、令和6年度より護岸やバイパス
水路などの設計業務や地質調査に着手している

ところです。

今後は、バイパス水路の設計業務を進めてい

くと同時に、バイパス水路が合流します大上戸

川本線の下流におきまして、河道断面の確保を

図るための河道掘削等を先行して取り組むよう

にいたしております。非常に大上戸川は市街化

しておりまして、浸水被害が発生すると甚大な

被害のおそれがあるということで、個別事業の

方で予算を多く確保して、今後、さらなる事業

の進捗を図りたいというふうに考えております。

【小林委員】 そうすると、今の発言のとおり、

大変な被害が出るということはわかっておるわ

けだよ。だから、さっき言ったように、地元の

方々が実感がなかなかわかないと。やっぱり動

きがないからだよ。

そういう形の中で、よくぞ事業化していただ

いたと思っているわけだよ。だから、あとは取

組を急いでやっていただきたいと思っているわ

けだよ。これを、あっちもこっちも大変だけれ

ども、ぜひ事業化していただいているわけだか

ら、そういう意味でこれからの取組をぜひお願

いをしておきたいと、要望を強くしておきたい

と思います。お願いします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【浅田委員】それでは、質問させていただきま

す。

長崎駅前、やっとこの地域が整いを見せてき

たかなというふうに感じております。市と県の

方のご努力というものも非常に理解するところ

なんですが、やっと都市計画に係る今後のスケ

ジュールが出され、先月2月には地域の方々、
市民の方々にご説明をなさったというふうに伺

っております。

しかしながら、残念ながら私はこの都市計画

の説明会には参加できなかったんですけど、多

くの方々からすごく質問が出て、長時間に及ん

だという声を聞いています。

それを踏まえたうえで、4月には市の都市計
画審議会、5月には県があって、また都市計画
の決定告示というふうなことになっているわけ

ですけれども、非常に重要なことが、まだまだ

たくさん協議をしなければいけないことが多々

あるのではないかというふうに感じております

が、その実際の説明会の中で、多くの市民・県

民の方から寄せられた疑問点、課題、そういっ

たものの内容というものと、どのようにそれを

踏まえて解決をしようとしているかということ

をお願いします。

【田坂都市政策課長】先ほど補足説明の中でも

説明させていただきました。補足説明資料によ

ると、11ページの都市計画の概要というところ
で、都市計画に係る今後のスケジュールで、2
月13日に都市計画の説明会を県と市で行って
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おります。当日、7時から、約60名ぐらいの参
加がありました。その中で主なご意見といたし

ましては、この説明会というのが、まず都市計

画の決定に係る変更も含めてですけれども、説

明会、11ページにあるように市街地再開発事業
と高度利用地区、それから前面の国道の江戸町

道ノ尾線という3つの都市計画決定、変更に係
る説明会だったんですけれども、やはり住民の

方々の関心というのが、そこにとどまらず、そ

の周辺も含めたご意見というのをいただいてお

ります。

まずは、このターミナル施設のバリアフリー

だけでなく、長崎駅からバスターミナルへの動

線についてもバリアフリー化をお願いしたい。

これは以前からもお話があったところでござい

ます。平面横断やエスカレーター設置とかいう

お話もあったというところです。ただ、それに

対しては、これは先ほどの補足説明の前半でも

説明いたしましたけれども、長崎駅前交通拠点

事業計画検討会の中で今検討を進めているとこ

ろでございますので、答え方としては、説明会

で出た意見として、検討会に伝えるなどして協

議していきたいというようなことを申し上げた

りもしております。

それと再開発ですので、建物についてのご意

見というのもいただいております。そういうの

も含めまして、今度、これは主体が準備組合と

なりますので、説明会から出ていた意見として

お伝えしたいということもそこで言っておりま

す。

何より多かったというのが、今回、都市計画

の説明会ですので、この建物計画につきまして

は概略の説明でございました。ご要望としてあ

りましたのが、いつ事業の詳しい説明、これを

地元とかに伝えて、地元の意見を聞くのかとい

うようなこともございまして、そこについても

今後、準備組合と調整をしていきたいというよ

うなことを回答させていただいております。

それが2月13日でしたが、今週3月4日、この
説明会にもご参加いただきました西坂地区の連

合自治会、それから筑後町の自治会の方と準備

組合、県、市とでお会いしまして、3月の末に
はなるんですけど、説明を準備組合主体、もち

ろん県も市も行きますけれども、詳しい内容の

説明をさせていただくということにしておりま

す。

そして、昨日、大黒町の長崎駅前地区のまち

づくり協議会というのがございましたが、その

中でも早速、協議会の中で準備組合がここの再

開発事業の詳しい説明等をしたというところで

ございます。

また、先ほど言いました事業計画検討会の中

で検討していくということについてもご意見を

いただいておりますので、今、この計画検討会

の中でも年度明けにはなるんですけれども、第

3回の検討会を予定しておりますので、当然そ
の前に住民の意見等をどうやって聞こうかとい

うことを今、検討しているところでございます。

【浅田委員】昨日も西坂地区、大黒町地区に対

して説明をなさったということなんですが、今

の答弁を聞いていて、準備組合にお伝えをする

というふうにおっしゃっていて、県の関わり方

というのが非常に、それでいいのというふうな

のが今の私としてのすごい実感なんですね。も

っと県は、この地域をどのようなまちづくりを

するのか、交通拠点としてどういうふうにもっ

ていくのかというのをしっかりリーダーシップ

を持って引っ張っていく必要性があろうかと思

います。

特に、この地域に関しては、もう何十年もで
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すよね。私も大黒町、ずうっとこの質問をさせ

ていただいております、1期目の時から。もう
17年が経過をしている流れの中で、いろんなバ
リアフリー化の問題、この間も一般質問の中で

もありましたけれども、動く歩道みたいなもの

の設置とかはどうなのかとか、ずっと過去に何

度も何度も協議したことが、いまいま、また戻

ったりしている。それをまた準備組合にと。こ

れまで県と協議していたこととかが、何かちょ

っと違う方向にいっていやしないのか。その責

任性がどうなのかなと。だからこそ、2月13日
の会議の中でも、多く参加していた60名の方々
が納得がいかなかった会議であるというふうな

声が非常に多く住民の方から寄せられていると

ころなんですね。そのあたりを県と市としてど

ういうふうに考えるのか。説明会を年度末にと

いうことではありますが、もう既に5月には都
市計画決定をというようなところもあります。

その中で、持ち越し、持ち越しになさってしま

っていることが非常に多く感じられるんですが、

いかがでしょうか。

【田坂都市政策課長】委員がおっしゃることは

十分わかります。

やはりこの再開発事業というのが、事業主体

が組合と、今は準備組合ですけれども、事業計

画とかの認可を受けて組合の認可を受ければ組

合が施行する事業というところになりますので、

すみません、今の言い方としては準備組合とい

うのが事業主体ですので、そういう言い方をし

ておりますが、これまでもこの3年、4年、当然
県、市で地元の方に入って、昨年の3月の準備
組合の設立というところにもつなげてきました。

それは非常に県、市で主体的に関わってきた結

果だと思っております。ですので、今回、再開

発事業の事業主体が準備組合なんですけれども、

そういいますが、県と市でも主体的に関わって

いっておりますので、その辺は説明会の折にで

も、その辺の主体性というのは出しながら、住

民のご理解等を得られるように、丁寧に対応し

ていきたいと思っております。

【浅田委員】私も長らくまちづくり協議会等々

にも参加をしておりますので、流れというもの

は十分に理解するところなんですね。例えば、

準備組合というのが、バスターミナルに関して

はこの準備組合が主体的だと思います。では、

このバスターミナルだけの問題ではないわけで

すよね。駅からの動線、その周辺のまちづくり

というのは、県と市が大きく関わって、そこは

主体を持ってやる。だから、準備組合の中でバ

スターミナルのことが整ったとするならば、そ

の周りのことも同時並行でしっかり協議を進め

ていかないと、次はここだけ、バスターミナル

ができました。そこの動線は、動く歩道は、そ

のあたりが非常にまた後れをとってしまうので

はないか。そこはやっぱり同時的に説明会の中

でもしっかりご理解をしていただくようなこと

をしないと、本当に何年も何年も前からの議論

に戻ってしまっているというような気すらして

なりません。ここは部長、長崎の玄関口として

大きいところなわけですよね。ここで完成をす

ると言われるぐらいのものなわけですよ、駅前

周辺が。そこに関して、準備組合はもちろん、

バスターミナル、昨日も同僚議員から予算のと

ころでは、果たしてバスターミナルの設置場所

の問題すらまた出てきたような状況でございま

す。そういったところをなぜなのか。どうして

そうなったのかということもしっかりご答弁を

いただきながら、まちづくりを進めていただく

必要性があろうかと思っていますが、いかがで

しょうか。
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【中尾土木部長】 この資料5ページ目になりま
すけれども、長崎駅前交通拠点整備事業計画検

討会を立ち上げています。そのメンバーが右下

に書いてあって、これは国交省、県、市、あと

交通事業者などが入った組織体でございます。

ここで、まさにその動く歩道など含めた計画を

これから具体的に検討していくところでござい

ます。

ごう議員からは一般質問で「障害者団体の

方々からも意見をしっかり聞くべきではない

か」、今、浅田委員からは、「地域の方々のい

ろんな思いを酌み取るべきだ」という意見をい

ただいております。まさに、この検討会の中で

拾うべきご意見はたくさんあると思いますので、

しっかりご意見を聞きながら、その具体の検討

の中に反映させていきたいと考えております。

【浅田委員】本当にバリアフリーとか、障害者

の方はもちろん、高齢者、子どもたち、いろん

な方を含めて、私も一般質問でずっとこの周辺

のこと、車椅子に乗っていらっしゃる方々と協

議をしたうえで、歩いたうえで、駅前からの大

黒町や地域への動線、そういったことも実態と

てやっているわけですね。それを踏まえて今ま

でも質問をしてきました。

正直言って、多分街の人も、動く歩道はもう

なしになったのかなと、ある一時ご答弁がちょ

っとあったような感じもしたんですが、それが

またしっかりと検討していただけるということ

であれば、また違った形で動く歩道とか、もう

一回進んでいくのではないか。一般質問でも横

軸の動線、横断歩道もないわけですから、階段

しかない中で、非常に街を分断するような状況

にもなっている。そういったところも踏まえて

まちづくりをやってほしいというお願いをして

います。

今、部長の答弁で、そのあたりはもう一度協

議もなさってくださる、国も含めてということ

で、また違った意味で前進していくものと期待

をさせていただきたいと思います。

そして、併せてご質問をさせていただきます

けれども、先ほど橋梁の長寿命化というところ

で、ここからよく見えていますが旭大橋ですね。

私はこれをずっと質問をしてきました。本来、

この県庁が建った時に、ここは低床化するとい

うご意見というか、計画などもあったわけです。

しかしながら、国の流れとしてやっぱり長寿命

化をするということになりました。

その中で、じゃ、この橋の下、今は暫定的に

駐車場になっていると。でも、これもあくまで

年度年度での計画だと。だとするならば、20～
30年という期間があるならば、ここももう少し
活用すべきじゃないかという質問をした時にも、

部長は検討したいという話をしてくださいまし

た。答弁を一般質問でしていただきました。ど

のような検討状況が進んでいるのかを、まず教

えてください。

【田坂都市政策課長】今、浅田委員が言われま

したように、現在旭大橋下は、令和6年度3月末
までの占用許可を出しまして、東側、西側とも

に駐車場としての利用をしております。

今後につきましては、駐車場としての利用を

1年間、令和7年度末まで延長することとはして
おります。ただ、現在、活用を希望している民

間のグループから相談を受けておりますので、

このまちづくりやにぎわい創出の観点からの活

用策も、この1年で検討していきたいと考えて
おります。

【浅田委員】やっぱりしっかりと一般質問の中

で、部長の答弁の中で検討しますというふうに

おっしゃっていただきました。それが1年間、
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今駐車場ということが継続したというのはわか

りました。しかし、また次の年度がきて、また

継続しました、継続しましたでは、やはり終わ

らないわけですよね。しっかりその後に何十年

かで、今民間の方のお声もあるということでし

たが、活用したいという方たち、もっと幅広く

ここを活用したいグループなり、公募をするな

り、いろんなご意見をするようなワーキングチ

ームを作るなり、もっともっとそういうことを

すべきではないかなというふうに考えますが、

いかがですか。

【植村土木部技監】先ほど都市政策課長が申し

ましたけれども、一旦駐車場として当面利活用

を図りつつ、民間からのにぎわいの場としての

活用の相談がきておりますので、そちらからの

話をじっくり伺ったうえで、そういうことに一

定期間使うことを認めるべきかどうかというの

を、これから土木部だけではなくて、県庁の中

の関係する部局も含めて、全庁的な議論をして

いきたいというふうに考えております。

ただ、今ご相談いただいているグループの方

に、もう特命随意契約みたいな形でお貸しする

というようなことは全く考えておりませんで、

もし、にぎわい創出のための施設として利活用

させようということに県の方針がなった場合は、

公募をかけまして、そういった目的に使いたい

という具体的な提案を広く受け付けまして、審

査のうえ、占用者を決定したいと、そういうふ

うに考えております。

【浅田委員】ここを長く利活用するとして決定

したらばということも、あり方としてはそうい

うやり方が通常だと思うんですね。しかし、こ

の旭大橋の下のことに関しては、もう何年も前

から使えるんじゃないかというような話が出て

いるわけです。それをどうするかはわからない

けれども、今のうちから、あなただったらここ

をどう活用できますかみたいな提案をどんどん

させることで、スピード感がない気がするんで

すよね。1年間駐車場でやっているから、1年間、
その間にゆっくり考えましょう、その時がきた

らではなく、もちろん今の一つのところに拘っ

ているわけではないということはそうなのかも

しれませんが、同時並行しながらでもいろんな

市民、県民の意見を幅広くとっていくこと、そ

れによってスピード感を増すということもある

のではないかと私は思います。その全体的なも

のがこの地域、大黒町だったり、バリアフリー

だったりといろんなところにつながると思うん

です。点で考えているような気がしますし、部

長答弁で検討しますと言ったことは、私は非常

に重いことだと思っているわけですね。ですか

ら、それを見える形で、スピードを増して、そ

こを利活用しましょうと言ってから応募するの

もあるかもしれませんが、いろんなご意見をも

っともっと早くから聞いてほしいなと思います。

県とかがやる事業において、いつも思うのが、

やっと発表された後に「知らなかった」という

ような県民の声がいろんなところで多くござい

ます。そういうことを防ぐためにも、前もって

やっていく必要性というのを非常に感じるとこ

ろですので、そのあたりもぜひお願いしたいと

思います。多分、旭大橋等々も、先ほどのイン

フラツーリズムといったところにも入ってくる

のかなというような、入ってもおかしくないの

かなという気もしますし、そういったところも

考える必要性があろうかと思います。

インフラコンテンツツーリズムに関しても、

あれは委託事業として、今回は大きな費用が出

ておりませんでしたが、県としてはどれぐらい

のポテンシャルをもってこの事業に取り組んで、
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どういう広がりを見せたいのかというところを、

もう少し具体的に説明していただければなと思

います。

【金子建設企画課長】インフラツーリズムです

が、今は女神大橋で主塔の上に登って、そこか

ら景色を眺めるというツアーが行われておりま

すが、年4回のみとなっています。他県の事例
を見ると、北海道の室蘭に白鳥大橋という橋が

ありますが、そこは年間30回ぐらい行われてい
ます。かなり差があるので、女神大橋ももっと

活用すべきと考えています。

それ以外にも日本最古の石橋である、眼鏡橋

や、日本最古で現存する鉄橋である出島橋など、

そういった長崎独特の歴史を活かしながら、普

段体験できないような観光コンテンツを何個か、

女神大橋以外にも作りたいと考えています。

【浅田委員】観光的な部分も含めるということ

で、土木部だけじゃなくて、観光の方と一緒に

協議をしながらとか、例えば建物、一般の方も

もちろん最近はダムとかがはやったりとかして

おりますけれども、大学とか、九州の中に都市

計画をしている学部とか、いろんな学生さんも

います。そういう大学とかにこちらから営業を

かけるといったらなんですけれども、もっとも

っと、長崎にはこういうところがあって、勉強

にもなるし、観光的にもなるしとか、一つの橋、

ダムだけではなくて、せっかくツーリズムとし

て捉えるのであれば、若い学生さんを引き込ん

でいく営業活動とかをもっともっとやることに

よって長崎を感じてもらえたり、若い人が長崎

に足を運んでくれるようなことにもつながると

思いますので、もっと幅広く、せっかくやるの

であれば考えていただければなと思います。

時間だと思いますので、要望にいたします。

【坂口委員長】審査の途中ですが、しばらく休

憩いたします。

再開は、15時25分といたします。

― 午後 ３時１５分 休憩 ―

― 午後 ３時２５分 再開 ―

【坂口委員長】 それでは、再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【山口委員】 皆さん、お疲れさまです。

一般質問でも取り上げた中身ですが、地元の

話について少しさせていただきたいと思います。

国道207号線の改良促進の関係です。皆さん、
ご存じの方ばかりかと思いますけれども、佐賀

を起点に諫早を経由して大村湾沿いに長与、時

津ということで国道207号はあるわけですが、
その中の諫早市と長与町の境目のところが堂崎

地区、あるいは長与の塩床地区との関係が、今、

全く未改良の状態にあります。全くといいます

か、国道ですから車は通るんですが、中央線が

なくて、また狭くて、見通しもあまりよくない

と。若干危険というような状況で改良促進、県

の方にもずっとやっていただいているんですが、

その残り5キロ、厳密にいうと3キロになるわけ
ですが、そこの進捗状況と今後の見通しについ

てお尋ねをしておきたいと思います。

【北原道路建設課長】今、委員からご質問があ

りました207号の約5キロ区間につきましては、
県としましても、その部分は幅員が狭小で、屈

曲部が多くあるということは当然認識をしてお

ります。そのため、まず、諫早市側の780メー
トル区間において、現在事業を進めております。

昨年度、用地が全て完了いたしまして、今後は

改良工事を推進したいと思っています。

一方、長与側の塩床から堂崎の区間840メー
トルにつきましても、昨年事業を着手いたしま

した。今年度、用地を進めておりまして、一部
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は工事にも着手したところです。

残る区間が約3.3キロございます。こちらにつ
いては、ちょうどこの部分が非常に地形が険し

い部分になって、整備コストもかかるところで

はございますが、事業中箇所の進捗を見ながら

検討を進めてまいりたいと考えております。

【山口委員】昨年の一般質問でこのことを取り

上げまして、状況については、今の現状は道路

建設課長が申し上げられたとおりだと思ってい

ます。

その中で、用地買収も終わった、予算を付け

る、そして着工するということを部長もおっし

ゃっていただいていたんですが、いまだ状況を

見てみますと、全然着工しているというように

は見えないんですが、一部聞くと地盤の関係も

あるというふうに聞いたんですが、その辺の詳

細についてはおわかりですか。

【北原道路建設課長】 先ほどの真ん中の3.3キ
ロのところは全くまだ事業着手はしておりませ

ん。佐瀬側の780メートルの部分と長与側塩床、
堂崎の840メートル、この部分については一部
工事に着手しているというところでございます。

【山口委員】工事ですから、着手にもいろいろ

あるんですが、状況としては全く変わってない

んですよね。ですから、要は重機が入ったとい

うことで我々は着工したなという感覚で受け止

めるんですが、用地買収をしていろいろ計画さ

れている段階は、まだ着工しているというふう

には地元の人は見てないんですね。そういう意

味では、どうしているんだろうかと地元は疑問

なんですよ。そういう意味でしっかりやってい

ただきたいと思います。

いま少し言いますと、国道207号の諫早から
長与につながるその地点は、大村湾を一周する

のには大体120キロから130キロあるんですが、

その中の5キロだけが本当に中央線がなくて、
離合もままならない国道なんです。ぜひそこは

改良を急いでやってほしいと思います。

特に、240年の歴史を誇るみかんのふるさと
です。今、みかんの収穫作業も大方終わってい

るんですが、いわゆる大型車の離合も全くまま

ならない状況で、生活道路としても極めて重要

でありますので、その辺はよろしくお願いして

おきたいというふうに思います。

あと一つ、国道207号は、この諫早地区でも
う一か所工事をやっているところがありまして、

長田地区についても、ここはもう4車線化をし
て、利便性を上げようということで計画してい

ただいているんですが、このことについても状

況がおわかりだと思いますが、ご報告をいただ

ければと思います。

【北原道路建設課長】 207号東長田工区のご質
問でございます。東長田工区も、今現在、用地

進捗を図りながら、一部の箇所は軟弱地盤にな

っておりますので、地盤の改良工事を進めてい

るところでございます。

【山口委員】 ちなみに、令和7年度予算として
新しい予算がちゃんと組まれていると思うんで

すが、私も勉強不足で皆さんから報告をきちっ

と聞いていなかったので、後で結構ですから、

今年度のいわゆる国道207号に要する予算立て
について、後でご説明いただけますか。よろし

くお願いします。

以上です。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【冨岡委員】山口委員に乗っからせていただい

て、私からも国道207号の該当部分、長与と諫
早を結ぶ部分、先ほど山口委員からのお話もあ

りました生活道路や、ほかにもサイクルツーリ

ズムの対象地域にもなっているみたいでして、
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県としてもしっかり取り組んでいっていただき

たい部分だと思いますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。

【坂口委員長】 答弁はいいですか。

【冨岡委員】ご答弁をいただけたらと思います。

【北原道路建設課長】今、ご質問がありました

207号の長与側、塩床、堂崎のところでござい
ますが、今工事に着手しておりまして、ちょう

ど桜の木の伐採とか、そういう現地の準備工事

を進めているところでございます。

【冨岡委員】ぜひよろしくお願い申し上げます。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】盛土規制法について、若干お尋ね

をしたいと思います。

あれはたしか令和3年頃だったんじゃないか
と思うけれども、静岡県の熱海市で大きな土石

流の災害が発生した。ちょうどテレビで見てい

ましたよ。すごいですね、そういう盛土の問題

は。それから国が規制法を設定して、令和5年
度から始まったと、こういう認識なんです。

それで、まず尋ねたいことは、長崎県で盛土

の危険箇所がどのくらいの件数に上っているの

か。それから、大体土砂災害の危険地区と盛土

の違いは一体どうなのか、ちょっとそこがわか

らないんです。まず、この2つについてお尋ね
をしたいと思います。

【真鳥盛土対策室長】まず、先に盛土と土砂災

害の危険箇所の違いについてご説明をさせてい

ただきます。

まず、土砂災害の危険箇所は、急傾斜とか地

すべり、自然の斜面で危険な状態にある箇所を

土砂災害の危険箇所と申します。

一方、盛土については、人工的に造られた、

造成とかそういった盛土、人工的に造られたも

のの構造を盛土と申します。

長崎県内にどれぐらいの箇所があるというご

質問ですけれども、令和5年に盛土規制法が施
行されまして、今ある盛土の調査を行っている

ところでございます。面積が3,000平方メートル
以上の宅地とか農地の盛土を、今、調査でピッ

クアップしておりまして、それが約3,000か所、
これは長崎市と佐世保市は別に調査をしており

ますので、それを除いて3,000か所ございます。
これは危険な箇所ではございませんで、構造物

が盛土構造であるという箇所が3,000か所ござ
います。今後、この3,000か所について現地調査
を行って、危険な状態になっている盛土がない

かどうかを調べていくという形になっておりま

す。

【小林委員】 3,000平米のところで3,000か所
と。その中でどれくらいの危険な箇所があるか

というのを、コンサルタントか何かに頼んでこ

れから調べていくんだと。

当然そうなってくると、そこに調査費とかお

金がかかるということになってくる。そういう

ことについて、これはさっきも言ったように、

国が制定した法律だよ。だから、国である程度

面倒を見てもらいたいというのが気持ちとして

はあるわけだけれども、この運用についてはそ

れぞれの自治体でやってもらいたいということ

が言われているわけだよ。そうなってきますと、

今、大体国がどのくらい出して、県がどのくら

い出して、県の出す分については一財なのか、

その他の交付金等があるのか、この辺について

お尋ねをいたします。

【真鳥盛土対策室長】先ほど説明いたしました

盛土を調査する費用、調査費につきましては、

国土交通省が所管しております防災安全交付金

を活用しております。この防災安全交付金は、

令和6年度まで、今年度までは国費の割合が2分
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の1になっておりまして、残り2分の1は県の負
担になります。この2分の1の県の負担は、全て
一般財源というふうになっております。

ただ、この国費の割合は、もともとは3分の1
というふうに規定をされていたものが、令和6
年度までは限定的に特例で2分の1にかさ上げ
するということになっておりまして、このまま

でありますと、来年度令和7年度の予算からは、
先ほど言いました既定の国費の充当率は3分の
1ですから、県の負担は残り3分の2という形に
なります。

【小林委員】そうすると、問題にしているのは、

国が制定した法律じゃないかと。したがって、

何らかの支援策が交付金という形の中であるの

かと。確かに言われるように、大体3分の1のと
ころを令和6年度までは2分の1にしているとい
うふうなことだけれども、令和7年度以降は、
これから本格的な調査事業が始まろうとする時

に、本県としてはやっぱりその必要なお金、2
分の1になって、これを全部一般財源でやらな
ければいかんというふうなことがちょっと問題

ではないかと。この辺については、これは土木

部長か技監か、中央に対して相当の、一緒にな

って抱える問題は同じだと思うので、やはりお

願いを力いっぱいやっていただきたいと思って

いるんだよ。だから、こういう何というか、盛

土とかなんかの重要性について、我々はあんま

りわからなかった。しかし、今質問をしてみて、

一般財源がほとんどだというようなことで、国

の制定した状況の中で、ここはやっぱり国土交

通省なり考えてもらわにゃいかん。これは部長、

頑張らんばいかんたい、あなた。ちょっと答弁

してくれ。

【中尾土木部長】ご指摘のとおり、こうした交

付金による支援が減額されないように、しっか

り政府施策要望などで要望していきたいと思い

ます。ほかの県も同様の思いを持っているとこ

ろもあると思います。長崎は長崎でやりますし、

一緒になって声を上げられるところは一緒にな

って、国にしっかり響くようにやっていきたい

と思います。

あと、資金面の話が今のことなんですけれど

も、もう一つ、例えば衛星の画像を使って効率

的に監視していくということも、技術が進んで

いくとできるようになっていくと思います。そ

うした技術開発、ソフト開発などを県でするの

はなかなか大変ですので、そうした技術支援も

国の方にお願いしていけたらと思っております。

【小林委員】 部長、ありがとうございました。

確かに、重ねて言うが、やっぱり国の制定した

法律、この運用は自治体と。したがって、国か

ら3分の1ぐらいになって、その残りは全部一般
財源から拠出していかなくてはいかんと。結構

お金がかかると思うんだよ。だから、一般財源

から相当なお金を要求されると思うんです。し

かし、やってもらわなければいけないことです。

ですから、おっしゃるように長崎県以外のとこ

ろでも、長崎県以外の各県においても、同じよ

うな思いを持っているところもあると思います

ので、2分の1、あとは一般財源、ここはさっき
の70％まではいかなくても、何か対策を講じて
もらわなければいけないと、こう考えておりま

すから、ぜひ取り組んでもらうことを強く要請

しておきたいと思います。お願いします。

以上です。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

土木部関係の審査結果について整理したいと思

います。
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しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時４４分 休憩 ―

― 午後 ３時４４分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、3月10日は、
午前10時から委員会を再開し、文化観光国際部
関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時４５分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年３月１０日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ３時１６分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 坂口 慎一 君

副委員長(副会長) 湊  亮太 君

委 員 小林 克敏 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 浅田ますみ 君

〃 山口 初實 君

〃 中村 一三 君

〃 まきやま大和 君

〃 冨岡 孝介 君

〃 畑島 晃貴 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 伊達 良弘 君

文化観光国際部政策監 村田 利博 君

文化観光国際部次長 加藤 一征 君

文化振興・世界遺産課長 園田 貴子 君

文化振興・世界遺産課
企画監（世界遺産担当）

園田幸四郎 君

ながさきピース文化祭課長 小栁 剛志 君

観光 振興課 長 長野 敦志 君

国際観光振興室長(参事監) 小宮 健志 君

物産ブランド推進課長 松尾 泰子 君

国 際 課 長 貝淵 裕幸 君

国際 課企画 監
(平和推進・国際協力担当)

久間 哲彦 君

スポーツ振興課長 川瀬 亨介 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【坂口委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

文化観光国際部長より予算議案の説明を求め

ます。

【伊達文化観光国際部長】おはようございます。

それでは、文化観光国際部関係の議案につい

て、ご説明いたします。

「予算決算委員会観光生活建設分科会」関係

議案説明資料の2ページをお開き願います。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和7年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第47号議案「令和6年度長崎県
一般会計補正予算（第6号）」のうち関係部分、
第61号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予
算（第7号）」のうち関係部分であります。
議案の説明に先立ちまして、文化観光国際部

の新年度の取組の方向性について、ご説明いた

します。

新年度におきましては、「新しい長崎県」づ

くりのビジョンに掲げる、概ね10年後のありた
い姿の実現に向け、本県が持つ多様なコンテン

ツの掘り起こし・磨き上げを進め、効果的なプ
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ロモーションなどにより国内外から多くの方に

訪れていただくための施策に取り組んでまいり

ます。

また、長崎県総合計画の最終年度に当たるこ

とから、魅力ある観光まちづくりの推進や、ア

ジアをはじめとした海外活力の取り込み、県産

品のブランド化と販路拡大に加え、文化・スポ

ーツによる地域活性化、国際交流と平和発信を

一層推進してまいります。

主な事業としましては、

1．国内外からの観光客や観光消費額の拡大
を図っていくため、個人の嗜好の多様化に対応

した観光コンテンツづくりや、ターゲットを絞

った効果的なプロモーション等を推進するとと

もに、国際航空路線の誘致等に取り組みます。

2．県産品のブランド化と販路拡大を図るた
め、長崎県産品の魅力発信のための仕掛けづく

りや、デジタルマーケティングを活用したプラ

ットフォームの構築等に取り組みます。

3．ながさきピース文化祭2025や、ツール・
ド・九州2025の開催に取り組みます。

4．世界遺産や日本遺産をはじめとする多様
で魅力ある地域資源の価値を積極的に発信し、

歴史文化やスポーツを活かした交流促進等に取

り組みます。

5．被爆80年に当たり、被爆の実相の継承及
び平和の発信等に取り組みます。

それではまず、第1号議案「令和7年度長崎県
一般会計予算」のうち関係部分について、ご説

いたします。

歳入予算の総額は、10億1,741万9,000円で、
内訳は記載のとおりであります。

歳出予算の総額は、55億1,914万7,000円で、
内訳は記載のとおりであります。

4ページをお開きください。

歳出予算の主な内容につきましては、4ペー
ジから5ページに記載のとおりであります。

6ページをお開きください。
次に、令和8年度の債務負担の主なものにつ

いて、ご説明いたします。

6ページ上段からでございますが、長崎県美
術館のLED照明器具更新工事等のため、文化施
設改修等整備費に係る令和8年度に要する経費
として6,816万8,000円、長崎県美術館運営事業
に係る令和8年度に要する経費として1,243万
8,000円、長崎歴史文化博物館管理運営負担金及
び長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージー

アム管理運営負担金に係る令和8年度から令和
9年度に要する経費として4,281万3,000円、ア
ンテナショップ「日本橋 長崎館」の不動産賃借

料に係る令和8年度から令和12年度に要する経
費として4億5,863万円、ECサイト運営のため、
ながおしデジタルマーケティング活用推進事業

費に係る令和8年度に要する経費として5,346
万1,000円を計上いたしております。
次に、第47号議案「令和6年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分につい
て、ご説明いたします。

まず、歳入予算でございますが、内訳につい

ては、記載のとおりであります。

7ページをお開きください。
歳入予算は、合計で8,851万8,000円の減であ
ります。

次に、歳出予算でございますが、内訳につい

ては、記載のとおりであります。歳出予算は、

合計で8億3,203万7,000円の減であります。歳
出予算の主なものについては、記載のとおりで

あります。

次に、8ページをお開きください。
第61号議案「令和6年度長崎県一般会計補正
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予算（第7号」」のうち関係部分について、ご
説明いたします。

歳出予算の合計で3,546万3,000円の増であ
ります。これは会計年度任用職員を含む職員の

給与改定に要する経費でございます。内訳につ

いては、記載のとおりであります。

この結果、令和6年度の文化観光国際部所管
の歳出予算総額は、45億8,217万円となります。
最後に、令和6年度補正予算の専決処分につ

いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

令和6年度の予算につきましては、今議会に
補正をお願いいたしておりますが、今後、年間

の執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要

が生じてまいりますので、3月末をもって令和6
年度予算の補正について専決処分により措置さ

せていただきたいと考えております。ご了承賜

りますようお願いいたします。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願い申し上げます。

【坂口分科会長】 次に、文化振興・世界遺産課

長より補足説明を求めます。

【園田文化振興・世界遺産課長】 それでは、私

から、文化観光国際部の補足説明資料について、

ご説明いたします。

「観光生活建設分科会 補足説明資料 文化観

光国際部」の資料3ページをお開きください。
これは、文化観光国際部の令和6年度2月補正
予算案の総括表でございます。

今回、2つの補正予算案のご審議をお願いし
ております。

令和6年度2月補正後の歳入予算の総額は、6
億2,636万6,000円で、主な要因といたしまして
は、観光振興課のしま旅滞在促進事業市町負担

金1億1,362万7,000円の減によるものでござい

ます。

なお、各課・室の歳入予算額は、記載のとお

りとなっております。

歳出予算の総額は45億8,217万円で、主な要
因は、観光振興課のしま旅滞在促進事業費の5
億591万9,000円の減によるものでございます。
そのほか年間所要見込みに基づく各種補正を行

っております。

4ページ以降につきましては、先日、2月25日
に説明させていただきました事業概要と同じ記

載や内容になりますので、説明を省略させてい

ただきます。

以上で私からの説明となります。よろしくお

願いいたします。

【坂口分科会長】 次に、提出のありました「政

策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料（政策的新規事業）」について、説明を求め

ます。

【園田文化振興・世界遺産課長】「政策等決定

過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協

議等の拡充に関する決議」に基づきまして、本

分科会に提出いたしました文化観光国際部関係

の資料について、ご説明申し上げます。

今回、ご報告しますのは、政策的新規事業の

計上事業についてであります。

資料の2ページをお開きください。
文化観光国際部では、日本遺産の「国境の島」

認定10周年記念事業費ほか8事業を計上してお
ります。

事業概要、計上額等につきましては、記載の

とおりでございます。

説明は、以上でございます。よろしくご審議

を賜りますようお願いいたします。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。
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質疑はありませんか。

【堀江委員】 まず、今、説明がありました政策

的新規事業の計上の問題で、2ページの物品ブ
ランド推進課の長崎が誇る美食の魅力発見事業

費で、要求額が2,215万円に対し、計上額がゼロ
ということで、これ、事業の見送りというふう

になりましたが、どういう事業を新規でやろう

としていたのか。要求額の減というのはあるん

ですけれども、実際に計上が見送られたという

のはどういうことなのか、説明を求めます。

【松尾物産ブランド推進課長】お尋ねについて

お答えいたします。

今回、従来から実施しております県産品の長

崎フェア等の事業が今年度末で終期を迎えるこ

とから、新たな切り口の事業について検討し、

新規要求をしたものです。

新たな切り口の事業とは、大手の料理教室等

で若い人、女性を主にターゲットとし、県産品

をメニューに取り入れていただくような事業を

考えておりました。実は、当課で県産品振興の

指針としております県産品のブランド化流通戦

略というものがございますが、策定から10年以
上経過していることもありまして、改めて消費

者動向の調査等を行いまして、来年度、見直し

を行う予定としております。そのため、新たな

切り口の事業は、見直し後の戦略に基づいて検

討することといたしまして、事業の見送りとな

ったものでございます。

ただ、長崎フェア等の事業につきましては、

継続して実施することが効果的と考えておりま

すので、別事業で継続して事業を実施すること

としております。

【堀江委員】つまりこれまでやっていた、例え

ば長崎フェアについては継続するけれども、新

たにまた計画をやろうという時に、そもそもの

計画そのものが10年以上たっているというこ
とから、消費者の動向を踏まえた上で、その新

たな事業については、再度、計画を立て直そう

という意味で、いずれにしても、課としてやろ

うという方向については、一旦見送るという形

で、さらに十分調査も踏まえたうえで事業をや

ろうということで理解していいですか。

【松尾物産ブランド推進課長】委員おっしゃる

とおり、来年度、また調査の結果等を踏まえま

して新たな事業について検討していきたいと思

っております。

【堀江委員】 理解をいたしました。

次は、被爆80年事業について質問したいと思
います。

国際平和推進費の被爆80年事業補助金です。
これは、縷々説明があったところですけれども、

私としては検討してほしいということで、昨年

の11月定例会に県議会が「核兵器禁止条約の署
名・批准を求める意見書」というのを採択いた

しまして、知事が今議会の冒頭に、採択したこ

とを受けて1月28日でしたか、国に要望しまし
たという説明がありました。

私は、この被爆80年の時に核兵器禁止条約の
署名・批准を政府がきちんとその方向に舵を切

るということは、とても大事なことだと思って

いて、長く被爆者の皆さん、それから市民団体

の皆さんが、日本政府が核兵器禁止条約の署

名・批准をやってほしいということを強く求め

ているので、例えば、1月に政府に意見を言い
ました。そしてまた、来年度の予算要望で6月
に国に申し入れますという、そういういつもの

段取りではなくて、政府の姿勢を動かすぐらい

の核兵器禁止条約の署名・批准を求めるという

対応の仕方というのを今年は検討できないのか

というふうに思うんですが、その点についての
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見解をお示しください。

【久間国際課企画監】 被爆80年事業について
のお尋ねでございます。

委員ご指摘のとおり、政府を動かすというと

ころに当たりまして、まず、市民社会を大きく

動かしていく必要があるというふうに考えてお

ります。このため、被爆80年事業補助金を設け
まして、市民社会の動きをつくり出す動きを強

化していきたいというふうに考えているところ

でございます。

市民社会を動かす動きにつきましては、今年

度も地球市民フェスを開催するなど、新たな取

組を進めているところでございます。国内外を

問わず、世界に向けて市民社会を動かすために

被爆80年事業補助金を設けまして市民社会を
動かしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

【堀江委員】 市民社会を動かす、そのための

様々な交付金であったり、補助であったり、そ

れは否定しません。私が言いたいのは、国をど

う動かすかということをもっと検討してもらえ

ないかということです。

だから、予算の中に盛り込まれているのは、

市民社会をどう動かすかということの予算です

けれども、国をどう動かすかということの予算

が、予算というか、その姿勢というか、そこが

もうちょっと事業として盛り込んでいいのでは

ないかというふうに思うんです。

被団協のノーベル平和賞の受賞を受けて、市

民社会は言われなくても大きく機運が高まって

います。だからこそ、国に対しての動きが長崎

県としてももうちょっとあってもいいのではな

いかと、いつもの手順を踏むのではなくてとい

うふうに思うんですけど、その点はどうですか。

【久間国際課企画監】国につきましては、委員

先ほど申し上げられたとおり、1月28日に初め
て県議会の意見書を踏まえまして要望を行った

ところでございます。これまで政府施策要望に

おきましても、オブザーバー参加については求

めておりましたけれども、意見書の署名・批准

については求めてないというところがございま

した。まず、要望の審議がございますので、そ

の中で審議いただきまして、改めまして国の方

にも働きかけを行っていきたいと考えておりま

す。

【堀江委員】 私が言わんとするところは、1月
に言いました、そして、6月の政府施策要望で
言いますよというだけで終わってほしくないと

いうことを私は言っているんですよ。そういう

意味が被爆80年というのはあって、もう少し国
に対して、国の姿勢をなかなか変えることはで

きないんですけれども、長崎県も昨年の県議会

での意見書の採択を受けて知事も姿勢が変わり

ました。

そういう意味では、被爆県の長崎の県議会で

「核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書」

が採択されたことは、全国で大きな励ましにな

りました。そのうえに被団協のノーベル平和賞

の受賞があったということで、本当に80周年の
意味は、すごく意味があるというふうに私とし

ては思うので、これは部長、どうなんでしょう

か。今までどおりのやり方ではなくて、さらに

働きかけてほしい。1月に言ったから、そして6
月の政府施策要望で言うからで終わりではなく

て、私としてはもうちょっと示してほしいとい

うふうに思っているんですけど、その見解を教

えてください。

【村田文化観光国際部政策監】要望の機会の創

出ということだと思うんですけれども、今回、

12月に議会の意見書を可決いただきまして、そ
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れを踏まえて初めて両県の知事がそろって要望

させていただいたというふうな状況でございま

す。

今後、基本的には、あらゆる機会を捉えてと

いうふうなことではあるんですけれども、4月
末には、またNPTに、広島県、それから長崎県
の両県の知事、議長が参加をいたします。そう

いった機会にも他国の関係者の皆様にも訴えか

けてまいりますけれども、日本も政府からご参

加されますので、そういった機会にしっかり要

望といいますか、訴えかけをしてまいりたいと

考えております。

【堀江委員】こだわって申し訳ないんですけど、

例えば、6月に政府施策要望で国に要望します
ね。その時に例えば核兵器禁止条約の署名・批

准を求める意見書、署名・批准を求めて、例え

ば重点要望の一つに挙げてきちんと知事が要望

するというふうに、例えば項目としてすみ分け

の一つとしてそういうことをするというような

ことも含めて、これまでと違う国に対する働き

かけを検討すべきではないかというのが私の思

いでもありますし、やっぱり日本政府が核兵器

禁止条約の署名・批准をやってほしいという多

くの皆さんの思いなんですけど、そこの点、ど

うですか。

【村田文化観光国際部政策監】私どもも委員が

ご指摘されたとおり、今回、被爆80年でありま
すし、先ほど申し上げましたように、議会の意

見書の可決というふうなこともございます。ノ

ーベル平和賞の受賞というふうな機運の盛り上

がりもあります。そうしたことを踏まえて来年

度の政府施策要望につきましては、今ご指摘い

ただいたように、重点要望事項というふうなと

ころも含めまして検討を進めていきたいと考え

ております。

【堀江委員】これでこの問題については最後に

します。

いずれにしても、被爆80年だからこそ、国が
核兵器禁止条約の署名・批准を行ってほしいと

いうのは切なる願いです。被爆者の皆さん、そ

れから平和団体の皆さん、世界の平和を求める

皆さんが、日本政府がそれをしてほしいという

のが強い思いでもあるので、長崎県の働きかけ

としても同じような働きかけではなくて、1月
に両県一緒にやりましたということもこれまで

と違いますが、それでは足りないと私は思う。

そういう被爆80年という意味があるんだとい
うことを考えると、ぜひ国に対して核兵器禁止

条約の署名・批准を求めるという、この求め方

をもっと検討していただきたいということを重

ねて要望しておきたいと思います。

引き続き、これは観光振興課の委員会横長資

料の32ページ、国境離島振興事業費について質
問したいと思います。

これは前年度と比較いたしますと5億5,652
万円の減で、しま旅滞在促進事業費が4億5,000
万円、しま旅受入体制事業費が1億円というこ
とで減になっているんですよね。これは国境離

島の交付金との兼ね合いがあるかと思うんです

が、そもそも国境離島交付金の推移がどのよう

になっているのかという資料がありますか。あ

れば委員会に出していただけますか。

委員長、その資料が出された時点で質問を続

けたいと思います。

【坂口分科会長】 休憩いたします。

― 午前１０時２３分 休憩 ―

― 午前１０時２４分 再開 ―

【坂口分科会長】 分科会を再開いたします。

【堀江委員】 ありがとうございます。では、国
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境離島交付金の推移を、この資料を少し説明い

ただけますか。

【長野観光振興課長】ただいま、手元にお配り

いたしましたのが国境離島交付金の推移でござ

います。左側に事業区分としまして、航路運賃

低廉化でございますとか、航空路の運賃の低廉

化、輸送コスト支援、滞在観光促進、雇用拡充

等ということで、有人国境離島に対しまして交

付金が交付されまして、それぞれ事業を推進し

ていくというような形になっております。

上部2段目までは、名のとおり、運賃の低廉
化ということで、これは本土と離島を結ぶ航路、

航空路に関しまして、JRであったり、そういっ
た運賃並みの支援を行うことで、島民の方が本

土地区に来られる際の運賃について支援をして

いこうというようなものでございます。

また、輸送コストにつきましても、これは離

島間のいろんな貨物の輸送に関して支援をして

いこうといった内容になっております。

滞在型観光促進事業、これが私ども観光振興

課が所管する事業の内容になっておりまして、

主に島に旅行していただく方への旅行の支援で

ございますとか、また、島の中の魅力づくりに

取り組む市町または関係者の取組に対しまして、

いわゆる素材づくりの支援をしていこうといっ

たような経費になっております。

今回、国境離島交付金につきましては、私ど

もの今回の予算の中で大きく減額をさせていた

だいておりまして、事業概要で文化振興・世界

遺産課長からも説明があったように、令和7年
度に大きく減額をしているといったような状況

にございます。

その一つの影響といたしまして、国境離島交

付金の交付の推移ということで、ただいま資料

を配付させていただいております。令和元年度

から大体令和5年度、令和6年度ということで、
この間にコロナが入ってきましたので違った動

きになっておりますので、その推移ということ

でご覧いただければと思っております。

本県へ令和元年度に配分されている事業費の

47億円に対して国から25億円の配分がなされ
ております。これは本県に対しましては、概ね

半分以上交付いただいているというような状況

でございまして、令和5年度、これはコロナが
明けていろんな活動が様々始まっていると、同

時に物価高というのもございまして、国費ベー

スで合計28億円、配分いただいているといった
ような状況になっております。

令和6年度も同じような配分になっておりま
すけれども、ここでご覧いただきたいのが、運

賃低廉化事業の2つの事業、あと輸送コストを
合わせたところの配分が、やはり燃油高騰等の

影響もありまして、コロナ前の令和元年度の本

県の配分でいきますと、運賃低廉化の2つを合
わせて31％、輸送コスト31％で約6割が両事業
で配分されておりまして、滞在型旅行商品につ

きましては13％が配分されていると。
これが現時点の状況を見ていただきますと、

令和6年度でございますけれども、運賃低廉化
関係の事業に40％、輸送コスト支援の関係でい
きますと33％ということで、全体で73％の配分。
一方、滞在型観光促進につきましては8％とい
うことで、全体の配分額28億円というのは、令
和5年度、令和6年度、変りはないんでございま
すけれども、全体の予算枠が変わらない中で、

燃油高騰の影響がある低廉化の事業でございま

すとか、輸送コストの事業の方に配分されてい

るという状況もございまして、最終的には滞在

型観光促進の方が優先順位の中で落ちてしまっ

ているといったような状況でございます。
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【堀江委員】説明ありがとうございました。国

境離島交付金の重点の置き方というか、そこが

変わってきたことが、結果として滞在型観光促

進の予算そのものが減という方向になっている

ということは理解しました。

そこで、来年度、令和7年度のしま旅滞在促
進事業でありますとか、しま旅受入体制整備事

業でありますとか、前年度と比べてこれだけ減

になっているという中で、事業への影響はどう

いうふうになるのかということが説明できまし

たら答弁をお願いします。

【長野観光振興課長】 令和7年度のしま旅滞在
促進事業と受入体制事業の状況でございます。

令和7年度の、先ほど申し上げたように、し
ま旅滞在促進事業というものが、島に旅行する

ための旅行の支援というのが主な取組内容にな

っておりまして、令和6年度も同じ状況でござ
いますが、大きく旅行支援に取り込める事業費

というのは減額をしているというような状況で

ございます。

送客をするという意味では、宿泊客を送客す

るような支援は、予算が合わせてそれだけ減っ

ているというような影響は出ております。

一方で受入れ体制でございますけれども、こ

ちらも大きく減額をさせていただくような形に

なっております。こちらはどちらかというとコ

ンテンツといいますか、素材を地域がつくって

いくといったような事業になっておりまして、

これは市町がどう取り組んでいくかといったと

ころにも左右されます。ただ、全体的な交付金

の減額というのが見えている中で、そちらを当

てにして要求するのか、はたまた他の財源の確

保に走るのかというと、どちらかというと後者

の方の動きにつながっておりまして、できるだ

け事業に影響がないように、他の交付金を活用

しながらやるというふうな市町のお話をお聞き

しております。

ですので、影響としましては、どちらかとい

いますと旅行を支援するという方に大きな影響

が出ているのではないかというふうに認識をし

ているところでございます。

【堀江委員】島民の皆さんからすると、どっち

も大事。どっちも大事という意味は、国境離島

交付金の、全てのそれぞれの交付金の区分につ

いては、どっちも大事かなというふうに思いま

す。一方でまた、多くの人が島に来てほしいと

いうのが、多くの皆さんの思いですし、また、

島に行きたいというのも、また思いだというふ

うに思います。

だから、財源がこういう流れの中で、どうい

うふうに使うかということでは非常に知恵を絞

るということが必要になってくるかと思います。

今、課長が言われましたように、どんなふう

に、ほかに使える財源はないかみたいなことも

市町と一緒になって考えるという答弁がありま

したけれども、その方向で現場としてはやらな

ければいけないのかなと思っております。

いずれにしても、これまで島に行きたいと思

っていた人たちが、できるだけ島に行けるよう

な対応というのを、厳しい財源の中でありまし

ても、ぜひ頑張っていただきたいなということ

を改めて要望したいというふうに思います。

終わります。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【まきやま委員】 おはようございます。

私からは、ながさきピース文化祭についてお

聞きします。

まず初めに、ピース文化祭という素敵な名前

をつけていただいてありがとうございます。こ

の実施計画の中にあります基本方針の中で、6
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番に「心のバリアフリーの推進」とありますけ

れども、このピース文化祭は、国民文化祭と全

国障害者芸術・文化祭が一緒になったものとい

うことで、この「障害者」という言葉を使うこ

とに関してですけれども、実施計画をつくって

いく過程で、何かそういった「障害者」という

言葉を使うことに対して意見等出たかどうか教

えてください。

【小栁ながさきピース文化祭課長】実施計画を

つくっていくにあたり、「障害者」という言葉

を使うことについては、特にご意見はなかった

と思いますが、漢字の表記であったりとか、ひ

らがなにするかとか、そういったことの議論は

あったものと認識しております。

【まきやま委員】海外では、クリップルドとか、

ハンディキャップとか、言葉がどんどん変わっ

てきてまして、「障害」という言葉が、通信障

害とか、障害物競争とか、イメージが非常によ

くないというか、ネガティブなイメージがあり

ますので、もうそろそろ日本でも「障害」とい

う言葉を変えるきっかけにこの文化祭をしては

どうかと思うんですけれども、いかが考えます

か。

【小栁ながさきピース文化祭課長】委員おっし

ゃいますように、そういったご意見があるとい

うところも承知しております。国のこの文化祭

の名称が、「全国障害者芸術・文化祭」という

名称になっているということもありまして、今

回、こういった形になっておりますが、そうい

ったご意見があることは、国の方にもお伝えし

たいと思っております。

【まきやま委員】 例えば、今回、事業を見まし

ても、障害者と連携する事業をたくさん組んで

いただいています。こういった中で障害者にか

わる言葉を長崎県初でアンケートとかとってつ

くっていくという、長崎県初ということで取り

組んでみてはいかがかと思うんですけれども、

いかがでしょうか。

【小栁ながさきピース文化祭課長】アンケート

については、一応指定の様式というものがござ

いまして、いろんな個別のことをお聞きするこ

とは難しいところがございます。

今回、様々な専門の方々にも携わっていただ

いていますので、専門の方々の意見をまずは聴

き取りをしてみたいというふうに思っておりま

す。

【まきやま委員】できるだけ早く障害者という

言葉にかわる、何か新しい、バリアフリーにつ

ながるような言葉をつくっていただきますよう、

強く要望いたします。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【冨岡委員】歳出予算の主な内容についての中

で、観光客誘致対策事業費が合計3億692万
9,000円、そして航空対策費が2億6,740万2,000
円ということです。

前回の委員会の概要説明の中で国際観光振興

室の方で8,597万円増ということで、前回、ご質
問を事前にさせていただいていた分で、新規2
件が入ったことによって、こういった増が生じ

ているということでしょうか。この新規2件の
金額が合わなかったのでご質問させていただい

たら、スクラップ・アンド・ビルドによってこ

うなりましたということで、スクラップ・アン

ド・ビルドの内容について簡単にいいのでご説

明いただけたらと思います。

【小宮国際観光振興室長】今、冨岡委員からお

尋ねがありました減の内容でございます。

継続事業といたしまして、インバウンドプロ

モーション強化事業費がございます。こちらが

海外ロケに関する計上予算が事業終了というこ
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ともありまして、約2,100万円減をいたしており
ます。それから、海外向け認知度向上推進事業

のうち中国向けのタイアップ事業が減となりま

して、こちらが令和6年度当初予算と比較しま
すと、約120万円の減ということで、事業費ベ
ースとしてはトータル約8,000万円の増という
形になっております。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】委員長、当初予算でやるんだけれ

ども、基本方針を掲げておられるから、まず、

基本方針のことについてから入っていいですか。

【坂口分科会長】 はい、どうぞ。

【小林委員】文化観光国際部の基本方針、これ

を読んでみると、令和7年度は「新しい長崎県
づくり」のビジョンの、いわゆるおおよそ10年
後のあるべき姿の実現に向けと、こういうこと

を言っているわけだけれども、「新しい長崎県

づくり」のビジョンということと、総合計画の

関係の中で、これは果たしていかがなものかと。

やっぱり総合計画の最終年度にかかっているけ

れども、これから「新しい長崎県づくり」のビ

ジョンについては、10年後のこれからというの
が、なかなか見えにくいと。そうすると、総合

計画は令和8年度から新しくスタートすると。
この中に一緒にタイアップしながらやっていく

べきだと、こんなようなことを本会議で主張し、

また、それは大体理解していただいていると思

っているわけだよ。

そういう状況の中で今から変わろうかとして

いる時に、「新しい長崎県づくり」のビジョン

とその実現に向けて文化観光国際部は、以下の

ような、いわゆる主たる計上事業をやっていこ

うというようなことだろうけれども、土木部は

なかったかもしれんが、基本方針の中に、この

「新しい長崎県づくり」のビジョンと、この実

現に向けて、県民生活環境部の資料にも書いて

あるけれども、これは上からこういうふうに書

けと言っているのか、あなたたちが好んで書い

ているのか。この「新しい長崎県づくり」のビ

ジョンが基本方針になっているわけだよね、文

化観光国際部の。この点についてはどう考えて

いるか。

【園田文化振興・世界遺産課長】基本方針の最

初の書き方については、一応、庁内でこのよう

な見本といいますか、こういった書き方という

ことでございます。

ビジョンと総合計画との関係ということでご

ざいますが、総合計画は県政の指針の考え方を

示すもので、総合行政である県の全分野を概ね

網羅しており、県政運営の基本的な計画という

ような位置づけでございます。

一方、ビジョンにつきましては、計画という

位置づけではなく、県内外の多方面から選ばれ

る長崎県の実現に向けて、子どもや交流など、

今後注力していきたい分野、4分野に特化して
概ね10年後のありたい姿と、その実現に向けた
施策の方向性をわかりやすくお示ししているも

のでございます。

ビジョンに掲げておりますありたい姿の実現

に向けて、県総合計画の方向性に沿って、さら

に力強く推進してまいりたいと思っております。

なお、文化観光国際部において取り組んでい

るビジョンの交流については、現総合計画の基

本戦略において、「交流人口の拡大」という方

向性が示してありまして、例えば、交流分野の

ビジョン特別事業、マニアが集う長崎県プロジ

ェクト費におきましては、基本戦略2－2 交流
人口を拡大し、海外の活力を取り込む、施策1
の地域に新たな価値を付加する戦略ある観光ま

ちづくりの推進、施策2 県産品のブランド化と



令和７年２月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会(観光生活建設分科会）（３月１０日）

- 74 -

販路拡大、基本戦略3－2 地域の特徴や資源を
生かし、夢や希望の持てるまちをつくる、施策

5 特色ある文化資源、スポーツによる地域活性
化に位置づけて事業を推進しているところでご

ざいます。

【小林委員】総合計画の違いとビジョンの違い

を長々と言っているようだけれども、総合計画

の持つ意義、ビジョンの考え方、こういうこと

はわかっているつもりなんだ。

それで、文化観光国際部が「新しい長崎県づ

くり」のビジョンと、10年後を見据えていろい
ろ計画を立てているというようなことなのか、

10年後のあるべき姿というものを、はっきりこ
うやって言うことができるのかと。もう2年、3
年、1年後だってわからんと。こういう変化の、
先の見えない不透明な状況の中で、10年間をど
ういうふうにやっていくのか。こういうことか

ら総合計画の5年間の中できちん、きちんと事
業を整理して、ビジョンの考え方も新たな総合

計画の中に入れていくというようなことだから、

まだこんなことを言っているのかと。「新しい

長崎県づくり」のビジョン、概ね10年後のある
べき姿、選ばれる長崎県と。

こういうキャッチフレーズ、言葉はわかるけ

れども、確かに4つの事業の中で、交流という
ところが文化観光国際部が捉えるべきだという

ところは、わからんわけではないが、「新しい

長崎県づくり」のビジョンの実現ということを

基本方針の中に明らかにしていくと。じゃ、10
年後のビジョンの実現に向けて文化観光国際部

の基本的な方針はそうだから、全部、主な計上

事業というのは、そういうようなことを実現さ

せるためにやっていると、こういうふうにとら

れてしまうわけだけれども、決して今やってい

るような事業というのは、10年後のビジョンの

実現に向けてというふうに全然考えられないわ

けだよ。

だから、いわゆる上の方からとか、あるいは

財政課なのかどこなのかわからんが、こういう

ワンパターンの、こういうような基本方針をな

んか上から押しつけてくるような状況で、こう

いうことがまさに令和7年度の新しい今からの
事業計画の中で、また、予算の計上の中で、こ

の長崎県づくりのビジョンということについて

は、もう少し表現を変えるとか、総合計画との

一体性とか、そういうようなところで、もう少

しその辺のところをきちんとしてもらわんとい

かんと思います。

これは部長、今、主管課長がそうやってビジ

ョンと総合計画について、なかなか苦しい答弁

をしているようだけれども、あなたも本会議場

でこの議論は聞いていると思うんだよ。だから、

文化観光国際部は、あくまでも「新しい長崎県

づくり」のビジョンを目指していろんな事業計

画を立てているのか、この辺はどうかというと

ころだけを教えてもらいたい。

【伊達文化観光国際部長】 まず、「新しい長崎

県づくり」のビジョンというのは、4つの分野
の大きな方向性を掲げております。その中で我

が文化観光国際部につきましては、交流分野を

主に所管しております。

交流分野については、先ほど小林委員からも

お話がありましたように、一つには、世界各地

から外国人観光客、そして留学生等を呼んで活

気あふれるような状況をつくり出していくとか、

ノマドワーカー、ワーケーションの推進でござ

いますとか、釣りやアニメなどの聖地化を図っ

て多くの観光客の皆さん、ファンの皆様におい

でいただくというようなことを想定しておりま

す。そのため、ありたい姿実現に向けた施策の
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方向性も掲げさせていただいております。

そしてまた、総合計画につきましても、その

中の基本戦略の一つとして交流人口を拡大して

海外の活力を取り込んでいくということの中に

魅力ある観光まちづくりの推進ということを掲

げております。

我々としましては、この総合計画、これは県

全体の県政の指針を示すものでございますが、

それと今回のこのビジョンの交流の目指すべき

ところというのは、ほぼ、おおむね一致してい

るような考え方ではないかというふうに思って

おります。                                                                                                                             

【小林委員】総合計画とビジョンの違いが、部

長たるものが、このくらいの捉え方しかしてな

いのかと。何が、どこが一致しているのか。総

合計画は5年間ということをきちんと日程を決
めて、そして大体3年間で見直すと。それで3年
間で実績が上がらないものについてはチェンジ

と。こういうような基本的な姿勢の中で、やっ

ぱり結果を大事にしているわけだよ。

ビジョンというのは、まさに計画ではなくて、

あり方とか、そういうようなことを言っていて、

そこに数値目標もなければ、数字的な活動も入

ってないわけだよ。

それで、このビジョンについては、10年間で
幾ら予算がかかるかということについても明ら

かにしてない。そんなものと総合計画と一緒に

はできないわけで、お互いの、総合計画のプラ

スとビジョンのプラスを一緒にタイアップして

これからやってもらいたいと、こう言っている

わけだよ。だから、その点についてはお互いが

了解しているところです。

だから、この基本方針の中に、「新しい長崎

県づくり」のビジョンの実現のためと、こうい

うことがもろに出てくると、なんかビジョンの

そういうところに重きをなして、10年後の政策
目標とか成果、そういうものが全然見えないわ

けだから、そういうところはちょっと違うだろ

うと。この辺はひとつ考えてもらいたいと。

だけど、これは上から言うた、書けというこ

とだから、あなた方も苦しい立場で、そこの説

明を求められれば、今みたいな、ビジョンとは

こういうこと、総合計画とはこういうこととい

うような形でワンパターンの答えしか返ってこ

ないわけだよ。

だから、こういうビジョンの実現に向けた文

化観光国際部の、じゃ、10年後にどういうふう
にするのかと。当然、10年後の数値目標も出し
てもらわんばいかん、予算はこれだけ10年後は
かかると、こういうのも出してもらわんばいか

ん。そういう成果指標とか、そういうものが出

てない状況の中で審議なんかできないし、君た

ちがまず計画表をつくることができないわけだ

よ。

だから、今、令和7年度でこんな事業を行い
ますというようなことで出している、単年度で

出しているわけで、こういうところをきちん、

きちんとやってもらうということで総合計画の

数値目標とかそういうものにつなげていくとい

うことで、文化観光国際部のこれから審議する

いろんな計画をしっかりやってもらいたいと。

ビジョンの実現のためだけにやっているわけで

はないわけだから、この辺の考え方を明らかに

してもらわんと。

何といっても基本方針だから、令和7年度の
予算を我々が審議する上において、こういう基

本方針は、とっても大事なことなんだ。だから、

ビジョンを実現するためだけのそういう計画と

いうようなことであれば、これは根幹から違う

と思うんだよ。だから、そこだけはひとつご理
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解をいただきながら、次の質問に移っていきた

いと思います。

それでは、令和7年度に主な事業として計上
されているもの、先ほど主管課長からも話があ

ったが、マニアが集う長崎プロジェクト費が

5,700万円となっておりまして、観光振興課から
も、物産ブランド推進課からもそういうことで

予算が出るようになっている。このマニアが集

う長崎プロジェクト費は、まさにこのビジョン

の一番のうたい文句みたいなことだけれども、

ただ、4つのビジョンの中での交流、これがこ
の中のマニアが集う長崎県プロジェクト費とし

て計上しているんじゃないかと思うけれども、

これは何をやるんですか。3つの課、文化振興・
世界遺産課、観光振興課と物産ブランド推進課、

こういうのが揃ってどういうことをやろうとし

ているんですか。

【園田文化振興・世界遺産課長】マニアが集う

長崎プロジェクト費の中で文化振興・世界遺産

課において、書店で実施する事業についてご説

明させていただきます。

文化振興・世界遺産課においては、県内外の

方々に本県ゆかりの小説などを知っていただく

ために、県内外の書店での書店フェア、あと、

長崎県内の漫画家さんとか、いろんな作家さん

を知っていただくための企画展、アニメ・漫画

展の実施、あと、長崎県内を舞台とした作品の

創作をしていただくための「描いてみんね！長

崎」事業、市町と連携して、長崎県の魅力ある

場所等の売り込みを行う市町と出版社のマッチ

ング支援というようなことを実施する予定にし

ております。

【小林委員】新規として、これだけのマニアが

集う長崎プロジェクト費として5,700万円を上
げておるけれども、今の説明ではようわからん。

ここに書いてあるように、本県を舞台としたア

ニメ、小説、映画等の制作支援となっているけ

れども、アニメ、小説、映画等の制作支援とい

うのは、どこに、どれだけの支援をするのかと

いうことが計画として当然あっておかなければ

ならんと思うんだけれども、それはあるんです

か、そういうものが、どうですか。

【長野観光振興課長】マニアが集う長崎プロジ

ェクトでございますけれども、この事業の組立

てというのが、一つは小説であったり、お酒で

あったり、いろんな趣味、嗜好に合わせて素材

をつくるということ。それをロケなどを通じて、

いわゆるマスコミにプロモーションをかけてい

くといったような手法で、人にどんとんPRをし
て呼び込んでいこうというような、全体として

はそういった立てつけでやらせていただいてお

ります。

今回、アニメということで、アニメツーリズ

ムの推進というのが、様々な趣味、趣向の中で、

映画でございますとか、テレビ番組、いろいろ

ドラマとかもございますけれども、その中で一

つ、最近、アニメが長崎を舞台として取り上げ

られ、それが映像として劇場等で放映されると

いった動きも出てきています。こういったコン

テンツを使って、来年度におきましてはアニメ

ツーリズムの推進ということで、聖地巡礼のツ

アーでございますとか、長崎に来ていただいた

時に地元の方と来ていただいたファンとの交流

イベントなんかを実施するような計画を立てて

おります。

ただ、具体的な作品名に関しましては、著作

権の関係もありまして具体的には申し上げられ

る状況には今ないんですけれども、そういった

作品の力を使って長崎に人を呼び込もうという

ことの経費について今回計上させていただいて
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いるというような状況でございます。

【小林委員】 だから、事業計画は、今、話を聞

いてみて、どれくらいしっかりしたものがある

のかと。当然、予算を計上して何に幾ら使うと

いうことで厳しい財政の中から認められた事業

なんだから、それだけの中身がね、もうちょっ

と委員会等で我々にわかりやすいような、これ

をもってどれだけの成果を上げるんだというよ

うなことが、やっぱり成果が見えるように、当

然、総合計画の中でチェックはされると思うん

だけれども、そういうものが明らかにならない

と、こうやって予算をせっかく計上していただ

いているけれども、我々としては、はいわかり

ましたと、そんなチェック機能じゃどうにもな

らんと思うんだよ。

だから、ここで計上する以上は、もっと中身

の濃いものを、そしてどんな目的で、何を結果

として明らかにできるのかというようなことを

ちゃんと予算の中で、事業の中で、委員会に自

信を持って明らかにしていただけるようなこと

でないといかんと。これはまだあやふやな状況

ではなかろうかと、本当はこんな予算なんか認

めたらね、県議会が笑われると思うんだよ。あ

んまりなめたらいかんと思うんだよ、我々をな

めたらいかんと思うんだよ。なんでもかんでも

賛成するから、こういうふうな結果になるんだ

けれども、基本的に一緒になって長崎県を盛り

上げていこうということについては、考え方は

変りはないけれども、もうちょっと内容の、マ

ニアが集う長崎プロジェクト費と、このマニア

が集うということなんかの新しいキャッチフレ

ーズが出てるんだよ。いかにして長崎県に人を

呼んでくるか、お金を落としていただくかとい

うようなことをいろいろ考えていただいている

とは思うんだけれども、中身がよく見えない。

こういうようなことでは、いかんともしがたい

と。計上した分の中身は相当詰めていかなけれ

ばいかんところがあるんじゃないかと思うわけ

だよ。

だから、観光振興課長が中心になって、主管

課長もおることだし、物産ブランド推進課と一

緒になって、もうちょっと次の議会では、この

マニアが集う長崎プロジェクト費というのは、

こういう内容でやるよということを明らかにせ

んと、今回は5,700万円という予算を確保してい
るようだけれども、この辺はしっかりやっても

らうことを特に強く申し上げておきたいと思い

ます。

それから、文化観光国際部であるから、この

予算を見てみると、観光客をいかにして呼び込

むかと、内外からということと同時に、インバ

ウンドを見逃すわけにはいかんと思うんだよ。

こういう状況からしてみて、長崎県の観光客は

コロナ以降どういうふうになっているのかとい

うことも、我々としては非常に関心があるとこ

ろです。特に新幹線ができてから、新幹線が、

なんといいますか、長崎県へ観光客を呼び込む

上において非常に大きな役割を果たしていると、

こういうことが言われているわけです。

そういう点からしてみて、コロナ以降、長崎

県の観光客の姿はどうなっているのか、新幹線

もできたと、こういう環境の変化の中で、コロ

ナ以降、どういうふうに取り戻しているのか。

今まで長崎県は、たしか平成30年、この辺が
ピークだったと思う、コロナが始まる前、コロ

ナが令和元年頃だとすれば、平成30年頃が一番
ピークだったんじゃないかと思うんだよ、宿泊

客にしても、消費額についても。確かに国体が

あったり、あるいは2つの世界遺産があったり、
いろいろ取り巻く環境もすばらしかった、コロ
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ナの前は。しかし、コロナ以降、観光客が平成

30年のピークに比べて今どのくらいになって
いるのか。そういうことを、通告はしていない

けれども、その辺のことについてお答えするこ

とができますか。

【小宮国際観光振興室長】コロナ以前からこれ

までのインバウンドの推移についてのお尋ねで

ございます。

小林委員ご指摘のとおり、平成30年、2018
年がインバウンドの数は最高でございますが、

延べ宿泊者数で見ますと、年間で約836万人泊
のお客様をお迎えしてきたというのが過去最高

でございます。外国からのインバウンドで申し

ますと、このうち93万人泊となってございます。
その後、がんばらんば国体以降、世界遺産の登

録、それから新幹線の開業等ございまして、令

和２年、2020年以降、コロナということで3年
間はほぼゼロの状況でございました。昨年、令

和5年のインバウンドが約46万3,000人泊でご
ざいます。令和6年の1月から12月までに約60
万1,000人泊のインバウンドを受け入れている
という状況でございます。

【小林委員】 インバウンドが60万1,000人泊と、
それが今と、こういうことになっているわけだ

ね。そうすると、これから長崎県がインバウン

ドについても、もっともっと乗り出していただ

かなければいけないし、日本人の、国内のいわ

ゆる観光客を長崎県にも引っ張ってこんといか

んと。だから、今、インバウンドの話は出たけ

れども、観光振興課長、準備はできたか、コロ

ナ以降、最近はどういうふうな観光客の数にな

っているのか。今、小宮課長から836万人泊と
か、日本人で県内に来てくれたお客さんの数が、

平成30年にそれくらいじゃないかと。インバウ
ンドがこんな数字で来てくれたら大変ありがた

いけれども、そういう点からして、今、観光客

は一番ピークの836万人泊の時に、現時点でど
れぐらいになっていますか。

【長野観光振興課長】先ほど国際観光振興室長

からも答弁がありましたように、平成30年度が
約800万人泊を超える宿泊客でございます。令
和6年は集計中でございますので、令和5年の最
新の数字でいきますと、732万5,000人泊という
ような状況でございます。コロナ前の一番ピー

クの時に比べますと、まだ9割程度といったよ
うな状況です。

ただ、コロナの時には、これが800万人泊の
半分の440万人泊といったような大きな減がご
ざいましたので、そこから徐々に国内を含め、

回復しているというような状況でございます。

今年度も、これまで全国の状況でもございま

すけれども、インバウンドを中心に都市部が回

復の傾向が非常に強いというような状況でござ

います。国内でコロナが明けて回復傾向にあっ

たんですけれども、その後、徐々にインバウン

ドも含めて近年では多くの方がいらっしゃって

おります。

ただ、地方部においては、やはりインバウン

ドの戻りというものが差がございまして、これ

は国の統計になりますけれども、大都市と地方

圏を比べると、伸び率としましては大きな差が

出てきているというような状況でございます。

【小林委員】 9割ぐらいが戻ってきているとい
うことで、これは大変、正直に新幹線等の後押

しもあったかもしれないが、やっぱり頑張って

いただいていると。こういうことで国内の観光

客が令和5年で732万人と、一番ピークが800万
人泊だったと。こう考えた時に大分近づいてき

ているということで、新幹線もできた、環境も

整備されている。ぜひそういう形の中でこれか
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らやってもらいたいと思います。

一番大事なことは、これから国際観光振興室、

この辺の動きが大変重要になってくると思うん

です。今、インバウンドが相当な数になってき

ている。それをいかにして長崎県に呼び込むか

と。今、インバウンドはどこに行っているかと

いうと、東京、大阪、京都の三大都市に集まっ

て、なかなか地方に分散しないと。そういう点

から考えていけば、地方は、いかにしてインバ

ウンドを呼び込むかと、こういう誘客をやって

いかなくちゃいかんと。

そういうところから考えると、この予算の中

に結構ですね、国際観光振興室8,461万4,000円
と秀でた予算が計上されている。これは説明を

読むと、団体で来る旅行よりも個人で来る旅行

と、こういうものにこれからバックアップして

いこうじゃないかというような国際観光振興室

の狙いがあるようだけれども、この辺の動きを

少し国際観光振興室長に説明をしていたただき

たいと思います。

【小宮国際観光振興室長】今、小林委員からお

尋ねがありました長崎県FIT誘客インバウンド
推進事業費について、ご説明をいたします。

今回、この新規事業に着目いたしましたのが、

小林委員もご指摘されましたように、海外から

お見えになるお客様の85％が個人旅行者、FIT
の方ということで観光庁の統計データがござい

ます。また、この外国人旅行者の84％の方が
Webサイトで行き先、航空チケット、宿泊のホ
テル等を検索、予約しているというような状況

でございます。

今回、8,461万4,000円を計上いたしておりま
す新規事業の内容につきましては、まず、海外

のお客様が利用されている大手のOTAサイト、
このOTAサイトについては冨岡委員の一般質

問にもございましたけれども、オンライン・ト

ラベル・エージェントということで、実店舗を

持たない、オンライン上のみでチケットの予約

販売を行う旅行会社でございます。このOTAの
県内の宿泊、旅館・ホテル、それから飲食店等

への登録を促進するための説明会、セミナーの

開催経費として800万円を計上しております。
それから、海外のOTAで掲出する様々な広告
を発信するための特集記事の制作が1,570万円、
これは4つの言語、中国語が繁体字、簡体字、
それから韓国語、英語の4つの言語で制作を予
定いたしております。

次に、特集記事を制作した後、これをOTAや
SNSに広告として掲出する、こちらが3,420万
円を計上いたしております。こちら、年度の前

半にこういった特集記事を制作いたしまして、

県内の様々なイベント、祭り等のタイミングを

見て、年度後半から広告を掲出するという計画

をいたしております。

次に、多言語によるデジタルパンフレットの

制作及び現地セールスということで、1,971万
4,000円を計上いたしております。こちらは、こ
れまでパンフレット等紙の媒体でセールス、説

明を行っておりましたけれども、紙の媒体を嫌

う旅行者または旅行代理店等もございますので、

今後はデジタル化を図りながら、中国、韓国、

香港、台湾、それぞれの地域、国ごとに訴求さ

れるコンテンツに合わせて組換えを行いながら

効果的に情報発信を行ってまいりたいというこ

とで計画いたしております。

最後に、こちら3か年事業でございますので、
7年度、8年度、9年度の3か年にどのような事業
を実施するかということで、7年度につきまし
ても効果測定、全体の分析・評価等を行う経費

として事務費も合わせて約700万円を計上いた
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しております。こちらが全体の事業費の概要で

ございます。

【小林委員】計画がよく固まっている感じがし

ますね、要は結果だ。7、8、9年度の3年間で目
標を達成したいと。確かにテレビなんかでもよ

く言っているよ、団体よりも個人ということで、

狙い目としては、これだけの予算に値するよう

な内容ではないかと思っております。だから、

要は結果を出してもらうと。

こういうようなことで、特に国際観光振興室

においては、新規事業として長崎空港が開業し

てから50周年を迎えると。こういうことで国際
路線就航の事業促進プロジェクトというような

ことも考えておられる。

その中で前から説明があっているけれども、

パスポートをつくってもらって、それに支援を

していく等々で、約2,800万円に近いような予算
が計上されているけれども、この辺の取組につ

いてはどういうふうになっていますか。

【小宮国際観光振興室長】小林委員からお尋ね

がありました国際路線就航利用促進プロジェク

ト費2,788万2,000円は、11月定例会の補正予算
で事業を計上いたしましたパスポートに係る県

民の皆様への補助事業について、令和7年度も
新規事業として計上いたしております。こちら

が1,768万円、補助の上限額としては一人当たり
1万900円となっております。
次に、空港利用促進PR費として1,020万2,000

円を計上いたしております。こちらは長崎空港

開港50周年を契機とした国際航空路線の利用
促進、ソウル線、上海線の利用促進に向けたPR
等を実施するという計画でございます。

【小林委員】そういうような形で、このインバ

ウンド対策というのが非常に際立っているわけ

だよ。インバウンドで相当来ていると、来てい

るけれども、地方に誘客ができていないと。だ

から、福岡の空港から長崎に新幹線を使って来

てもいいし、直行で来てもらってもいいわけだ

けれども、そういう取組、特に長崎空港は開港

50周年という一つの転機を迎えるわけだから、
そういうようなところでたっぷりとした予算を

それなりに結果につなげていただかなければい

けないと思うわけです。

そこでお尋ねしますが、今、インバウンドは

長崎県にどのくらい来ているのか。宿泊する、

これがどのくらいの数字になっているのか、こ

の辺はわかりますか。

【小宮国際観光振興室長】 令和6年の速報値が
観光庁から発表されておりますので、把握して

いる範囲内で申し上げますと、令和6年1月から
12月までの年間で約60万1,000人のインバウン
ド客をお迎えしております。国・地域別の値で

見ますと、このうち最も多いのが韓国からのお

客様で約14万9,000人、率にして29.6%でござい
ます。次に、台湾からのお客様が約8万1,000人、
率にして16%。次に、アメリカからのお客様で
約3万9,000人、7.8%。香港からのお客様が約3
万8,000人、7.6%。中国からのお客様が約3万
7,000人で7.3%という内訳でございます。
【小林委員】私の地元の大村には長崎空港があ

るわけで、空港に関しては人一倍関心を持って

いるわけだよ。

以前に配られた「アジア・国際戦略」行動計

画の概要を見てみると、「アジア・国際戦略」

行動計画の目標ということで、戦略の方向性を

示すため、インバウンド誘致、県産品の輸出、

外国人材受入れの分野ごとに5年後の数値目標
を設定していますと。

こういうことでこの行動計画を見てみると、

アクションプランを見てみると、インバウンド
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誘致、外国人の延べ宿泊者人数の目標値が令和

7年度までに125万人ということになっている
わけだよ。今の説明では、その速報値が国の観

光の統計で出ているようだけれども、60万人と、
半分もいってないじゃないか。これはどういう

ことなのか。

インバウンド誘致については、こうやって行

動計画を明らかにして、こういう資料もきちん

とやっているけれども、確かにコロナがあった

ことも事実、そういうことで大変だったことは

よくわかるけれども、基準値が平成30年、さっ
きから言っているようなそういう状態で93万
人、目標値が125万人。しかしながら、現在は
125万人にほど遠い60万人になっていると。こ
こについてはどういう考え方を持っているか。

【小宮国際観光振興室長】「アジア・国際戦略」

行動計画におきましては、小林委員ご指摘のと

おり、令和7年度が最終年度ということで、125
万人の計画を掲げております。こちらは国にお

ける訪日外国人旅行者数を2030年に6,000万人
とする目標が設定されております。本県におき

ましても、この国の伸び率を参考に、平成30年
の93万人を基準値といたしまして、令和7年の
125万人を算出したところでございます。
令和6年につきましては、119万人の目標に対

して国の統計で見ますと約60万人ということ
で約半数にとどまったところではありますけれ

ども、引き続き、九州各県、福岡はじめ、熊本、

大分が順調にインバウンドが伸びておりますの

で、私どももしっかりと国際航空路線の誘致、

それからクルーズ客船の誘致に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

【小林委員】計画の内容だけが先走って、それ

に伴う結果がついてこないと。我々は、投資対

効果ということで議会はチェックせんといかん

と。あなた方も、そういう目標値というのは、

できないことを最初からやるわけではないわけ

です。あくまでも、これだけのことはせんとい

かんと、これだけのことはできるということで

目標値をきちんと明らかにして文書を配ってお

るわけだよ。

ところが、7割ぐらいいったかな、8割ぐらい
いったかなと、この辺までは理解をせんといか

んと思うけれども、今言うように125万人の目
標値が、現時点においては、令和7年度まであ
と1年間あるけれども、これが60万人だよ、も
うコロナは超えているわけだよ。そういう状況

から、もっと取組を考えなければならんという

時に、外国人の方々が来たい長崎、そういうこ

とをするためには、まず入り口の長崎空港が開

港50年という一つの区切りを迎えるので、この
国際線ターミナルとか、こういうところをもう

ちょっときちんとしていただかなければいかん

し、後で言うけれども、長崎空港の免税店とか、

とにかく老朽化している、それから狭い、出国

まで時間がかかり過ぎると、こういうことを抜

きにして、外国人の延べ宿泊者を増やしてくだ

さいと、外国人のいわゆるインバウンドを長崎

県に呼び込むとか、こんなことを口で言うても、

現実はなかなかほど遠いような現状があるんだ

よ、それはみんなわかっていると思うんだよ。

こんなところに全然手をつけんで、ただ数値

目標だけ、どんどん上げてきて、予算は使いな

がら結果を出しきらんと。こういうことはもう

これまでにしてもらって、これからはきちんと

やっていただかなければいかんと思うんだよ。

国際線ターミナルについては、非常に老朽化

している、狭い、免税店に至っては、ちょっと

見る影もないと。こんなことを放置しとってい

いのかどうか、この辺のところについては誰が
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責任を持ってやるのか。この辺のところをもう

少し前向きな姿勢でやってもらわんと、インバ

ウンドを呼び込む、呼び込むと言いながら、環

境整備が全然できとらん。これをずっとしなが

ら、今のままではいかんともしがたい。実際に

インバウンドの数は増えてきている、いかに地

方に呼び込むかと。やっぱり長崎県に来てもら

うためには、それだけの空港整備をきちんとや

っていただかなければいけないと。そういう点

についてはどういうふうな捉え方をしているの

かと、この辺のところは誰が答えますか。

【小宮国際観光振興室長】長崎空港の国際線タ

ーミナルにつきましては、小林委員ご指摘のと

おり、老朽化、狭隘化が著しいというご指摘を

受けて、もう数年経過しております。国際線を

誘致する私どもとしても、今、上海線、中国東

方航空が月曜と金曜のフライト、それから大韓

航空のソウル線、仁川国際空港が月曜、木曜、

土曜、日曜の4便でございます。将来的には増
便、また、ソウル線についてはデイリー化を含

めての今後の協議ということですけれども、今

後、香港線の復活等、ほかの国、地域からのチ

ャーター便の誘致、定期便化を見据えた時に、

どのような国際線の機能または施設等を整備し

ていくかというところについては、国の関係機

関でありますとか、長崎空港ビルディング様は

じめ、空港関係者の皆様とも継続して協議をし

てまいりたいと思っておりますし、地域振興部

が所管いたしておりますので、一体となって今

後の計画について協議を進めてまいりたいと考

えております。

【小林委員】言葉だけで終わることがないよう

にと。伊達部長、本当は君から答えんといかん、

こういうことは。大体がわかっとるはずだよ。

長崎空港の国際線と、これが老朽化している、

あるいは狭隘である、免税店に至っては面影も

ないと。一番大事な出国に対して時間がかかり

過ぎると。こういう、もうないないばっかりな

んだよ。これで外国人を呼び込めと言っている

方が無理なんだよ。

こんな状況の中で計画を立てて、結局、予算

を執行したとしても、結果が出ないと。我々議

会としては、さっきも言ったように投資対効果、

県民の血税からあなたたちの事業が、そこに展

開されるわけだよ。

だから、お客さんが来やすい環境にあるかと、

こういう点を考えた時に、言うばっかりで、こ

ういうことに全然手をつけきらん。

ちょっと尋ねるけれども、狭隘化、老朽化、

こういうところで免税店の品数も少ない、見る

影もないということを言われている。出国に時

間がかかり過ぎると、こういうような形で24時
間空港とか我々は願っているけれども、なかな

かやっぱり取り組む環境が長崎空港の国際線タ

ーミナルのあり方については、特にここは全体

的な改修が望まれておるけれども、ここのとこ

ろは手早くやってもらわないと、言うばっかり

ということになってしまう。これだけの予算を

かけて国際観光振興室は一体何をやっているの

かということで、文化観光国際部は口だけの部

であると、こういうことを言われてもしようが

ないだろう。この辺のところについてはどうす

るのか、この取組は。今のような小宮室長の答

弁でいいのかどうか、この辺についてはどう考

えるか。部長、答えてください。

【伊達文化観光国際部長】今、小林委員からお

話がありましたように、これだけインバウンド

需要が高まっている中で、観光立県長崎をしっ

かり推進していくためには、インバウンドの推

進をさらに強力に進めていく必要があるものと
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考えております。

そのためには、外国人に好まれる観光コンテ

ンツもそうですけれども、受入れ環境の整備、

そして空港をはじめとする物理的な受入れをし

っかりと取り組んでいく必要があるものという

ふうに考えております。

先ほど、国際観光振興室長から話がありまし

たけれども、我々、今回、50年という節目の年
を迎えますし、令和7年度というのは文化観光
国際部にとって大きな節目の年であります。こ

れは国、そしてNABIC、さらには観光関係事業
者、団体の方ともしっかりと連携しながら、こ

ういった環境整備をいま一度しっかり取り組ん

でまいりたいと考えておりますし、空港の整備

についても国とも協議しながら、そして地域振

興部とも議論しながら、取り組んでまいりたい

と考えております。

【小林委員】部長ね、あなたもうちょっと答弁

した方がいいぞ。声は上等だし、なかなかしっ

かりしたこと言うんだよ、言うだけはな、あと

は実行だ。そういうことからしてみて、本会議

場に座っとったらね、君の声が一番よう響く、

なかなか声がいい、道を間違うたんじゃないか。

そういうことで冗談は抜きにして、インバウ

ンドが125万人があなたたちのアクションプラ
ンだよ、これが目標値だったんだ。これが今60
万人ぐらいしかないと。その背景には空港を取

り巻く状況もあるんだよと、現実にこういう状

況ですよという問題点を明らかにしたところで、

その問題点をあなたもちゃんとわかっておるわ

けだよ。

だから、そういう点でなかなか国際線ターミ

ナルを改築するとか、いろいろ言うことは簡単

だけれども、やっぱりそれなりの予算がかかる。

開港したのが昭和50年5月1日、そういう点から

考えていけば目の前なんだよ、50周年は。
だから、こういう機会に、もうちょっとやっ

ぱり政治力を発揮して、こういうところに何ら

手をつけずに外国人誘致を語るわけにはいかな

いと思うんだよ。

だから、免税店、狭隘、それから出国時間、

こういうような問題点として上げたことをきち

んとクリアしていただかないと、インバウンド

誘致はなかなか難しいんじゃないかと、こうい

うことを申し上げておきたいと思います。

それから、小宮室長、今、中国便が週2便だ
よ。月曜日と金曜日、前は水曜日かなんかがあ

ったと思うんだよ。（発言する者あり）

【坂口分科会長】審査の途中ですが、午前中の

審査はこれにてとどめ、午後は1時30分から再
開し、引き続き文化観光国際部の審査を行いま

す。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３３分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【坂口分科会長】 分科会を再開いたします。

午前中に引き続き、文化観光国際部関係の審

査を行います。

質疑はありませんか。

【小林委員】午前中、質問の途中でありました

ので、継続して質問をいたします。

まず、小宮室長のところで、今とにかくイン

バウンドが全体的に、また全国的に増えている

んだと。長崎県においても、ぜひとも誘致をや

らなければならないと、やっぱり引き込んでい

かなければいかんと。引き込むためには、それ

なりの空港の環境整備をやっていただかないと、

なかなかうまくいかないと、こんなことを言っ

ておったわけですね。
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そのことについては先ほど部長から前向きな

発言があったと認識していますので、いわゆる

開港50周年という一つの大きな契機を迎えま
すから、これからどういう取組をしていただけ

るかと、こう考えますが、先ほど途中になりま

した、中国から長崎が再開して今週2便になっ
ていると。これを何とか週3便にやることがで
きないのかと。今、香港はずっと休便のまま。

こういう状況の中で台湾かれこれの話が出ては

消え、消えては出てくるという状況であります

けれども、何とかしてもらうという前に、可能

性として一番高いのは、中国を3便にすると、
元に戻すというようなことで、その可能性はな

いのかどうか。

これはなんといってもこれを実現するために

は、長崎県から上海に向けての、インばっかり

言っているけれども、アウトバウンドも考えて

いかなくちゃいかんじゃないかと。このアウト

の取組方としてパスポートを支援するとか、か

れこれさっきから話があっておりますけれども、

まず、中国の週3便について、あと1便増やす、
こういうことについての取組はいかがかという

ことをお尋ねしたいと思います。

【小宮国際観光振興室長】上海線につきまして

は、月曜日と金曜日で週2便、運航いたしてお
ります。以前は水曜日も就航いたしておりまし

たので、私も昨年4月に国際観光振興室長を拝
命して以降、何度となく上海を訪問いたしまし

て中国東方航空と協議を重ねてまいりました。

今年は、長崎空港開港50周年という節目の年
でもありますので、私どもも今回予算を確保い

たしまして、県民の翼のような、県民の皆様が

アウトバウンドで中国東方航空、それからソウ

ルの大韓航空に搭乗して、それぞれの国、地域

と交流を深めるということで、企画の運航を各

航空会社にも相談して実施してまいりたいと考

えております。

また、中国で申し上げますと、今年は中国駐

長崎総領事館の設置40周年の節目の年でもあ
りますので、こういった機会を捉えて多くの県

民の皆様が中国東方航空を利用して上海へ訪問

する機会をつくってまいりたいと考えておりま

す。

【小林委員】だから、50周年とか40周年とか、
そういうことで節目に当たっているという、い

い年を迎えているわけだよ。だから、やっぱり

インバウンドだけじゃなく、アウトバウンドを

考えていかないといけないと。そのために県民

の翼的なものを考えていると、これも一つの前

進じゃないかと思います。

やっぱり中国側にとっても、長崎県まで送っ

ても、その便に、いわゆる長崎に着いた飛行機

に、長崎から上海に向かって乗る人がいないと。

こんなことがずっと続いていると。これではや

っぱり便数を増やすことは不可能と、これは当

然だと思うんです。

そこのところをどうするかというところで、

先ほどから新規事業がいろいろと考えられてい

ると。これで成果を出してもらうように、今は

もう台湾とかかれこれもあるけれども、まず、

香港便を早く再開できるようにすること、それ

から中国を3便に戻すこと。これに全力を挙げ
てもらうことを強く要望しておきたいと思いま

す。

それから、部長、先ほどから言っているよう

に、長崎空港の国際線の狭隘化とか、あるいは

老朽化とか、免税店とか、あるいは出国手続、

そういう一番必要なものが非常に遅れをとって

いると、環境整備が全然できとらんと、こうい

うふうに言っておりましたが、私が一般質問で
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質問した時に、令和5年のいわゆるインバウン
ドの国際線をどれくらい使ったかというところ

で、令和5年で、なんと1,000人にも届かない529
名だよ。宮崎空港は約9,400人、佐賀空港が2万
4,000人、鹿児島空港が2万6,000人と。乗降客
のそういう数を考える時に、なんと長崎空港は

1,000人にも満たない529名、こういう数字が令
和5年度として明らかに最下位ですよと、こう
いうのが出ております。

そうすると、令和6年度、今だけれども、令
和6年度は何名ぐらいなっているか。この529名
から令和6年度はどれくらいになっているか、
その資料がありますか、速報値かなんか来てま

すかどうですか、質問します。

【小宮国際観光振興室長】法務省の入国管理の

統計データによりますと、長崎空港での外国人

入国者数につきましては、速報値で1万775人と
いう数字を把握いたしております。

11月定例会の一般質問で小林議員からご指
摘がありました鹿児島、佐賀、宮崎の3つの空
港について、令和5年と令和6年を比較して申し
上げます。鹿児島空港が2万5,908人に対しまし
て7万366人、佐賀空港が2万3,868人に対しまし
て6万1,440人、宮崎空港が9,408人に対しまし
て2万386人、長崎空港は令和5年1月から12月ま
での529人に対しまして令和6年が1万775人と
なっております。

【小林委員】 今、こういう数字を聞いて、あな

た方は何とも思わんかと。宮崎空港にも負けて

いる、佐賀空港にも負けている。こういう状況

は本当にいかんともしがたいと。確かに、529
名が1万775人と今おっしゃった、こういう数字
になっている努力はわかるけれども、しかし、

九州の他の空港は、鹿児島、佐賀、熊本、宮崎、

こういうところと比べた時に、ちょっと長崎空

港の落ち込みは尋常じゃないと。これはみんな、

考えてくれよ、本当に。こんな数字が出ている

わけだよ。それでインバウンドを頑張ります、

そういうようなことを声高らかに言っているけ

れども、こんな状況の中で一体何をやっている

のかと言われても仕方がないと思うんだよ。だ

から、ここはやっぱり文化観光国際部として真

剣に取り組まんといかんと。

もしIRが実現しておったならば、あの当時、
空港全体を改築する、リニューアルという考え

方の中にあったわけだよ。しかし、残念ながら、

IRが今のような状況になって、それから空港の
話がだんだん、だんだん静かになってきたわけ

だよ。しかし、何としても国際線のこれだけの

絶対数が上がっているわけだから、これをやっ

ぱり長崎県に誘致をするということから考えて

いけば、環境整備をやっていかなきゃいかんと。

しかも、実際的にそういう国際線の空港をどう

いうように九州だけで活用しているかという数

字が明らかになってきて、なんと長崎空港は最

下位で何万人と差がついている。ちょっといか

がなものかと。こういう責任はね、感じてもら

わなきゃいかんと思うんだよ。

だから、この1万775名が今のままの状況の中
で、これが他県の空港と同じように肩を並べる

ことができるのかと、こう考えていくと、いか

んともしがたいと、こう思うわけです。やっぱ

りこれは何とか手を打たにゃいかんと。こうい

うようなことについて、政策監、あなたの方か

らきちんと答弁を聞いて、この問題について終

わりたいと思います。

【村田文化観光国際部政策監】今、小林委員か

らございましたご指摘、私どもも大変重く受け

止めておりまして、そうしたことから来年度、

新規予算を拡充いたしまして対応を図っていく
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ということでございます。

新規路線の誘致につきましては、各エリア、

お話がありました香港、台湾にも足しげく通い

まして関係者と協議を進めているところでござ

います。

まだまだ結果は出ておりませんけれども、今

回の新規予算につきましても、長崎の知名度を

上げることによって新規の就航にもつながって

いくものというふうに私ども期待をし、予算を

計上しているところでございます。

いずれにいたしましても、この数字を何とか

他の九州の空港に肩を並べられるように引き続

き粘り強く取り組んでまいりたいと思います。

【小林委員】 お願いします。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【浅田委員】同じ質問もあろうかと思いますが、

私の方からも何点かお伺いをさせていただけれ

ばと思います。

まず、被爆80年事業補助金についてお伺いを
させていただきます。

500万円ほど計上されているんですが、この
中で補助事業というものをどのように捉えてい

らっしゃるのか。内容には、被爆80年の節目の
年に世界的なそのような団体とか、その支援を

受けた団体とか、ある一定、既存の団体が決ま

っていらっしゃるのかどうなのか。それとも、

これからも様々なイベントを企画しているとこ

ろにこういう補助金をお渡しできるものなのか、

そのあたりを詳しく教えていただけないでしょ

うか。

【久間国際課企画監】 被爆80年事業補助金に
ついてのお尋ねでございます。

被爆80年事業補助金につきましては、今、委
員からお話がありましたとおり、次期SDGsの
目標に核兵器廃絶が位置づけられる、そういっ

たところで今回補助金を設けたところでござい

ます。

ただ、今回、新しく設ける補助金でございま

すので、対象事業等につきましては、今並行し

て検討中でございます。予算の成立を受けまし

たら速やかに執行できるように検討を進めてい

るところでございます。

【浅田委員】そこを詳しく教えていただきたい

なと思って、予算がおりたら速やかに審査をと

いうことですけれども、それ自体は私たちには

ちょっと見えづらいかなと思って、何事業ぐら

いを対象にしての500万円なのかとか、いろい
ろあろうかと思うんですね。

例えば、ある一定の基準がないと、この補助

事業は受けられないものなのか。被爆80年だか
らこそ、いろいろやりたい方々、例えば学生に

しても、一般の方にしても、いろいろいるかも

しれませんが、ここに書いているのは、あくま

で世界的に著名な団体ということで、もしかす

るとそこに500万円一つなのかとか、これでは、
ちょっとぼやっとしていてわからない。じゃ、

予算は賛成しましたよとなった後に、あれっ、

その行き先ってどうなのか等、いろいろあり得

ると思うんですね。ですから、あえてそこをお

伺いしております。

【久間国際課企画監】この補助金につきまして

は、最低ラインとして100万円のところでの事
業を対象にしたいと考えておりまして、上限額

として250万円ということで検討しているとこ
ろでございます。

また、採択に当たりましては、有識者で構成

する「核兵器廃絶長崎連絡協議会」を県、長崎

市、長崎大学で構成しておりますので、そちら

の方々にも審査会のメンバーに入っていただき

まして審査したいと考えているところでござい
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ます。

【浅田委員】平和を願い、平和を継続していく、

核兵器とかも含めてSDGsの中に盛り込む。い
ろんな考え方がおありかと思うんですね。今の

お話だと100万円が5つあれば、もしかして5事
業かもしれない。でも、上限250万円だと2つか
もしれないというようなところで、8月9日まで
時間がない中で、多分、これってある一定のと

ころを皆さんの中では想定なのかなというとこ

ろがあったものですから、その辺も含めて、こ

れから審査をするに当たっても、もう幾つかの

ところにお声がけをしているものなのかどうな

のか、それともこれから新聞などで大々的に応

募するものなのか、そのあたりを明確にしてい

ただきたいのですが。

【久間国際課企画監】 今年、被爆80年という
ことで、大型の事業といたしまして、例えばお

医者様の集まりでありますIPPNWの世界大会
などが、今年、長崎で開かれる予定になってお

りますので、そういったものでありますとか、

そのほか世界的に発信力がある団体のイベント

もそのほかございますので、そういったところ

からご応募いただけるものというふうに考えて

いるところでございます。

【浅田委員】 今の答弁であると、大方、どこに

この事業の予算を落とすかというのは、もう目

安が決まっているというふうに捉えられると思

うんですね。その応募するところ、事業が悪い

とか、いいとかではなくて、わからないところ

で一応計上はしているけれども、決まっている

ような事業なのか、それとも若い世代とかが平

和人材育成などに関するイベントにと書いてあ

ると次世代向けにこれからもチャレンジできる

ものなのか、そこを私はお伺いを先ほどからし

ております。

先ほどの課長の話によると、ほぼほぼ幾つか

医療系とかって、もう確定されているというふ

うに捉えていいですか。

【久間国際課企画監】もちろん、予算に伴うも

のでございますし、内々にこういったところが

想定されるものかというところは、内部では検

討しておりますけれども、最終的に公募したう

えで、審査会を経たうえで決定することになる

かと考えておりますので、そこの審査に際しま

して、世界に対して影響力があるのかどうかと

いう観点で審査をしたいと考えております。

【浅田委員】世界に対しての発信力というとこ

ろが今回のこの500万円の大きなところという
ことで、議会が終わって予算が決まったら、日

数とかもないので速やかに公募が行われ、その

審査が行われて、その事業体は、ほぼほぼ決ま

っているというふうな認識で間違いないでしょ

うか。

【久間国際課企画監】 4月、5月早々に行われ
るイベントもあるかと思いますので、そのイベ

ントに間に合うようにこちらも準備を進めたい

と思っております。

【浅田委員】大きなイベントであれば、ある程

度の予算を見込みながらというところもあろう

と思いますので、4月、5月に行われる事業に関
しては、ほぼほぼ内示なのかなんなのかで決ま

っているのかなというふうに今感じたところで

す。せっかくこうやって拡大事業の中でいろい

ろ出ていたので、どういったことを真剣に県が

捉えられているのかなというのをあえて聞かせ

ていただきました。

では、別の質問に移らせていただきますが、

先ほど来からマニアに関する、マニア向けのア

ニメについてというような事業に予算が出てい

たかと思います。マニアが集う長崎プロジェク



令和７年２月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会(観光生活建設分科会）（３月１０日）

- 88 -

ト費みたいな感じでアニメ等々であるんだと思

うんですけど、これはもう本当に十数年前から、

いろんな方形でコンテンツツーリズム、聖地巡

礼、そして長崎を撮影場所、ロケ地場所にする

ようなものに関しては、様々な事業が行われて

いたと思います。私自身も初めて質問したのが、

もう十数年前で、この系統でフィルムコミッシ

ョンのこととかも質問してきた経緯があるので、

改めてお伺いします。

これまでもあってきた様々なアニメだったり、

コンテンツツーリズムだったりと大きく違う点

というのは何かあるんでしょうか。

【長野観光振興課長】アニメの今回の取組につ

いてのお尋ねでございますけれども、これまで、

委員もおっしゃるとおり、ロケ誘致、ロケによ

っていろんな映像制作であったり、支援を行っ

てきた経過がございます。どちらかというと、

来ていただいたロケ隊の方をしっかりとサポー

トしていくということで映像化していただいて、

映画であったり、あるいは情報番組であったり

で取り上げられていると。近年で申し上げます

と、ご承知のとおり、TBSの夜のドラマに代表
されるような形の支援を行ってきたという経緯

がございます。

実際、ロケの場所については紹介しておった

ところでございますが、昨年からロケ地を活用

して人に来ていただけるような動きにつなげて

いけないかということを検討してきたところが

あります。

そういった中で、ロケで取り上げられている

場所もそうですけれども、今回、アニメという

ところでいきますと、昨年公開されました作品

をはじめ、いろんなアニメ映画がございます。

そういったところでいきますと、アニメツーリ

ズム協議会というところがございまして、実は

長崎県がいろんな聖地として取り上げられてい

る件数というのが結構ございます。数にします

と、6作品ございます。そういった意味では、
訪れてみたい日本のアニメ聖地88作品に長崎
県から6作品も選ばれているということでござ
います。そういった意味ではアニメというのも

可能性があるのではないかということで、そう

いった誘致等、ツーリズムを含めてできないか

ということで今回取組を開始するといったとこ

ろでございます。

【浅田委員】随分前から同じようなことを提案

申し上げ、質問をしてきたつもりでもあり、コ

ンテンツツーリズム学会の中とかでも長崎が結

構紹介されたりしていた経緯が十数年前からあ

るんですね。

それをずっと言ってきた中で、あえてこれが

今回、またちょっと立てた感じで言っていらし

たので、何か作品を長崎県としても制作すると

か、そこまで踏み込んだ形にするのかとか、例

えば、お酒で見てみても、12蔵をユーチューブ
で紹介とかとありますけれども、それはどうい

う形でやるのかなとか、私も「ワカコ酒」です

とか、吉田類さんとか、好きな人はそこから見

て、そこと何かをつなげていって、そこからま

た物産にまでつながるとか、いろんなところに

発展性があるかと思うんですが、さっきのアニ

メもそうですし、マニアという、お酒のことも

そうですけれども、もっと連動性があってもい

いのかなと、もったいないなと思うことが長崎

のPRの仕方で多いのかなと思っているんです
が、あえてマニアだけをしているということに

は、マニアと今わざわざ言うのかなというのも

あったので、マニアに集中させる、そこのポイ

ントというか、そのあたりは強き訴えがあるの

かなと思ったので改めて聞かせていただいてい
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るんですが、いかがでしょうか。

【松尾物産ブランド推進課長】物産ブランド推

進課では、マニア事業として全国の酒好きの方

をマニアとして定義しておりますけれども、そ

ういう方たちに向けて各酒蔵を取材いたしまし

て、酒蔵の方の取組でありますとか、魅力を伝

えると同時に、地域の魅力も同時にユーチュー

ブで配信しているところであります。

今年度からその取組を始めておりますけれど

も、今年度、そのユーチューブを見られた方が、

実際、酒蔵とか地域に来ていただいたというよ

うな実績もありますので、実際、この動画の配

信によって県産酒を購入していただくことはも

とより、長崎県に来ていただくということを目

的に、先々においては、各地域の酒蔵を巡った

り、地域の観光地巡りをしていただくといった

ようなところを目指してまいりたいと思ってお

ります。

【浅田委員】 物産振興、観光振興、両方併せ持

ってプラスに転じていくように。もちろん、さ

っきから言っているように、私はコンテンツツ

ーリズム系をすごく応援をしている者として、

もっともっと広がりを持ってほしいなという、

今まで本当に長崎はもったいないなと。ポテン

シャルが高くて多くのロケ地にもなり得るし、

ストーリー性があるまちという部分を、例えば

酒蔵にしてもそうだと思いますし、そういうと

ころをうまく発信していただければ、ここ、マ

ニアだらけぐらいな感じでおりますし、そうい

う様々な状況というのを考えていただきたいな

と。

そんな中で、県産品、同じ並びで考えていい

のかどうかは別として、魅力アップ事業ですか、

「ながおし」という部分の在り方というか、一

つ一つじゃなくて、長崎も美食と景観というと

ころで、酒蔵というものも景観と捉えるのか、

地域と捉えるのか、いろんな形でやれるところ

がいっぱいあるなと思うんですけど、あえてそ

れは別立てしてあって、「ながおし」にしても

2万人近くのフォロワーがいらっしゃるという
ことで、今まで県の中ではすごく伸びゆくとこ

ろだなと思っているんですけれども、もっとう

まく使われていく必要性があるのかなというと

ころで、改めてのプラットフォーム構築とか、

やり方というところに予算を計上しているわけ

ですから、プラスアルファをどのように考えて

いるか、教えてください。

【松尾物産ブランド推進課長】「ながおし」の

Webサイト、インスタグラムを活用しまして、
県産品だけの紹介ではなく、例えば地域の飲食

店であるとか、実際そこの場所に行って食べて

みたくなるといったような紹介もしてまいりま

した。

来年度からの予算におきましては、そういう

インスタグラムで発信をした時に、すぐにこの

産品を買いたいなと思う方たちが、ぱっとオン

ラインショップで購入するような、そういった

プラットフォームの構築を考えております。

「ながおし」のメインのターゲットが、この

3年間ずっと発信してきた中で、すごく県産品
に興味がある方が25歳から45歳ぐらいの旅好
きの方であるとか、首都圏とか関西圏、福岡県

の方であるとかというところが見えてまいりま

したので、そういう方たちに集中的に広告等を

配信しまして、まずはそういう方たちから県産

品の、長崎のファンになっていただこうという

ことで取り組んでまいりたいと思っております。

【浅田委員】「ながおし」と聞いて、耳で聞い

て何ですかという質問を、若い子は「おし」と

いうのがすごくわかりやすいと思うんですけど、
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ハテナという方たちもやっぱりまだまだ多くい

らっしゃるなというところと、これまでもEC
サイトで県産品とかを販売してきた。そことの

違い性とか、分析とか、今度、「日本橋 長崎館」

も新しく5年間の契約が結ばれるというような
状況の中で、そういったところにも当然つなが

っていかなきゃいけないという、もう少し見え

るような形というのがあってもいいのかなとい

う気がするんですが、どうしても事業的になっ

ていらっしゃるのかなという気がして、そこの

今までのものと、今後のものと、新しく横軸で

広げるものと、そして実際に買える物産館の流

れというを、新しく令和7年度に向けて、どう
いうふうな意気込みでしっかりやっていかれよ

うとしているのかを最後にお聞かせいただけれ

ばと思います。

【松尾物産ブランド推進課長】委員おっしゃる

とおり、県産品のPRにつきましては、いろんな
方面から皆さんの興味、関心をいただけるよう

にということで取り組んでまいりたいと思って

おりまして、「日本橋 長崎館」は令和8年度か
らも継続してまいりたいと思っております。そ

の中でも「ながおし」で紹介したものとか、そ

ういう世界観を「日本橋 長崎館」でも伝えてい

きたいと思っておりますし、先ほどの酒マニア

の魅力発信とも連動しながら、特に「日本橋 長

崎館」は、今、お酒のPRとかなかなかできてな
いところもありますので、そういうところも強

化しながら取り組んでまいりたいと考えておる

ところでございます。

【浅田委員】長崎は、いろんなデパートとかで

物産展とかやっても、かなり人気の高いところ

でもありますし、さっきの平和事業もそうです

よね。インバウンド、今日、いろんな質問があ

りましたけれども、そういったところの人たち

にどうやって波及させていくのか、売っていく

のか、そのあたりをもう少し、コロナも明けて

前へ前へ進めていただきたいなと思いますが、

最後に部長、何かあれば。

【伊達文化観光国際部長】浅田委員がおっしゃ

るとおり、コロナも明けて本当に多くの方々、

特にインバウンドの方々が国内に入ってこられ

ております。長崎というのは、世界遺産もあり

ますし、そして、美しい自然、温泉、それから

おっしゃるようにアニメとか、ドラマとか、映

画とか、そういう舞台にも本当にポテンシャル

の高い地域でもあります。そして、物産、お酒

についても、これはなかなか我々、まだまだPR
が行き届いておりませんけれども、全国の中で

もポテンシャルが非常に高いものではないかな

というふうに考えております。

そうした本県の宝をもっともっとしっかり磨

いて情報発信をいろんな形でしながら、多くの

方に認知いただいて来ていただく、そして購入

いただくような取組をしっかり推進してまいり

たいというふうに考えております。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【中村(一)委員】 アンテナショップについてお
尋ねをいたしたいと思います。

債務負担行為で4億5,800万円ありますけれ
ども、来年の3月末で終了するということで、
その後、令和8年度から5か年契約の建物賃貸契
約を行うというようなことでした。

概要では、本県の歴史、文化、観光、食など

の魅力を総合的に発信すると、そして誘客を促

進するというようなことですけれども、令和8
年度からの5か年契約を結ぶことで、5か年です
けれども、これを持続させようということで多

分庁内で会議をされたと思っているんですけど、

継続する一番主な理由は、どのような理由で継
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続をされるのか、お願いします。

【松尾物産ブランド推進課長】アンテナショッ

プの継続につきましては、庁内の関係課はもと

より、市町、県内事業者からのご意見等もお聞

きしながら、皆さん、首都圏での情報発信の拠

点として継続設置を望む声も多かったというこ

と。また、私どもも、これまでの取組の検証と

か分析もしたところで、やっぱり首都圏での本

県の情報発信の拠点として継続設置が必要とい

うところで判断して、こちらの5年間の契約に
ついて今回予算を計上させていただいたところ

でございます。

【中村(一)委員】 わかりました。これを5年間
継続されて、また5年後には、また庁内で十分
もんでからその次のことは考えるということで

よろしいですね。

それで、日本橋のここの坪単価が7万円とい
うように書いてありますけれども、その辺の評

価は、日本橋あたりはどのくらいの評価がされ

ているのか、わかりますか。

【松尾物産ブランド推進課長】まず、日本橋に

当初設置したところの経緯としましては、アン

テナショップの情報受発信という設置目的効果

を高めるためには、人通りが多い場所として検

討したというところで、日本橋は、かつて長崎

に駐在したオランダ商館長さんが江戸に参る際

に宿としていた長崎屋という薬屋がございまし

て、そういうことで本県とゆかりの深い地であ

るということも理由の一つということで聞いて

いるところでございます。

また、日本橋は有名な老舗の百貨店もあるほ

か、近年では複数の大規模開発が進行中でござ

います。また、東京駅からは徒歩圏であるとい

う立地がとてもよい場所であると考えており、

将来的にも交流人口の増加が見込まれると予想

されております。

このほか日本橋周辺には、ほかの自治体のア

ンテナショップが複数設置されていることから、

アンテナショップ巡りをする方が多くいらっし

ゃいます。

大規模開発が進んでいるということもござい

まして、近年の日本橋周辺の地価に関しまして

も上昇傾向が続いておりまして、坪当たり7万
円という単価がそれほど、高いかもしれません

けれども、そこはもう賃貸額としてはある程度、

そういう額だなということで思っておるところ

でございます。

【中村(一)委員】 これを見ますと、一般財源で
約1億1,000万円、毎年出ているということです
よね。その辺の費用対効果、あとはここに経済

波及効果と書いてありますけれども、違った面

での費用対効果は、どのようにお考えですか。

数字には表れないでしょうけど。

【松尾物産ブランド推進課長】経済波及効果と

いうところで試算した金額、県内の経済波及効

果、産業連関表に基づくもので約17億円、また、
アンテナショップを題材にしたテレビ、雑誌等

の記事による広告換算額というものもございま

して、そちらは約6億円と一定の効果も認めら
れていると考えております。

そのほか、県産品についての首都圏での受信

機能といいまして、消費者の方の購買動向であ

りますとか、実際その商品についての評価とい

うところを県内事業者に行いまして、商品開発

や営業活動に役立てていただいているというと

ころも成果としてはあると思っております。

アンテナショップを起点としまして、ほかの

ところの販路拡大にもつながっているという実

績もお聞きしているところでございます。

ただ、多額の経費を投入することに関しまし
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ては、今後、より効果的、効率的な運営が必要

と考えておりますので、今後も必要な見直しを

していこうと考えております。

【中村(一)委員】 本当に年間1億円の一般財源
が出されるわけですから、その辺は十分に配慮

して運営に携わっていただければと思います。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【冨岡委員】総括質疑でも質問させていただい

た長崎平和発信事業費についてです。

被爆80年の節目の年に被爆地から世界に向
けた平和発信を促進するとともに、次代を担う

平和人材の育成、地域や世代を超えた平和教育

に取り組むことにより平和意識を醸成というこ

とですね。

今回、総括質疑でも取り上げさせていただい

たNPT再検討会議準備委員会への参加につい
てでございます。前回、委員会の中でも、次回

はSDGsであるとか、NPTなども踏まえたうえ
で具体的にどういう話をということですけど、

その前提として、私も前回の総括質疑の中でい

ろいろやり取りをさせていただいたうえで、し

っかりと議長にも、知事にも、堂々と言ってい

ただきたいという気持ちで、最後はガッツポー

ズまでしてから委員長から怒られてしまったん

ですけれども。

前回は、長崎新聞が記事にされた際のネット

上の記事を見ると、約8件、コメントがついて
いて、ヤフーニュースの記事が、果たして多数

の人をあらわしているのか、もしかしたらノイ

ジーマイノリティの人たちの意見を反映させて

いるだけかもしれませんけれども、少なくとも

8件の全てが、どちらかというと否定的なご意
見でございました。今日はマスコミの方もいら

っしゃっていますけれども、これ、とっても悔

しくて、本当に我々が本気でこういった取組を

していくのだとすれば、県民の皆さんにしっか

り納得していただきたいし、それを目指すべき

だと考えておりますので質問をさせていただき

ます。

そうした中、今回は1,100万円かけて、議長を
含めて皆さん行かれるということで、これがか

なり、どうしてもみんながわかりづらくて、た

だ単に行くだけじゃないかというふうになって

しまう、かなり複雑な話だからだと考えていま

す。世界との関係であるとか、日本政府との関

係、広島との関係、長崎市との関係、県民の声、

いろんなものを総合的に勘案していかないとい

けない、結構センシティブな問題なのではない

かと考えております。

そうした中、お伺いしたいのは、どういった

目的でという目的の部分ですね。目的、これも

結構難しくて、最終的には世界と、そして日本

の平和だと考えております。核兵器をなくすこ

とが目的ではないと考えているんですけれども、

今回のお話ですと、核兵器を廃絶するというこ

とをSDGsに入れるということ、核兵器を廃絶
するということが目的となっています。ただ、

その一方で日本政府としては、現状はアメリカ

の核の傘の中、核抑止の下における日本の平和

というのが、これが基本的なスタンスだと考え

ています。それとはまたちょっと違ったように

なるというところが一つ、気になる部分でござ

います。

そこのところとの絡みと、あとは目的と、具

体的に何をしに行くのか、誰に会いにいくのか

というところで、前回のご答弁の中では、シン

ポジウムや説明会、要人面会などを実施したい

ということで、これはちょっとなかなかあまり

具体的に言えないので、ちょっとわかりづらい

部分になっているのではないかと考えておりま
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す。

また、それによってどういう効果が見込める

のか。先ほどの話じゃないですけど、SDGsと
いうのは拘束力がないというところと、堀江委

員はそういった発想の下で先ほどご質問された

んでしょうけれども、大事なのは、本当に核兵

器を世の中からなくしたいのであれば、核兵器

禁止条約、TPNWの方をしっかりと日本政府に
訴えていくべきじゃないかと。そういうお考え

なら、私とはまた違うかもしれません、堀江委

員もそういった前提に立たれているのではない

かと考えております。

そうした総合的な観点から、わかりやすく、

今回行くことによって、どういった効果が見込

めるのかというところを中心にご説明いただけ

たらと思います。

【久間国際課企画監】 本県がNPTに参加する
意義等々についてのお尋ねでございます。

もちろん、全ての国が核兵器禁止条約に署

名・批准をするというところが究極のゴールで

あるかと考えております。その一方、今、世界

中の核兵器を取り巻く状況といたしまして、ロ

シアのウクライナ侵攻をはじめといたしまして、

そのリスクというものは大変厳しい状況にござ

います。

また、国際的な核軍縮・不拡散対策の礎石で

ありますNPTにおきましても、核兵器保有国と
非保有国の対立などによりまして核軍縮の動き

が停滞していると、そういった状況がございま

す。

このように、停滞した状況を動かすために国

を動かす市民社会の大きな動きをつくり出して

いきたいというところが大きな考えとしてござ

います。

といいますのも、環境汚染であるとか気候変

動という問題につきましては、現在、SDGsの
方に国連の開発目標に取り上げられておりまし

て、そのため、世界中の人々が自分ごととして

この問題を考えて、それによって、今、環境汚

染、気候変動の問題が進んでいるというところ

がございますので、我々といたしましては、核

兵器の問題につきましても、環境汚染、気候変

動と同じように自分事として捉えていただきた

いと。そうしたことによって次の国連の目標と

して取り上げていただきまして、それによって

2045年に核兵器の廃絶につながればというと
ころでございます。

そうした場合に、国際連合で決める目標にな

ってきますので、国際連合というところで目標

とするためには、日本だけではなく、各国政府

でまとまったグループ体をつくって、それによ

って国際連合に提案をしていただく必要という

ものがございます。

そのためには、国際連合で提案するグループ

体というものをつくらなければいけませんで、

それは一般的にはフレンズ会合というふうに言

われております。このフレンズ会合をつくるた

めに、各国の要人の方々に対しまして、説明会

やシンポジウム、また、直接、要人の方にお会

いして働きかけをするというところが必要にな

ってまいります。

この取組というものは、もともと広島県が先

に始められまして、広島県から令和4年に長崎
県もお誘いを受けまして、広島県がGASPPAと
いう組織を立ち上げられまして、そのGASPPA
に入らないかということのお誘いを令和4年に
受けまして、そこの中に入って令和4年度から
本県においても取組を開始しているところでご

ざいます。

広島県におきましては、NPTだけではなく、
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核兵器禁止条約、TPNWでありますとか、国際
連合が開かれる際に、その会場に赴きまして説

明会等を開いているところでございます。

本県におきましては、NPTというところが日
本政府が重視しているとおり、核兵器の保有国

も非保有国も、全てが参加する、核軍縮に関す

る担当者の方が直接集まる唯一の機会でござい

ますので、そういったこともございましてNPT
に参加してシンポジウムや説明会を開催し、要

人の方に面会をして直接働きかけを行っている

というところでございます。

特に今年度、次回の4月からのNPTにつきま
しては、今年の2025年ぐらいからフレンズ会合
の取組が世界的に活発になってくるというとこ

ろもございますので、広島県から組織体の立ち

上げに向けた活動を強化していきたい、そうい

ったお話がございますので、そういった取組を

今回は中心に行っていきたいと考えているとこ

ろでございます。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第47号議案のう
ち関係部分、第61号議案のうち関係部分につい
ては、原案のとおり、可決することにご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

文化観光国際部においては、委員会付託議案

及び陳情がないことから、所管事項についての

説明を受けた後、議案外の所管事務一般につい

て質問を行います。

まず、文化観光国際部長より所管事項の説明

を求めます。

【伊達文化観光国際部長】「観光生活建設委員

会関係説明資料」をお開き願います。

今回は、説明資料当初版のほか、追加1もお
配りしております。

当初版の2ページをお開きください。
議案外の主な所管事項について、ご説明いた

します。

（文化の振興について）

平成17年4月に開館した長崎県美術館、及び
同年11月に開館した長崎歴史文化博物館は、と
もに今年20周年を迎えます。
今年は、ながさきピース文化祭が開催される

ほか、被爆80年の節目の年でもあり、長崎県美
術館においては、交流協定を締結しているスペ

インのプラド美術館からゴヤの名画をお借りし

て開催する「ゴヤからピカソ、そして長崎ヘ芸

術家が見た戦争の姿」展や、「金曜ロードショ

ーとジブリ展」、「皇室の名品と長崎─皇居三

の丸尚蔵館収蔵品」展など、様々を記念事業を

実施してまいります。

長崎歴史文化博物館においても、多くの日本

人が憧れた異国文化の集積地である長崎にスポ

ットを当てた「長崎遊学展」や、「ポケモン×

工芸点─美と技の大発見」等、各種記念事業を
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県美術館とも連携しながら実施してまいります。

また、県内各地において、地道な文化活動を

続け、地域文化の向上と発展に貢献している個

人及び団体の活動と業績を継承するため、去る

1月23日に、第39回長崎県地域文化賞の授与式
を開催し、地域文化の振興に長年取り組まれて

いる1個人2団体に対し、地域文化賞を贈呈いた
しました。

今後とも、より多くの県民の皆様に文化芸術

を身近に楽しんでいただけるよう、県内外の

人々が集い賑わう文化拠点の充実や地域文化の

振興に取り組んでまいります。

（世界文化遺産の保存活用について）

去る1月24日に、県と関係市町、カトリック
長崎大司教区、お告げのマリア修道会が所有し

ている約2,200点の「長崎のかくれキリシタン信
仰用具」が県内で初めて国の重要有形民俗文化

財指定の答申を受けました。これは、県が文化

庁及び関係自治体等の協力をいただきながら、

5か年にわたり調査した成果であるとともに、
学術的に高く評価されたものと考えております。

これを踏まえ、国指定の答申を受けた文化財

を含むキリシタン信仰用具や、佐世保市黒島の

教会堂建設の歴史について紹介する「聖水と教

会堂展」を2月21日から3月6日まで、佐世保市
博物館島瀬美術センターにて開催し、最新の研

究成果について広く発信したところであります。

今後とも、関係県市町と連携し資産の保全に

努めるとともに、調査研究を重ねながら世界遺

産の価値や魅力を広く発信し、保護意識の醸成

や誘客を図るなど、世界遺産のさらなる保存・

活用につなげてまいります。

（ながさきピース文化祭2025について）
9月の開催まで半年余りとなりました「なが

さきピース文化祭2025」については、着々と開

催準備を進めており、関係団体等との協議を重

ねるなど、文化祭の円滑な実施に向けて取り組

んでおります。

こうした中、県が主催する開閉会式や障害者

交流事業などの各事業については、文化芸術の

専門家の意見をいただきながら、実施内容や出

演者等の検討・調整を続けており、一部の事業

においては、出演者のオーディションやレッス

ン、作品の公募などを開始したところでありま

す。

また、市町が主催する事業については、県下

10市町で開催予定の全国大会に係る出演者等
の募集を昨年12月より開始しており、県におい
ても、市町と連携し準備を進めております。

広報活動につきましては、これまでアンバサ

ダーやSNS等による情報発信、プレイベント等
を実施してきており、これに加え、2月22日か
ら3月14日まで、公式インスタグラムのフォロ
ワーを対象とした県産品プレゼントキャンペー

ンを実施するなど、さらなる機運醸成や認知度

向上に取り組んでまいります。

本文化祭の成功に向けて、引き続き市町や関

係団体としっかりと連携し、準備に万全を期し

てまいります。

（観光の振興について）

令和6年10月から12月までの主要宿泊施設に
おける宿泊客数は、大型複合施設「長崎スタジ

アムシティ」の開業効果や、長崎─ソウル線の

運航再開により、外国人宿泊客が増加したこと

などから、前年同期と比較すると、地域間での

差はあるものの、県全体で6.5％の増となってお
ります。

また、長崎市の端島を主な舞台としたTBS日
曜劇場「海に眠るダイヤモンド」の放送が開始

された昨年10月以降は、軍艦島クルーズの予約
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状況も好調と伺っており、また、軍艦島を紹介

する県観光連盟公式ホームページへのアクセス

数も大幅に増加するなど、観光誘客の効果も表

れております。

ここで追加1をお開きいただき、2ページ4行
目をご覧ください。

このような中、地域を盛り上げたドラマなど

の作品とその受入支援等を行った自治体を表彰

する「第15回ロケーションジャパン大賞」が2
月20日に発表され、同作品のロケ地として県と
長崎市が準グランプリを受賞いたしました。

ここで当初版4ページ12行目へお戻り願いま
す。

これまで、県観光連盟や県内市町と連携し、

本県を舞台とした映画やドラマ等のロケ支援等

に取り組んできたところであり、引き続き、作

品の誘致や、ロケ地を活用した魅力発信を通じ

て、本県への誘客や周遊の促進につなげてまい

ります。

長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合と県が連

携して取り組む海外大学からのインターンシッ

プ受入れについては、去る12月12日にネパール
から一期生となる9名の学生が入国し、県内5つ
の施設で約5か月間の就業体験等を行っている
ところであります。

インターンシップ期間中は、地元市町で開催

する日本語教室や交流イベントへの参加などを

通じて本県への愛着や理解を深めていただくほ

か、県内宿泊事業者向けには、受入施設での見

学会を開催し、外国人材の受入れへの理解促進

を図ることとしております。

次年度は、ネパールからの受入れに加え、新

たにインドネシアからの受入れに向けて調整を

進めているところであり、引き続き、市町や関

係団体等と連携しながら、観光関連産業におけ

る外国人材の受入れ環境整備に取り組んでまい

ります。

（インバウンドの推進について）

インバウンドについては、本県の認知度向上

とさらなる需要回復を図るため、海外向けのプ

ロモーションに積極的に取り組むとともに、昨

年10月の長崎─ソウル線の運航再開に合わせ
て本県の観光説明会、商談会を韓国・ソウルで

行ったところです。

また、去る1月9日には、ソウルにおいて、観
光関連産業の皆様と連携した長崎県観光商談会

を開催し、旅行商品造成に向けたセールスを実

施してまいりました。

このほか、地元市町や関係事業者等と連携し、

飲食店のメニュー多言語化などの受入れ環境整

備や個人旅行化の一層の進展を見据えたSNS
等による継続的な情報発信に取り組んでおりま

す。

クルーズについては、令和6年の入港実績は
247回で令和5年の133回を大きく上回ったとこ
ろであり、さらなる入港拡大に向けて船会社や

旅行会社等に対し、本県の魅力についてPRする
など、引き続き、市町や関係事業者等と連携し、

SNS等を活用した情報発信や旅行会社等を対
象とした積極的な誘致活動に取り組んでまいり

ます。

（国際航空路線の運航について）

国際航空路線については、昨年10月以来、航
空会社等と連携し、長崎─ソウル線の利用促進

に努めており、去る1月16日には、徳永県議会
議長をはじめ、議員の皆様とともに、ソウル線

の運航会社である大韓航空のチェ副社長と面会

し、就航のお礼をお伝えするとともに、今後の

同路線の安定運航などについて意見交換を行っ

てまいりました。
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また、去る1月8日から11日まで、馬場副知事
が上海市及び香港の航空会社と旅行会社を訪問

し、今後の国際航空路線の運航などについて意

見交換を行ったところであります。

引き続き、東アジアをはじめとする国際航空

路線の誘致や利用促進について積極的に取り組

んでまいります。

（県産品のブランド化と販路拡大について）は、

記載のとおりでございます。

ここで追加1をお開きいただき、2ページ11行
目をご覧ください。

（平和発信の促進について）

去る1月28日、国に対し、核兵器禁止条約へ
の署名・批准並びにオブザーバー参加について、

広島県とともに、要望を行いました。今回の締

約国会議へのオブザーバー参加は見送られまし

たが、唯一の被爆国である我が国が、本条約に

署名・批准することは、核兵器廃絶に向けた国

際的な機運の向上につながるものであることか

ら、引き続き、政府に対し、被爆地の思いをし

っかりと受け止めていただけるように、粘り強

く求めてまいります。

また、本年は被爆80年の節目の年となります。
「長崎を最後の被爆地に」という強い思いのも

と、長崎市や広島県、関係団体等と連携し、被

爆地から世界に向けた平和発信を推進するとと

もに、次代を担う平和人材の育成や地域や世代

を超えた平和教育に取り組むとともに、平和意

識の醸成を促進してまいります。

ここで当初版7ページへお戻りください。
（スポーツの振興について）

長崎県営野球場を主会場として自主トレーニ

ングを行っている元福岡ソフトバンクホークス

の和田 毅さんやプロ野球選手の皆様のご厚意

により、去る1月11日、「第2回ビッグN少年少

女野球教室」を開催しました。

県内の小学生153名が参加し、和田さんや本
県出身で埼玉西武ライオンズの隅田知一郎選手

など、憧れのプロ野球選手から技術的な指導を

直に受け、子どもたちは少しでもプロの技術を

学ぼうと真剣な表情で汗を流していました。

未来を担う子どもたちがプロ野球選手と交流

する機会を得ることは、本県のスポーツの振興

において大変意義深いものであり、来年度以降

も継続して実施いただけるよう働きかけを行っ

てまいります。

また、サッカーJ2リーグの2025シーズンが2
月15日に開幕し、V・ファーレン長崎は新たな
スタートを切りました。

昨シーズンは、リーグ3位の成績でJ1昇格プ
レーオフに挑みましたが、準決勝で敗退し、惜

しくもJ1復帰はかないませんでした。今シーズ
ンこそは、新スローガン「獲るぞ、TEPPEN 魅
せろ、長崎の力」のもと、選手やスタッフ、そ

して、サポーターが一体となって、悲願のJ1昇
格を達成されることを期待しております。

加えて、プロバスケットボールリーグB1の長
崎ヴェルカについても、今シーズンの目標とし

て掲げているチャンピオンシップ進出を目指し

て、より多くの勝ち星を重ねられることを期待

しております。

県としましては、県民応援フェアの開催等に

よりホームゲームを盛り上げるなど、県議会を

はじめ、市町や関係団体、県民の皆様と一体と

なって両チームを後押ししてまいります。

ここで再び追加1をお開きいただき、3ページ
をご覧ください。

（ツール・ド・九州2025について）
去る2月22日、佐世保市において、ツール・

ド・九州2025佐世保クリテリウムの認知度向
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上・機運醸成を図ることを目的とした、キック

オフイベントを開催いたしました。当日は、ク

リテリウムのコースがさせぼ五番街周辺である

ことを発表するとともに、バーチャルサイクリ

ング体験やこども自転車教室、パネル展示ブー

スの設置などにより、訪れた県民に同大会をPR
いたしました。

今後も、本大会を成功裏に開催できるよう、

引き続き、佐世保市や関係団体と連携して準備

を進めるとともに、さらなる機運醸成に努めて

まいります。

（令和7年度の組織改正について）
令和7年4月1日付で組織改正を行うこととし

ておりますので、その概要についてご説明いた

します。

本県においては、インバウンドの誘客拡大を

図るため、これまで県観光連盟や県内市町、観

光関連事業者と連携し、海外向けプロモーショ

ンをはじめ、クルーズ客船及び国際航空路線の

誘致を実施してきたところですが、現在のイン

バウンド獲得に向けた地域間競争の高まりを踏

まえ、今後は、さらなる取組の強化が必要とな

ってまいります。

このため、文化観光国際部におきましては、

訪日外国人観光客が急増する中、本県が観光立

県としてインバウンド関連施策を戦略的に推進

していくため、国際観光振興室を改組し、イン

バウンド推進課を新設することとしております。

今後とも新たな組織体制のもと、より効率的、

効果的な県政運営の実現に努めてまいります。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて、説明を求めます。

【園田文化振興・世界遺産課長】「政策等決定

過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協

議等の拡充に関する決議」に基づきまして、本

委員会に提出いたしました文化観光国際部の資

料について、ご説明申し上げます。

お手元の観光生活建設委員会提出資料の2ペ
ージをお開きください。

令和6年11月から令和7年1月の1,000万円以
上の契約状況一覧表は、記載のとおりでござい

ます。

次に、6ページをお開きください。
令和6年11月から令和7年1月の期間に行われ

た陳情・要望に対する対応状況について、12ペ
ージまでに記載しております。

次に、13ページをお開きください。
附属機関等の会議結果について、令和6年11

月から令和7年1月までの実績としまして、第1
回長崎県観光審議会のほか、2つの委員会が開
催され、その概要を16ページまでに記載してお
ります。

なお、1,000万円以上の契約状況に係る参考資
料としまして、土木部営繕課で実施している集

中契約のうち、文化観光国際部関係の契約1件
について記載したものを別紙で配付させていた

だいております。

以上でございます。よろしくご審議を賜りま

すようお願いいたします。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【冨岡委員】 確認です。契約で2つ、随意契約
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になっているものがございます。3番と5番です
ね。長崎県美術館大型映像装置等更新工事と、

5番の長崎県におけるATコースブラッシュアッ
プ事業委託、これが両方ともどういう内容なの

かという点と、3番については、契約相手が執
行役員九州本部長となっています。通常は代表

権がないというふうになるものかと思うんです

けれども、本社と結べなかったのか、あるいは

代表の件についてしっかりと確認ができている

かについてご説明をお願いします。

【園田文化振興・世界遺産課長】 文化振興・世

界遺産課から3番目の長崎県美術館大型映像装
置等更新工事の随意契約についてご説明させて

いただきます。

本事業は、表の入り口の右側、美術館のエン

トランスに設置しております大型映像装置にお

ける表示部筐体の内部のLEDユニット交換を
行うものでございます。

当該大型映像装置については、24枚の前面ガ
ラスと化粧パネル、24枚の表示部筐体、取付基
盤、及び取付基盤に設置するガラス面取付アー

ムから構成されております。ガラス面から表示

部までの間隔や、筐体間の間隔など、オーダー

メイドで作られているシステムでございます。

そのため、筐体内部のLEDユニットの交換のみ
で更新工事を実施可能な業者といたしましては、

この美術館に一番最初に設置した業者が、この

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社と

いうことになりますので、こちらに限定される

ということで随意契約となっております。

大変申し訳ございませんが、契約相手の部分

については調べさせてください。

【小宮国際観光振興室長】 私から、5番のアド
ベンチャーツーリズム関係について答弁いたし

ます。

こちらの事業は、県内のアドベンチャーツー

リズムのコース、4コースについて、海外の旅
行会社等、アドベンチャーツーリズムを取扱う

旅行会社によるモニターツアーを行うもので、

県内では、雲仙市、対馬市、平戸市、五島列島

の4地域でございます。
各旅行会社、招聘したコーディネーターの

方々に現地を視察していたただいて、コースの

磨き上げと今後の商品化に取り組むものでござ

います。

【冨岡委員】随意契約となっている理由もお願

いします。

【小宮国際観光振興室長】こちら、一般社団法

人長崎県観光連盟に随意契約といたしておりま

すのは、一般的な観光ツアーと異なりまして、

行程やスケジュール等の調整を行うことができ

ることやコースの特殊性、地元関係者との調整、

アドベンチャーツーリズムのコンテンツをガイ

ドできる人材の手配といった特殊な業務がござ

いましたので、これまで一体的に運用しており

ます県観光連盟に随意契約を行ったものでござ

います。

【園田文化振興・世界遺産課長】契約につきま

しては、代表取締役かどうかということに限ら

ず、契約権限があるか、ないかというところで

ございまして、この三菱電機プラントエンジニ

アリング九州本部の執行役員の方に本社からこ

の権限が与えられているということで、今回の

契約になっております。

【冨岡委員】 与えられているといったような、

役職みたいなものがあるんですよね。

【園田文化振興・世界遺産課長】 現在、確認を

させていただいております。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。

【小林委員】部長からも説明がありましたけど、

「ながさきピース文化祭2025」が9月に開催さ
れるということで、もう半年後ぐらいになって

きたと。準備も大詰めを迎えているだろうと思

います。

そういうようなことで担当されている関係者

は大変ご苦労いただいているということでござ

いますけれども、これは何としても成功させて

いただきたいと、こう思っているわけです。

それで、今の準備の状況は、予定どおり進ん

でいるかどうか。準備を始めると、その中で課

題が生まれてくると思うけれども、特別に課題

的なものが現時点において派生しているかどう

か、この辺についてお尋ねをしたいと思います。

【小栁ながさきピース文化祭課長】委員ご質問

のところでございますが、現在の進捗状況、そ

れから課題についてお答えいたします。

令和3年7月に文化祭の開催が内定しまして、
その後、有識者会議でございますとか、県実行

委員会を設立して、議会の皆様にもご相談しな

がら、基本構想、それから実施計画を策定いた

しました。

その基本構想、実施計画に基づきまして、こ

れまで国や市町、文化団体等と連携しながら、

開閉会式、それから県、市町が行います各種プ

ログラムといったものを磨き上げてまいりまし

た。

それから、プレイベントの実施でございます

とか、さださんをはじめとするアンバサダー、

広報ボランティアによる広報活動といったもの

も実施しております。また、民間企業等との連

携による応援事業といいまして、お互いPRをす

るというふうな事業も順次進めてきているとこ

ろでございます。そうした認知度向上、機運醸

成といったところも力を入れております。

調査方法が違いまして比較は難しいんですが、

令和4年度に認知度の調査を一度したところ、
17％程度でなかなか認知度がなかったという
ところがございます。昨年12月にWeb県政アン
ケートを実施したところ、「知っている」もし

くは「名称を聞いたことがある」という回答が

約6割ということで、徐々に認知度も上がって
きたのかなというふうに感じております。ただ、

まだ4割の方が知らないということでございま
すので、今後も認知度の向上に努めていかない

といけないと考えているところでございます。

【小林委員】準備は滞りなく進んでいるという

ことを聞いて安心しますが、一つは、さっきも

言ったように大変だと思いますけれども、前段

の準備をしっかりやっていただかなければいけ

ないと、こう思っております。ぜひ頑張っても

らいたいと。

それから、今、お話がありましたように、認

知度が6割方と、あと4割ということです。その
4割というのは、例えば県都の長崎市あたりは
認知度が高いんだろうと思ったりもするけれど

も、市町あたりが果たしてどういうふうな認知

度であるか、この辺のところが課題であって、

やっぱり市町と一体となって盛り上げていかな

ければいかんと、こう思っております。その点

について認知度向上が絶対必要、そういう点か

らして市町との連携はどういうふうなやり方で

一体感を出してますか。

【小栁ながさきピース文化祭課長】市町の関わ

りについてですが、大きく3つかと思っており
ます。

一つは、市町の地域の独自の魅力を発信して
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いただく地域文化発信事業でございまして、こ

ちらが135事業ほど実施する予定です。この中
で新規性が高いものとか、事業を通常から拡大

している場合などについては2分の1を県から
補助しようと考えております。

それからもう一つ、文化の全国大会と言われ

ます分野別交流事業というものがございまして、

これが10市町で23事業実施する予定です。これ
は中央団体、東京にある大きな文化団体と調整

して全国から人を集めるということがございま

すので、そういった取組も市町にお願いしてお

りまして、県も3分の2の補助ということで、こ
ちら、手厚く補助していこうと考えております。

最後に、認知度向上等に向けた市町の取組で

ございますけれども、今日、アンバサダーの浦

川翔平さんが9時半から知事表敬でいらっしゃ
って、テレビ局も全て来ていただいたんですけ

れども、昨日は長崎市でプレイベントを実施し

ていただいています。各市町とも、プレイベン

トでございますとか、お互いに文化祭を盛り上

げていくという意味で応援事業を随時実施して

いただいておりまして、現在170事業ぐらい申
請いただいています。それから、応援事業だけ

でなく、ロゴマークをチラシに載せてもらうこ

とも150件以上やっていただいているというこ
とで、最近はいろんなところでマークを見れる

ようになってきております。

今後も市町と連携して認知度向上に努めてま

いりたいと思っております。

【小林委員】今の答弁で、市町等の取組につい

てもちゃんと考えていると、事業もやってもら

うということで一体感を出していきたいと。こ

ういうことの内容のお話があったと思いますが、

市町の反応はどうですか、実際見て。

【小栁ながさきピース文化祭課長】濃淡はござ

いますけれども、大分近づいてきたというとこ

ろで、各市町とも今どんどんやる気が出てきて

いるところではないかと考えております。

【小林委員】 市町もやる気が出てきていると。

非常に結構なことで、とにかく県と市町が一体

となって全県下で取り組んでいかなきゃいかん

ということで頑張ってもらうことを重ねて強調

しておきたいと思います。

それから、これは当初予算で、本当は議案で

やるべきことだけれども、7億6,500万円ぐらい
が、今回、次年度の当初予算で要求されている

今回の文化祭だよ。ところが、全体の事業費と

して幾らぐらいかかって、そして、国、県、市

町で、いわゆる費用面でお互い支出を考えられ

ておるのか。

【小栁ながさきピース文化祭課長】 令和3年度
から令和5年度までの決算額、それから令和6年
度、令和7年度の予算額を合計しますと、県で
計上しています分で約9億1,900万円となりま
す。これに市町の負担分、これは試算といいま

すか、各事業を各市町に行ってもらいますので、

県の補助の裏の部分を積み上げますと約2億
1,200万円ぐらいかかります。合計しますと11
億3,100万円程度となります。
負担割合で申し上げますと、国からも委託金

をいただいたり、協賛金など企業からもいただ

いていますので、そういったところも含めて負

担割合を申しますと、国が2億9,600万円ほど、
県が約5億6,600万円、市町が約2億1,200万円、
協賛金等で約5,700万円となります。
【小林委員】 そうすると、総経費が大体11億
3,000万円ぐらいですね。いずれにしても、国も
市町も県も一体となって、この予算の役割分担

を果たしてくれているわけだよ。相当な大会に

なるだろうと。こういうことでわくわく感も出
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てこなくちゃいかんと思うんですね。

それで、これだけの支出をするわけで、さっ

きから出ている費用対効果、経済波及効果、こ

ういうようなことで考えていけば、この文化祭

で、もう今まで議論されていると思うけれども、

何名ぐらいのお客様の数になろうとしているの

か、経済波及効果については、その方式をもっ

てどれくらいを考えているのか、この点につい

てお尋ねをします。

【小栁ながさきピース文化祭課長】文化祭でご

ざいますけれども、まず、総合計画のKPIとし
ておりますが、総参加者数は190万人を目標と
しております。

なお、総参加者数といいますのが、文化祭期

間中の文化祭イベント、それから関連イベント

の観覧者とか出演者、スタッフとかボランティ

ア、出展者、そういったところの総数で、かつ

延べ数というところで考えております。

経済波及効果ですが、開催しました先催県の

平均の数字を見込んでいるところですが、約

154億円ほどと考えております。どちらも非常
に高い目標だなというところで考えております

けれども、ぜひ市町や関係団体と一丸となりま

して成功に向けて頑張ってまいりたいと思って

おります。

【小林委員】 経済波及効果が154億円というこ
とで、これも確かにわかっているように、結構

強気で読んでいると思うんだよ。しかし、その

154億円を全うさせるためには、延べ参加人数
が、言われたように190万人、あくまでもこれ
が実現できることによって経済波及効果がこの

ような金額になるということだろうと思うんで

す。今、準備をやっていて、あと半年ぐらいに

なったが、延べ大体190万人が長崎県に訪れて
一丸となって頑張ると、こういう雰囲気、190

万人については、現時点で自信を持っているか、

それとも出たとこ勝負なのか、その辺はどうで

すか。

【小栁ながさきピース文化祭課長】 まず、190
万人を達成できるように、応援事業でございま

すとか、各市町の事業、それから、今、受入れ

体制というところでトラベルセンターを5月に
設置しようと思っております。これは文化の全

国大会、分野別交流事業として23事業ございま
すけれども、こういった事業で全国から来てい

ただく方々にスムーズに予約を取ってもらった

りだとか、交通の足を予約してもらうというこ

とで、旅行会社と一緒にトラベルセンターを設

置したいと考えているところでございます。

こういった受入れ体制もしっかりやるという

ことで、ぜひ190万人に近づけていきたいと思
っております。

【小林委員】 だから、190万人に対しては、準
備の状況からしてみて間違いなく自信を持てる

と。こういうようなことで、この190万人が相
当落ちてくると、当然、経済波及効果において

も、長崎県としても遅れをとってしまうという

ことになりかねないから、準備を担当している

小栁課長は大変だと思うけれども、なお一層頑

張ってもらうようにお願いをしておきたいと思

います。

それで、これに関連して最後に、成功という

かな、長崎県らしい大会にすると、こういうこ

とに精を出してもらいたいと。今回の文化祭の

全国大会は、190万人も集めて、それで長崎県
らしいと。これが一過性じゃなくして、今後、

長崎県をまた訪れてみたいということにつなが

っていかなくちゃいかんと思うんだよ。

だから、長崎県らしい大会にするためにいろ

いろ知恵を出してもらいたいし、ひと工夫、ふ
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た工夫してもらいたいと思っているけれども、

長崎県らしい大会についての感想を最後にお尋

ねしておきたいと思います。

【小栁ながさきピース文化祭課長】 被爆80年
に当たる令和7年に文化祭を開催するというこ
とで非常に意義がある大会だと思っております。

それから、先ほど申し上げました基本方針に

おきましても、文化芸術を通した平和の継承と

いうものを掲げておりまして、長崎から文化を

通して平和を発信していくということが長崎ら

しさにつながる一つの方法であるというふうに

考えております。

また、ピース文化祭の基本方針は6点ありま
して、平和継承のほかにも、「若者や子ども達

が創り出す新しい文化とながさきの未来」であ

りますとか、障害者芸術・文化祭も一緒に行い

ますので、「心のバリアフリー」など、そうい

ったものを掲げているところでございます。

その方針に従って、誰しもが分け隔てなく文

化芸術を楽しめるようにしていくこと、これが

数字だけでなく、皆さんの心に残る文化祭にな

るものと考えております。

また、今回、文化祭開催で、恐らく子どもか

ら高齢者、また、障害のあるなしに関わらず文

化芸術の裾野が広がっていくと思いますし、各

事業で携わった有能な指導者の方々、金沢知樹

さんでありますとか、平戸祐介さんとか、かな

りお力添えをいただいておりますが、そういっ

た方々とこれからも連携しながら、文化祭の後

もしっかり文化芸術の発展につなげていきたい

と思っております。

【小林委員】 だから、今言うように、観光振興

課長がおるけれども、これだけ長崎県に来客が

増えたと、やっぱり文化祭の影響ですよと、そ

れが終わった後も継続されると。1回長崎県に

行ってみたら非常にすばらしかったと、リピー

ト、そういうふうな形になっていただかなけれ

ばいけないと。

こういうことをよくよく考えて長崎県らしさ

と。単に被爆80年を迎えたというような原爆の
ことだけで、そう簡単なものじゃないぞ。やっ

ぱり長崎県の異国情緒な、この壮大な歴史、こ

ういうものをいかにしてアピールしていくか。

いろんな発想の中から、今、準備が着々と進ん

でいると。機運醸成をこれからどんどん盛り上

げて、いい結果が出るようにお願いをしたいと

思いますから、よろしくお願いします。

それから、スポーツ振興課ですね、このツー

ル・ド・九州2025佐世保クリテリウムというよ
うなことで資料をいただいております。せっか

くだけれども、これは幾ら金をかけてやるのか。

【川瀬スポーツ振興課長】来年度の当初予算要

求で7,683万3,000円となっております。
【小林委員】 当初予算で7,700万円ぐらいの金
額でやるわけだけれども、これは佐世保市はど

ういう役割を果たすのか、佐世保市は予算的に

はどうですか。

【川瀬スポーツ振興課長】基本的に佐世保市に

も予算として負担をしていただきます。佐世保

市の負担額としては7,106万5,000円となって
おります。この差額については、県独自で実施

する県内の周遊事業、あと情報発信というとこ

ろになっております。

また、人的負担については、今回、九州5県
での取組、ツール・ド・九州は九州5県での取
組ですけれども、5県の職員、あと九経連の職
員で構成される実行委員会の事務局が構成され

ております。その実行委員会の事務局に対して

は、本県においては、県から人を派遣するので

はなく、佐世保市から人を派遣していただいて
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いるところでございます。

【小林委員】 今回やるということで、1回だけ
で終わるんじゃないんだろう、また次も考えて

いるんだろう、そこはどうですか。

【川瀬スポーツ振興課長】予算総括質疑におい

ても答弁させていただきましたが、今回、長崎

県では初めて2025年に開催します。その翌年、
2026年についても、引き続き、大会は開催され
るものと考えております。その2026年について
は、既に佐世保市から、五番街周辺のクリテリ

ウムコースは、地元との調整も苦労してやっと

つくったコースということもありますし、また、

既に1回目、2回目を実施している小倉城クリテ
リウムについても2年連続で開催されていると。
そういった状況を踏まえまして、2025年だけで
はなく、2026年も引き続き開催したいという意
向が佐世保市から示されております。

これを受けて県としましては、長崎県の意向

どおりに進むかどうかは、他県と、あと九経連

との調整になってくるんですけれども、佐世保

市の意向を踏まえて、長崎県としては、その方

向で実現するように調整を進めてまいりたいと

考えております。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中村(一)委員】 原城跡に関する現状をお話し
したいと思います。やっと今年度、世界遺産セ

ンターが市議会で予算化されました。10年かか
ったんですけれども、文化振興・世界遺産課の

皆さん方には多大なるご指導、ご助言をいただ

いたことに心から感謝を申し上げます。

このセンターについては、平成27年、2015
年に世界遺産市民共同会議から要望書を受けて、

世界遺産関連施設整備事業として検討を開始い

たしたところであります。平成29年度に事業計
画を作成しましたけれども、世界遺産に隣接す

る場所での事業になることから、遺産影響評価

の実施が求められて、このように遅くなったと

ころでございます。遺産審議会や学芸文化課な

どから指導を受けながら発掘調査や遺産影響評

価を行い、2024年、昨年4月には遺産影響評価
報告書を取りまとめ、文化庁からユネスコに提

出いたしました。ユネスコからは、昨年7月に
「事業の実施は問題ない」と回答いただいて、

今回の整備スケジュールになったところでござ

います。

昨年、用地買収、移転補償を終えて、造成工

事を完了させ、建築工事に着手する予定でした

けれども、ユネスコからの回答が非常に遅くな

ったということと、事業認定の手続が非常に遅

くなったんですけれども、無事、市議会の予算

にものったところでございます。

こういった状況で、来年、令和8年度に世界
遺産センターが出来上がるわけでございますが、

この1年半ぐらいの間に県当局としては、この
世界遺産センターについて、県としてアドバイ

ス、ご助言があればこの場でお聞きしたいと思

います。

【園田文化振興・世界遺産課企画監】原城跡の

世界遺産センターの整備に対する県の支援につ

いてのお尋ねかと思います。

原城跡は、ご案内のとおり、「長崎と天草地

方の潜伏キリシタン関連遺産」の12の構成資産
のうち、ストーリーの始まりの地だということ

で、原城跡だけの展示ではなく、それ以外の地

域の展示も重要かと思っておりますので、そう

した視点での展示となるように、私どもも支援

してまいりたいと思っております。

また、つくっただけでは来訪者の方になかな

か認知していただけないと思っておりますので、

事前のプロモーションといったものも重要にな
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ろうかと思っております。

具体的には、旅行会社の人たちに周知してい

く必要があろうかと思っておりますので、九州

観光機構が開催されます旅行会社向けの観光情

報説明会、あるいは個人のお客さんに向けては、

県の世界遺産の公式ホームページはもちろんで

すけれども、観光情報ポータルサイト「ながさ

き旅ネット」というものもございますので、こ

うしたものを活用しながら、事前のプロモーシ

ョンにも力を注いでまいりたいと思っておりま

す。

【中村(一)委員】 13億円の施設ですので、県に
もアドバイスじゃなくて補助をしていただきた

い部分もありますので、どうかその点は市と綿

密に計画を立てて補助をしていただければいい

かと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。

それに伴い、本丸に行く、私も一般質問をし

ていますけれども、二の丸の便益施設整備事業

も同時に市も検討していると思うんですけれど

も、その辺の進捗状況等をお聞かせいただけれ

ばと思います。

【園田文化振興・世界遺産課企画監】史跡内に

あります便益施設につきましては、先ほど委員

からもお話がございましたけれども、いわゆる

遺産影響評価というものを行わないといけない

ということで、今、これを市と県と一緒になっ

て、その報告書を仕上げている段階でございま

す。具体的には、この後、3月、4月には文化庁
に提出できるのではないかと思っております。

ただ、文化庁としても、できるだけユネスコ

に提出しないような方法で今調整をいただいて

いる状況でございまして、私どもとしては、ぜ

ひそうなるように働きかけをしてまいりたいと

思っております。

【中村(一)委員】 有馬キリシタン遺産記念館か
ら本丸まで約1.5キロから2キロですね、皆さん、
記念館から本丸まで歩いている姿がたびたび見

られて、ここには二度と来たくないというよう

な話も聞かれておる状況であります。

そこで、障害者さんとか、あるいは弱い人た

ちが、どうしても登っていけない、そこに駐車

をしてはいけないというようなことで、市もそ

こに設備を造るんですけれども、この状況は令

和8年度に世界遺産センターができると同様に、
その便益設備もぜひとも実施していただきたい

というふうに思っています。

南島原市においては、私は南有馬ですけれど

も、世界遺産ができて、かえって不便になった

と、何もなくなったというような状況が今続い

ています。ご案内のとおり、世界遺産センター

ができたら、観光の起爆剤になることは間違い

ないんですけれども、後の方が歩いてあそこま

で行くのかというようなことになった時に、ど

うしても弊害が出てくると思っておりますので、

とにかく市と協力しながら、来年の10月までに
は便益施設ができるように要望しておきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】先ほどの佐世保の自転車の国際レ

ース、これは今まで小倉でやったとか事例があ

るよね。今回、佐世保ということで長崎県にき

たわけだけれども、来年、同じように佐世保で

やれるかどうかということはわからんというよ

うな状況で、じゃ、佐世保で何人ぐらい、国際

レースに観客が来ると思っているのか、この見

込みはどうですか。

【川瀬スポーツ振興課長】ツール・ド・九州は、

先ほど申しましたように4日間、今年は5県で開
催されるということになっております。このレ
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ース方式については、先ほどから佐世保におい

ては、クリテリウム方式で実施するという説明

をさせていただいているところです。このクリ

テリウム方式というのが、約1キロから2キロの
周回コースを20周から30周走って競争する、レ
ースをするという内容でございます。ほかにも

う1パターンありまして、それについてはロー
ド形式でございます。ロード形式については、

約100キロから150キロの公道を使ったコース
を一気に大勢の選手たちが走るといったレース

がロード形式でございます。

今回、佐世保でクリテリウムを開催するんで

すけれども、それと比較できるのは、小倉城ク

リテリウムです。小倉城クリテリウムについて

は、第1回、第2回が開催されて、どちらも約1
万6,000人の観客が集まっております。
今年開催する佐世保においても、この1万

6,000人が基準になってはくるんですけれども、
やはり小倉と佐世保を観光客数、あと人口数を

比較しますと、佐世保の方が少々少ないという

状況がございます。そういったこともあり、現

時点で佐世保市と今協議しているところでは、

1万2,000人の観客を集めるといった目標を設
定して、これから取り組んでいこうと考えてい

るところでございます。

【小林委員】小倉で開催されたクリテリウム形

式では1万6,000人の観客だったと。しかし、佐
世保の規模では1万2,000人ぐらいしか見込め
ないんじゃないかと、こういうことが話として

今あったと思いますが、この経済波及効果はど

うですか。

【川瀬スポーツ振興課長】 これまで第1回、第
2回が開催されてきまして、第2回の昨年10月開
催については、まだ経済波及効果が出されてい

ない状況でございます。しかしながら、第1回

の経済波及効果は既に出ておりまして、4日間、
4レース合計で26億1,619万円となっておりま
す。このうち小倉が幾らかということですが、

小倉単独での経済波及効果は出されておりませ

ん。というのが、福岡県は小倉城クリテリウム

と、あとロードの福岡コースの2つが開催され
ておりまして、その福岡県合計での経済波及効

果は出ているんですけれども、小倉単独では出

ておりません。しかしながら、両レースの観客

数から比較して、我々独自に推計しているとこ

ろでは約3億円から4億円の経済波及効果があ
ったと推計しております。

先ほどから申しておりますように、小倉が1
万6,000人、それに対して今回の佐世保は1万
2,000人ということですので、先ほど言いました
小倉の3億円から4億円と比較しましては、長崎
県では3億円弱、それぐらいなのかなというふ
うに考えております。

【小林委員】 経済波及効果が3億円から4億円、
3億円ぐらいが多いか、少ないかということに
ついては、後ほどいろいろ判断をしてもらいた

いと思いますが、これから、できれば来年度も

佐世保でやりたいと、こういうことで国際的レ

ースだから、そういう点では知名度を上げてい

くにおいては、長崎県に誘致してもらうことは

非常にありがたいと思うわけだよ。

それで、佐世保に主たるものをもってきなが

ら、佐世保でいろんな事業展開と。こういうこ

とはIRが駄目になったから、やっぱり県北対策
というようなことで、なんかこう全体的に見て

みると、大瀬良君が佐世保に行ったように、何

かやっぱり佐世保を中心としてやろうとしてい

るところが見えてくるわけだよ。このレースを

大村でやってみろよ、今度は、どういう反応が

出るか。そこも考えることを強調して終わりた
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いと思います。

【園田文化振興・世界遺産課長】先ほどの随意

契約の分ですが、当初、見積執行を作成する際

に、先方に代表権の有無を口頭でまず確認をさ

せていただきました。その後、土木部の建設工

事入札参加者格付名簿により、代表権があるこ

とを確認しております。

【坂口委員長】 冨岡委員、よろしいですか。

【冨岡委員】 はい。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

文化観光国際部関係の審査結果について整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時１５分 休憩 ―

― 午後 ３時１５分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、県民生活環境部関係
の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時１６分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年３月１１日

自   午前１０時 ０分

至   午後 ３時２５分

於   委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 坂口 慎一 君

副委員長(副会長) 湊 亮太 君

委 員 浅田ますみ 君

〃 山口 初實 君

〃 小林 克敏 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 中村 一三 君

〃 冨岡 孝介 君

〃 畑島 晃貴 君

〃 まきやま大和 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し  

５、県側出席者の氏名

県民生活環境部長 大安 哲也 君

県民生活環境部次長 峰松 茂泰 君

県民生活環境部
次長兼地域環境課長

吉原 直樹 君

県民生活環境課長 下野 明博 君

男女参画・女性
活躍 推進室 長

松尾 由美 君

人権・同和対策課長 石田 祐子 君

交通・地域安全課長 大嶋 誠之 君

統 計 課 長 谷村 重則 君

生活 衛生課 長 岩松  尚 君

生活衛生課企画監
（動物愛護管理センター整備担当）

荒木雄一郎 君

食品安全・消費生活課長 立石 寿裕 君

水環境対策課長 佐藤 貞夫 君

資源循環推進課長 赤澤 貴光 君

自然 環境課 長 田中 順子 君

交 通 局 長 太田 彰幸 君

管 理 部 長 岩﨑 良一 君

乗合 事業部 長 柿原 幸記 君

貸切 事業部 長 江頭 興祐 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【坂口委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、県民生活環境部関係の審査を行い

ます。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

県民生活環境部長より、予算議案の説明を求

めます。

【大安県民生活環境部長】おはようございます。

それでは、県民生活環境部関係の議案につい

てご説明いたします。

令和7年2月定例県議会予算決算委員会観光
生活建設分科会関係議案説明資料、県民生活環

境部の2ページ目をお開き願います。
今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

1号議案「令和7年度長崎県一般会計予算」のう
ち関係部分、第15号議案「令和7年度長崎県流
域下水道事業会計予算」、第47号議案「令和6
年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」のう
ち関係部分、第60号議案「令和6年度長崎県流
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域下水道事業会計補正予算（第3号）」、第61
号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予算（第
7号）」のうち関係部分、第63号議案「令和6年
度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第4
号）」の6件であります。
はじめに、第1号議案「令和7年度長崎県一般

会計予算」のうち関係部分についてご説明いた

します。

令和7年度当初予算においては、計画期間の
最終年度を迎える長崎県総合計画の総仕上げと、

「新しい長崎県づくりのビジョン」が目指す「未

来大国」の実現に向けて、部局間連携・融合に

よる施策の充実・強化を図るとともに、市町や

関係団体、民間企業及び県民の皆様と思いや力

を合わせて一緒に取り組んでまいります。

このうち、県民生活環境部では、「新しい長

崎県づくり」のビジョンをはじめ長崎県総合計

画を推進するにあたり、「誰もが安全・安心に

暮らし活躍できる環境づくりや持続可能な地域

づくり」に向けて各種施策を一層推進してまい

ります。

歳入予算については、計22億4,808万5,000円、
歳出予算については、計57億130万7,000円を計
上いたしております。

次に、予算の主な内容についてご説明いたし

ます。

4ページ目をご覧ください。
（共家事・共育て促進について）

女性活躍推進及び男女共同参画社会を実現す

るため、市町、民間団体等と連携し、子育て世

帯や家事・子育てに係る全ての方に共家事・共

育ての周知・啓発を実施することとしており、

これらに要する経費として、1,034万9,000円を
計上いたしております。

5ページ目をご覧ください。

（動物殺処分ゼロプロジェクトについて）

人と動物が共生できる住みよい社会を実現す

るため、動物殺処分ゼロに向けたロードマップ

に沿って、「収容数の削減」、「収容動物の譲

渡推進」、「市町や県民の参加と連携強化」を

3本柱とする取組を推進するとともに、新たな
動物愛護管理センターの整備を進めることとし

ており、これらに要する経費として、3億9,407
万8,000円を計上いたしております。
（地球温暖化対策の推進について）

脱炭素社会の実現に向け、国の交付金等を活

用し、市町が行う住宅等への太陽光発電設備設

置補助事業を支援し、県公用車に電気自動車を

導入するほか、省エネ、再エネの推進を県民、

事業者、行政など県民総ぐるみの取組として進

めることとしており、これらに要する経費とし

て、2億5,413万4,000円を計上いたしておりま
す。

このほか、県民協働の推進について、226万
5,000円、人権尊重社会づくりの推進について、
4,173万5,000円、交通安全対策の推進について、
2,866万2,000円、統計調査について、9億3,451
万7,000円、食育の推進について、1,127万7,000
円、水道施設及び汚水処理施設の整備について、

3億2,437万7,000円、廃棄物対策の推進につい
て、1億9,995万9,000円、自然環境を活かした
地域づくりの推進及び生物多様性の保全につい

て、2億7,739万6,000円を計上しており、その
概要は、3ページから7ページに記載のとおりで
ございます。

続きまして、債務負担行為についてご説明い

たします。

7ページ目をご覧ください。
令和8年4月1日から履行開始が必要な業務及

び年度を越えて契約を締結する業務について、
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令和7年度中に入札・契約事務等を行うため、
環境放射線テレメータシステム及び測定機器類

の運用保守・点検業務委託等1億1,000万円など
20件を計上いたしております。
次に、第15号議案「令和7年度長崎県流域下

水道事業会計予算」についてご説明いたします。

収益的収入は11億5,509万5,000円、収益的支
出は10億865万4,000円、資本的収入は7億6,375
万円、資本的支出は8億9,043万6,000円を計上
しており、債務負担行為につきましては、8ペ
ージ目に記載のとおりであります。

以上をもちまして、令和7年度当初予算の説
明を終わります。

次に、第47号議案「令和6年度長崎県一般会
計補正予算（第6号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。

引き続き､8ページ目をご覧ください。
歳入予算については、計3億8,401万1,000円

の減、歳出予算については、計4億5,803万2,000
円の減を計上しております。

これは、予算年間所要見込額に基づく補正や

国の補正予算措置に伴う補正であり、主な内容

は、9ページ目中段から10ページ目上段に記載
のとおりであります。

続きまして、10ページ目中段からになります
が、繰越明許費及び債務負担行為につきまして

は、記載のとおりであります。

次に、第60号議案「令和6年度長崎県流域下
水道事業会計補正予算（第3号）」についてご
説明いたします。

収益的収入は6,565万1,000円の減、収益的支
出は1億2,425万6,000円の減、資本的収入は2億
3,140万円の減、資本的支出は2億3,272万3,000
円の減を計上しております。

次に、第61号議案「令和6年度長崎県一般会

計補正予算（第7号）」のうち関係部分につい
てご説明します。

歳出予算について、計6,027万5,000円の増を
計上しております。

これは、職員給与及び会計年度任用職員報酬

等の改定に要する経費であります。

次に、第63号議案「令和6年度長崎県流域下
水道事業会計補正予算（第4号）」につきまし
ては、12ページ目に記載のとおりであります。
以上をもちまして、令和6年度補正予算の説

明を終わります。

最後に、令和6年度補正予算の専決処分につ
きまして、あらかじめご了承を賜りたいと存じ

ます。

令和6年度予算につきましては、本議会にお
いて補正をお願いいたしておりますが、歳入に

おきまして国庫支出金等に未確定のものがあり、

また、歳出におきましても、年間の執行額の確

定をもって整理を要するものがあります。

従いまして、これらの調整、整理を行うため、

3月末をもって、令和6年度予算の補正について、
専決処分により措置させていただきたいと考え

ておりますので、ご了承を賜りますようお願い

いたします。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【坂口分科会長】 次に、提出のあった「政策等

決定過程の透明性等の確保などに関する資料

（政策的新規事業）」について説明を求めます。

【下野県民生活環境課長】「政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の

拡充に関する決議」に基づき本分科会に提出い

たしました県民生活環境部関係の資料について、
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ご説明いたします。

今回、ご報告いたしますのは、政策的新規事

業の計上状況でございます。

資料の3ページをご覧ください。
県民生活環境部では、自然公園等DX推進事業

費を計上しており、要求額と計上額の差につき

ましては、事業内容等の精査によるものでござ

います。

なお、事業の内容につきましては、事業概要

に記載のとおりでございます。

説明は以上でございます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】まず、今説明がありました政策的

新規事業の計上状況について、質問いたします。

今説明がありました自然環境課の自然公園等

DX推進事業費ですけれども、要求額が457万円、
計上額が232万円、半分減らされたわけですけ
れども、この内容について、説明を求めます。

【田中自然環境課長】ただいまご質問がござい

ました要求額からの乖離でございますけれども、

当初、ドローン2機を導入し活用するという予
定で要求していたのですが、初めて導入します

ので、まずは、どういった業務に使っていくか

ということに非常に注力をしながらやっていか

なければならないということで、主に、自然公

園施設の管理、県が所管しております土地の状

況の確認に使用しながら、さらにもっと動植物

の調査、特に、野鳥の調査にも幅広く活用の試

行をしていきたいということがございまして、

まずは1機導入をして、しっかりその成果と使
い道について確認をすべきであるということで、

その部分を精査されたということでございます。

【堀江委員】 今の説明は、委員会横長の47ペ
ージとも関係をするのですが、47ページの自然
公園施設整備費の中の自然公園等DX推進事業
費232万円、今説明したとおりなのですが、そ
うしますとドローンを導入するということが一

つ大きな事業ということになりますね。これは

新規事業ですから、新規事業の53ページにも、
そのように説明があっているんですけれども、

ドローンを導入することで、自然公園利用拠点

の上質化というのはどういうことなのか。民間

事業者と連携した観光情報発信、これは一定理

解をするんですけれども、文言上、自然公園利

用拠点の上質化という意味は、今、課長が説明

した内容のどういう部分に当たるのか、これだ

けの内容では理解できないので、新規の事業で

もありますし、もう少し詳しい説明をお願いい

たします。

【田中自然環境課長】具体的な業務といたしま

しては、私どもが、特に雲仙の国立公園地区の

地域の中で、いろいろ施設を所管しております。

その中には、具体的に言いますと、皆様にミヤ

マキリシマを見ていただける場所が池の原です

とか、宝原とかございます。それから、普賢岳

の方には登山道も所管している部分がございま

す。日常の管理といたしまして、まず最低限、

安全性の確保ということをしなければいけませ

んので、島原振興局の方で所管、担当を配置し、

日常的なパトロールにおいて、迅速な補修、修

繕に対応しております。

最低限の安全性の確保を迅速に行うために、

現在は、車で行けるところまでは車両で行き、

そこから徒歩で行かなければならないようなエ

リアもかなりございます。特に、登山道の巡視、

パトロールなどは徒歩で行かなければならない

ので、その分時間がかかるということ、そして
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一回現地の状況を確認した上で、振興局の正職

員と対応について協議し、今度はそれに必要な

資材を持っていくという、二度手間になってい

るところでございます。それを迅速に、ドロー

ンでその場で撮影をしながら、それをリアルタ

イムで局の職員、あるいは自然環境課とも協議

をしながら、次の対応をすぐ取ることができる、

まず効率化が図れるということでございます。

それによって、後の対応が迅速にできてまいり

ますので、お客様の利用するための施設の水準

が常時高いレベルで確保される、ということを

目指してやっているものでございます。

【堀江委員】初めての事業ということで、ドロ

ーンの活用をすることによって、業務の改善も

含めて、どういうふうに質を向上できるかとい

うことだと思いますので、もともと自然環境課

としては2機導入したいという要望の下で出発
するということですので、1機での活動、そこ
を見ていきたいというふうに思っています。

次は、同じく委員会の横長資料の29ページな
んですけれども、交通事故相談所運営費のこと

について、質問したいというふうに思います。

交通事故被害者救済費ということで、685万円、
今回新年度の予算になっているのですが、内容

としては、交通事故の相談所運営費に係るんで

すけれども、過去4年間の予算を見てみますと、
令和4年度が541万円、令和5年度が523万円、令
和6年度が614万円、そして今回685万円という
ことで、長崎県の財政が厳しいという中にあっ

て、こうした相談所業務というのは、どちらか

というと予算が減らされるというふうに私は認

識している中で、頑張って予算を確保している

というふうに私は認識をいたしました。

そこで、この交通事故相談の内容なんですけ

れども、内容も複雑になってくるかと思います

が、件数とか、その推移、そういうものはわか

りますか。

【大嶋交通・地域安全課長】 まず、交通事故相

談所、あまり聞き慣れない方もおられるかもし

れないんですけれども、これは昭和42年に開設
された機関でございまして、現在、交通・地域

安全課内に相談員2名を配置しております。交
通事故に遭われた方々の相談を随時受け付け、

解決に向けた助言や関係機関への連絡、あっせ

んを行っております。

この相談件数なんですけれども、過去3年を
見てみますと、令和3年が340件、令和4年が320
件、令和5年が311件と、年間300件前後は相談
がなされているということになります。

相談内容につきましては、自賠責保険請求に

関する相談が最も多く、そのほか示談の進め方

や過失の程度について相談がなされております。

相談所では、最終的な解決は図ることはでき

ないのですが、解決に向けての対応の進め方、

県弁護士会や公益財団法人である紛争処理セン

ター等の関係機関へのあっせんを行っておりま

す。

それで、実際に相談の好事例としましては、

紹介された弁護士さんのアドバイスのおかげで

示談がスムーズに成立した、あるいは最終的に

補償額が増額をされて、自分の思うようにいっ

たということで、交通事故当事者の方の精神的

な負担であったり、経済的な負担が解消された

ものと考えております。

【堀江委員】 300件を超えていろいろ相談があ
っているということで、私が危惧するというの

か、相談員が体制的に十分足りているのかと。

担当課としては、財政が厳しい中で、相談員を

増やせということは、なかなか思っても言えな

い部分もあるかと思うんですけれども、相談体
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制についてはどうなのかということも、せっか

くの機会ですから教えてください。

【大嶋交通・地域安全課長】 相談員さんは、こ

れは特別な資格はありませんけれども、相談を

受ける上で発生した交通事故等の状況を把握で

きるという知識とか能力が必要であるため、交

通事故の現場経験のある県警OBの方を会計年
度任用職員として雇用して配置しております。

今、2名で交互に休暇を取りながら対応してい
る現状でございます。

【堀江委員】 昭和42年に開設をして、相談員
が2名という体制は、言わば変わらないわけで
すよね。だから、そういう意味では、必要な時

には相談員も増やして対応していただきたいと

いうふうに思いますし、またそうした要望は、

こうした常任委員会の中でも出していただきた

いということを私からもお願いしたいというふ

うに思います。

次は、委員会の横長の41ページ、水道普及費
の中の、今回、社会資本整備総合交付金事業、

いわゆる水道事業の予算が6億8,924万円の減
ということになるのですが、最初にいわゆる委

員会の説明の時にもあったかと思うのですが、

改めて、この減になっている理屈について、教

えてください。

【佐藤水環境対策課長】お尋ねのありました件

について、ご説明をさせていただきます。

令和6年度までは、厚生労働省の予算である
生活基盤施設耐震化等交付金というものがござ

いました。これは県を経由して市町へ割り当て

る間接補助でしたので、県の予算に計上されて

おりました。ただし、令和7年度からは、水道
事業の所管が国土交通省に移ったということも

ありまして、この水道施設整備費が社会資本整

備総合交付金での事業というものに変わりまし

た。この交付金については、市町への直接補助

というものになりますので、県の予算には計上

されないという形になります。したがいまして、

県の予算としては、約6億9,000万円の減額とい
う形になっております。

【堀江委員】予算の流れというか、仕組み上は

そういうふうに変わっていくわけですが、今、

全国的にもというか、大きな問題になっている

水道管の老朽化の問題でありますとか、そうい

った問題は、少なくともそれぞれの市町、自治

体の範疇だと思うんですけれども、しかし、予

算が長崎県を通るということでは、一定そうし

た視点に長崎県としても立てたと思うのですが、

今回、直接水道事業に係る予算がそれぞれの自

治体に行くということになりますと、いわゆる

県民生活を守るという県民生活環境部としまし

ては、例えば、水道管の老朽化の問題等一つと

っても、これは県のレベルというか、視点的に

は、この予算が変わったことによって変わりま

すか、それとも変わりませんか。そこら辺はど

ういうふうに捉えたらいいですか。

【佐藤水環境対策課長】お尋ねの件ですが、水

道事業の市町の予算確保、今、盛んに老朽化と

か話題になっておりますが、県の方で予算要求

等はきちんと取りまとめをして国の方へ要望し

ますし、県としましても、必要な要望に関して

は、政府施策要望とかで国へ申しているところ

でございます。ただし、実際の内示があった時

に、県を経由せずに直接市町に内示されるとい

うだけですので、県としての関わりとしては、

今までと変わりなく、市町と一緒になって取り

組んでいくということになります。

【堀江委員】確認いたしますけれども、水道管

の老朽化対策も含めて、これは予算の確保が十

分必要になるかと思うのですが、そういった国
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に対しての予算の確保については、これまでど

おり長崎県がきちんと国に対して要望するとい

う姿勢は変わらないということで確認しました

ので、よろしくお願いをしたいと思います。

【坂口分科会長】ほかに、質疑はありませんか。

【冨岡委員】部長ご説明の中に、統計調査につ

いてということで、国勢調査をはじめ、労働力

調査などの基幹統計調査を円滑かつ確実に実施

いたします。このほか統計調査以外の統計に関

する人材育成や分析支援などに取り組むとして

おり、これらに要する費用として、9億3,451万
円ほどということで、その内訳を見た時に、9
億3,451万円で大きかったのが、前年度と比べて
大分増額している理由が、とにかく国勢調査を

行うというところでございますねというところ

が1つと、同様に、農林業センサス費について
も大分金額がマイナス、変わっております。

6,300万円ほどですね。これは前年したものをし
ないということなのかという点と、同様に、経

済統計調査費というところを見ると、前年度の

8,300万円から4,200万円になっています。ほか
のは、する、しないで金額が変わるのはわかる

んですけれども、経済統計調査費については、

半額になるような形で、一気に減るんじゃなく

て半分になるという、この理由を教えていただ

けたらと思います。

【谷村統計課長】まず、農林業センサスでござ

いますけれども、こちらについては今年度、実

際の調査を行っております。来年度につきまし

ては、その調査の審査でありますとか、集計、

国への報告予定されておりまして、事務的な作

業でございますので、予算的には減っていると

ころでございます。

もう一点、経済統計調査費でございますけれ

ども、今年度は、全国家計構造調査というもの

を実施しております。そちらが4,409万6,000円
でございますけれども、これが今年度限りの事

業でございますので、それの減が大きなところ

でございます。

【冨岡委員】 ありがとうございます。

あと、先ほどのご説明あったように、統計に

関する人材育成や分析支援ということで、分析

支援については、31ページのところで786万円、
これに含まれていると思うんですけれども、統

計に関する人材育成というのは、どちらの方に

含まれているのでしょうか。

【坂口分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１０時３０分 休憩 ―

― 午前１０時３１分 再開 ―

【坂口分科会長】 委員会を再開します。

【冨岡委員】 実は、これは職員給与費に200万
円ということで、この統計調査費の中に入って

いるんですけれども、これがどういったものな

のか、ご説明いただけたらと思います。

【谷村統計課長】こちらについては、統計調査

を行うに当たって、職員の時間外勤務に関する

経費でございます。

【坂口分科会長】ほかに、質疑はありませんか。

【小林委員】 おはようございます。

まず、長崎県の重点施策の一つになっている

動物愛護管理対策費、これが3億9,400万円と、
こういうことで計上されております。この3億
9,400万円の財源の内訳、これはどういうふうに
なっていますか。

【岩松生活衛生課長】お尋ねの動物愛護管理対

策費でございますが、その主なものにつきまし

ては、一般単独事業債または行革債などの起債

が3億6,590万円、あと環境省がやっております
動物保護譲渡対策推進設備補助金が500万円、
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そのほか一般財源が1,995万3,000円、このよう
になっております。

【小林委員】 国から500万円ということなんだ
けれども、今、内容は大体おっしゃったと思う

んだけれども、国から、どんな名目で来るのか

というところで、国の予算がどれくらいある中

で、500万円ぐらい来ているかということにな
るけれども、国全体で、この国から来る補助金

500万円、これはどういう名目の対策費か、そ
れと同時に、これが全体でどれくらいあるのか

と、こういうことがわかりますか。

【岩松生活衛生課長】環境省が、日本全国の動

物収容、譲渡対策をするような施設につきまし

て、毎年補助をしております。令和7年度につ
きましては、その総額が約1億8,000万円、これ
を全国の各自治体で案分してということでござ

いますので、なかなか本県だけに多額のという

部分は期待できないのかなと思っているところ

でございます。

【小林委員】 国のこういう補助金等の全体は1
億8,000万円ぐらいしかないと。これを47都道
府県で分かち合うと、こういうことになってい

るわけですね。だから、500万円程度になって
いると、こういうことで理解をします。

そうすると、大体起債が3億6,500万円という
ふうなことになっている。だから、地方債のこ

の起債が3億6,500万円ということについて、こ
このところはどういう償還の仕方をするのか、

この借金をどうやって返すかと、この点につい

て、お答えをいただきたいと思います。

【岩松生活衛生課長】通常の起債でございます

ので、20年間かけて償還をしていくと。ただ、
当然ながら、これに代わる有利な起債があれば、

これを充てていくべく、財政当局ともご相談を

させていただいているところでございます。

【小林委員】今どき、起債を起こして認められ

て、地方債、新幹線あたりは50年にしようかと
いうような動きが出てきているわけで、それで

も大体20年を30年に延ばすというようなこと
で、それだけでも相当違うわけだ。だけれども、

今のところは、今までずっと続いている大体20
年間で償還をすると、こういうようなことであ

りますけれども、有利な交付金等がないのかと、

いろいろ調べていただいて、この3億6,500万円、
こういうものに充当できるような有利な起債、

交付金等を考えて、もっと補助してもらうと、

支援してもらうというような考え方でやっても

らいたいと思っております。

それから、資料を頂きましたが、動物の殺処

分ゼロに向けたロードマップ、工程表、これを

見ておりますが、このプロジェクトにおいては、

まず入り口対策として、収容数の削減、それか

ら出口で、収容動物の譲渡推進、そして市町や

県民の参加と連携強化と、こういうようなプロ

ジェクトの内容になっています。非常によく考

えてもらっていると思うんだけれども、この入

り口対策とか出口対策、市町、県民も参加、こ

れについては、この予算をどれくらいずつ配分

しているのか、そこについてお知らせください。

【岩松生活衛生課長】 まず、入り口対策、収容

数の削減でございます。これにつきましては、

1,364万8,000円を、主に獣医師会にお願いして
行います地域猫への不妊化の支援ですとか、今

年度から始めました離島地域へ移動式の手術車

両を派遣するといった事業を考えております。

続きまして、出口対策、収容動物の譲渡推進

でございます。これにつきましては、3億7,538
万4,000円、これの多くが、先ほどご説明いたし
ました新たな動物愛護管理センターの建設に係

る費用、これに加えまして、普及啓発のための
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総合ウェブページの保守管理ですとか、ボラン

ティアと連携した譲渡活動、これに充てたいと

いうふうに考えております。

最後の市町や県民の参加と連携強化につきま

しては、153万8,000円でございます。これは市
町と協力いたしまして、周知、広報、啓発資材

の作成、関係部局、福祉ですとか教育、そうい

ったところとの会議の開催、またボランティア

団体との連携などに活用できればと考えている

ところでございます。

【小林委員】 ありがとうございます。

それで、このロードマップで見て、今、入り

口対策の施策の方向性、これを見てみると、新

規取組地区のアドバイザーとしての活用という、

このアドバイザーというのは、これはボランテ

ィアですか、そして何人ぐらいいるのですか。

【岩松生活衛生課長】アドバイザーというのは、

委員おっしゃるとおり、ボランティアさんでご

ざいます。主に活動いただいているのは、そん

なに多くはございません。慣れた方、地域猫の

活動を十分にされて、それをほかの方にご説明

できて、ご指導ができるような方ですとか、時

間的余裕のあるボランティアさんということで、

数はあまり多くございませんが、これについて

も今後、協力者の方をもっともっと発掘してい

かなければと思っているところでございます。

【小林委員】大体何名ぐらい求めているのかと、

それに対して、今何名ぐらいいるのかと、こう

いうようなことで、わかりますか。

【岩松生活衛生課長】今、私どもの動物愛護管

理センターと協力して活動していただいている

ボランティアさん、個人、団体合わせますと28
団体・個人ほどになります。

【小林委員】 わかりました。

そうすると、こういう収容動物の譲渡推進と

いう中で、これが3億7,500万円とさっきご答弁
がありました。これについては新センターの整

備、こういうものもこの予算の中に入っている

んじゃないかと考えておりますが、新センター

の整備について、現状どういうような動きにな

っているか、特に、次年度、令和7年度におい
て、どういうような取組があるのか、完成日は

基本的に変わってないのかどうか、この辺のと

ころについて、お答えをいただきたい。

【荒木生活衛生課企画監】ただいまのご質問で

ございますが、新たなセンターについては、PFI
事業により整備することとしており、その整備

に係る債務負担行為として、限度額を16億
6,575万9,000円、設定期間としましては、令和
7年から令和24年まで18年間について、令和6
年9月議会の承認を受けております。
現在、12月から、総合評価一般競争入札によ
る公募を行っているところでございます。今後、

4月には入札、落札者の決定を行い、6月議会の
議決承認後、7月には事業契約の締結を予定し
ており、令和9年度中の供用開始を目指してい
るところです。

また、事業契約締結後は、約2年間で設計、
建設工事を行ってもらうこととしておりまして、

令和7年度におきましては、設計業務が行われ
るものと考えておりますが、建設に着手される

ことも想定して予算を計上しているところでご

ざいます。

【小林委員】 完成は予定どおり変わらないか。

【荒木生活衛生課企画監】今のところ、順調に

いっております。変わらない見込みで考えてお

ります。

【小林委員】今、公募をしているということだ

けれども、公募の状況はどうですか。

【荒木生活衛生課企画監】公募の状況というこ
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とでございますが、1月末に参加表明書の提出
の締切りをしております。この締切りの際には、

公募はあっているという状況でございます。た

だし、何者出るかということにつきましては、

4月に行われる入札に影響を及ぼすおそれがあ
りますので、そういった詳細については、回答

を控えさせていただきたいと思います。

【小林委員】何者なんて聞いてないよ。何を言

っているのか。順調かどうかとかそういうこと

を聞いて、何者集まったかとか、誰がそんな質

問しているか。誰を見て物を言いよるとか。何

もそんな出過ぎた答弁なんか要らん。どうかと

言っているだけのことだから、何者かなんて言

ってないよ。そんなことを求めているわけじゃ

ないんだ。

そうしたら、おかげさまで工程表どおり大体

うまくいっているというところで、これは令和

9年度、こういうようなことが大体言われてお
ったと思いますから、そういうふうな形で、大

変でしょうけれども、PFI方式でこれをやると
いうことだから、ぜひ頑張ってもらいたいと思

っております。

私は、この動物殺処分ゼロに向けたロードマ

ップ、工程表を見たり、あるいはこのプロジェ

クト、取組を見た時に、実は私は、以前にこの

委員会におった時に、この殺処分ゼロに向けて

のこういうところについて、相当議論をし、新

たなセンターが必要であると、そういうような

ことをいろいろと議論してきたところで、内容

は少しわかっているわけだけれども、このロー

ドマップ、またこういうプロジェクトを見たら、

相当大きく前進していると、相当取組がおかげ

さまで進んでいると。これは生活衛生課の課長

はじめ、職員の方々、よくぞこういうプロジェ

クトをつくっていただいていると思うんだ。

そこで、今、長崎県は殺処分の数が全国1位
だとか、こんなことを言われているけれども、

現時点における長崎県内におけるところのいわ

ゆる殺処分の状況と、全国においてどういう位

置づけになっているのか、この辺のことについ

て、お尋ねをしたいと思います。

【岩松生活衛生課長】まず、全国における本県

の状況でございますが、全国の統計、環境省が

出しておりますけれども、まだ令和4年の分し
か出ておりません。令和4年度につきましては、
全国ワースト、犬が3位、猫が2位、トータルで
全国ワースト2位という現状でございます。
ロードマップに沿いまして、動物殺処分ゼロ

に向けて取組を進めているところでございます

が、これにつきましては順調に推移しているの

かなと考えているところでございます。

まず、動物の収容につきましては、基準年で

あります令和3年度の1,603頭から、令和5年度
には607頭まで大きく減少しております。
譲渡数につきましては、令和3年度、651頭か
ら、令和5年度は515頭、これにつきましては収
容頭数が大きく減少する中、譲渡率は上昇して

おります。これも順調に推移しているのかなと

思っているところでございます。

あと、殺処分数でございます。治療の見込み

のない病気や攻撃性があるなど譲渡できない動

物を除いた数でございますが、これも令和3年
度の937頭から、令和5年度につきましては93
頭と、大きく減らしているような状況でござい

まして、いずれも目標を達成しております。順

調に推移していると考えているところです。

【小林委員】 今、説明の中で、譲渡数、実にう

まくいっているよね。しかし、この収容した犬、

猫、これがどこで保護されているかと。大村に

あるアニマルポートで、もう老朽化、それと狭
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隘化、こういうところで大村のアニマルポート

に何頭入るかということをあなた方はわかって

いると思うんだけれども、譲渡の数がこういう

ような形で大分進んでいるわけだ。アニマルポ

ートの役割は、今、十分果たされてはいないと

思っているんだけれども、現状はどうなってい

ますか。

【岩松生活衛生課長】 現在のアニマルポート、

老朽化、狭隘化が進んでおりまして、十分な数

が収容できるような状況ではないというのは、

ご指摘のとおりでございます。ボランティア団

体のところで収容していただいているところも

ございます。新しいセンターにつきましては、

十分な収容能力で、将来的に収容数が減ってい

った時に、フレキシブルに使えるような施設整

備、また県民の方、譲り受けてくださる方に動

物と触れ合っていただいたり、命の尊さを学ん

でいただいたりと、そういった拠点にするべく

計画をしているところでございます。

【小林委員】 課長、今の話をしているんだよ。

センターはこれからできるわけだ。だから、そ

れに期待をしているし、大村市は、立派なセン

ターを造ってもらいたいということで、相当立

派な土地を提供している。これは無償提供だよ。

その上にあなた方が建物を建てるわけだから、

これは無償で大村市が大村市の土地を県に譲り

渡すというのと一つも変わらん。無償で貸与と、

こういう状況になっているわけだ。それは今言

っているように順調に進んで、令和9年度に完
成と。そうすると、今これだけの犬、猫が収容

されて、現在の大村にあるアニマルポートにお

いては、これだけの収容はできないでしょうと。

今はどうされておりますかと、こういうことを

聞いているんです。現時点、これはどうですか。

【岩松生活衛生課長】 93頭の殺処分が行われ

ていると申し上げましたが、この中には、アニ

マルポートの収容数に限りがあるということで、

残念ながら殺処分せざるを得ない動物もござい

ますし、そのほかに、学びの場、教育の場とし

て、今のアニマルポートが十二分に機能できて

いるかというと、残念ながら、そういった状況

ではないというふうに考えております。

【小林委員】よく頑張っていただいていること

はわかっているし、だから聞いているんだけれ

ども、実際的に先ほどからの答弁では、例えば、

そういう収容してきた猫とか犬、令和3年度で
言えば1,000匹を超えているわけだ。今、譲渡で
500台までやってくれているけれども、そのい
わゆる譲渡に至るまでとか、そんなのをどこで

収容しているんですかと。大村のアニマルポー

トでは、私も現場に行って、何回も見てきてい

るからわかるわけだけれども、そんなに収容す

ることはできないんじゃないかと、どこか別の

ところで収容しているのかと、そういうような

ことは当然疑問としてあるわけだよ。大村のア

ニマルポートは、さっきも言ったように、老朽

化は別としても、狭いんだよ。そんな何百頭と

入るような面積、スペースになっていないわけ

よ。だから、現時点において譲渡が進んでいる

けれども、譲渡までの間は、やっぱり収容して、

譲渡できるまで持っていくわけだよ。その間、

どこで預かっているんですかと、どこで収容し

ているんですかと、こういうことを尋ねている

わけです。

【岩松生活衛生課長】委員がご質問いただきま

した動物の収容場所でございますが、一時に多

数の動物が押し寄せるというのは、多頭飼育崩

壊とか、そういう特別なケースに限られて、日々、

数頭ずつがやってくるとか、そういった格好で

ございますので、どうにかメインの収容場所と
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しては、現在のアニマルポートをやり繰りしな

がらさせていただいて、また一部には、動物ボ

ランティアさんの収容施設でもご協力をいただ

きながら収容をしております。ただ、繰り返し

になりますが、十分な収容能力とは言えない現

状がございまして、残念ながら殺処分に至って

いるといった状況があるのが現状でございます。

【小林委員】だから、殺処分が多いということ

はあしきことと、こういうことの位置づけにな

っているわけだよ。だから、これをいろんな方

法で殺処分にしないようにというような形で今

やってもらっているわけだよ。そして、もう令

和11年度には殺処分ゼロと、こういうことをロ
ードマップでうたっているわけだよ。だから、

本当にできるかなと。これが本当にできるなら

ば大変なものだと。殺処分にしないためには、

やっぱり譲渡、これをきちんとやってもらうと

いうようなことで、野良猫、犬、そういうもの

を収容して、そこから譲渡に持っていく、この

間が大事なんだ。そういうことを現場でやって

もらっているわけだよ。あなた方がやってくれ

ているわけだよ。

だけど、大村にそんな何十、何百頭というよ

うな収容した犬、猫が入らないと。譲渡までも

つまでの間の対策が、今のアニマルポートでで

きているのかどうかと。できるわけないと思っ

ているんだ。だから、別のところでそういうよ

うな対策を講じていただいているのかと、こう

聞くんだけれども、その辺のところがやり繰り

とかかれこれ言うけれども、大村のアニマルポ

ートをやり繰りしてやっているのか。大村のア

ニマルポートをやり繰りして、こんな数字にな

るのかなという率直な疑問が出てくるわけだか

よ。そこのところは明確に、もう少し私が理解

できるように答弁をいただけませんか。

【岩松生活衛生課長】私どもが動物の保護収容

施設ということで大村のアニマルポート以外に

拠点を持っているというのは、まずございませ

ん。収容する動物の数が随分減ってきている、

あとボランティアさんなどと連携して、譲渡に

至る数も増えてきている、日数も短縮できてい

る、あと一時的にですが、ボランティアさんの

ところで保護していただいている動物も出てき

ているということで、十分ではございませんが、

今のような実績を上げているところでございま

す。

【小林委員】言っていることはわかるわけだけ

れども、同じようなことを言うけれども、この

ロードマップの資料を見ると、令和3年度を基
準として、例えば、収容数がこれでいけば1,603
頭だよ。1,603匹おったんだな。それで、これを
令和7年度、令和11年度とこういうことで、例
えば、令和11年度は341頭にしようと。そうす
ると、譲渡については665頭と。これを令和11
年度には341頭にしようというようなことで、
とにかく収容にしても、譲渡にしても、相当な

取組、相当な頑張りが要るようなことをやって

もらっているんだよ。それはだから、避妊化と

か、要するに、収容数をかなりしっかり考えて、

これを減らしていくというようなロードマップ

で現実やってもらっているわけだよ。

だけれども、私がどう考えても、大村のアニ

マルポート以外に、そういう収容する場所がな

いんだと、だからボランティアの方々に幾らか

引き取ってもらってと言うが、ボランティアの

数もそんなに何百人とはいらっしゃらない等々

を考えていけば、大村のアニマルポートをしっ

かり活用するしかないんだけれども、大村のア

ニマルポートは、要するに、何百とか、何十と

か、それだけのものを収容できるような今、整
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備はできていないのではないかと。だから、今

回、令和9年度に新しく造っていただきたいと
いうことで、それを受けて、今やっていただい

ているわけだよ。

だから、現在、大村のアニマルポートでどの

くらい頭数を収容できると、こう考えているの

か。そうせんと、実際的なロードマップ、この

中のいろいろ数値目標というのが明らかになっ

て、立派な数字が出ているけれども、それがど

うも本当にそうなのかと疑わざるを得ないと、

疑うことはよくないんだけれども、そういうこ

とで質問をさせていただいているわけです。

【岩松生活衛生課長】現在のアニマルポートの

収容能力につきましては、1日当たり犬が15頭、
猫が6頭というふうに考えております。
【小林委員】 後で話そう。私が、あなたたちの

数がすばらしいものだから、どこで収容してい

るかなということを考えておって聞いているわ

けよ。だから、今、実際的に犬が15頭、猫が6
頭とか、そのくらいしかスペースはないわけだ

よ。だから、何百なんていう数字が出てきて、

それがどこで仮のすまいをされているのだろう

かと、そういうことを考えるから、そういうこ

とを聞いているわけだよ。だから、そこがはっ

きりしないと、全体のあなた方の努力をされて

のこういう殺処分について順調にやっているよ

と、出口も入り口もすごいぞと、こういうよう

なことで、地域の協力もいただいていると、県

内もいただいていると。もう言うことはないじ

ゃないか。だから、これが本当にそうだと。あ

なたはこの3月いっぱいでどこかへ行かれるか
もしれないが、後に残った人は、この数字が、

我々は今からこれで議論していくんだよ。だか

ら、そういうことで、もうちょっとしっかり、

せっかくのことだから明確にお答えができるよ

うに、ひとつ引継ぎをしっかりしてもらうし、

また生活衛生課の皆さん方には、大変だけれど

も、相当な取組をしていただくように、お願い

をしておきたいと思います。

予算の中で、共家事・共育て、このことで私

も一生懸命、共家事・共育てという言葉に慣れ

て覚えるようにしっかりしたいと。もう子育て

は過ぎましたが、おかげで立派に育っておりま

すが、共家事・共育て、いいですね。これは長

崎県がこれからこれについて取り組んでいくと

いうようなことだけれども、今、どこが先進県

ですか。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】共家事に

つきましては、福井県と栃木県が独自の「とも

家事の日」を制定しまして、県民の機運醸成に

取り組んでおられます。また、佐賀県では、市

とか町の両親学級に講師を派遣して、共育ての

啓発に取り組んでおられます。

【小林委員】長崎県はこれからでしょうが、そ

ういう栃木県と福井県、こういう先進県につい

ては、もうどれくらいこういう事業を本格的に

やってきたのですか。わかりますか。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】栃木県に

おきましては、今年で2年目と聞いております。
福井県につきましては、始めた年数はよくわか

らないんですけれども、民間企業の食品会社と

コラボレーションをして取組をされているとい

うことを聞いております。

【小林委員】 栃木県が2年目かもしれない、福
井県は緒に就いているかというような形で大体

理解をしますけれども、そういう点から考えて

いくと、例えば、栃木県あたりが2年間やって
きて、どんな成果を上げているというふうに受

け止めておられるのか。ただやっているという

だけで、どんな成果を上げているかというよう
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なことが大事なことで、それをお手本にしなが

ら、参考にしながら、長崎県のあなたの時代に

これをきちんと定着させなければいかんと、こ

う思うんですけれども、栃木県は今、どういう

成果を上げていると、どういうふうに受け止め

ておりますか。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】栃木県に

つきましては、1年目は、11月22日を「とも家
事の日」と制定しまして、取組をしたと聞いて

おります。2年目は、その日だけじゃなくて、
年間を通じて共家事を進めようということで、

企業に独自の取組をしていただいて、それを県

でまとめてPRをしたりやっているということ
を聞いております。

【小林委員】あなたは栃木県と福井県に足を運

んで現場を見てきましたか。担当者と、どれく

らい意見の交換をされたか、その点はどうです

か。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】私どもが

行くことはやっておりません。電話等で話を聞

くことはやっております。

【小林委員】 室長、例えば、栃木県にしても、

あるいは福井県にしても、やっぱり行ってこん

ばいかんさ。部長が印鑑押さんかったか。こん

な無駄な出張費は使うなと、そんなことはない

でしょう。だから、誤解をせんで聞いてもらい

たいと思っているんだけれども、非常にいい取

組なんだ。この冊子もよくできていますよ。こ

れは昨日、懇談会から帰って、これを読んだん

ですよ。相当上等なものです。反省させられる

ことがいっぱいあった。だから、これだけのこ

とをお作りになって、これから取り組もうとさ

れているわけだ。だから、あなた方も、県民生

活環境部というのがこれからこういう面に効果

を上げていこうとされていると。だけれども、

先進県、この福井県とか栃木県に全然あなた自

身が責任者として足を運んでいないと｡電話等

でというのは、私にとっては、どうもいかがな

ものかと思っているんです。新幹線もできたし、

栃木県まで行って、そういう先進県から学ぶべ

きものがいっぱいあるだろうし、いろいろ土地

柄が違うということはあるかもしれないが、や

っぱり現場に行って、どういう取組をして、ど

ういう成果を上げていくかと、こういうことを

きちんと見ていただくということはとても大事

ではないかと思いますから、部長にお願いをし

て印鑑を押してもらって、頑張ってまず現場へ

行ってもらって、大体どういう成果を上げれば

いいのかと。

例えば、11月22日、年に一回だけ共家事・共
育てをやればいいのかと、こういうことじゃな

くて、毎日のことだろう。そして、どういう成

果を上げているかと。機運醸成ということが一

つ。まず、機運醸成から始まる。みんながその

気になっていただかなければいかん。だから、

企業と一緒に相談しながらやっていこうと、こ

ういうことは非常に大事だと思うんです。

だから、誰が考えても、これについての趣旨

はよくわかっているし、事業目的もよくわかっ

ている。1,300万円じゃ少ないと思っているのだ
が、これも国から補助金が出ている。そういう

ことで、そういう国の補助金、交付金を使って

今からやっていくわけだよ。まず、現場に行っ

て、本当に成功事例、またこれからどういう取

組をやるかということを、もう一度、あなたは

原点に返ってやることが必要であると思う。目

的も、事業内容もご立派。だから、これを本当

に長崎県でこの共家事あるいは共育て、こうい

うところが本当に手応えがあるようになったと。

長崎県においても、若いカップルが、子どもを
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産んで、あるいは子どもを産む前から、いろい

ろとこれに沿ってよく頑張ってくださっている

と、こういう手応えを感じるような、そういう

取組をやってもらいたいと、こう考えておりま

すから、その辺のところをぜひひとつ頑張って

もらいたいと。成果をまた次の委員会で議論し

ましょう。待っていますから、よろしくお願い

します。部長、印鑑を押してください、お願い

します。

【坂口分科会長】ほかに、質疑はありませんか。

【まきやま委員】私の方からは、資源循環推進

課の予算で､3,900万円の増加の中身について、
教えてください。

【赤澤資源循環推進課長】歳入の件かと思いま

すが、3,900万円の増につきましては、まず1つ
は、産廃税繰入金の増でございます。これは今

の廃棄物の処理計画、これが来年度、令和7年
度が終期ということになっておりますので、こ

の計画の見直しの関係で、来年度、この産廃税

の基金から充当させるということで、繰入金を

アップさせているということでございます。

また、環境美化基金、これに関しても、啓発

事業、地域住民などに直接的に啓発をする事業

ということに限定されるところではございます

が、こういったものの充当事業ということで、

増加させていただいているというところでござ

います。

【まきやま委員】 ありがとうございました。

続きまして、地域環境課のみらいにつなぐ大

村湾事業200万円の増ですけれども、内容と事
業期間について、教えてください。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】み

らいにつなぐ大村湾事業につきましては、令和

7年度が計画の見直し時期でありまして、これ
に伴う予算としまして、河川の調査、それから

大村湾の環境変化の傾向とか、課題を把握する

ためのレビュー調査を計上しております。

【まきやま委員】 大村湾、ナマコの不漁とか、

水産部の中でもお話が出ていましたけれども、

大村湾の中の海底湧水、湧き水に対する調査と

かはされていますか。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】委

員がお話しされた湧き水については、調査を行

っておりません。実際行っているのは、大村湾

17地点で表層、中層、底層ということで調査を
やっておりますけれども、湧き水自体を調査し

ているわけではございません。

【坂口分科会長】ほかに、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【谷村統計課長】冨岡委員からご質問がありま

した人材育成に関する経費でございますけれど

も、横長資料でいいますと30ページの統計諸費
の中に、統計事務費というものがございます。

こちらの方で対応しておりまして、ちなみに、

今年度は総務省の方から職員をお招きしまして、

統計に関する実務的な研修の講師として実施を

していただいているところでございます。

【冨岡委員】 ありがとうございます。

そうしますと、統計分析・政策支援事業費と

いうのが31ページの方にあるんですけれども、
こちらの内容について、お聞かせいただけます

でしょうか。

あと、移動理由調査事業費とか、例えば移動

理由調査については、多分、政策企画課である

とか、各部署に共有された上でということだろ

うし、漁業センサス費だったら、漁業振興課の

方にいろいろとその分析結果なんかをお伝えし

て、いろいろ政策に反映していくかと思うんで

すけれども、この統計分析・政策支援事業費が

一般的にどういうものなのか。私の勝手なイメ
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ージは、統計課の皆さんは、日頃からそういっ

たデータ結果を基に、いろいろとアドバイスさ

れているイメージだったから、こういう事業を

別途つけるのが、そこのイメージがなかなかし

づらいもので、教えていただけたらと思います。

【谷村統計課長】こちらの統計分析・政策支援

事業費でございますけれども、内容については、

統計課の独自統計といいますか、県民経済計算

の計算でありますとか、産業連関表の作成に要

する経費でございます。移動理由につきまして

は、来年度、移動理由アンケートの総括を予定

しておりますので、そのための経費でございま

すとか、あとは事務費的なところでございます。

なお、移動理由アンケートの総括につきまして

は、政策企画課等と十分調整の上、進めていき

たいというふうに考えているところでございま

す。

【坂口分科会長】ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって、予算議案に対する質疑を

終了いたします。

次に、予算議案に対する討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって、討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第15号議案、第
47号議案のうち関係部分、第60号議案、第61
号議案のうち関係部分及び第63号議案につい
ては、原案のとおり、可決することに、ご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、県民生活環境部長より総括説明を求め

ます。

【大安県民生活環境部長】観光生活建設委員会

関係議案説明資料、県民生活環境部をお開きく

ださい。

今回、ご審議をお願いしております議案は、

2ページに記載の1件でございます。
第30号議案「長崎県環境保健研究センター条
例の一部を改正する条例」につきましては、関

係経費の増減に伴い、長崎県環境保健研究セン

ターの手数料を改定するため、所要の改正をし

ようとするものであります。

次に、議案外の主な所管事項について、ご説

明いたします。

（共家事・共育て促進について）

子育て世帯に対して、共家事・共育てを周知・

啓発するため、「パパの家事・子育てを応援す

るための手帳」と動画を作成し、手帳について

は1月から市町の母子健康手帳交付窓口などで
配布を始めました。今後は、市町の両親学級や

産婦人科等での男性向け講座などで広く活用し

ていただくことにしております。

また、県内企業における男性の育児休業の取

得を促進するため、長崎労働局と共催で企業向

けの「男性育休セミナー」を1月21日に開催し、
約100社から約150名の参加がありました。男性
育休100％達成企業の具体的な取組の紹介や育
児・介護休業法改正についての説明等により、

参加者に男性育休についての理解を深めていた

だきました。

今後も、男女が共に家事や子育てを担う共家
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事・共育てを促進するため、県民の意識醸成と

職場の理解促進に取り組み、女性活躍推進及び

男女共同参画社会の実現に努めてまいります。

（人権尊重の社会づくりの推進について）

学校、家庭及び地域社会における人権教育の

推進について正しい知識と理解を深めてもらう

ため、教職員、社会教育関係者、PTA関係者、
人権擁護委員等をはじめ、広く県民の皆様を対

象とした「令和6年度人権教育中央研修会」を、
去る1月30日に県庁会場とオンライン配信のハ
イブリッド方式にて開催しました。

本研修会では、「学びとつながりが主体性を

育む～人権尊重社会の実現をわたしから～」を

テーマに、同和問題をはじめ、インターネット

と人権、多様な性のあり方に関する講演を実施

し、自分の人権を守り、他者の人権を守るため

の実践意欲を高める契機とすることができまし

た。

また、12月16日と2月13日に「長崎県人権施
策のあり方に関する検討委員会」を開催し、「性

の多様性」をテーマに、「性的少数者に配慮し

た環境づくり」「パートナーシップ宣誓制度」

「教育啓発」の論点からご意見をいただきまし

た。

今後、検討委員会において、意見をとりまと

めていただくこととしており、とりまとめの意

見を参考にしながら、人権施策の方向性を検討

していくとともに、引き続き、県民一人ひとり

の人権が尊重される社会の実現に向けて取り組

んでまいります。

（令和7年国勢調査の実施本部設置について）
我が国に住んでいるすべの人を対象に、人口

及び世帯の実態を明らかにする最も基本的で重

要な統計調査である国勢調査を、本年10月1日
を調査期日として実施します。

この調査の結果は、あらゆる施策の基盤とな

り、民間の活動にも幅広く活用されております。

また、人口減少や少子高齢化対策の取組に不可

欠な、最新の人口推計や将来人口推計の基礎と

もなるものであり、より正確な調査結果が求め

られているところです。

この調査の円滑かつ正確な実施に向け、去る

2月3日に、「令和7年国勢調査長崎県実施本部」
を設置したところであり、調査に関する広報活

動に取り組み、スマートフォンやパソコンによ

るインターネット回答の積極的推進など、県民

の皆様への周知を図ることとしています。

今後とも、県民の皆様のご理解とご協力を得

られるよう、広報活動を行うとともに、国や市

町と連携を図りながら、円滑な実施に努めてま

いります。

（地球温暖化対策の推進について）

地球温暖化対策については、「第2次長崎県
地球温暖化（気候変動）対策実行計画」に基づ

き、関係機関と連携して各種対策に取り組んで

おります。

地球温暖化対策に必要不可欠である再生可能

エネルギーの導入促進については、太陽光発電

設備の導入を希望する県民や県内事業者に広く

参加を募り、一括して調達することで、スケー

ルメリットを生かした導入費用の軽減を図るた

め、去る2月7日、アイチューザー株式会社と「長
崎県太陽光発電設備等共同購入支援事業に関す

る協定」を締結いたしました。

併せて、住宅、事業所の太陽光発電設備等の

導入支援についても、設置補助事業を行う市町

を来年度から拡大するなど、今後とも、県民、

事業者、関係機関等と連携し、県民総ぐるみで

地球温暖化対策が促進されるよう各種対策に取

り組んでまいります。
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（西海国立公園70周年について）
西海国立公園は昭和30年3月16日に指定され、

今年で70周年を迎えます。
去る1月27日には、国、県、関係市町で構成

する西海国立公園指定70周年記念事業実行委
員会が設立され、記念事業や各種イベント等を

実施していく予定とされております。

県としましても、今後、公園内において自然

歩道を歩くイベントを開催するなど、関係機関

と連携して西海国立公園の振興に取り組んでま

いります。

このほかご報告いたしますのは、説明資料の

3ページから、ながさき女性活躍推進企業等表
彰式について、交通安全対策の推進についてで

あり、内容は、記載のとおりであります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂口委員長】以上で、説明が終わりましたの

で、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 第30号議案です。今、部長が説
明あったとおり、長崎県環境保健研究センター

の手数料を改正するということで、その理由が、

関係経費の増減に伴うという理由でした。今回、

ここだけではなくて、ほかの部でも手数料の改

定がありまして、産業労働部から、その手数料

改定の説明を受けました。その中では、22年間
改定を行っていなかった手数料についても今回

見直すという形で手数料の改定を行ったという

ふうに言われました。

手数料の計算式ということで、手数料を、1
つは光熱水道費、消耗品費、人件費、機器の減

価償却費ということで、4つの点で手数料の計

算を行ったということで、例えば、水道光熱費、

消耗品費につきましては、これは物価高騰によ

っても増額要因という形になります。人件費に

つきましては、人件費の単価の上昇があります

から、これは当然増額要因となりますが、一方

で、検査に使うといいますか、その機器の高性

能化によって、例えば作業時間が85分から35分
に短縮されるという場合は、これは人件費が大

幅に減少ということで、人件費については増額

要因と減額要因があるということでした。そし

て、機器の減価償却につきましては、これまで

どの機器も減価償却が一定の期間だったんだけ

れども、今回は、それを検査の機器によって、

これは全部見直して、そうすることによって増

額要因、減額要因というふうに出されたという

ふうな説明を受けたのですが、そういった点か

ら考えました時に、今回の第30号議案について
は、どのような手数料の計算式を行ったのか、

答弁を求めます。

【下野県民生活環境課長】私どもの方でご提案

しております環境保健研究センターの手数料に

つきましても、今、委員の方からお話しござい

ましたように、使用する機器の減価償却費であ

りますとか、消耗品あるいは人件費等々を検証

の上、今回、改定の金額の方を算出させていた

だいております。機器につきましては、使用し

ていた機器から入替えがあったものにつきまし

ては、入替えがあった機器を基に定額による減

価償却費に基づいて計算を行っておりますし、

人件費につきましても、現在、環境保健研究セ

ンターの保健科、生活化学科、この検査に従事

する職員の平均給与を基に算定をいたしており

ます。

あと、その人件費の中で、使う機器によって

は作業時間が短縮するのではないかというお話
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ございましたけれども、今回の環境保健研究セ

ンターの方での作業時間等については確認を行

っておりますけれども、短縮等々はないという

ことで確認をしているところでございます。

【堀江委員】そうしますと、私が産業労働部か

ら説明を受けたような形の手数料の計算を行っ

た上で計算をしたと。その上でも、これは全額

いわゆる値上げといいますか、改定ということ

では、料金が上がったということなんですか。

【下野県民生活環境課長】先ほど申しました人

件費、減価償却費、その他の経費等々で、減価

償却費でありますとか、その他の経費の点等を

見直した中で、少し安くなった部分もございま

すが、総額といたしましては、全ての検査手数

料が増額になっているという状況でございます。

【堀江委員】今回出されておりますこの改定と

なりました手数料の実績、昨年どれぐらいあっ

たのか、あるいは経年的にどうだったのか、こ

れも教えてください。

【下野県民生活環境課長】手数料の実績でござ

いますけれども、昨年度はゼロでございます。

ちなみに、ここ5年間見ましても、手数料の実
績はゼロという状況でございます。

【坂口委員長】 ほかに、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに、質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第30号議案については、反対を
いたします。

1つは、手数料の値上げになりますので、こ
れは県民負担ということになります。しかも、

実績がゼロで、少なくとも、経年的にも実績が

ないのを、今もないのに、今後あるかもしれな

いということで今回、増額改定ということにつ

いては、これは受益者負担をもろに出した、私

は、県民負担を押しつけることだというふうに

思いますので、第30号議案には、反対態度を取
ります。

【坂口委員長】ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第30号議案について、採決いたします。
第30号議案は、原案のとおり可決することに
賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【坂口委員長】 起立多数。

よって、第30号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【下野県民生活環境課長】「政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の

拡充に関する決議」に基づき本委員会に提出い

たしました県民生活環境部関係の資料について、

ご説明いたします。

なお、今回の報告対象期間は、令和6年11月
から本年1月までに実施したものとなっており
ます。

初めに、資料2ページをご覧ください。
県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金でありま

す。

間接補助金の実績については、記載のとおり、

長崎県浄化槽設置整備事業補助金11件となっ
ております。

次に、3ページをご覧ください。
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1,000万円以上の契約状況についてでありま
すが、記載のとおり、計3件となっております。
なお、4ページ以降に、入札結果一覧表を添

付しております。

次に、9ページをご覧ください。
知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

の対応状況につきましては、9ページから15ペ
ージにそれぞれ記載のとおりであります。

次に、16ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告でございます。

附属機関については、上段に記載のとおり、

長崎県男女共同参画審議会など5件、また私的
諮問機関等については、下段に記載のとおり、

長崎県海岸漂着物対策推進協議会など2件を開
催しており、会議の概要等については、17ペー
ジ以降に記載のとおりでございます。

説明は以上でございます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくこととします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【山口委員】一般質問でもさせていただいた項

目なんですが、自然環境のことになると思いま

すので、よろしくお願いします。自然対策、県

の自然公園、国立、国定それから県立、それぞ

れ指定がされてあるわけでありますけれども、

国立公園が2つ、国定公園が2つで、県立自然公
園が6か所。その中の大村湾の県立自然公園の
関係について、お尋ねをさせていただきます。

正式の名称は、大村湾県立公園。昭和41年1
月11日に制定がなされております。ご承知のよ
うに、大村湾の周辺地域の関係になるわけです

が、その湾の内部の関係で、南部の方の、いつ

も申し上げている琴ノ尾岳という地域がありま

すけれども、ここからの眺望改善について、ご

要望といいますか、取組を要請しているわけな

んですが、その後の進捗状況について、お尋ね

をしておきたいと思います。

【田中自然環境課長】ご指摘ございました大村

湾県立公園内に琴ノ尾岳展望台という県が整備

をした施設がございます。ここでの大村湾側、

空港側の眺望改善ということでご要望いただい

ておりますが、この展望台は、諫早市と長与町

にまたがっている場所にございまして、諫早市

の多良見の地元の自治会の方々からご要望をい

ただいているところでございますが、かねてか

らご指摘の支障となっている植林地につきまし

ては長与町側にありますので、委員のご指摘も

ございまして、これまでも長与町とも協議を重

ねているところでございます。

今おっしゃったように、昨年9月の一般質問
以降も、何度か長与町と協議をしており、先日

もお話をお聞きしたのですが、市街地の方でも

公園を持っておられますので、そういったとこ
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ろでの老朽化、あるいは樹木が大きくなり過ぎ

るというような老朽化対策等も必要になってい

るという状況がある中で、この場所の植林地に

ついて、用地取得をするとしても、その目的で

あるとか、その後の活用をどうするかというこ

と、それからもちろん予算の確保について、整

理が必要な課題がいろいろあり、引き続き、長

与町としては検討を継続中ということでござい

ました。

県といたしましても、引き続き、眺望改善が

図られるように、長与町さんと協議を継続して

いきたいというふうに考えております。

【山口委員】 この県立公園の関係なんですが、

県の取りまとめられている資料を見てみますと、

湾の南部の琴ノ尾岳からは、大村湾を中心に、

西彼杵半島や多良岳が一望でき、利用も多いと

記述されてあるわけなんですが、今、利用者の

皆さんから、先ほどもお話しありましたが、車

も頂上まで行って、駐車場もありますから、い

ろんな方がおいでになるのですが、長崎県とし

て、琴ノ尾岳の頂上に展望台を設置していただ

いております。その展望台から見渡すと、基本

的には360度見れるようになっているのですが、
その中の展望台の一番の売りである大村方面、

大村湾を望む関係の樹木が大きく成長しまして、

視界を遮っている、全く視界が見えない。一番

の売りといいますか、一番のよいところは、大

村湾にある長崎空港の飛行機の発着もきれいに

眼下に見えるということで、地元の小中学生

等々も喜んで、以前は展望台からの眺めを楽し

んでおりました。最近は、いろんな周辺地域か

らの皆さんもおいでになって、久々に来られた

方が、全く見えないような状況になっていて、

がっかりされているというのが現状なんです。

そういうことで、頂上は諫早市と長与町にま

たがる地域ですから、その長与町側にある樹木

が大きく茂っていまして、眺望を完璧に阻害し

ているという状況ですから、地権者の方も長与

町の方でありますし、地域の区域も長与町とい

うことになっておりまして、ぜひ長与町としっ

かり詰めをしていただいて、予算的なこともあ

りますし、しっかりとした取組をしていただき

たいと思います。

このことについては、以前の部長さんがちょ

うど変わられる時期であったのですが、地元の

自治会から、自治会長さん10名の方連名で、こ
の眺望改善についての要望が出ていますから、

そのことについては引継ぎがなされていると思

いますので、ぜひ現地に足を運んでいただいて、

いま一度、しっかりとした詰めをしていただけ

ればと思っておりますので、そのことについて、

いま一度、ご見解をいただきたいと思います。

【大安県民生活環境部長】委員の方からご指摘

ありました要望の件については、私も、しっか

りそこは引き継いで受けてまいっているところ

でございます。私も現地の方には何回か足を運

んで見て、実際そういった眺望の阻害があると

いうところは確認をしておりますし、また長与

町との協議につきましても、今年度に私の方も

長与町の方との話はさせていただいているとこ

ろでございます。引き続き、そういったことで

町の方との協議を続けていきたいというふうに

思っております。

【山口委員】 ぜひよろしくお願いします。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【浅田委員】 それでは、私の方からも数点、質

問をさせていただきたいと思います。

先ほど、予算にも計上されていたのですが、

食育の連携プロジェクトですとか、食品ロスの

ことでお伺いをしたいと思います。
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今の食育の現状、食品ロスの現状というもの

を、まずはお聞かせいただければと思います。

【立石食品安全・消費生活課長】 まず、私ども

食育に関しましてでございますけれども、食育

の活動の推進につきましては、県庁の中でも、

野菜摂取や朝食摂取などをはじめ、食品ロスの

削減とか、地産地消、農林水産業の体験促進と

いった非常に広い分野にまたがっておりますの

で、県庁の中での関係各課と連携をしながら取

り組んでいるところでございまして、課題とい

たしまして、県の中で食育の活動をいかに広く

広げていくかというところがございましたので、

今年度、私ども市町や県、関係団体の取組だけ

ではなくて、民間の企業の方々の取組も把握を

した上で、情報交換しながら広く進めていきた

いということで、長崎県食育推進ネットワーク

というネットワークを立ち上げまして、今、そ

の会員を募集しながら、拡大して取組を広げて

いこうということで、啓発に取り組んでいると

ころでございまして、今現在、39者の方々に参
画をしていただいております。

これは引き続きまして会員を拡大しながら、

それぞれの会員さんが活動している取組を啓発

して、お互い情報交換しながら、自分たちにも

そういうことができるのであればやってみよう

とか、そういう広がりを持っていきたいと思っ

ていますし、会員さん同士でお互いに連携をし

て、新たな取組が考えられるというような動き

も出ておりますので、引き続き、幅広い世代の

方々に食育の活動が広がるように、しっかりと

市町、民間と連携しながら食育を進めていきた

いと考えているところでございます。

【赤澤資源循環推進課長】続きまして、食品ロ

スの観点から、当課の方からご説明いたします。

食品ロス削減につきましては、令和3年3月に、

長崎県食品ロス削減推進計画を策定しておりま

す。令和7年度の1人1日当たりの食品ロスの発
生量の目標値を98グラムとし取り組んでいる
ところでございます。

現状ですが、最新令和4年度の実績としまし
て、県内の食品ロス発生量は95.6グラムという
ことで、令和7年度の目標値に対しては、水準
は達しているというところでございます。また、

全国につきましても、令和4年度の実績ですが、
1人1日当たり103グラムということで、全国の
平均よりも当県の方はいい方向になっていると

ころでございます。

一方で、この食品ロスの内訳を見ますと、家

庭系が、それほど削減は進んでいないというと

ころでございます。これは本県だけではなく、

全国的にも同じような傾向が見られているとい

うところでございます。理由としまして、1つ
は、これは令和4年度ですので、コロナ禍の影
響も少しあるのかなというところではございま

すが、家庭系の食品ロス削減というのが今後、

重要になってくるのかなというところでござい

ます。

当課としましても、10月には「食品ロス削減
月間」というのがございます。また、年末年始、

これは忘年会、新年会、こういったシーズンが

ございますので、こういった時期に、テレビ広

告などで食品ロスの削減を訴えるという形のほ

か、「食品ロス削減月間」の10月の中では、新
聞広告などをさせていただいたところでござい

ます。

また、小中学生を対象にしましたポスターコ

ンテスト、こういったものも行っております。

今年も小中学生の方から、370もの作品の応募
があったということで、優秀な作品につきまし

ては、11月のながさきエコライフフェスタ、水
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辺の森公園で開催されましたが、そこで表彰式

をさせていただいたというところでございます。

いずれにしても、今後も、家庭系、事業系、

いずれも削減をしていく必要があるのではない

かということで考えておりますので、取組を継

続していきたいというふうに考えております。

【浅田委員】 ありがとうございます。

食品ロスと食育について、今ご説明をいただ

いたんですけれども、グラム数で言うとなかな

かわかりづらいと思いますが、大体長崎県民の

1日の食品ロス、おにぎり1個分ぐらいが廃棄を
されている状況、それをどう捉えるかなという

気がしているんですけれども、私たち自身も気

をつけなければいけないなと。例えば、会食の

時に、最近、頭の方では一生懸命頑張って食べ

るけれども、だんだん後半になると、人としゃ

べることが一生懸命になって、昨日も反省した

会食があったんですけれども、残してしまった

なと。やっぱり後半でもそういうことを促して

いかないと、なかなか残ったまま、提供してい

ただいたお店にも失礼に当たるなということを

感じる次第であります。

同時に、今の我々の世代というのは、食品ロ

スの話ですとか、食育というのがあまりこの世

代はなかったと思うんです。今の学生さんとか

の方が、それを学校教育でもうしっかり伝えら

れているのかなという気はしているんですけれ

ども、食育できっちりと食べ物の大切さ、残し

てはならないこと、農業関係、いろんな方たち

がやってくださっている現状を知ることによっ

て、残してはならないという食品ロスにもしっ

かりつながるのではないかというふうに感じま

す。

そんな中で、たしか去年だったと思いますが、

県庁のロビーで食品ロスのイベントが行われて

いたかと思います。その時が、県民生活環境部

の方々が主導でやられていたのですが、例えば、

教育委員会とかがそこでの連動性がなくて、そ

の辺の他部署とのあたりというのは、どういう

ふうにしていらっしゃるのかなというのをその

場でも聞いた次第だったのですが、そういった

ところはどうなっていますか。一度お聞かせい

ただけますか。

【立石食品安全・消費生活課長】県庁のロビー

では、食育フェスタという名称でイベントをさ

せていただきました。これは広く県民の皆様に

食育の活動に取り組んでいただきたいというこ

とで、先ほど申しました食育ネットワークの会

員の皆様にもお声がけをして、ブースを出展し

ていただいたり、農林漁業体験とか、体験型の

セミナーをしていただいたり、あと基調講演で

食育に関する講演をしていただいたりという取

組をやっております。

その中で、当然、私どもだけではなくて、県

庁の中で、食育ということで広く取り組んでい

るところとも連携をいたしまして、特に、農林

部とかは、農林漁業体験ということで、シイタ

ケのもぎ取り体験のセミナーを事業者さんにや

っていただいたり、お茶の入れ方セミナーとい

うことで、お茶の体験、県民の方に実際に飲ん

で、入れていただくというような体験もござい

ますので、まだ十分ではございませんけれども、

関係各課と常に連携をして取組をするよう意識

をして、今後とも取り組んでいきたいと考えて

おります。

【浅田委員】私も、そこにいたのでわかるので

すが、確かに農林部の方とかと組んでいただい

て、そういった食品の部分についての教育とい

うのはやっていただいたと思うんですけれども、

三つ子の魂とは言いませんが、やはり子どもた
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ちに広げていくこと、それが先々、食品ロスも

減らすことにつながるのではないかということ

を考えると、教育委員会とか、学校関係との連

携というのは重要な気がしているのですが、今

年度とかに関しても、こういう予算が出ている

わけですが、そのあたりは、その時にも、私は

そこにいた方にも言ったんです。変更があるの

かどうなのか、今年どうなのかというところも

お伺いできればと思います。

【立石食品安全・消費生活課長】私ども食育の

推進をする上で、県庁各課、幹事課ということ

で、当然、給食を担当しております体育保健課

や義務教育課というところも食育を担っていた

だいております。これまで十分連携が、実際の

取組の中で、一緒に何か取組を行うというとこ

ろが不足していたところもございますので、来

年度は、食育推進ネットワークを活用いたしま

して、市町やいろんなところのイベントに行っ

てPRをする時も、会員のネットワークの前に、
まず県庁各課が連携して、情報を共有して啓発

ができるように努めていきたいと考えておりま

す。

【浅田委員】せっかくイベント等もやっていた

だいておりますし、両方にわたって予算も計上

されておりますので、ここはしっかりとやって

いただいて、どんどん、どんどんそういったも

のがなくなっていくということが必要かと思い

ます。確かにフードバンクを活用したり、いろ

んな努力をしているということは十分存じ上げ

ておりますけれども、もっともっと進めていく

必要性が、我々世代がしっかりやっていく世代

があるのではないかと思います。

そんな中で、一般のお店とかにも協力してい

ただくために、九州で、食べきり協力店とかと

いうものを募集しているかと思います。長崎で

は、実態として、どれぐらいそういう協力店が

あって、一般のお店なども、しっかりそういっ

たところに取り組もうとしていらっしゃるのか、

またそれをどのような形で推進しているのかが

あれば、教えてください。

【赤澤資源循環推進課長】食べきり協力店、こ

れは九州一斉でやっている取組でございます。

令和6年3月現在の県内の店舗数ですが、475店
舗でございます。食べきり協力店に登録するに

至っては、幾つか項目がありますが、例えば、

飲食店であれば、小盛りメニューを提供するで

あるとか、そういった何か1項目でも該当する
ものがあれば登録できるという形になっており

ます。

県内では、ここ数年、食べきり協力店もなか

なか増えていないという現状ではございますが、

食品ロス削減推進協議会というのを県で設置し

ておりますので、そういった中での周知活動、

ホームページによる広報、そういったもので、

この食べきり協力店の募集というのを今かけて

いるというところでございます。

【浅田委員】 475店舗をどう思っていらっしゃ
いますか。少ないのか、多いのか。

【赤澤資源循環推進課長】若干少ないのかなと

思っています。ただ、この食べきり協力店も制

度ができてから数年たっておりますが、どこの

県も同じように伸び悩んでいるという状況でご

ざいます。制度ができて最初のうちはわっと増

えていたところがあるのですけれども、なかな

か増えていないということで、コロナ禍が途中

あったということもあって増えていないという

のも少しあるのかなと思いますが、最近はコロ

ナ禍も収まったということもありますので、こ

の食べきり協力店について、増えていく方策と

いうのを九州の協議会の中でも議論はされてい
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るのですが、増えていくためにどうしたらいい

のかという案がなかなか出ていないというとこ

ろでございます。今後について申しますと、増

やすためにどうしたらいいかということは、少

し民間の団体なんかとも協議を重ねながら進め

ていきたいというふうに考えております。

【浅田委員】 ちょっと少ないかなというのと、

実は、知られていないからだというのが非常に

あるんじゃないかと思うんです。あまり知らな

いと思うんです。私みたいな小さい人間は小盛

りがあったら非常にうれしいというふうにすご

く感じて、お店によっては、これ、レディース

があると、もっと絶対いいと思いますよ、少し

でも安くしてというようなのをこちら側から提

案して、取り入れてくださったところとかも実

態としてあるんです。

よく申し上げるのが、例えば、この県民生活

とは、なかなか連動が取れていないのかもしれ

ないんですけれども、県民の物産の方とか、農

水産物を扱っているお店とかというところで、

県産酒を扱っているお店とか、いろんなものが

たくさんあると思うんです。それ自体はすごく

リスト化もされていて、そういったところに積

極的に営業活動でもしていかないと、推進事業

というのが目に見えて進まないのではないか。

九州全体としてそれをやることも重要だと思う

んですけれども、長崎県は、どこよりもそうい

うことを推進して、しっかりもったいない、

SDGsをやっているんだということをやってい
ただくことが必要なのではないかと思いますの

で、目に見える形でやっていただければという

ふうに感じます。

そして、今日、くしくも3月11日、2時過ぎる
と、皆さんと黙禱をぜひともさせていただけれ

ばと思っているのですが、私は、東日本大震災

に何度も何度もボランティアで参加をしました。

そこは食事を作るところでありました。初めて

行った時に、キャベツを何十個刻んだかわから

ないぐらい、全国各地からいっぱいいっぱい来

たんです。そういったところに、実は、堀江委

員も山口委員も一日参加をしてくださったこと

は非常に覚えております。

その中で、実は、そういう緊急事態だからと

いうことで、何の計画もなければ見過ごされて

いってしまうんですけれども、たくさん全国か

ら来て、実は、野菜とかをかなり廃棄してしま

うことが往々にあって、それはごみをたくさん

出すということにも、両方つながったんです。

食品ロスもそうですし、ごみを増やしてしまう

ということがあって、こういう事業の中に、や

はり何かあった時のために備えるということを

少しでも県行政の中で頭の中に入れていただい

ていて、我がまちで何かがあった時に、全国か

らそういう食品がいっぱい寄せられた時にどう

あるのか。災害地域においては、そういうちょ

っとした1つ1つのことが、大きく後々のしかか
ることがたくさんあるなということを本当に私、

何回も何回も、大船渡と陸前高田も行きました

し、熊本に行った時も同じように感じた次第で

ございます。どこかでそういったところでのロ

スというものも計画の中に1つでも入っていた
らありがたいなと思いますけれども、いかがで

しょうか。

【赤澤資源循環推進課長】委員ご指摘のとおり、

食品ロスに関しましては、非常に多岐にわたっ

ております。例えば、企業の方から、賞味期限

が切れる寸前で納品が返品になるとか、そうい

うケースもありますし、印字、こういったもの

が間違ったということで返品になるケースもあ

ります。また、備蓄品、こういったものに関し
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て、賞味期限が近くなっているということで、

処理をしたいということになっているというの

もございます。したがいまして、こういった方々

から出てくる食品ロス、食品廃棄物になりそう

なものに関しましては、我々としても、できる

限り廃棄にならないように取組を進めたいと思

っております。

【浅田委員】今日も、たまたま朝からのワイド

ショーで、食品ロスとか、そういったものが取

り上げられていました。どこかで国民全体も、

わかっちゃいるけどというような状況だと思う

んです。それをもっともっと目に見える形と、

やはり先導していく必要性、リーダーシップ、

必要だと思います。最後に、部長、見解があれ

ばお願いします。

【大安県民生活環境部長】今ご指摘がありまし

た食育、また食品ロスの観点、いずれも県民の

皆様それぞれに意識を持っていただく必要があ

ると、そういうふうな中で、そのために我々が

それをどうやっていくかと、そういうふうな啓

発をどうやって浸透させていくかというのが問

われているというふうに思います。

そこにおいては、ご指摘のあった、庁内での

連携を取って、幅広にやれることを考える、も

う一つは、庁外のいろんな事業者の皆様等も含

めて、庁外との関係の中で効果的な施策という、

そういう観点で我々も今、取組は考えていると

ころですけれども、改めて、そういう点で見直

しつつ、効果的な施策というのをさらに検討を

深めて、具体的なそういう啓発につなげていき

たいというふうに考えております。

【坂口委員長】審査の途中ですが、午前中の審

査はこれにてとどめ、午後は1時30分から再開
し、引き続き県民生活環境部関係の審査を行い

ます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ２分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、県民生活環境部関係の審

査を行います。

ほかに、質問はありませんか。

【小林委員】大体議案のところで質問をしたか

ったのですが、脱炭素社会実現推進事業費2億
5,000万円、これは時代の要請であって、これは
必ずやっていただかなければいけないと、こう

思っているわけです。2億5,400万円計上してい
る、その内容については、どうなっていますか。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】こ

の脱炭素社会実現推進事業の内容につきまして

は、第2次長崎県地球温暖化（気候変動）対策
実行計画に基づいて本県の脱炭素対策を進める

ため、省エネ推進として1,393万8,000円、再エ
ネ推進の事業として2億2,029万5,000円、県民
総ぐるみの取組として1,869万2,000円、それと
気候変動適応策の推進として120万9,000円を
計上しております。

このうち主な取組としましては、再エネ推進

における国の交付金を用いた市町が行う住宅等

への太陽光発電設備設置補助事業への支援とし

て2億1,964万7,000円を計上しているものでご
ざいます。

【小林委員】その内容については、今の次長の

説明でよくわかりましたが、この中で、県民総

ぐるみの取組と、これで1,869万円と、こういう
ことが計上されておりますが、その県民総ぐる

みの取組というのは、どういう内容であるか、

お尋ねをします。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】こ
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の県民総ぐるみの取組としましては、県の方に

地球温暖化防止活動センターというものがござ

います。そちらの方に啓発活動費について委託

をしておりまして、その予算となっております。

また、その中で、温暖化防止活動推進員が67名
おりますけれども、その方たちの活動支援費と

して計上させていただいているものです。

【小林委員】その活動センターに委託をして啓

発活動をやってもらうということは、非常に適

切な対応だと思っているけれども、その内容の

啓発をどういうふうにこの活動センターでやっ

ているのか、この辺のところはまた説明をして

ください。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】こ

の活動センターの取組の1つとしましては、そ
の推進員さんたちの育成、それから推進員さん

たちがそれぞれの地域で講習会を開きまして、

約3万人近くの方々に啓発活動を実施していま
す。また、それ以外にも、テレビコマーシャル、

それとユーチューブでの放映等をやって啓発活

動をしているところです。

【小林委員】脱炭素について、啓発活動は非常

に大事だと思うんです。それは本当に大事な取

組。だから、啓発、そういう委託をして、今ま

で3万人ぐらいこういうことで話を聞いてもら
ったり、それなりの対応をしていただいたと。

その成果は、3万人ということで、この1,869万
円というのは、以前と比べてどうなのか。例え

ば、前期は幾らぐらいだったのか、新しい令和

7年度はどうなのかと。去年と比べて、ここの
ところは多少力を入れていただかなければいか

んと思うわけだ。そういう面から見た時に、こ

このところの予算はどういうふうですか。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３５分 休憩 ―

― 午後 １時３５分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開します。

【小林委員】 今の質問は、私が予算のことで、

どれくらい違うのかと、こう言っているけれど

も、やっぱり大事だから、啓発活動は、当然、

予算の面で何か対応していただいているのかな

とざっくばらんに思うわけだよ。だから、そう

いう啓発活動は、3万人といえども、これを5万
人にするとか、もっともっと広げるとか、こう

いう取組をしっかりやってもらいたいという応

援のメッセージだから、そこはひとつ勘違いせ

んごと。

それと同時に、この再エネ推進に国の交付金

を約2億2,000万円充当しているけれども、ここ
のことは太陽光発電設置補助事業と、こういう

ことじゃないかと思うんだけれども、ここのと

ころはまた後で出てくると思うけれども、太陽

光発電はそれなりに効果があっているわけだ。

これは大体どのくらいの件数が今つけて、補助

して2億2,000万円ぐらいになるのか、この辺は
わかりますか。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】こ

の2億1,964万7,000円の効果としましては、今
考えているものとしましては、太陽光発電施設、

令和7年度は18市町に支援することにしており
まして、太陽光発電設備を290件、発電規模は
1,160キロワットの設置を見込んでおります。こ
れによって、年間348トンのCO₂を削減できる
ということで考えております。

【小林委員】 要するに、太陽光発電の設置を

18市町にやっているというようなお話ですよ
ね。だから、例えば、長崎県では県民総ぐるみ

という形で考えていくと、長崎県は、ご案内の
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とおり、21市町があるわけだ。だから、21市町
から18ということで引いてみれば、3市か3市町
かわからんが、これがそこにまだなじまないで

いるのか、これはどういう理由ですか。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】残

りの3市町に関しましては、それぞれに太陽光
発電設備の設置のための事業を組んでおられま

す。松浦市におきましては、同じように環境省

からの補助事業をもらってこられていますし、

また五島市に関しても、先進地域に指定されて

おりますので、そこの事業の費用を使われてい

ると。平戸市は、また独自に環境省の予算を導

入されているということです。

【小林委員】 松浦市、五島市、平戸市、これが

18市町から漏れているというようなことがあ
なたからわかった。今、そういうことで松浦市、

五島市、平戸市は独自で取り組んでいると。こ

ういう交付金が要らないということか。単独で

やっているということか。要するに、再エネに

取り組んでいますよと、脱炭素はしっかりやっ

ていますよと、こういうことで交付金は要らな

いと、こう言っている、そういうことで受け止

めていいのですか。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】こ

の3市町に関しましては、それぞれの市町の方
で計画をつくられて独自に取り組むと、残りの

18市町に関しましては、そういった補助制度と
か、補助をやっていくために人員が少ないとか、

計画を独自に策定しないといけないということ

で、18市町は県の計画に乗るといって、残りの
3市町に関しては独自にやっていくと。合わせ
て一緒にやっていくということになっておりま

す。

【小林委員】そうすると、今の発言を聞いてい

ると、国の交付金を使う場合は、当然それだけ

の条件があるわけだ。県の場合においては、県

は県で単独でやりよるわけだな。それをもって

3市は、いわゆる国の交付金等をいただかない、
そういうことで独自でやっていただいていると。

県民総ぐるみだから、そういう点を考えれば、

要するに、さっき言った2億5,400万円、これは
国からの交付金だということで、県単独じゃな

いわけだから、そういう面では、もう少し働き

かけて、ただ取り組んでいることについては、

あなた方は満足されているというようなことで

いいのか。ただ、我々としては、県民総ぐるみ

でやろうと、こういうことの中で、松浦、五島、

平戸、そういうことを考えていけば、やっぱり

対応を一緒にやってもらう方がいいんじゃない

かと思っているけれども、わかりましたか。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】さ

きに小林委員の方からご質問があった県民総ぐ

るみの取組の予算の分なのですが、令和6年度
が1,796万4,000円で、令和7年度は1,869万
2,000円で、今回、実行計画を見直しをすること
にしておりますので、その分、72万8,000円の
増となっております。

【小林委員】 令和6年度、約1,800万円ぐらい
から、令和7年度の新規で1,869万円と、若干は
増えているというようなことだけれども、県民

総ぐるみの取組というのは、先ほど言ったよう

に、脱炭素は時代の要請であって、こういうこ

とを県でしっかり指導的な立場に立って、国、

県、市町総ぐるみでやってもらいたいと思って

いますから、ぜひこの点は結果は残してもらい

たいと、こういうふうに思いますが、例えば、

国の交付金をいただく場合において、この条件

が何かございますか。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】国

の交付金を受けるための主な条件としましては、
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再エネ施設の導入の場合、計画期間内の導入予

定量が1メガワット以上であること、それと省
エネ設備の場合は、空調機が、従来の空調機よ

りも30％以上のCO₂削減効果が得られること
としてあります。

【小林委員】私が過去においてこの委員会に所

属して、当然、脱炭素については意見の交換を

したのですが、国の交付金というのは、大体こ

の令和5年度から令和10年度にかけて、そうい
うことで10億円ぐらいの交付金をいただいて
いると、こういうことで再エネ、省エネ、こう

いうことにこの10億円を一つのベースにしな
がら取り組んでいると、こういうことでやって

いただいているわけです。

それで、さっきの話の続きになるけれども、

市町への補助事業によるところの太陽光発電設

置補助事業、これはとても大事なことで、今18
市町ということが明らかになっているけれども、

あと3市でも、松浦、平戸、五島、しっかりや
っていただいていると、こういうことになって

いるわけだ。

それで、さっき出たように、太陽光発電の設

備が何件ぐらいで、これがトータルが1,160キロ
ワットぐらいと、こういうことの説明がさっき

あった。これが年間で348トンと、こういうよ
うな話が、あなた方はキロとかトンでどんどん

出てくるわけだけれども、我々としては、こう

いう太陽光発電の設備をどれくらいの件数でや

っているのか、これがどういうふうに効果あら

しめているかと、こういうことを重ねてお尋ね

をしたいと思います。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】一

般家庭用の太陽光発電施設の設置機数を見ます

と、令和23年6月に設置された分で、太陽光発
電施設が増加した分を見ますと、大体年間に

1,858件ぐらい設置をされております。今回、
290件、約300件を追加するということで、その
6分の1を対応するような形になっております。
【小林委員】 年間1,800件以上やっていると。
先ほど、この金額では290件ということで、そ
の1,800件以上と290件のその違いは何ですか。
【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】残

りの1,500件につきましては、この交付金を使っ
た太陽光発電施設はFIT売電ができませんので、
FIT売電を行いたい方は、FITを用いる国の補助
金がまた別にありますので、それを使って設置

されるということになります。

【小林委員】国の交付金を使ってそういう太陽

光発電の設置をした場合に、電気が余ったとい

うことで、これは売電はできないと。県からの

やつとか、市町独自でやる分については、それ

は売電ができると、こういう意味で捉えていい

のですか。確認。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】国

の交付金を活用している分ではFIT売電はでき
ません。うちが各18市町の方にこの交付金を分
配して、市町が設置される方に補助をするとい

う形になっておりますので、それは大本が国庫

交付金になりますから、FIT売電はできないと
いうことになります。

【小林委員】よくわかりました。交付金を使っ

て売電はできないと、今日はあなたのおかげで

非常にいい勉強をさせてもらいました。

そうなってくると、例えば、年間348トンと
かこういうことを言っているけれども、こうい

う太陽光発電を設置して、大体1軒については
何キロぐらいが再エネという形で考えていいの

か、それはどうですか。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】先

ほど説明しましたように、年間348トンのCO₂
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削減と。そうしたら、太陽光発電設備が290件
でございますので、年間に約1トン強削減がで
きるということになって……。

【小林委員】 1トンは何キロか。
【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】 1
トンは1,000キログラムです。
【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 １時４９分 休憩 ―

― 午後 １時５０分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開します。

【小林委員】さっきから言っているように、県

が独自で脱炭素の取組、そういうことは例えば

どういうことをやっているのか。公用車のEV、
そういうものをつけてみたりとかやっているよ

うなことも聞いたことがあるけれども、その点

はどうですか。県独自は。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】こ

の国の交付金以外に、県の費用を用いまして取

り組むものとして、まず県有施設への電気自動

車の充電設備に係る案内板の誘導表示というも

のを行う、また公用車の方に電気自動車を2台、
これは県北保健所と佐世保のこども・女性・障

害者支援センターの方にそれぞれ1台ずつ導入
しようということで考えております。

また、知事も宣伝をしており、月ごとに、さ

らに環境配慮のテーマ、ゼロカーボンアクショ

ン12というものをユーチューブの方で流して
いますけれども、そういったものの普及啓発に

係る事業、それと先ほども申しましたように、

今回、第2次長崎県地球温暖化（気候変動）対
策実行計画の見直し、そして環境保健研究セン

ターに設置している気候変動適応センターによ

る適応策の情報発信というものをやっていくよ

うにしております。

【小林委員】 そうすると、第2次長崎県地球温
暖化対策実行計画の見直し、こういうことにつ

いては、これはどう取り組むのですか。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】県

では、「地球温暖化対策推進法」に基づく地方

公共団体の実行計画としまして、第2次長崎県
地球温暖化（気候変動）対策実行計画を策定し

て、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度
比45.2％削減という目標を設定して、今、計画
を進めているところですが、本計画の期間が令

和3年から12年度までの10年間、令和7年度は中
間年度に当たり、今般、国が2月18日に改定し
た地球温暖化対策計画、それから社会情勢の変

化を踏まえて、この計画を見直すこととしてお

ります。今後は、県議会や県民の皆様のご意見

をお聞きしながら、令和7年度中の策定を目指
していこうというふうに考えております。

【小林委員】 これは第2次だけれども、気候変
動、地球温暖化ということは、当然これから進

んでいくと思うんです。だから、時の情勢とか

かれこれ考えてみる時に、この計画は何年ごと

に変えていこうと考えているのですか。

【吉原県民生活環境部次長兼地域環境課長】改

定時期については、今のところ、まだ定めてお

りません。

【小林委員】この見直しというのは、今定めて

いないけれども、今言うように、社会情勢が変

わってくるわけだ。当然のところが、第1次か
ら第2次、変わっているわけだ。当然、見直し
をせざるを得ないわけよ。だから、第3次はい
つやるかということはわからんでも、大体何年

間スパンでこういう事業計画を見直していかな

ければいかんということは大事なこと。だから、

そういう取組を当然時期が来たら考えていただ

かなければいかんというようなことになろうか
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ということで、5年スパンでやるのか、10年ス
パンでやるのか、こんなことは我々としては関

心事で、さっきから言っているように、もう脱

炭素ということは絶対にこれは避けて通ること

ができないと。こういう気候変動という状態の

中であらゆる問題が出てきているわけだよ。こ

れは全体の大きなことについては産業労働部が

やってくれているけれども、ここの場合は、個

人、家庭とか、そういうところがもうちょっと

小さいサークルで対応せざるを得ない。特に家

庭、県民一人ひとりというような対応があなた

方の所管になっていくんじゃないかと思います。

だけれども、とても大事なことでありますから、

そういう意識を高めるということ、総ぐるみで

取り組んでいくよと、こういうことについては、

これからも県主導でぜひともやっていただきた

いと、こういうことをお願いして、終わりたい

と思います。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

県民生活環境部関係の審査結果について、整理

したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時５６分 休憩 ―

― 午後 １時５６分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、県民生活環境部関係の審

査を終了いたします。

引き続き、交通局関係の審査を行います。

しばらく休憩し、14時10分から委員会を再開
いたします。

― 午後 １時５６分 休憩 ―

― 午後 ２時 ８分 再開 ―

【坂口委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、交通局関係の審査を行います。

分科会審査に入ります前に、委員の皆様にお

諮りいたします。

本日、審査を行う第14号議案「令和7年度長
崎県交通事業会計予算」及び委員会付託議案で

ある第17号議案「職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例」のうち関係部分は、関連

があることから、まず、予算議案及び第17号議
案のうち関係部分について説明を受け、一括し

て質疑を行い、その後、予算議案についての討

論・採決を行うことといたします。

そして、委員会再開後、第17号議案のうち関
係部分について、討論・採決を行うこととした

いと存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】それでは、そのように進めさせ

ていただきます。

【坂口分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

交通局長より、予算議案及び第17号議案のう
ち関係部分について説明を求めます。

【太田交通局長】 よろしくお願いいたします。

観光生活建設分科会関係議案説明資料の2ペ
ージをご覧ください。

交通局関係の議案につきましてご説明いたし

ます。

今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第14号議案「令和7年度長崎県交通事業会
計予算」、第59号議案「令和6年度長崎県交通
事業会計補正予算（第1号）」であります。
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はじめに、第14号議案「令和7年度長崎県交
通事業会計予算」につきまして、ご説明いたし

ます。

少し飛びまして、交通局の経営状況は、コロ

ナ禍の影響を大きく受け、また、コロナ禍後に

おいても全国的な運転士不足や燃料費の高騰な

ど厳しい状況にありますが、経営計画に基づき、

長崎自動車株式会社（長崎バス）との共同経営

方式での路線バス再編を実施するとともに、子

会社である長崎県央バス株式会社の統合や営業

所の再編、各種経費の見直しなどを行い、経営

の健全性の維持に努めております。

令和7年度の収益的収支においては、貸切バ
スの運賃改定の効果が見込める一方で、人件費

や燃料費などの増大があり、また車両更新を進

めることによる減価償却費の増など、費用が大

幅に増加することから、税抜収支で200万円の
黒字としております。

また、資本的収支においては、建設改良費に

ついて、コロナ禍において見合わせていた車両

更新を本格的に再開するため、新車バス購入な

どとして12億5,100万円を、企業債償還金につ
いて、コロナ禍で生じた特別減収対策企業債の

借換えを含み15億3,300万円を、計上しており
ます。

3ページから5ページに記載されております
業務の予定量、収益的収入及び支出､4ページに
行きまして、資本的収入及び支出につきまして

は、記載のとおりでございます。

5ページの債務負担行為につきましては、記
載のとおりでございます。

6ページをお願いいたします。
第59号議案「令和6年度長崎県交通事業会計

補正予算（第1号）」につきましてご説明いた
します。

収益的収入及び支出の補正につきましては、

記載のとおりでございます。

6ページの一番下になりますけれども、最後
に、令和6年度補正予算の専決処分につきまし
て、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

令和6年度の予算につきましては、年間の執
行額の確定に伴い、整理を要するものが予想さ

れます。これらの最終的な整理を行うため、3
月末をもって令和6年度予算の補正を専決処分
により措置させていただきたいと考えておりま

すので、ご了承を賜りますようお願いいたしま

す。

続きまして、観光生活建設委員会関係議案説

明資料の2ページをご覧ください。
交通局関係の議案につきましてご説明いたし

ます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第17号議案「職員の給与に関する条例等の一部
を改正する条例」のうち関係部分であります。

この条例は、人事委員会の令和6年10月4日付
けの「職員の給与等に関する報告及び勧告」、

並びに、国家公務員の給与の取扱いの状況等を

踏まえ、扶養手当の見直しなど、交通局職員の

給与について所要の改正をしようとするもので

あります。

以上をもちまして交通局関係の説明を終わり

ます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂口分科会長】次に、管理部長より補足説明

を求めます。

【岩﨑管理部長】 それでは、私の方から、令和

7年度当初予算案及び令和6年度2月補正予算案
について、補足で説明させていただきます。

お配りしております分科会の補足説明資料を
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ご覧いただければと思います。

資料の1ページでございます。
初めに、令和7年度当初予算案についてでご

ざいます。

まず、収益的収支について、一番上の事業収

益（A）欄でございますが、これが56億3,400
万円となっております。これに対しまして、中

ほどの事業費用（B）が55億2,700万円となって
おりまして、一番下の消費税抜き収支、これが

当年度純損益ですが、200万円の黒字として計
上しております。

そして、令和6年度の当初予算との比較も含
めまして、まず上段の運輸収入でございますが、

こちらは乗合事業、高速事業、貸切事業の3つ
に分かれております。

まず、乗合収入は、令和7年度、32億6,200万
円で、こちらは空港リムジンバスの利用者の増

などを見込んでおり、昨年度当初予算に比べて、

増減額のところですけれども、3,400万円の増加
を見込んでいるという状況でございます。

続きまして、その下、高速収入でございます。

こちらは2億7,300万円。各路線におきまして利
用者が増加をしているという状況を踏まえて、

対前年度比でいきますと、プラス5,700万円の増
を見込んでおります。

続きまして、貸切収入であります。こちらは

7億6,400万円で、令和6年1月に実施をいたしま
した運賃改定の効果、あるいは観光需要の回復

等を背景といたしまして、前年度に比べて9,500
万円の増加を見込んでおります。

次に、その下の運輸雑入でございますが、こ

ちらは運輸雑入といいますのは、ガイド料であ

るとか、施設使用料などで構成をしておりまし

て、令和7年度、3億1,700万円で、こちらはガ
イド料の減などもありまして、対前年度比1,600

万円の減を見込んでおります。

続きまして、営業外収益でございます。こち

らは10億1,800万円で、主に、赤字路線の収支
不足に対する補助金の増加に伴いまして、前年

度に比べて9,900万円の増加を見込んでおりま
す。

続きまして、費用でございます。

B欄の下をご覧いただきますと、営業費用が
53億400万円で、前年度に比べまして2億4,300
万円の増となっております。

その内訳でございますが、人件費が32億
3,100万円、こちらが前年度比1億100万円の増
となっております。これは主に、給与改定によ

る処遇改善を実施したことによるものでありま

す。

続きまして、その下の物件費は9億2,400万円
で、前年度に比べて7,800万円の増となっており
ます。主な内訳としましては、右の理由の欄に

書いておりますが、長引く物価高騰に伴いまし

て、軽油費がプラス4,900万円、バス部品費がプ
ラス2,500万円というふうに見込んでおります。
その下の経費でございます。こちらは11億

4,900万円で、前年度に比べまして6,400万円の
増となっております。こちらはコロナ禍におい

て抑制をしておりましたバス車両の更新を再開

したことによりまして、減価償却費がプラス

5,300万円の増となっているものでございます。
その下の営業外費用1億8,900万円で、5,900

万円の減となっておりますが、こちらは支払消

費税の減などによるものであります。

その下、特別損失は3,400万円としておりまし
て、これは旧公舎の解体に伴う費用の増でござ

います。

収益的収支は以上になりますけれども、令和

7年度全体でいきますと、昨今の運輸収入の回
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復状況を踏まえまして、一定の増収を想定して

おります。また、費用面では、人件費、軽油費

の増加はあるものの、可能な限り節減に努めて

収支均衡を図っていくというふうにしておりま

す。

続きまして、2ページをご覧いただければと
思います。

投資関係の収支、資本的収支でございます。

資本的収入は24億500万円で、主に、建設改
良費や起債の借換えによる企業債の増によりま

して、前年度に比べて17億3,900万円の増を見
込んでおります。

起債の借換えにつきましては、償還期間が5
年を超える起債につきましては5年ごとに借換
えを行うというものでございまして、今回の内

容は、令和2年度に借り入れました特別減収対
策企業債の10億円を借り換えるものでござい
ます。

なお、資本的支出の企業債償還金の欄につい

ても、借換えによる増として、同額の9億1,500
万円が増加をしているということでございます。

続きまして、資本的支出につきましては29億
8,700万円で、前年度に比べて20億800万円の増
を見込んでおります。

主な内訳としましては、建設改良費が12億
5,100万円、こちらは老朽化しておりますバス車
両の更新に要する経費ということで、右の理由

の欄に書いておりますが、今回、新車20両、中
古車15両を見込んでいるということでござい
ます。その下、建設費につきましては、矢上営

業所の整備費用などで1億7,300万円の増を見
込んでいるという状況でございます。

続きまして、2番の交通事業会計への補助金
等の概要について、ご説明をいたします。

上段①、こちらが国や県の制度によりまして、

公営、民営を問わずにバス事業者に対して交付

される補助金、あるいは不採算路線に対する関

係市からの補助金ということでございます。合

計で、令和7年度は6億7,900万円となっており
まして、昨年度に比べて1億300万円の増加を見
込んでおります。

次に、その下、一般会計からの繰入金でござ

います。こちらは国が定める繰出基準に基づく

もので、国から交付税措置がなされているもの

であります。令和7年度は、合計で2億3,900万
円を見込んでおりまして、前年度に比べて1,500
万円の減となっております。

続きまして、3ページの令和6年度2月補正予
算案をご覧いただければと思います。

上段の事業収益（A）でございますが、こちら
は運輸収入あるいは補助金の実績見込み増など

によりまして2億3,500万円の増加を見込んで
おります。

そのうち、中ほどの特別利益につきましては、

こちらは令和6年3月末に解散をして、今年度か
ら交通局に統合しております長崎県央バス、こ

ちらの決算、そして精算が完了したということ

に伴いまして、県央バス職員分の退職給付引当

の額が確定しましたので、交通局に対して、同

額の現金とともに債務の引き受けを行うもので

ございます。ですので、特別利益と特別損失に、

この同額が計上されるという状況でございます。

一方、事業費用（B）でございますが、職員
の処遇改善、物価高騰の影響によりまして、人

件費そして各種経費が増加をしますことから、

2億5,400万円の増を見込んでいるという状況
でございます。

この結果、2月補正後予算の収支ですが、一
番下の税抜収支のところで、2,300万円の黒字を
見込んでいるという状況でございます。
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以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【坂口分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び第17号議案のうち関
係部分に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 まず、第17号議案について、質
問いたします。

これは横長委員会資料の2ページなんですけ
れども、給与の改定ということで、それに伴う

条例改正なんですけれども、（2）の扶養手当
なんですが、これは平たく言いますと、配偶者

への扶養手当は廃止となるけれども、一方で、

子どもへの扶養手当は増額ということでいいん

ですか。

【岩﨑管理部長】委員おっしゃるとおりでござ

います。配偶者に係るものについては、令和8
年度までに段階的に廃止と、一方、子1人当た
りにつきましては、金額を増加しながら対応し

ていくという制度改正でございます。

【堀江委員】それぞれの対象者がわかりますか。

【岩﨑管理部長】あくまで現時点の試算という

形になりますけれども、今回の扶養手当の見直

し、対象者が、子の増額で扶養手当が増額され

る方につきまして98名、一方、配偶者の手当が
廃止になることによる減額される方が117名と
いうことで想定をしております。

【堀江委員】その上で、それぞれの増減の金額

も、今の段階でわかりますか。

【岩﨑管理部長】申し訳ありません、それぞれ

の金額については手元にないんですけれども、

全体の増減の合計が76万円の減ということで、
概ね均衡しているんじゃないかというふうに考

えております。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第14号議案の「令和7年度長崎県
交通事業会計予算」につきましては、第17号議
案が職員を分断する扶養手当の改定ということ

で、私は、反対をいたします。したがいまして、

第17号議案の予算対応となる第14号議案につ
いては、反対といたします。

【坂口分科会長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】ほかに討論がないようですの

で、これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する、質疑・討論が終了しまし

たので、採決を行います。

まず、第14号議案について、採決を行います。
第14号議案は、原案のとおり可決することに、
賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【坂口分科会長】 起立多数。

よって、第14号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、第59号議案について採決いたします。
第59号議案は、原案のとおり、可決すること
にご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第59号議案は、原案のとおり、可決
すべきものと決定されました。

【坂口委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案に対する説明につきましては、分科会に
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おいて終了しておりますので、まず、交通局長

より、所管事項の説明を求めます。

【太田交通局長】観光生活建設委員会関係議案

説明資料の2ページをご覧ください。
中ほどになりますけれども、交通局の議案以

外の主な所管事項につきまして、ご説明いたし

ます。

（経営状況について）

交通局においては、令和5年2月に策定した経
営計画後期5か年行動計画に基づき、コロナ禍
後の運営を行っており、令和6年4月には、共同
経営方式による路線バスの再編や子会社である

長崎県央バス株式会社の統合、営業所の再編を

実施するなど、経営改善策の着実な実施に努め

ております。

令和6年度第3四半期までの経営状況は、営業
収益において、乗合バス及び県外高速バスが堅

調に推移しており、また、貸切バスが令和6年1
月に実施した運賃改定の効果等により増収とな

っており、前年度同期と比べ2億2,000万円の増
収となりました。

営業費用については、職員の処遇改善などに

伴う人件費の増や、バス車両の更新に伴う減価

償却費の増などから、前年度同期に比べ、2億
円の増加となりました。

この結果、第3四半期までの営業収支（税込）
は、前年度から2,000万円改善し、1億円の赤字
となりました。また、営業外収支を含めました、

これは訂正をお願いします、含めた経常収支に

おいては、200万円の黒字となっております。
今年度の事業収支（税込）については、黒字

を見込んでおりますが、支払消費税の増などか

ら、前年度の実績を下回る見通しとなっており

ます。

追加2をご覧いただきたいと思います。

今後は、軽油費等の物価高騰への対応やコロ

ナ禍で抑制していたバス車両の更新、バス運転

士の確保に向けた給与等の処遇改善などの諸課

題に継続して取り組んでいく必要があることか

ら、交通局としましては、輸送の安全と経営の

健全性を確保しつつ、将来にわたり地域生活路

線の維持を図っていくため、さらなる経営努力

を重ねるとともに、他の事業者の動向等に留意

しながら、乗合バスの運賃改定についても実施

に向けて検討してまいります。

元に戻っていただきたいと思います。

（乗合バスの利用促進に向けた取組について）

交通局では、バス利用者の利便性向上を図る

ため、路線バスの運行状況をリアルタイムで確

認できる「スマートバス停」の整備や、バスロ

ケーションシステム「県営バスナビ」の運用を

行っております。これらにより、お客様の待ち

時間の不安解消のほか、台風や積雪時における

情報発信の強化にも資するものと考えておりま

す。

「スマートバス停」については、令和5年2月
に長崎空港のりばや長崎市の矢上バス停に設置

しており、また、新たに長崎市の本原一丁目バ

ス停に整備を行いましたが、冬季の積雪等によ

るダイヤの乱れが予想される状況を踏まえ、急

遽予定を繰り上げて今年2月3日から供用を開
始したところ、その後数日間続いた積雪時にお

いて、バスの運行状況に関する情報を多くのお

客様に提供することができたものと考えており

ます。

今後も、お客様に快適にバスをご利用いただ

けるよう、一層の利便性向上とバスの利用促進

に努めてまいります。

追加1をご覧ください。
（高速バスの運賃の見直し及びダイヤ変更につ
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いて）

交通局においては、4社局で共同運行を行っ
ている高速バス大分線について、平成5年の運
行開始以降、消費税転嫁に伴う改定を除き運賃

の見直しは行っておりませんでしたが、利用が

コロナ禍前の水準に至っていないことや物価高

騰の影響等から、本年4月1日から運賃を見直す
こととしました。長崎～大分間が5,430円となり、
概ね15％程度の値上げとなりますが、利用の多
い区間に「WEB割引運賃」を新たに設定し、利
用の向上を図りたいと考えております。

併せて、大分市中心部の大分駅に近接する「要

町バス停」を停車地として新設することで利便

性向上を図ることとしており、更なる増収増客

に努めてまいります。

また、高速バス熊本線については、利用を促

進するために、この4月1日から運行時間帯の拡
大や運行間隔の平準化を図るダイヤ変更を実施

することとしております。

今後も共同運行会社と連携・協力しながら、

利用促進等に取り組んでまいります。

元に戻っていただきたいと思います。

（貸切バスの状況について）

貸切バスについては、令和6年4月に、これま
で5営業所に分散していた貸切バスを、需要が
多い長崎、諫早、福岡の3営業所に貸切バスに
従事する職員とバスを集約することで、修学旅

行等の観光バスの受注に適切に対応していくこ

ととしました。また、令和6年1月には、国の貸
切バス基準運賃に沿って運賃改訂を行い、収入

確保を目指しております。

令和6年度において、修学旅行の利用台数は
秋の観光シーズンに集中し、運転士不足の影響

から前年度の8割にとどまっており、一方で、
クルーズ船の利用台数が、クルーズ船の寄港が

年間を通して増加したことから、前年度に比べ

8割程度増加する見込みとなっております。令
和7年度も、今年度以上にクルーズ船の寄港が
予想されており、引き続き修学旅行等に適切に

対応しつつ、こうしたクルーズ船の需要も積極

的に取り込んでまいります。

また、閑散期においては、貸切バスを活用し

た周遊観光の募集ツアー「ぶらりん」を令和4
年度から企画・運行しており、令和6年度は、
土木部や県央振興局、県観光連盟等と連携しな

がら、県内各地域の観光やインフラツアー等を

企画し、約160名の方にご利用いただいたとこ
ろであります。今後も関係機関と連携したツア

ー造成を行い、本県の観光振興に寄与してまい

ります。

（バス運転士の確保について）

バス運転士の不足が社会的な課題として顕在

化する中、交通局においても、バス運転士が高

齢層に多数が集中しており、また、その欠員が

なかなか解消できないことなど、運転士確保は

喫緊の課題となっております。

このため、交通局では、給与改定の実施のほ

か、令和6年4月から、嘱託運転士制度を改め採
用後は正規職員として任用を行うなどの処遇改

善を図るとともに、新たに新高卒者を採用し運

転士として養成する制度を設けるなど、人材確

保対策に取り組んでおります。

また、バス運転士の仕事を身近に感じていた

だき、運転士確保につなげていくことを目的と

して、去る12月21日に、交通局単独としては2
回目となるバス運転体験会を大村市において開

催し、応募された中から8名の方に実際にバス
を運転していただくとともに、1月25日には、
福岡市で開催されたバス運転士専門の合同企業

説明会「どらなびEXPO」に出展し、来場した
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皆様に対して採用案内等を行ったところであり

ます。

今後とも、経営状況を踏まえつつ、可能な限

り処遇改善等を図ることや、必要なバス運転士

確保策を講じていくことで、地域生活路線の維

持に努めていきたいと考えております。

（大村バスターミナルの再整備について）

大村バスターミナルビルについては、老朽化

が進み耐震性にも課題があることから、交通局

を含めた建物の区分所有者において協議を重ね、

令和2年10月に、各区分所有者の費用負担を極
力抑える手法として、市街地再開発事業による

再整備を進める方針を決定しております。

その後、地権者である交通局や大村市、建物

の区分所有者である大村商工会議所等が連携し

て周辺地権者など関係者との調整を行い、一定

協議が整ったことから、令和5年7月に、大村バ
スターミナル地区市街地再開発準備組合が設立

されました。

現在は、再開発準備組合において、都市計画

決定に向けた事業計画の検討等が行われている

ところでありますが、交通局としても、大村バ

スターミナルはJR大村駅と隣接し大村市内の
生活路線等を運行するうえで不可欠な交通拠点

であると認識しており、今回の再開発事業の中

で、必要なバスターミナル機能を確保してまい

りたいと考えております。

引き続き、大村市をはじめ関係機関と連携し

ながら、再開発事業が円滑に進むように努めて

まいります。

以上を持ちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

議案に対する質疑につきましては、分科会に

おいて終了しておりますので、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第17号議案「職員の給与に関す
る条例等の一部を改正する条例」のうち関係部

分につきましては、職員を分断するような扶養

手当の改正だとの現場の声をいただきました。

若い世代には、子どもの扶養手当増加はいいこ

とかもしれませんが、一方で、子どもが育った

後の将来も長く働けるだろうかと不安も出てく

るのではとの現場の声をいただいています。子

育てが終わった世代は配偶者の手当の廃止です

から、労働意欲の減退にもつながっていくとの

現場の声をいただいております。

以上のことから、第17号議案については反対
とさせていただきます。

【坂口委員長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第17号議案のうち関係部分について、採決い
たします。

第17号議案のうち関係部分は、原案のとおり
可決することに賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【坂口委員長】 起立多数。

よって、第17号議案のうち関係部分は、原案
のとおり可決すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【岩﨑管理部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関
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する決議」に基づき本委員会に提出いたしまし

た交通局関係の資料について、ご説明いたしま

す。

1,000万円以上の契約案件については、資料の
2ページ目に記載のとおり、昨年11月から本年1
月までの実績は、計1件となっております。
以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【坂口委員長】 以上で、説明が終わりました。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【冨岡委員】先ほどもご説明のインタンク軽油

購入のこちらの内容と、そして随意契約とされ

ていることの理由をお聞かせいただけたらと思

います。

【岩﨑管理部長】こちらはインタンクといいま

すのは、各営業所に設置をしております軽油を

保管しておきます地下タンクでございまして、

そちらをインタンクということで呼んでおりま

す。

こちらは交通局の主な軽油の購入ということ

でご理解いただければと思うんですけれども、

こちらが随意契約になった理由でございますが、

先般、入札を行いまして、落札者がなかったこ

とから、その入札に参加された方のうち、最低

の額を出された方と随意契約を結んでいるとい

うものでございます。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。

【小林委員】 まず、乗合バスの運賃改定、これ

が非常に話題となっております。我々としても、

大変大事な問題として受け止め、これは真剣に

検討しなければならないことではないかと、こ

ういうふうな感覚を持っているところでござい

ます。

県営バスについては、本当にコロナで相当経

営が悪化したと、こういうことはよく存じてい

るところでございます。よう生き残った、そん

な感じがするわけです。そこを乗り越えて、そ

ういう運賃改定のことが取り沙汰される中にお

いて、今日の経営状況、コロナを乗り越えて、

今はどういうふうになっているのか、この辺の

ところを率直に聞きたいと思いますから、お尋

ねします。

【岩﨑管理部長】現在の交通局の経営状況とい

うことでございます。委員ご指摘のとおり、コ

ロナ禍によりまして、交通局の収支につきまし

ては大きなダメージを受けたということでござ

います。こちらはコロナ禍の中で大幅に輸送人

員が減少をいたしておりまして、収支につきま

しても、令和2年度は6億円の赤字、翌令和3年
度は3.7億円の赤字ということで、コロナ禍の非
常に厳しい経営状況の中で赤字を計上していた

ということでございます。

そうした中、令和5年の2月に中期経営計画を
見直しをいたしまして、こちらは共同経営方式

によります路線の再編でありますとか、車両更

新等の投資の抑制、あるいは資産の有効活用な

どを掲げて、こちらに取り組んでまいりました。

そうした中、コロナ禍からの運輸収入の回復

もございまして、令和4年度の決算収支につき
ましては約4.5億円の黒字、令和5年度につきま
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しても約3.4億円の黒字というものを確保して
おります。そして、今年度、2月補正予算を出
させていただいていますけれども、今年度も黒

字を確保できるのではないかということで考え

ております。

【小林委員】今の説明にあっては、やっぱりコ

ロナで令和2年と令和3年合わせて約10億円近
くの赤字を出したと。こういう大変な状況の中

で、長崎バスとの共同経営とか、そういう新し

い対応をやってきてもらった。そういう成果が

徐々に出てきていると、こういう状況の中で、

今の説明では、令和4年が4.5億円、あるいは令
和5年が3.4億円と、これが黒字に変わったとい
うことで、大変結構なことだと思っているわけ

です。そうしますと、確かにコロナで大分大変

ではあったが、それを乗り越えて、あらゆる経

営の努力をしてやったおかげで、こういう結果

が出て、いい結果が出てくるような大分改善を

されているというような感じです。

【坂口委員長】審査の途中でありますが、本日

3月11日は、東北地方を中心に未曽有の被害を
もたらした東日本大震災の発生から14年とな
ります。

これより、震災により犠牲となられた全ての

方々に対し哀悼の意を表すべく、黙禱を捧げた

いと思います。皆様、ご起立をお願いいたしま

す。

〔黙禱〕

【坂口委員長】黙禱を終わります。ありがとう

ございました。

小林委員、引き続き、お願いします。

【小林委員】 今、途中でしたが、大分改善をし

てきたと。そういう中で、なぜ運賃改定が必要

になってくるのかというようなところでお尋ね

をしたいと思います。

【柿原乗合事業部長】確かに先ほど管理部長の

方から説明いたしましたとおり、昨今、経営改

善の取組によりまして、経営状況というのは一

定改善をしてきているところでございます。し

かしながら、一方で、バス事業を取り巻く環境

というのが非常に厳しい状況がございまして、

例えば、軽油費等の物価高騰の対応であるとか、

あと先ほど、コロナ禍で投資を抑制していたと

いうことで、車両更新を抑制させていただいて

おります。そうしますと、老朽化が進んだ車両

の更新というのも今後取り組んでいかなければ

ならないということもございます。また、これ

は全国的な問題になっておりますけれども、バ

ス運転士の確保というのが喫緊の課題になって

おりますので、こうしたところに処遇改善の必

要性、やはりこうした様々な課題への対応とい

うのが今後必要となってくるものと考えており

ます。

こうした中、今後も地域生活路線をしっかり

守っていくためには、さらなる経営努力を重ね

るとともにではありますけれども、やはり運賃

についても改定を検討させていただきまして、

ご利用のお客様にも相応のご負担をお願いしな

いといけないだろうというふうに考えた次第で

ございます。

【小林委員】県営バスの果たしている役割、特

に長崎市、諫早市、大村市と、こういう状況の

中で、生活路線として大変重要に位置づけて、

県営バスの経営が安定していただきたいと、こ

れは私は心から願っているわけです。経営が安

定しないと、県営バスといえどもサービス業だ

から、お客様に安全・安心を届けなければいけ

ないと。そのためには、あらゆる努力、あらゆ

ることをやっていかなくちゃいかんけれども、

特に運転士の確保、これが巷間伝えられている
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ように、なかなか集まらないと。こういうこと

を考えていけば、例えば私がやっているところ

の介護なんかも同じだけれども、相当な処遇改

善をやらなければ人は集まってこないと、こう

いうある意味での世の中というか、こういう動

きになってきているわけだよ。だから、最近の

物価高騰、いろんな状況を見ても、大変である

ことは間違いがないが、生活路線をしっかり守

る、しかも、安定的なサービス、こういうよう

なことを考えていけば、どうしてもやっぱり検

討せざるを得ないと、こう考えるわけです。

そこで、現在の運転士の確保についてはどう

いうふうになっているか、お尋ねします。

【岩﨑管理部長】バス運転士の確保につきまし

ては、全国的な課題ということでございまして、

交通局におきましては、先ほど委員おっしゃら

れました処遇の改善、こちらにも令和4年度か
ら継続して力を入れておりますし、切れ目のな

い採用試験を実施するということで、運転士の

確保に努力をしているところでございます。

そうした中、今年度につきましては、36名の
採用を行っていると。昨年度が12名でしたので、
こちらについては一定改善が見られるというこ

とでございます。

一方、必要な運転士の数に不足する数、こち

らは欠員と呼んでおりますが、3月1日時点でも
11人の欠員があるということで、いずれにして
も、引き続き、運転士の確保については、しっ

かりやっていかないといけないというふうに考

えております。

【小林委員】 今、運転士の確保について、現時

点で11名の欠員が生じていると。これは何で集
まらないのかと、やっぱり反省してもらわない

といかん。処遇改善がどこまで徹底しているの

かと。処遇改善というのは、今度いろいろ改定

があったけれども、議案で出ておったけれども、

やっぱり福利厚生等、相当高くなってきている

わけだ。だから、総支給額は上がっても、手取

りがどうなのかということが本当に処遇改善に

つながっているかと。例えば、10万円ぐらいは
簡単に税金と福利厚生で、しかも、福利厚生は

経営とその個人との折半だから、なかなか給料

が、相当出さないと人は集まらないと言うんだ

よ。だから、運転士さんも、これは技術者、県

営バスにとっては大事な資質だよ。だから、そ

ういう点から考えても、今後しっかり対応して

いかなくちゃいかんけれども、さっきから私が

強調しているように、県営バスは最高にサービ

スが安定をしていると、こういうような状況に

なっていくためにはバスの、今、県営バスは、

乗ってみたら、あまり上等じゃないな。大分老

朽化しているというか、乗り心地があまりよく

ないような感じがする。だから、そういう点に

おいては、バスの更新というか、こういうもの

をやっていかなければいけない。

バスの更新については、大体どれくらいで一

回ぐらい更新をしようとしているのか、それは

どうですか。

【柿原乗合事業部長】路線バスの件で申し上げ

ます。路線バスの更新基準でございますけれど

も、車齢は、導入してからの年齢というふうに

考えていただければと思います。車齢25年をめ
どに更新を行うように、一定の基準ということ

で進めているところでございますけれども、コ

ロナ禍において投資を抑制したということもご

ざいまして、近年では、平均の車齢というのが

上昇している状況にございます。ちなみに、車

齢が20年を超える車両の割合というものを出
しますと、10年前の平成27年には32台、9.5％
だったところが、今年度では162台、53.5％と
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なっております。したがいまして、平均車齢と

いうものも上がっておりまして、平成27年が
14.7年だったものが、今年度が19.5年となって
おりまして、今後、多くの車両に更新にしっか

り取り組んでいく必要があると考えております。

【小林委員】バスの更新時期は、乗合バスで大

体20年と、大体平均して19.7年と、こういう話
が出て、今まさに時期が来ていると、こう感じ

るわけです。事故をしっかり避けなくちゃいか

んと。サービス、それから事故の撲滅、いい運

転士、いろいろ考えていけば、かなりの必要な

経費、そこは出てくるわけだよ。事故やっても

構わんよとか、乗り心地が最悪でも構わんよと

か、そういうようなことでは経営が安定をして

いかないと、お客さん離れが出てくると。そう

いう点から考えていけば、今この時期に、本当

にしっかり対応してもらいたいと思っているわ

けです。

そういうことから考えて、運賃改定は、ある

意味では、やむを得ないのではないかというよ

うな考え方を持つけれども、他県とか、あるい

は県内の交通事業者はどういう対応をされてい

るか、その辺の具体的なことを聞きたいと思い

ます。

【柿原乗合事業部長】他の事業者の運賃改定の

状況でございますが、ほかのバス事業者も同じ

ような状況にあるものと思われます。したがい

まして、特に、令和5年度以降になりますけれ
ども、県内外で多くの事業者が運賃改定を実施

しているところがございます。

九州各県で申し上げますと、乗合バス事業者

のうち、30両以上、一定の規模を持つ事業者が
合計30社ございますけれども、約3分の2の20
社は、コロナ禍以降にもう既に運賃改定を実施

済みでございます。県内では、昨年になります

けれども、西肥バスさんが実施をいたしており

まして、バスではございませんが、鉄軌道とな

りますけれども、JR九州さんと長崎電気軌道さ
んが今年4月からまた実施予定ということで伺
っております。

【小林委員】 今、例えば具体的に、県内事業者

で西肥バスさん、そういうところでもう運賃改

定を昨年行ったというようなご説明がありまし

たけれども、どれくらいのパーセンテージで改

定しているのか、それはどうですか。

【柿原乗合事業部長】西肥バスさんのリリース

資料によりますと、実施する運賃、適用する運

賃でいくと、大体20％ほどの改定率というふう
になっております。

【小林委員】そうすると、西肥バスさんで20％、
県営バスと民間バス、基本的には違うところも

あるけれども、経営本体は基本的に何も変わら

ないと思うんだ。それで、大体20％ぐらいで、
金額にしてみればどのくらい改定されているの

か、そこはどうですか。

【柿原乗合事業部長】運賃改定の内容について

でございます。大変申し訳ございません、これ

から検討していくということになりますので、

現時点でお示しすることは難しいわけではござ

いますけれども、検討する対象といたしまして

は、これは全ての路線になってこようかと思い

ますし、そうなると各区間……。

【小林委員】 違う。西肥バスが20％で、どの
くらい改定しているのかと。西肥バスのこと。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時 ０分 休憩 ―

― 午後 ３時 １分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【柿原乗合事業部長】 大変失礼いたしました。
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西肥バスさんの改定による効果でございますけ

れども、私どもの方でははっきりと承知してお

りませんので、お答えすることができずに、申

し訳ございません。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【浅田委員】お伺いをさせていただきたいので

すが、高校生の対応に関してなんですけれども、

県営バスと、普通の例えば長崎バスとかの乗合

で、どうしても定期券が持てずに、非常に料金

負担が親御さんの負担になっているということ

で、過去に教育委員会の方でも質問をさせてい

ただいて、学校単位で事業者さんとの話合いを

するというのが結構あちこちであったと。だけ

れども、私立高校の場合はバスを持っていると

ころがすごく多いんですけれども、県立高校が

そこの問題があって、それによって学校選びに

もいろいろ状況があると。中には、たしか3万
円以上かかる場合においては補助金があったり

するんですけれども、微妙なところというのは

結構あって、それによってすごく生徒募集にも、

月3万円とかと親御さんの負担はすごく大きい
わけですから、そういう感じで負担が多いので、

そういったところを一回教育委員会や学校等々

ともお話をしてほしいというようなお願いをし

たことが過去にもあるんですけれども、今、保

護者とかいろんなところから、そういう問題

等々上がってきていたり、それを解決したりと

かというのはどのような状況か、おわかりであ

れば教えていただければと思います。

【柿原乗合事業部長】確かに長崎市内でありま

すと、登校の際、長崎バスさんとの乗り継ぎが

必要になるということで、委員ご指摘のような

状況については、把握をしております。現時点

については、こうした問題意識については、長

崎自動車さんの方とは共有しているというよう

な状況にはございますけれども、現時点で、個

別具体的に改善策等というような形の検討には

まだ至っていないというところがございます。

【浅田委員】高校からご相談があって、教育委

員会、文教厚生委員会の時にその話をして、様々

な形で検討していくというところで、というこ

とは、それは2年前なものですから、そこはど
うも止まっているんだろうなという気がします。

それによって、今、人口減少もしている中で、

県立高校の場合、学校の存続問題等々にも関わ

ってくる。そういうところも踏まえて、いま一

度、調査というか、聞き取り等々も含めて、そ

の声が今もあるのかとか、2年前は、確実にそ
れが多くて、今後の学校が大丈夫かなというよ

うな声もあって、これは長崎市内だけの問題で

はないかもしれませんが、ある一定、そのあた

りをしっかり、これだけ保護者の負担をとか、

子どもたちの未来をと言っている中において、

選ばれし学校にそのバス料金のためにならなか

ったり、逆に、ものすごい距離を歩いている学

生さんがいたりするという話も聞いたんです。

バスがすごく不便だったりとかいろいろあるの

で、それがあるがために部活ができないという

子どもたちもいると。子どもたちの選択肢を狭

めてしまうことにもなりかねませんので、その

あたりを一定調査をしっかりしていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。

【柿原乗合事業部長】お話いただいてから時間

が経過しているといったこともございます。状

況の変化も確かにあろうかと思います。現時点

で具体的にはお聞きしておりませんけれども、

ただ、一旦、学校様も含めて、こういったお声

がないかという形で少し聞き取りをしてみたい

と思っております。

【浅田委員】ぜひ次の委員会でご答弁いただけ
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れば幸いです。

それと、もう一点だけお伺いをしたいと思う

のですが、いろいろ貸切の今後かなり期待をさ

れるところ、やっぱり収益を上げていくにはそ

こ、だけれども、どうしても運転士さん不足と

いうのが大きくのしかかってきているのかなと

思うのですが、そんな中で、例えば最近、これ

まで韓国の直行便というのは長崎はなかったわ

けです。福岡に来たら、福岡の需要、バスを使

わなければいけなくて、長崎バスさんが使えな

かった。だけれども、長崎直行便が今回できた

ことによって、現状というのはどのようになっ

ていますでしょうか。

【江頭貸切事業部長】長崎空港の国際線の再開

をどのように活かしていくかということになろ

うかと思います。私どもの方では、今回の国際

線の再開を受けて、これまでなかなか運行実績

というのはなかったのですが、今年の1月に韓
国を訪問して、営業活動というか、情報収集な

どを今行っています。あわせて、それ以外の地

域の部分も含めて、日本で取り扱っているラン

ドオペレーターともやり取りをしながら、利用

につながっていくように、今、営業活動を行っ

ているという状況になっております。

【浅田委員】繁忙期などに関しては、運転士さ

ん不足ということが、受け入れたくても受けれ

ないというような問題もあるので、いろんな問

題を解決していかなければならないかと思うん

ですけれども、せっかくそうやって再開をした

ということは、時期によっては全然大丈夫な時

期もあろうかと思いますので、前向きにそうや

って営業をしていただいているということで非

常に安心しましたけれども、せっかくの機会を

取りこぼすことがないように、ぜひ県営バスの

方で頑張っていただければと思います。

【坂口委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【小林委員】先ほどの料金改定の続きだけれど

も、料金改定というのは極めて重要と。また、

時期的なものとか、他の交通事業者の動きとか、

そんなものも参考にするべきことであって、県

内の西肥バスが去年の6月に改定をして､20％
ぐらいとか、そういうところも含めて、もう少

し緊張感を持ってそこのところは準備しておか

んと、他県の動きはどうなのかとか、県内の事

業者がどうやっているのか、長崎バスはどうす

るのかとか、当然そういうことを前提として長

崎県もお考えいただきたいと、こう思っている

わけです。

だから、そういうところで、20％ということ
はわかったけれども、大体2割アップというの
がどれくらいの金額で、その金額を聞かないと、

なかなか肌感でわからないんだよね。肌で感じ

ることができないわけだよ。ですから、そうい

う点については、もう少ししっかりやっていた

だきたいということを要望したいんだけれども、

局長、何かありますか。

【太田交通局長】西肥バスさんの状況というの

は、企業の情報ということで、なかなかお出し

いただく機会がないということもございます。

例えば、県営バスの収入の予算の資料になりま

すけれども、乗合収入でいきますと約32億円ご
ざいます。それの2割増加をすると6億4,000万
円という数字が出てまいりますが、これまで運

賃改定をした経験の中では、運賃を上げますと、

ほかの交通手段に移っていく方というのが一定

数出てまいりまして、例えば、それを5％見る
ということになりますと、20％上げても15％と
いう収入の幅になってまいりますので、例えば、

6億円見込むということではなくて、4億円とか、
そういう数字になるかと思うんです。
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実際に20％を上げられるかという問題がご
ざいます。お客様の負担感というのは非常に大

きいものがございますので、それを勘案すると

いうのがまず第一でございます。

それと、先ほども長崎市内の状況を申し上げ

ましたけれども、電気軌道さん、それからJR九
州さん、この辺の運賃の改定の状況、それから

長崎市内でいけば、長崎バスさんの動向という

のも、長崎市内で競合していますので、それを

見ながら、どういうふうにして上げていくかと

いうことになるかと思います。

【小林委員】今、局長が答弁された内容という

のが聞いていてわかりやすいじゃないですか。

だから、そういう考え方の下で、いろいろと今、

検討をしていただいているということ、これを

了として、私は、これからさらに明確に打ち出

すことができるように考えていただきたいと思

いますけれども、さっき乗合事業部長が言って

いたように、料金改定額をどのくらい見込んで

いるかということを聞きたいところだけれども、

今の状況では検討中と、こういうことになって

いると思うんです。

だから、一番大事なことは、これから当然、

国に申請をする前に、県の議会においての条例

改正等が出てくると。そういうスケジュールを

どういうふうに考えているのか、ここのスケジ

ュールについて、今どこまで言えるのか、お尋

ねしてみたいと思います。

【柿原乗合事業部長】スケジュールでございま

す。現時点では、実施に向けて検討するという

ことでございますので、今の時点では明確には

しておりませんけれども、先ほど説明をしてま

いりました中で、厳しい状況下がございます。

そういったことを考えますと、速やかに実施す

る方が望ましいのかなということを考えており

ますので、先ほど委員おっしゃいましたとおり、

実施には国の認可申請が必要でございます。今

後、国と認可申請等に係る手続き等も踏まえて、

スケジュール等については、今後調整してまい

りたいと考えております。

【小林委員】部長が言われたように、例えば仮

に20％上げて、やっぱり負担感を感じるという
ことで、バスを使わないと。何といいますか、

言葉の表現がいいかどうか、逃げるお客さんが

いらっしゃると。これが5％ぐらいいらっしゃ
るかなということで、実際20％上げたとしても、
15％ぐらいしか効果がないと、こういうような
わかりやすい説明を受けて、なるほどという感

じがするわけです。

しかし、いずれにしても、いつやるかという

ことだけれども、いずれ考えていただかなくち

ゃいかんその日はやってくると、そういうこと

だから、県営バスの状況を考えて、運転士の処

遇改善、あるいはサービスの向上等々で事故の

ないように考えていくためには、いずれ判断を

し、決断をしなければならない、その時が来る

わけだよ。だから、非常にあやふやな状態の中

で、何か遠慮をしながらやっていくというよう

なことであっては、本体自体がおかしくなって

しまう。だから、やっぱりここはある意味では、

決断する時ではないかと、こう考えております

から、その分、しっかり説得力を持って、こう

だから、こうしたいというところを明らかにし、

また他県とか、あるいは県内の業者の動き、そ

ういうものもきちんと皆さん方に説得力のある、

納得をしていただけるような内容で料金改定、

運賃改定をぜひとも前向きに取り組んでいただ

きたいということを重ねてお願いをしておきた

いと思います。

それから、大村のバスターミナルの再開発事
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業だけれども、局長からご報告ありましたとお

り、実は、ご存じのことと思うけれども、まき

やま委員もいらっしゃるから、よくわかります

けれども、大村の駅は、新幹線の駅が北側に移

設をして、全くもって勢いが少なくなってきて、

昔のようなにぎわいが途切れているという感じ

がするわけです。それで、ちょうど大村のJR駅
の真ん前にバスターミナルはあるわけだよ。で

も、そこも知ってのとおり、かなり老朽化して

いると。私は、あれは再開発事業としてもって

こいの事業じゃないかと、こう考えているわけ

です。ですから、そういう意味において、市民

の期待は大きいし、もう既に市議会においては、

質問等において議論が始まっているわけよ。具

体的にどうなっていくのかと。だから、期待が

大きいということになっているわけです。

それで、一番大事な令和7年度に都市計画の
決定というようなことで、この都市計画の決定

をしなければ事業の推進はおぼつかないわけだ。

この辺のところの都市計画決定を令和7年度中
にしっかりできるのか、その辺の動きについて

はどうなんですか。

【岩﨑管理部長】大村バスターミナルの再開発

につきましては、現在、交通局、大村市、大村

商工会議所などの構成のメンバーで、再開発準

備組合において議論をしております。先ほど委

員おっしゃいましたとおり、令和7年度の都市
計画決定というのが非常に重要になってくると

いうふうに認識をしておりまして、都市計画決

定を受ける要件というのが一般的にございまし

て、こちらは市の上位計画、都市計画マスター

プランでありますとか、そういったものと整合

するかどうか、地権者皆が同意をしているかど

うか、もう一つは、事業計画が実行性があるか

どうかというところが非常に重要になってくる

ということでございまして、我々としましては、

この事業計画の実行性について、昨今、建設費

の高騰などもございますので、しっかり収支が

取れるような事業計画というのを今、準備組合

の中で、専門家も含めて議論をしているという

状況でございます。

【小林委員】確かに事業計画の中身、この内容

が非常に大事と。例えば、駅前にマンションと

か、あるいはホテル、シティーホテルみたいな

そういう発想があるわけだね。だから、そうい

う構想は、先ほどから申し上げるように、非常

に市民の皆さん方から期待をされていると。そ

れで、もう市議会では議論がどんどん先に進ん

でいるというようなことだから、事業計画、マ

ンションの経営、その床が売れるかどうかとか、

採算ベースに乗るのかと、そういうところから、

また最近は、不調・不落とかいって、業者がな

かなか見つからないと、こんなことも言われて

いるわけだよ。

そういうような都市計画の決定に認定してい

ただくものにふさわしいこういう条件が、大分

私から見た目では準備されていると思うわけで

す。ですから、そういう点で、令和7年度にこ
の都市計画決定が、いわゆる事業の推進につな

がるということでありますから、そういう取組

をぜひとも今後ともお願いしたいと思います。

それで、一つ要望だけれども、大村の駅前に

は、交番所と、それから観光センター的なもの

があるわけだ。これがどちらかというと駅から

見た時に、今回のバスターミナルの再開発から

考えてみると、この観光センターとか交番所、

これは今度の計画の中に入れ込んでいいのでは

ないかと、こういうような新しい発想を持って、

やっぱり駅から降りた時に、大村市の駅前がき

ちんとにぎわいを呈するような、そういう再開
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発事業にやってもらいたいと思うから、観光セ

ンターそれから交番所、もろもろ了解をいただ

かなければいかん、簡単にいかないけれども、

そういうところについてはぜひとも計画の中に

盛り込んでいただけるように、この際、お願い

をしておきたいと思います。

【坂口委員長】ほかに質問がないようですので、

交通局関係の審査結果について、整理したいと

思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時２１分 休憩 ―

― 午後 ３時２１分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時２２分 休憩 ―

― 午後 ３時２３分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、協議したいと

思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時２３分 休憩 ―

― 午後 ３時２４分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

以上をもちまして、観光生活建設委員会及び

予算決算委員会観光生活建設分科会を閉会いた

します。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ３時２５分 閉会 ―



観光生活建設委員会委員長 坂口　慎一

　　　　議長　　徳永　達也　　様議長 徳永　達也　　様

１　議　　案

審査結果

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（関係
分）

原 案 可 決

長崎県手数料条例の一部を改正する条例（関係分） 原 案 可 決

長崎県環境保健研究センター条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

原 案 可 決

長崎県県営空港条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県福江港ターミナルビル条例を廃止する条例 原 案 可 決

長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条
例の一部を改正する条例

原 案 可 決

契約の締結の一部変更について 原 案 可 決

和解及び損害賠償の額の決定について 原 案 可 決

計  １０件  (原案可決  １０件）

第 34 号 議 案

第 35 号 議 案

第 42 号 議 案

第 43 号 議 案

第 33 号 議 案

観光生活建設委員会審査結果報告書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和7年3月11日

記

番　　号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名

第 17 号 議 案

第 19 号 議 案

第 30 号 議 案

第 31 号 議 案

第 32 号 議 案
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            土 木 部 
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土木部関係の議案についてご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第  １号議案 令和７年度長崎県一般会計予算のうち関係部分 

第  ８号議案 令和７年度長崎県用地特別会計予算 

第 １１号議案 令和７年度長崎県港湾施設整備特別会計予算 

第 ４７号議案 令和６年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

第 ５６号議案 令和６年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第２号） 

第 ６１号議案 令和６年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

第 ６２号議案 令和６年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第３号） 

 

であります。 

 

はじめに、土木部所管の令和７年度当初予算関係についてご説明いたします。 

土木部では、本県の課題である「人口減少」、「県民所得の低迷」、「激甚化・頻発

化する自然災害」を克服し、持続可能な活力ある地域を形成するため、交通ネットワ

ークの形成や個性あるまちづくりなど、生活・産業基盤の整備を推進するとともに、

国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に沿って、防災・減災対

策に集中的に取り組んでまいります。また、インフラの機能を将来にわたって発揮し

続けるための戦略的な老朽化対策の推進や、地域の守り手である建設業の担い手確

保・育成のため、建設業の魅力発信や就労環境・処遇の改善につながる働き方改革や

生産性向上などの取組を強化してまいります。 

 

土木部関係の令和７年度当初予算総額は、 
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  一 般 会 計               ９６８億５，６３９万１千円 

  特 別 会 計                ７６億３，２３７万８千円 

  合    計             １，０４４億８，８７６万９千円 

となっております。 

このうち、公共事業費は、５１７億１，７４４万１千円で対前年度当初予算比 

９９．６％、単独事業費は、２２７億７，０６７万８千円で対前年度当初予算比 

１３４．５％となっております。 

 

 まず、第１号議案「令和７年度長崎県一般会計予算」のうち土木部関係部分につい

てご説明いたします。 

 

 歳入予算では、 

  分担金及び負担金              １８億５，３６０万３千円 

  使用料及び手数料              ４３億１，９５５万９千円 

  国 庫 支 出 金             ２９７億４，４１１万４千円 

  財 産 収 入               ３億８，０４１万３千円 

  寄 附 金                 ５，０００万  円 

  繰 入 金                 ５，７２１万３千円 

  諸 収 入              ４３億７，０２０万３千円 

  合      計             ４０７億７，５１０万５千円 

となっております。 

 また、歳出予算では、 

  企 画 費           ３３億６，１２４万９千円 

  土 木 管 理 費           ２１億５，７２３万１千円 

  道 路 橋 り ょ う 費          ４１２億  １４８万９千円 
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  河 川 海 岸 費          ２５３億４，６６４万５千円 

  港 湾 空 港 費          １３６億１，０６９万６千円 

  都 市 計 画 費           ３４億２，７６５万２千円 

  住 宅 費           ３５億２，１６６万７千円 

  公共土木施設災害復旧費           ４２億２，９７６万２千円 

  合         計          ９６８億５，６３９万１千円 

となっております。 

 

次に、歳出予算の主な内容についてご説明いたします。 

都市計画関係では、宅地等の利用増進に向けた市街地整備及び地域に密着した都

市公園の整備など、魅力と活力にあふれる地域づくりを推進することとし、 

（都市改造費） 

 高田南土地区画整理事業に要する経費として、 

    公共事業                 ４億１，７００万  円 

（都市公園整備費） 

 県立総合運動公園ほかの長寿命化対策事業等に要する経費として、 

    公共事業                 ２億５，２００万  円 

    単独事業                 １億１，１４９万８千円 

 

 また、道路関係では、広域的な交流を促進する高規格道路を重点的に整備するほか、

市街地における交通混雑の解消や魅力と活力ある地域づくりを図るための道路網の整

備などを積極的に推進することとし、 

（道路新設改良費） 

 一般国道２５１号（瑞穂吾妻バイパス）（雲仙市）ほかの改良工事に要する経費と

して、 
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    公共事業               １７６億  １７６万１千円 

（道路改良費） 

 主要地方道佐世保日野松浦線（佐世保市）ほかの改良工事に要する経費として、 

    単独事業                １５億１，０６７万９千円 

（交通安全施設費） 

 一般国道２０２号（長崎市）ほかの交通安全施設等の整備に要する経費として、 

    公共事業                ２７億３，２７５万５千円 

    単独事業                 ６億   ４１万８千円 

（道路災害防除費） 

一般国道２５１号（雲仙市～南島原市）ほかの道路災害防除事業に要する経費と

して、 

    公共事業                ２６億１，３７２万１千円 

    単独事業                ２９億  ３５２万３千円 

 

また、港湾・空港関係では、離島・半島を多く有する本県において、地域振興の

要であり、生活と産業振興の基盤となる港湾、空港を整備し、安定的な海上・航空輸

送活動の確保と効率的交通体系の形成を図ることとし、 

（港湾改修費） 

 長崎港ほかの防波堤、岸壁、道路等の整備に要する経費として、 

    公共事業                ４６億１，５７７万８千円 

    単独事業                ２１億８，４４６万６千円 

（海岸老朽化対策緊急事業費） 

 高島海岸ほかの海岸保全施設の整備等に要する経費として、 

    公共事業                 ３億７，４８５万  円 

（空港整備費） 
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 対馬空港ほかの空港施設の整備に要する経費として、 

    公共事業                 ４億９，２４５万  円 

（空港管理費） 

空港施設の維持管理に要する経費として、 

   単独事業                ３１億  ３０７万２千円 

  

また、河川・砂防・ダム関係では、本県が、傾斜が急でけわしい地形や離島・半

島を多く有し、台風や集中豪雨による災害や一旦少雨となれば渇水が発生しやすい県

土構造であることから、県民の安全・安心な生活を確保するため、防災対策や水資源

対策を推進することとし、 

（広域河川改修費） 

佐世保市早岐川ほかの改修に要する経費として、 

    公共事業                 １億３，６５０万  円 

（総合流域防災費） 

大村市郡川ほかの改修などに要する経費として、 

    公共事業                １５億４，１０８万８千円 

（河川改修費） 

 長与町長与川ほかの改修に要する経費として、 

    単独事業                ５８億７，０９２万２千円 

（堰堤改良事業費） 

 長崎市黒浜ダムほかの堰堤の改修等に要する経費として、 

    公共事業                 ６億１，７２５万２千円 

（河川総合開発費） 

川棚町石木ダムほかの建設に要する経費として、 

    公共事業                １４億６，７８３万  円 
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（通常砂防費） 

 壱岐市花川ほかの通常砂防事業に要する経費として、 

    公共事業                 ７億６，２３０万  円 

（火山砂防費） 

 長崎市鳴見川（チ）ほかの砂防施設の整備に要する経費として、 

    公共事業                 ７億１，４００万  円 

（地すべり対策費） 

松浦市白井岳地区ほかの地すべり防止施設の整備に要する経費として、 

公共事業                 ６億２，３７０万  円 

（急傾斜地崩壊対策費） 

 佐世保市長坂（９）地区ほかの急傾斜地崩壊防止施設の整備に要する経費として、 

    公共事業                ２２億７，７４５万  円 

 

また、建築関係では、耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられた大規模建

築物の耐震化を促進することとし、 

（長崎県大規模建築物耐震化支援事業費） 

 多くの県民が利用する大規模民間建築物の耐震化対策に要する経費として、 

    単独事業                   ３，２６０万８千円 

 

また、住宅関係では、多様化する県営住宅へのニーズに対し低廉で快適な住宅の

供給を推進するとともに、空き家対策のための支援などを通じて生活環境の総合的な

整備を推進することとし、 

（公営住宅建設費） 

 公営住宅の建替え及び改修改善等に要する経費として、 

    公共事業                １８億４，０４８万２千円 
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（県営住宅維持管理費） 

 県営住宅の維持管理に要する経費として、 

    単独事業                １４億２，６１２万６千円 

 

また、盛土関係では、宅地造成及び特定盛土等規制法（通称「盛土規制法」）に基

づき、盛土等の崩落による災害から生命財産を守るための対策を推進することとし、 

（宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく調査費） 

 既存盛土の安全性把握のための調査に要する経費として、 

    公共事業                   ７，３３９万５千円 

 

 このほか、令和７年度新規事業として、 

（長崎県インフラツーリズム推進事業） 

 県内のインフラ施設を観光資源として発掘・整備し、地域の独自性を活かした魅力

ある観光コンテンツとして活用するため、官民による推進体制を構築するとともに、

モデル地区におけるモニターツアーを実施する経費として、 

単独事業                     ５９４万６千円 

（都市公園“魅力ＵＰ”プロジェクト費） 

 西海橋公園への集客力向上を図り、広域周遊や交流人口拡大に繋げるため、リニュ

ーアルに向けた民間投資等の活用を検討するとともに県北地域におけるガーデンツー

リズムの推進と 2027 年国際園芸博覧会への出展に向けた取組を実施する経費として、 

単独事業                   ４，０５６万８千円 

 

などを計上いたしております。 

 

 続きまして、債務負担行為についてご説明いたします。 
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１ 県有施設等の管理について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

 土木行政県有施設等管理業務          １８億８，４５０万２千円 

２ 事務機器等のリース及び保守等について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

土木行政事務機器賃借等               ４，９３０万６千円 

 土木行政機器等保守業務             ６億３，３２３万５千円 

３ 建設業指導監督業務に係る委託について、年度開始前に契約手続きを行うため、 

 建設業指導監督費                  １，２７３万１千円 

４ 海砂採取による海域影響調査業務について、年度を越えて契約するため、 

海砂採取による海域影響調査             １，９７８万６千円 

５ 土木部職員等専門研修について、年度開始前に契約手続きを行うため、 

 土木部職員等専門研修業務委託            １，２１０万  円 

６ 建設資材価格・労務費調査について、年度開始前に契約手続きを行うため、 

 建設資材価格・労務費調査業務委託        １億５，０００万  円 

７ 都市公園整備工事等について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

都市公園整備費                   ７，４００万  円 

８ 道路改良工事等について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

 道路新設改良費               ２９６億７，９００万  円 

 道路改良費                  １３億１，４００万  円 

 重要幹線街路費                ４５億８，０００万  円 

９ 道路維持補修及び橋梁補修工事等について、年度を越えて一括契約を締結するた

め、 

 交通安全施設費                ７４億９，２００万  円 

 道路災害防除費                ７２億３，５００万  円 

 道路維持補修費                １０億５，３００万  円 

 電線共同溝整備費               １８億８，０００万  円 
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 橋りょう補修費                ７９億７，６００万  円 

10 港湾及び海岸事業等について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

 海岸老朽化対策緊急事業費            ５億３，６５５万  円 

 計画調査費                       ７００万  円 

港湾改修費（一般）                   ７００万  円 

港湾改修費（本土）              ４４億２，５７５万  円 

 港湾改修費（離島）              ２５億１，６８５万  円 

港湾環境整備費（本土）             １億  ５００万  円 

 海岸保全費（本土）               ２億５，７２５万  円 

 空港整備費                   ４億９，８７５万  円 

11 河川改修工事等について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

 広域河川改修費                 ５億        円 

 大規模特定河川事業費             ２６億３，６００万  円 

 総合流域防災費                ４６億９，２００万  円 

 河川維持修繕費                   ４，０８０万  円 

 臨時河川等整備事業費                ２，５００万  円 

 河川調査費                       ２００万  円 

 河川自然災害防止事業費             ５億８，２００万  円 

 堰堤改良事業費                ４２億９，５００万  円 

 河川総合開発費                ４７億８，５５０万  円 

 水源地域ダム対策費                   ３１０万  円 

 ダム統合監視局再編事業費            １億２，５００万  円 

12 砂防工事及び地すべり対策工事等について、年度を越えて一括契約を締結するた

め、 

 通常砂防費                  ２４億１，４００万  円 



 - 11 - 

 火山砂防費                  ３１億        円 

 地すべり対策費                １８億        円 

 急傾斜地崩壊対策費              ７０億        円 

 緊急改築費                  １２億３，０００万  円 

 総合流域防災費                 ３億        円 

 砂防基礎調査費                 ３億８，４００万  円 

自然災害防止事業費              １１億７，０００万  円 

 小規模地すべり防止費                ８，０００万  円 

13 県営住宅の建替え事業について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

 公営住宅建設費               １３４億９，２７４万４千円 

14 県営住宅の修繕等について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

 既設公営住宅改善費               ２億２，３０８万  円 

 県営住宅維持管理費              ３３億        円   

 住宅改造費                       ８００万  円 

15 盛土規制法に基づく調査について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく調査費     ３，０００万  円 

の債務負担行為を設定しようとするものであります。 

 

 次に、第８号議案「令和７年度長崎県用地特別会計予算」についてご説明いたしま

す。 

 当初予算の総額は、 

  歳入、歳出それぞれ                ４，１５６万６千円 

となっており、 

（公共用地購入費） 

 公共用地先行取得の資金として借り入れた県債の元利償還金として、 
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                           ４，１５６万６千円 

を計上いたしております。 

 

 次に、第１１号議案「令和７年度長崎県港湾施設整備特別会計予算」についてご説

明いたします。 

 当初予算の総額は、 

  歳入、歳出それぞれ             ７５億９，０８１万２千円 

となっており、 

（港湾施設整備費） 

 長崎港ほかの港湾機能施設整備事業に要する経費として、 

                        ５４億        円 

（港湾管理費） 

 港湾施設等の運営管理に要する経費及び基金への積立金として、 

                         ９億６，２５４万９千円 

などを計上いたしております。 

また、債務負担行為として、 

１ 港湾事業等について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

 港湾機能施設整備費              ４３億４，５００万  円 

 港湾管理費                     ６，０００万  円 

２ 令和８年４月１日から履行開始が必要な業務について、令和７年度に入札・契約

事務等を行うため、 

 土木行政県有施設等管理業務             ４，８７９万６千円 

 土木行政機器等保守業務                 １８６万  円 

 土木行政事務機器賃借等                 ２００万  円 

を計上いたしております。 
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 以上が、令和７年度当初予算関係部分であります。 

 

 

次に、土木部所管の令和６年度補正予算関係についてご説明いたします。 

今回の補正は、事業費の変更に伴う調整等について補正しようとするものであり

ます。 

補正予算総額は、 

  一 般 会 計              １３０億２，７９９万１千円の減 

  特 別 会 計               ２６億８，１２９万６千円の減 

  合    計              １５７億  ９２８万７千円の減 

となっております。 

 

まず、第４７号議案「令和６年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係

部分についてご説明いたします。 

歳入予算は、 

  分担金及び負担金               ５億６，２４７万９千円の減 

  使用料及び手数料                 ４，５６８万  円の増 

  国 庫 支 出 金              ４８億９，７２３万５千円の減 

  財 産 収 入                   ７３３万４千円の増 

  諸 収 入               ６億２，２１５万３千円の増 

  合      計              ４７億８，４５４万７千円の減 

となっております。 

歳出予算は、 

   企 画 費            ９，１３８万３千円の減 
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   土 木 管 理 費            ３，７４７万５千円の減 

   道 路 橋 り ょ う 費         ３５億１，６７８万２千円の減 

   河 川 海 岸 費         ３６億７，２７５万９千円の減 

   港 湾 空 港 費         １８億８，６４２万４千円の減 

   都 市 計 画 費         １２億５，１２５万３千円の減 

   住 宅 費          １億５，８５１万６千円の減 

   公共土木施設災害復旧費         ２４億１，３３９万９千円の減 

   合 計        １３０億２，７９９万１千円の減 

となっております。 

 

これにより、土木部関係の一般会計歳出予算総額は、 

                    １，０８６億６，７５９万９千円 

となります。 

 

次に、補正予算の内容についてご説明いたします。 

（国直轄道路事業負担金） 

 国の内示に伴い、 

    公共事業                ９億２，２０７万７千円の減 

（舗装補修費） 

 国の内示に伴い、 

    公共事業                ９億７，８８４万２千円の減 

（総合流域防災費） 

 国の内示に伴い、 

    公共事業                ５億５，２９５万１千円の減 

（堰堤改良事業費） 
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 国の内示に伴い、 

    公共事業                ８億４，１３４万１千円の減 

（砂防基礎調査費） 

 国の内示に伴い、 

    公共事業                ３億１，９４１万  円の減 

（港湾改修費） 

 国の内示に伴い、 

    公共事業               １２億９，９１７万５千円の減 

（重要幹線街路費） 

 国の内示に伴い、 

    公共事業                ８億３，４５０万１千円の減 

（公営住宅建設費） 

 国の内示に伴い、 

    公共事業                    １億１，６０４万  円の減 

（河川等災害復旧費） 

 事業費の変更に伴い、 

    公共事業               ２３億５，００６万８千円の減 

    単独事業                  ６，３３３万１千円の減 

 

などを計上いたしております。 

 

次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

   今回新たに、 

  企 画 費           ５億３，１７８万９千円 

  土 木 管 理 費               ５９７万８千円 
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  公共土木施設災害復旧費             １，４２０万  円 

  合         計           ５億５，１９６万７千円 

について、繰越明許費を設定するとともに、 

  道 路 橋 り ょ う 費          １１億５，５０２万１千円 

  河 川 海 岸 費          １６億５，８２０万  円 

  港 湾 空 港 費          ２０億４，９９０万  円 

  都 市 計 画 費             ４，３７１万１千円 

  住 宅 費               ３０３万２千円 

  公共土木施設災害復旧費           ４億６，６１０万  円 

  合         計          ５３億７，５９６万４千円 

を増額しようとするものであります。 

繰越の主な理由は、地元調整等に不測の日数を要したことにより、適切な工期が

確保できなくなったことによるものであります。 

 

次に、債務負担行為についてご説明いたします。 

県営住宅の管理について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

県営住宅維持管理費                 ２，４７６万６千円 

 

の債務負担行為を増額しようとするものであります。 

 

次に、第５６号議案「令和６年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第２

号）」についてご説明いたします。 

今回の補正予算は、事業費の変更等に伴い、 

  歳入、歳出それぞれ、           ２６億８，１２９万６千円 

を減額いたしております。 
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次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

今回新たに、 

港 湾 施 設 整 備 費              ４，０００万  円 

港 湾 管 理 費            １億  ５００万  円 

について、繰越明許費を設定しようとするものであります。 

 繰越の主な理由は、施工方法の検討に不測の期間を要したことにより、適切な工期

が確保できなくなったことによるものであります。 

 

 次に、第６１号議案「令和６年度長崎県一般会計補正予算（第７号）」のうち土木

部関係予算についてご説明いたします。 

 歳出予算では、職員及び会計年度職員の給与改定に要する経費として、 

  土 木 管 理 費             ４，８９５万８千円の増 

  道路橋りょう費             ５，８５９万５千円の増 

  河 川 海 岸 費             ２，９８７万９千円の増 

  港 湾 空 港 費             ４，１１４万１千円の増 

  都 市 計 画 費               ５５９万４千円の増 

  住 宅 費             １，１７５万１千円の増 

  合 計           １億９，５９１万８千円の増 

 を計上いたしております。 

 

 これにより、土木部関係の一般会計歳出予算総額は、 

                                       １，０８８億６，３５１万７千円 

となります。 
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次に、第６２号議案「令和６年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第３

号）」についてご説明いたします。 

今回の補正予算は、職員及び会計年度職員の給与改定に要する経費として、 

  歳入、歳出それぞれ、                 １８５万４千円 

を増額いたしております。 

 

 

なお、令和６年度予算については、県債、国庫支出金等になお未決定のものがあ

り、また、歳出についても年間執行額の確定等に伴い今後整理を要するものもありま

すので、これらの調整のため、３月末をもって令和６年度予算の補正を専決処分によ

り措置させていただきたいと考えておりますので、ご了承を賜りますようお願いいた

します。 

 

 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わります。 

 何とぞ、よろしくご審議のほどお願いいたします。 



 

 

令和７年２月定例県議会 

 

 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            土 木 部 
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土木部関係の議案、議案外の報告事項及び主な所管事項についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いしておりますのは、 

第１９号議案 長崎県手数料条例の一部を改正する条例のうち関係部分 

第３１号議案 長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設 

の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

第３２号議案 長崎県県営空港条例の一部を改正する条例 

第３３号議案 長崎県福江港ターミナルビル条例を廃止する条例 

第３４号議案 長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

第３５号議案 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改

正する条例 

第４２号議案 契約の締結の一部変更について 

第４３号議案 和解及び損害賠償の額の決定について 

であります。 

 

はじめに、議案についてご説明いたします。 

第１９号議案「長崎県手数料条例の一部を改正する条例」のうち関係部分は、「令

和５年租税特別措置法等（所得税関係）の一部を改正する法律」の施行に伴い、所要

の改正をしようとするものであります。 

 

第３１号議案「長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施

設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、「高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の施行に伴い、所

要の改正をしようとするものであります。 
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第３２号議案「長崎県県営空港条例の一部を改正する条例」は、国土交通省航空局

の舗装強度に関する運用基準の改定に伴い、所要の改正をしようとするものでありま

す。 

 

第３３号議案「長崎県福江港ターミナルビル条例を廃止する条例」は、福江港ター

ミナルビルを五島市へ譲与することに伴い、長崎県福江港ターミナルビル条例を廃止

しようとするものであります。 

 

第３４号議案「長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例」は、「地方公共

団体の手数料の標準に関する政令」の一部改正等に伴い、所要の改正をしようとする

ものであります。 

 

第３５号議案「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を

改正する条例」は、市街化調整区域の指定区域内（５０戸連たん制度）における住宅

の開発行為等に関し、「一戸建て非自己居住用の住宅等」についても開発許可の対象と

できるよう、所要の改正をしようとするものであります。 

 

第４２号議案「契約の締結の一部変更について」は、令和５年６月定例会で可決さ

れた川口アパート建替事業について、受注者により物価変動に伴うスライドの請求が

なされたことなどにより、契約金額の変更契約を締結しようとするものであります。 

 

第４３号議案「和解及び損害賠償の額の決定について」は、県管理港湾須川港の港

湾施設を車両が通行した際に、コンクリート舗装面が陥没したことにより車両が損傷
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したことに対する損害賠償の額を決定しようとするものであります。 

 

続きまして、議案外の報告事項について、ご説明いたします。 

 

（和解及び損害賠償の額の決定について） 

 令和６年度に発生した県の管理瑕疵による事故の和解及び損害賠償の額の決定４件

について、地方自治法第１８０条の規定に基づく軽易な事項として専決処分させてい

ただいたものであります。 

内容は、展望休憩所の水漏れ事故によるものが１件、道路での事故が２件、港湾施

設での事故が１件であります。 

各事案の相手方へ支払った賠償金は合計で５２４，０９８円であります。 

 

（起訴前の和解及び権利の放棄について） 

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いにつき、起訴前の和解の申し立て８件、権

利の放棄１件を地方自治法第１８０条の規定に基づく軽易な事項として専決処分させ

ていただいたものであります。 

起訴前の和解については、起訴まで至らない段階において簡単な裁判手続きにより、

分割支払いを認めて滞納解消を促すものであります。 

また、権利の放棄については、債務者が破産免責し、滞納家賃へ充当可能な財産も

なく、連帯保証人不在により、債権の回収が不能であることから権利を放棄しようと

するものであります。 

 

（権利の放棄について） 

県立都市公園における使用料未収金１件の権利の放棄について、地方自治法第１８



 - 5 - 

０条の規定に基づく軽易な事項として専決処分させていただいたものであります。 

権利の放棄を行う額は３７２，５０６円であります。 

 

（契約の締結の一部変更について） 

令和３年２月定例会で可決された主要地方道若松白魚線橋梁補修工事（若松大橋Ｐ

１・Ｐ２橋脚補強）において、地方自治法第１８０条に基づく軽易な事項として専決

処分させていただいたものであります。 

内容は、現地状況に合わせ、数量などの一部変更に伴い、請負代金額を 

１，３１４，５２４，２００円から１７，２８１，０００円減額し、 

１，２９７，２４３，２００円に変更したものであります。 

 

次に、令和２年２月定例会で可決された高田南宅地整備事業において、地方自治法

第１８０条に基づく軽易な事項として専決処分させていただいたものであります。 

内容は、施工内容の一部変更に伴い、請負代金額を 

５，７６３，０８２，６００円から１，５３８，９００円増額し、 

５，７６４，６２１，５００円に変更したものであります。 

 

次に、令和４年１１月定例会で可決された主要地方道平戸田平線道路改良工事（（仮

称）向月トンネル）において、地方自治法第１８０条に基づく軽易な事項として専決

処分させていただいたものであります。 

 内容は、施工方法の一部変更に伴い、請負代金額を 

１，８３６，５０９，４００円から１３，４２１，１００円増額し、 

１，８４９，９３０，５００円に変更したものであります。 
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（公共用地の取得状況について） 

令和６年１１月１日から令和７年１月３１日までの一定基準以上の土木部所管の

公共用地の取得状況については、長崎市における一般県道神ノ島飽ノ浦線交通安全施

設等整備工事、他２件であります。 

 

続きまして、土木部関係の主な所管事項について、ご説明いたします。 

 

（石木ダムの推進について） 

石木ダムについては、渇水や洪水などの自然災害から地域の皆様の安全・安心の確

保を図るうえで必要不可欠な事業であり、早期完成を目指す必要があります。 

 昨年の事業再評価において、完成工期を令和１４年度まで延長することとなりまし

たが、工期内の確実な完成に向け、新たな工事工程に沿って着実に工事を進めてまい

ります。 

一方で、川原地区にお住まいの１３世帯の皆様のご理解とご協力を得たうえで、事

業を円滑に進めることが最善であるという考えにも変わりはなく、引き続き話合いの

機会をいただけるよう努力を重ねてまいります。 

また、佐世保市及び川棚町とともに策定を進めております水源地域整備計画につい

ては、昨年１２月に素案の公表を行い、地元川棚町の皆様から広くご意見を伺ったと

ころであり、今後は、いただいたご意見を精査し、可能な限り反映させながら、計画

の早期策定に努めてまいります。 

県としましては、石木ダムの一日も早い完成に向けて、引き続き、佐世保市及び川

棚町と一体となって、事業の推進に力を注いでまいります。 

 

（幹線道路の整備について） 
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県では、産業の振興や交流人口の拡大による地域の活性化、さらには強靱な県土づ

くりに向け、国等と連携して高規格道路の整備を重点的に進めております。 

このうち、ＮＥＸＣＯ西日本で整備している西九州自動車道の佐々インターチェン

ジから佐世保中央インターチェンジ間の４車線化の完成が、３月２３日の予定と発表

されました。 

４車線化により、さらなる安全性・走行性の向上とともに、災害時の代替機能の強

化が図られるものと期待しております。 

なお、同区間の管理が国土交通省からＮＥＸＣＯ西日本に移管され、佐々インター

チェンジから佐世保大塔インターチェンジ間の通行料金が新たな料金になります。 

引き続き、産業の振興や地域の活性化に寄与する幹線道路ネットワークの整備の推

進に全力で取り組んでまいります。 

 

（長崎駅前交通拠点の整備について） 

昨年７月に国、県、長崎市で設立しました「長崎駅前交通拠点整備事業計画検討会」

において、道路・公共交通の機能強化、歩行者ネットワークの向上、公共交通の利便

性向上を目的として、「長崎駅前交通拠点の整備方針」を策定し、本日公表しておりま

す。今後、この整備方針を踏まえ、具体的な事業計画を取りまとめる予定です。 

また、長崎駅前バスターミナル再整備については、事業化に向け、県及び長崎市に

より市街地再開発事業などの都市計画決定の手続きを進めており、今年２月に地元説

明会を行いました。今後、都市計画審議会の審議などを経て、都市計画決定がなされ

る予定です。 

県としましては、今後も再開発準備組合を支援しながら、長崎の陸の玄関口である

長崎駅前交通拠点の整備に向けて、引き続き国や市と連携して取り組んでまいります。 
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（長崎港元船地区整備について） 

長崎港元船地区においては、施設の老朽化などに対応した港湾機能の再編にあわせ、

賑わいの創出も進めていくこととしており、賑わい施設の整備については、ＰＦＩ手

法の活用を検討しているところです。今回、想定している事業概要や事業期間などを

対外的に周知することで、民間事業者に、ＰＦＩへの参画の意向や事業提案について

広く検討してもらうため、「実施方針の策定の見通し」を公表することとしております。 

 

（道路施設の維持管理計画の改訂について） 

土木部では、平成１８年度に定めた「公共土木施設等維持管理基本方針」に基づき、

戦略的維持管理手法を用いた各施設の維持管理計画を順次策定しております。 

その後、平成２６年の道路法の改正で義務付けられた定期点検や補修工事が一定進

んだことから、その結果等を踏まえ、過年度に策定した橋梁等の道路施設の維持管理

計画について、４月から改訂を行うこととしております。 

今後も、道路利用者の安全・安心が確保できるよう、計画的な維持管理に取り組ん

でまいります。 

 

（長大橋維持管理事業について） 

離島や半島を多く抱える本県は、特殊構造で延長の長い橋梁を数多く設置しており、

その維持管理には高度な技術力・ノウハウを要するとともに、ライフサイクルコスト

の縮減や補修予算の平準化等が大きな課題となっております。 

これらに対応するためには、官民が連携したＰＦＩ手法の導入が有効と考えており、

事業着手に向け「実施方針（案）」を検討し、早期に公表していきたいと考えておりま

す。 
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（道の駅について） 

諫早市飯盛
いいもり

町
ちょう

の一般国道２５１号沿いに県と諫早市が共同で整備中の休憩施設が、

令和７年１月に、道の駅「２５１
にーごーいち

いいもりじゃがーロード」として国土交通省から登

録されました。令和７年度中の供用を目指し、引き続き整備を推進してまいります。 

 

（県営西諫早団地建替事業について） 

諫早市堂崎町に立地しております県営西諫早団地の建替えを「長崎県ＰＰＰ／ＰＦ

Ｉ手法導入優先的検討規程」に基づき検討しました結果、ＰＦＩ事業として実施する

ことの優位性が認められましたことから、ＰＦＩ法に基づき、実施方針の公表を行う

ものでございます。 

 

 以上をもちまして、土木部関係の議案及び所管事項の説明を終わります。 

何とぞ、よろしくご審議のほどお願いいたします。 



 

 

令和７年２月定例県議会 

 

 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

（ 追 加 １ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            土 木 部 
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【観光生活建設委員会関係議案説明資料（土木部）９頁９行目の次に、次のように挿

入する。】 

 

（諫早西部団地開発事業者の公募状況について） 

諫早西部団地の未処分地については、長崎県住宅供給公社が、昨年１０月にプロポ

ーザル方式で開発事業者を公募しましたが、参加を申し込んだ事業者はおりませんで

した。 

公社からは、再公募に向けて、公募資格要件や公募区域等に関するサウンディング

調査を実施し、公募要項の見直しを行っている旨、報告を受けております。 

今後、県としましても、年度内に公募を実施するよう、公社に対して適切に助言、

指導してまいります。 

 



令和７年２月定例県議会

予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案説明資料

文 化 観 光 国 際 部
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文化観光国際部関係の議案について、ご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第 １号議案 令和７年度長崎県一般会計予算のうち関係部分

第４７号議案 令和６年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分

第６１号議案 令和６年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分

であります。

議案の説明に先立ちまして、文化観光国際部の新年度の取組の方向性についてご説明

いたします。

新年度におきましては、「新しい長崎県づくり」のビジョンに掲げる、概ね１０年後

のありたい姿の実現に向け、本県が持つ多様なコンテンツの掘り起こし・磨き上げを

進め、効果的なプロモーションなどにより国内外から多くの方に訪れていただくため

の施策に取り組んでまいります。また、長崎県総合計画の最終年度にあたることから、

魅力ある観光まちづくりの推進や、アジアをはじめとした海外活力の取り込み、県産

品のブランド化と販路拡大に加え、文化・スポーツによる地域活性化、国際交流と平

和発信を一層推進してまいります。

主な事業としましては、

１．国内外からの観光客や観光消費額の拡大を図っていくため、個人の嗜好の多様

化に対応した観光コンテンツづくりや、ターゲットを絞った効果的なプロモーション

等を推進するとともに、国際航空路線の誘致等に取り組みます。

２．県産品のブランド化と販路拡大を図るため、長崎県産品の魅力発信のための仕掛

けづくりや、デジタルマーケティングを活用したプラットフォームの構築等に取り組み

ます。

３．ながさきピース文化祭2 0 2 5
にせんにじゅうご

やツール・ド・九州２０２５
ニーゼロニーゴ

の開催に取り組み
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ます。

４．世界遺産や日本遺産をはじめとする多様で魅力ある地域資源の価値を積極的に発

信し、歴史文化やスポーツを活かした交流促進等に取り組みます。

５．被爆８０年にあたり、被爆の実相の継承及び平和の発信等に取り組みます。

それではまず、第１号議案「令和７年度長崎県一般会計予算」のうち関係部分につい

てご説明いたします。

歳入予算の総額は、             １０億 １，７４１万 ９千円

で、内訳は

  使 用 料 及 び 手 数 料           １，００１万 １千円

  国 庫 支 出 金            ３，６２７万 ４千円

  財 産 収 入              ３０６万 ３千円

  寄 附 金             ４３５万    円

  繰 入 金        ４億   １９０万 ４千円

  諸 収 入         ５億 ６，１８１万 ７千円

であります。

歳出予算の総額は、             ５５億 １，９１４万 ７千円

で、内訳は

  企 画 費        ２４億 ９，６２１万 ８千円

  生 活 対 策 費        １０億 ６，９２２万 ７千円

  商 業 費         ３億 ９，７４８万 ６千円

  観 光 費        １４億   ６１８万 ８千円

  社 会 教 育 費        １億 ５，００２万 ８千円

であります。  
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歳出予算の主な内容について、ご説明いたします。

１ 長崎県美術館や長崎歴史文化博物館等の施設改修に要する経費として、

    文 化 施 設 行 政 推 進 費        ５億 ５，８４６万 ８千円

２ 長崎県美術館、長崎歴史文化博物館、長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージ

アムの管理運営に係る指定管理者への負担金や企画展に要する経費として、

美 術 館 運 営 費        ３億 ９，０７５万 ６千円

博 物 館 運 営 費       ４億 ４，４２８万 ７千円

３ 世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」及び「明治日本の産業革

命遺産」の保存活用や理解促進に要する経費として、

    文 化 財 保 存 費         ８，０６９万 ２千円

４ 本県における文化芸術の振興を図るため、県内市町や文化団体と連携し、国民文

化祭及び全国障害者芸術・文化祭（ながさきピース文化祭2025）を開催する経費と

して、

  文 化 行 政 推 進 費        ７億 ６，４５７万 ９千円

５ 旅の目的の多様化や旅行形態の変化に対応した誘客を図るため、データを活用し

たマーケティング分析に基づく観光プロモーション等の実施に要する経費として、

観 光 情 報 発 信 事 業 費       １億 ４，５８６万 ５千円

６ インバウンドの需要拡大を図るため、九州各県等と連携した重点市場等における

観光情報の発信や、メディア、旅行会社等との連携によるプロモーションのほか、

国内外クルーズ客船の誘致等に要する経費として、

    観光客誘致対策事業費      ３億   ６９２万 ９千円

７ 交流人口・関係人口の拡大に向け、市町や観光関係団体などによる観光まちづく

りの取組への支援等に要する経費として、

観 光 基 盤 整 備 事 業 費         １億 ２，５４５万 ２千円
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８ 国境離島地域の交流人口を拡大するため、しまの滞在型観光を促進する取組に要

する経費として、

国 境 離 島 振 興 事 業 費       ３億 ６，６４９万 ５千円  

９ 国際定期航空路線の維持・拡大、国際チャーター便の誘致等に要する経費として、

   航 空 対 策 費       ２億 ６，７４０万 ２千円  

１０ 県産品のブランド化と販路拡大を推進するため、アンテナショップ「日本橋

長崎館」の運営や全国の百貨店における物産展の開催支援等に要する経費として、

   県産品販路拡大対策費         １億 ７，０３６万   円  

１１ 海外への県産品の輸出促進を図るための県産品のブランド化と販路拡大の取

組に要する経費として、

   貿 易 振 興 事 業 費          ５，３９８万 ６千円  

１２ 海外活力を取り込み、本県の経済活性化につなげるため、交流発展の基盤とな

る友好交流関係都市等との国際交流を促進する取組に要する経費として、

   アジア・国際戦略推進費      １億   ２９２万 ８千円  

１３ 地域の国際交流や国際協力、多文化共生を推進する取組に要する経費として、

国 際 交 流 ・ 協 力 費      １億 １，９０１万 ２千円

１４ 被爆の実相の継承や被爆地長崎から世界に向けた平和の発信に要する経費と

して、

国 際 平 和 推 進 費       ３，８４１万 ３千円  

１５ 国内外のスポーツ合宿・大会誘致による交流人口の拡大やプロスポーツを活

用した地域活性化のほか、「ツール・ド・九州２０２５」の成功に向けた、大会の

認知度向上や賑わい創出、競技運営等の実施に要する経費として、

ス ポ ー ツ 振 興 費     １億 ６，２０３万 ７千円

を計上いたしております。
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（債務負担行為について）

次に、令和８年度の債務負担の主なものについてご説明いたします。

長崎県美術館のLED照明器具更新工事等のため、文化施設改修等整備費に係る令和８

年度に要する経費として、

  ６, ８１６万 ８千円  

長崎県美術館運営事業に係る令和８年度に要する経費として、

   １，２４３万 ８千円

長崎歴史文化博物館管理運営負担金及び長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージア

ム管理運営負担金に係る令和８年度から令和９年度に要する経費として、

   ４，２８１万 ３千円

アンテナショップ「日本橋長崎館」の不動産賃借料に係る令和８年度から令和１２年

度に要する経費として、

４億 ５，８６３万   円

ＥＣサイト運営のため、ながおしデジタルマーケティング活用推進事業費に係る令和

８年度に要する経費として、

   ５，３４６万 １千円

を計上いたしております。

次に、第４７号議案「令和６年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係部

分についてご説明いたします。

歳入予算は、

使 用 料 及 び 手 数 料          １４万 ３千円の増

国 庫 支 出 金          ４０８万   円の減

財 産 収 入           ９９万 ８千円の増

寄     附     金            ５８０万 １千円の増
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繰 入 金              ３８３万 ３千円の減

諸 収 入          ８，７５４万 ７千円の減

合 計       ８，８５１万 ８千円の減

であります。

歳出予算は、

  企 画 費       １億 ６，４５７万 ８千円の減

  生 活 対 策 費          ８７７万 ７千円の減

  商 業 費          １，１１１万 ９千円の減

  観 光 費        ６億 ４，６７６万 １千円の減

  社 会 教 育 費             ６５万 ９千円の減

  障 害 福 祉 費               １４万 ３千円の減

  合           計           ８億 ３，２０３万 ７千円の減

であります。

歳出予算の主なものについて、ご説明いたします。

企画費の減額の主なものは、

・国際定期航空路線維持・拡大事業費     １億 １，５８２万 ７千円の減

・文化施設改修等整備費              １，８４２万 ６千円の減

であります。

商業費の減額の主なものは、

・県産品斡旋事業費               ４２４万 ６千円の減

であります。

観光費の減額の主なものは、

・しま旅滞在促進事業費          ５億   ５９１万 ９千円の減

・しま旅受入体制整備事業費         １億 １，１９７万 ８千円の減

であります。



- 8 -

社会教育費の減額の主なものは、

・包括的保存管理計画推進事業費

                            ４９９万 ７千円の減

であります。

次に、第６１号議案「令和６年度長崎県一般会計補正予算（第７号）」のうち関係部

分についてご説明いたします。

歳出予算は、

  企 画 費           １，５５１万 ８千円の増

  生 活 対 策 費            ５５３万 ３千円の増

  商 業 費            ２６９万 ７千円の増

  観 光 費             ９８０万 ６千円の増

  社 会 教 育 費                 １９０万 ９千円の増

  合           計              ３，５４６万 ３千円の増

であります。

これは、会計年度任用職員を含む職員の給与改定に要する経費であります。

この結果、令和６年度の文化観光国際部所管の歳出予算総額は、

                        ４５億 ８，２１７万    円

となります。

最後に、令和６年度補正予算の専決処分について、あらかじめご了承を賜りたいと存

じます。

令和６年度の予算につきましては、今議会に補正をお願いいたしておりますが、今後、

年間の執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生じてまいりますので、３月末を
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もって令和６年度予算の補正について専決処分により措置させていただきたいと考え

ておりますので、ご了承賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。



令和７年２月定例県議会

観 光 生 活 建 設 委 員 会 関 係 説 明 資 料

文 化 観 光 国 際 部



文化観光国際部関係の議案外の所管事項についてご説明いたします。

（文化の振興について）

平成１７年４月に開館した長崎県美術館、及び同年１１月に開館した長崎歴史文化

博物館は、ともに今年２０周年を迎えます。

今年は、ながさきピース文化祭が開催されるほか、被爆８０年の節目の年でもあり、

長崎県美術館においては、交流協定を締結しているスペインのプラド美術館からゴヤ

の名画をお借りして開催する「ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争の

姿」展や、「金曜ロードショーとジブリ展」、「皇室の名品と長崎－皇居三の丸尚蔵館

収蔵品」展など、さまざまな記念事業を実施してまいります。

長崎歴史文化博物館においても、多くの日本人が憧れた異国文化の集積地である長

崎にスポットを当てた「長崎遊学展」や、「ポケモン×工芸展－美と技の大発見」等、

各種記念事業を県美術館とも連携しながら実施してまいります。

また、県内各地において、地道な文化活動を続け、地域文化の向上と発展に貢献し

ている個人及び団体の活動と業績を顕彰するため、去る１月２３日に、第３９回長崎

県地域文化章の授与式を開催し、地域文化の振興に長年取り組まれている１個人２団

体に対し、地域文化章を贈呈いたしました。

今後とも、より多くの県民の皆様に文化芸術を身近に楽しんでいただくよう、県内

外の人々が集い賑わう文化拠点の充実や地域文化の振興に取り組んでまいります。

（世界文化遺産の保存活用について）

去る１月２４日に、県と関係市町、カトリック長崎大司教区、お告げのマリア修道

会が所有している約２，２００点の「長崎のかくれキリシタン信仰用具」が県内で初

めて国の重要有形民俗文化財指定の答申を受けました。これは、県が文化庁及び関係

自治体等の協力をいただきながら５ヵ年にわたり調査した成果であるとともに学術的
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に高く評価されたものと考えております。

これを踏まえ、国指定の答申を受けた文化財を含むキリシタン信仰用具や、佐世保

市黒島の教会堂建設の歴史について紹介する「聖水と教会堂展」を２月２１日から３

月６日まで佐世保市博物館島瀬美術センターにて開催し、最新の研究成果について広

く発信したところであります。

今後とも、関係県市町と連携し資産の保全に努めるとともに、調査研究を重ねなが

ら世界遺産の価値や魅力を広く発信し、保護意識の醸成や誘客を図るなど、世界遺産

のさらなる保存・活用につなげてまいります。

（ながさきピース文化祭 2 0 2 5
にせんにじゅうご

について）

９月の開催まで半年余りとなりました「ながさきピース文化祭 2025」については、

着々と開催準備を進めており、関係団体等との協議を重ねるなど、文化祭の円滑な実

施に向けて取り組んでおります。

こうした中、県が主催する開閉会式や障害者交流事業などの各事業については、文

化芸術の専門家の意見をいただきながら、実施内容や出演者等の検討・調整を続けて

おり、一部の事業においては、出演者のオーディションやレッスン、作品の公募など

を開始したところであります。

また、市町が主催する事業については、県下１０市町で開催予定の全国大会に係る

出演者等の募集を昨年１２月より開始しており、県においても、市町と連携し準備を

進めております。

広報活動につきましては、これまでアンバサダーやＳＮＳによる情報発信、プレイ

ベント等を実施してきており、これに加え、２月２２日から３月１４日まで、公式イ

ンスタグラムのフォロワーを対象とした県産品プレゼントキャンペーンを実施するな

ど、更なる機運醸成や認知度向上に取り組んでおります。

本文化祭の成功に向けて、引き続き市町や関係団体としっかりと連携し、準備に万
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全を期してまいります。

（観光の振興について）

令和６年１０月から１２月までの主要宿泊施設における宿泊客数は、大型複合施設

「長崎スタジアムシティ」の開業効果や長崎～ソウル線の運航再開により外国人宿泊

客が増加したことなどから、前年同期と比較すると、地域間での差はあるものの、県

全体では６．５％の増となっております。

また、長崎市の端島を主な舞台としたＴＢＳ日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」の

放送が開始された昨年１０月以降は、軍艦島クルーズの予約状況も好調と伺っており、

軍艦島を紹介する県観光連盟公式ホームページへのアクセス数も大幅に増加するなど、

観光誘客の効果も表れております。

これまで県観光連盟や県内市町と連携し、本県を舞台とした映画やドラマ等のロケ

支援等に取り組んできたところであり、引き続き、作品の誘致や、ロケ地を活用した

魅力発信を通じて、本県への誘客や周遊の促進につなげてまいります。

長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合と県が連携して取り組む海外大学からのイン

ターンシップ受入については、去る１２月１２日にネパールから一期生となる９名の

学生が入国し、県内５つの施設で約５か月間の就業体験等を行っているところであり

ます。

インターンシップ期間中は、地元市町で開催する日本語教室や交流イベントへの参

加などを通じて本県への愛着や理解を深めていただくほか、県内宿泊事業者向けには、

受入施設での見学会を開催し、外国人材の受入への理解促進を図ることとしておりま

す。

次年度は、ネパールからの受入に加え、対象国拡大に向けて調整を進めているとこ

ろであり、引き続き、市町や関係団体等と連携しながら、観光関連産業における外国

人材の受入環境整備に取り組んでまいります。

4



（インバウンドの推進について）

インバウンドについては、本県の認知度向上と更なる需要回復を図るため、海外向

けのプロモーションに積極的に取り組むとともに、昨年１０月の長崎～ソウル線の運

航再開に合わせて、本県の観光説明会・商談会を韓国・ソウルで行ったところです。

また、去る１月９日には、ソウルにおいて、観光関連産業の皆様と連携した長崎県

観光商談会を開催し、旅行商品造成に向けたセールスを実施してまいりました。

このほか、地元市町や関係事業者等と連携し、飲食店のメニュー多言語化などの受

入環境整備や個人旅行化の一層の進展を見据えたＳＮＳ等による継続的な情報発信に

取り組んでおります。

クルーズについては、令和６年の入港実績は２４７回で令和５年の１３３回を大き

く上回ったところであり、更なる入港拡大に向けて、船会社や旅行会社等に対し本県

の魅力についてＰＲするなど、引き続き、市町や関係事業者等と連携し、ＳＮＳ等を

活用した情報発信や旅行会社等を対象とした積極的な誘致活動に取り組んでまいりま

す。

（国際航空路線の運航について）

国際航空路線については、昨年１０月以来、航空会社等と連携し、長崎～ソウル線

の利用促進に努めており、去る１月１６日には、徳永県議会議長をはじめ、議員の皆

様とともに、ソウル線の運航会社である大韓航空のチェ副社長と面会し、就航のお礼

をお伝えするとともに、今後の同路線の安定運航などについて意見交換を行ってまい

りました。

また、去る１月８日から１１日まで、馬場副知事が上海市及び香港の航空会社と旅

行会社を訪問し、今後の国際航空路線の運航などについて意見交換を行ったところで

あります。

引き続き、東アジアをはじめとする国際航空路線の誘致や利用促進について、積極
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的に取り組んでまいります。

（県産品のブランド化と販路拡大について）

首都圏における情報発信拠点「日本橋 長崎館」では、店舗への誘客促進を図るため、

長崎の冬の風物詩である長崎ランタンフェスティバル開催に併せたランタンでの店内

装飾やＰＲイベントを行うなど、長崎らしさの演出を図っているところであります。

また、首都圏のホテルにおいてシェフが厳選した食材をコース料理で提供する「長

崎県食材フェア」を開催したほか、去る１月２２日から５日間開催された北関東のイ

オン４２店舗での「長崎県フェア」にあわせ、中核店において馬場副知事によるトッ

プセールスを行うとともに、食や観光、文化、歴史などに加え、今年９月から開催さ

れる「ながさきピース文化祭 2025」についても紹介するなど、総合的に本県の魅力を

発信しました。

県産品の愛用については、去る２月１０日に今年で５６回目となる長崎県特産品新

作展の入賞商品を発表したところであります。入賞商品については、４月１日から長

崎市内の百貨店で展示・販売するほか、「日本橋 長崎館」や長崎県物産展等において

もＰＲ・販売を実施することとしております。今後も創意と工夫にあふれた特産品の

顕彰とＰＲを行うことで、県内事業者の新商品開発意欲の向上に取り組んでまいりま

す。

県産品の輸出促進については、１２月に香港の現地小売店で「長崎フェア」を開催

したほか、１月には中国において県産酒の試飲商談会を実施するなど、県産品の新た

な商流構築に向けて取り組んでまいりました。

今後とも市町や生産者団体等と連携しながら、県産品のブランド化の推進や販路拡

大に努めてまいります。
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（スポーツの振興について）

長崎県営野球場を主会場として自主トレーニングを行っている元福岡ソフトバンク

ホークスの和田
わ だ

毅
つよし

さんやプロ野球選手の皆様のご厚意により、去る１月１１日、「第

２回ビッグＮ少年少女野球教室」を開催しました。

県内の小学生１５３名が参加し、和田さんや本県出身で埼玉西武ライオンズの隅田
すみだ

知
ち

一郎
ひ ろ

選手など、憧れのプロ野球選手から技術的な指導を直に受け、子どもたちは少

しでもプロの技術を学ぼうと真剣な表情で汗を流していました。

未来を担う子どもたちがプロ野球選手と交流する機会を得ることは、本県のスポー

ツの振興において大変意義深いものであり、来年度以降も継続して実施いただけるよ

う働きかけを行ってまいります。

また、サッカーＪ２リーグの２０２５シーズンが２月１５日に開幕し、Ｖ・ファー

レン長崎は新たなスタートを切りました。

昨シーズンは、リーグ３位の成績でＪ１昇格プレーオフに挑みましたが、準決勝で

敗退し、惜しくもＪ１復帰は叶いませんでした。今シーズンこそは、新スローガン「獲

るぞ、ＴＥＰＰＥＮ 魅せろ、長崎の力」のもと、選手やスタッフ、そして、サポーター

が一体となって、悲願のＪ１昇格を達成されることを期待しております。

加えて、プロバスケットボールリーグＢ１の長崎ヴェルカについても、今シーズン

の目標として掲げているチャンピオンシップ進出を目指して、より多くの勝ち星を重

ねられることを期待しております。

県としましては、県民応援フェアの開催等によりホームゲームを盛り上げるなど、

県議会をはじめ、市町や関係団体、県民の皆様と一体となって、両チームを後押しし

てまいります。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
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令和７年２月定例県議会

観 光 生 活 建 設 委 員 会 関 係 説 明 資 料

（追加１）

文 化 観 光 国 際 部



【観光生活建設委員会関係説明資料 文化観光国際部の４ページ１１行目の後に、次のと

おり挿入】

このような中、地域を盛り上げたドラマなどの作品とその受入支援等を行った自治体

を表彰する「第１５回ロケーションジャパン大賞」が２月２０日に発表され、同作品の

ロケ地として、県と長崎市が準グランプリを受賞いたしました。

【観光生活建設委員会関係説明資料 文化観光国際部の６ページ最終行の後に、次のと

おり挿入】

（平和発信の促進について）

去る１月２８日、国に対し、核兵器禁止条約への署名・批准並びにオブザーバー参加

について、広島県とともに、要望を行いました。今回の締約国会議へのオブザーバー参

加は見送られましたが、唯一の被爆国である我が国が、本条約に署名・批准することは、

核兵器廃絶に向けた国際的な機運の向上につながるものであることから、引き続き、政

府に対し、被爆地の思いをしっかりと受け止めていただけるように、粘り強く求めてま

いります。

また、本年は被爆８０年の節目の年となります。「長崎を最後の被爆地に」という強い

思いのもと、長崎市や広島県、関係団体等と連携し、被爆地から世界に向けた平和発信

を推進するとともに、次代を担う平和人材の育成や地域や世代を超えた平和教育に取り

組むことにより、平和意識の醸成を促進してまいります。
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【観光生活建設委員会関係説明資料 文化観光国際部の７ページ２３行目の後に、次の

とおり挿入】

（ツール・ド・九州２０２５
ニーゼロニーゴ

について）

去る２月２２日、佐世保市において、ツール・ド・九州２０２５佐世保クリテリウム

の認知度向上・機運醸成を図ることを目的とした、キックオフイベントを開催いたしま

した。当日は、クリテリウムのコースがさせぼ五番街周辺である事を発表するとともに、

バーチャルサイクリング体験やこども自転車教室、パネル展示ブースの設置などにより、

訪れた県民に同大会をＰＲいたしました。

今後も、本大会を成功裏に開催できるよう、引き続き、佐世保市や関係団体と連携し

て準備を進めるとともに、更なる機運醸成に努めてまいります。

（令和７年度の組織改正について）

令和７年４月１日付けで組織改正を行うこととしておりますので、その概要について

ご説明いたします。

本県においては、インバウンドの誘客拡大を図るため、これまで県観光連盟や県内市

町、観光関連事業者と連携し、海外向けプロ―モーションをはじめ、クルーズ客船及び

国際航空路線の誘致を実施してきたところですが、現在のインバウンド獲得に向けた地

域間競争の高まりを踏まえ、今後は、さらなる取組の強化が必要となっております。

このため、文化観光国際部におきましては、訪日外国人観光客が急増する中、本県が

観光立県としてインバウンド関連施策を戦略的に推進していくため、国際観光振興室を

改組し、インバウンド推進課を新設することとしております。

今後とも新たな組織体制のもと、より効率的、効果的な県政運営の実現に努めてまい

ります。
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県民生活環境部関係の議案について、ご説明いたします。 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第 １号議案 令和７年度長崎県一般会計予算のうち関係部分 

第１５号議案 令和７年度長崎県流域下水道事業会計予算 

第４７号議案 令和６年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

第６０号議案 令和６年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第３号） 

第６１号議案 令和６年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

第６３号議案 令和６年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第４号） 

の６件であります。 

 

 はじめに、第１号議案「令和７年度長崎県一般会計予算」のうち関係部分について

ご説明いたします。 

 

令和７年度当初予算においては、計画期間の最終年度を迎える長崎県総合計画の総

仕上げと、「新しい長崎県づくりのビジョン」が目指す「未来大国」の実現に向けて、

部局間連携・融合による施策の充実・強化を図るとともに、市町や関係団体、民間企

業及び県民の皆様と思いや力を合わせて一緒に取り組んでまいります。 

このうち、県民生活環境部では、「新しい長崎県づくり」のビジョンをはじめ長崎県

総合計画を推進するにあたり、「誰もが安全・安心に暮らし活躍できる環境づくりや持

続可能な地域づくり」に向けて各種施策を一層推進してまいります。 

 

歳入予算については、 

  使用料及び手数料                 １，５０５万５千円 

  国 庫 支 出 金              １９億３，５０９万２千円 

  財 産 収 入                   ２９８万７千円 
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  繰 入 金               ２億  ８４９万２千円 

  諸 収 入                 ８，６４５万９千円 

   計                ２２億４，８０８万５千円 

 

歳出予算については、 

  防 災 費             ２億７，９８８万５千円 

  統 計 調 査 費            １１億１，１６９万８千円 

  生 活 対 策 費             ７億４，８６２万４千円 

  環 境 保 全 費            ３３億７，２３０万８千円 

  農 地 費                 ４６９万５千円 

  都 市 計 画 費             １億５，４０９万７千円 

  県有施設等災害復旧費               ３，０００万  円 

   計                ５７億  １３０万７千円 

 

を計上いたしております。 

 

 次に、予算の主な内容についてご説明いたします。 

 

（県民協働の推進について） 

多様化する県民ニーズや地域課題にきめ細かに対応するには、多様な主体による協

働の推進は不可欠なため、県内で活動するＮＰＯ等の団体が抱える課題を職業上の専

門的な知識や経験、ノウハウを有する方々の支援により解決し、団体の運営基盤強化

や活動の活性化を図ることとしており、これらに要する経費として、 

２２６万５千円 

を計上いたしております。 
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（共家事・共育て促進について） 

 女性活躍推進及び男女共同参画社会を実現するため、市町、民間団体等と連携し、

子育て世帯や家事・子育てに係る全ての方に共家事・共育ての周知・啓発を実施する

こととしており、これらに要する経費として、 

                           １，０３４万９千円 

を計上いたしております。 

 

（人権尊重社会づくりの推進について） 

人権が尊重される社会の実現をめざして、様々な人権問題の解決に向け、県民の人

権への理解を深めるため、各種講演会・研修会等の開催や人権・同和教育指導者の養

成・活用等を行うこととしており、これらに要する経費として、 

４，１７３万５千円 

を計上いたしております。 

 

（交通安全対策の推進について） 

 県民一体となった各季の交通安全運動や、交通安全教育・指導、普及啓発活動を  

実施するほか、交通事故死者数に占める割合が高い高齢者の交通安全対策として、  

交通事故防止に資する安全運転サポート車の普及啓発を推進するとともに、高齢運転

者及び高齢歩行者等の総合的な交通安全教育を実施することとしており、これらに要

する経費として、 

                           ２，８６６万２千円 

を計上いたしております。 

 

（統計調査について） 
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我が国で最も重要な統計調査である国勢調査をはじめ、毎月勤労統計調査や家計調

査、労働力調査などの基幹統計調査を円滑かつ確実に実施いたします。 

このほか統計調査以外にも、統計に関する人材育成や分析支援などに取り組むこと

としており、これらに要する経費として、 

９億３，４５１万７千円 

を計上いたしております。 

 

（動物殺処分ゼロプロジェクトについて） 

 人と動物が共生できる住みよい社会を実現するため、動物殺処分ゼロに向けたロー

ドマップに沿って、「収容数の削減」、「収容動物の譲渡推進」、「市町や県民の参

加と連携強化」を３本柱とする取組を推進するとともに、新たな動物愛護管理セン 

ターの整備を進めることとしており、これらに要する経費として、 

３億９，４０７万８千円 

を計上いたしております。 

 

（食育の推進について） 

 「第４次長崎県食育推進計画」に基づき、全世代への食育を推進し、食育活動を県

民運動として広げていくため、市町、大学、民間企業等とのネットワークを強化し、

食育関連イベントへの参加や情報発信等に一体となって取り組むとともに、食品ロス

削減等をテーマとして食育イベントの規模を拡大し、県民の食育への認知度向上を図

ることとしており、これらに要する経費として、 

１，１２７万７千円    

を計上いたしております。 

 

（地球温暖化対策の推進について） 
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脱炭素社会の実現に向け、国の交付金等を活用し、市町が行う住宅等への太陽光発

電設備設置補助事業を支援し、県公用車に電気自動車を導入するほか、省エネ、再エ

ネの推進を県民、事業者、行政など県民総ぐるみの取組として進めることとしており、

これらに要する経費として、 

２億５，４１３万４千円   

を計上いたしております。 

 

（水道施設及び汚水処理施設の整備について） 

安全な水の安定供給のため、市町が実施する水道施設耐震化・老朽化対策への支援

として国から県に一括して交付される交付金の市町への配分や、生活環境の改善と 

公共用水域の水質保全を図るため、市町が実施する浄化槽設置整備事業などに対する

助成を行うこととしており、これらに要する経費として、 

                  ３億２，４３７万７千円 

を計上いたしております。 

 

（廃棄物対策の推進について） 

 廃棄物の適正処理を推進するため、産業廃棄物処理業者等に対する定期的な立入 

検査及び不法投棄監視パトロールや、優良な産業廃棄物処理業者育成のための講習会

等を実施するとともに、ＰＣＢ廃棄物の適正処理指導や、海岸漂着物等の回収・処理

や発生抑制対策を行うこととしており、これらに要する経費として、 

１億９，９９５万９千円 

を計上いたしております。 

 

（自然環境を活かした地域づくりの推進及び生物多様性の保全について） 

 国立公園やジオパーク等の豊かな自然資源を活かした地域づくりを推進するため, 
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雲仙温泉地域の滞在環境の上質化に向けた施設の整備を実施することとしております。 

 また、生物多様性の保全を推進するため、ツシマヤマネコをはじめとする希少野生

動植物の調査及び普及啓発、民間団体等が行う活動への支援、シカや特定外来生物等

による生態系被害防止対策等を実施することとしており、これらに要する経費として、 

２億７，７３９万６千円 

を計上いたしております。 

 

 続きまして、債務負担行為についてご説明いたします。 

令和８年４月１日から履行開始が必要な業務及び年度を越えて契約を締結する業務

について、令和７年度中に入札・契約事務等を行うため、 

環境放射線テレメータシステム及び測定機器類の運用保守・点検業務委託等 

                          １億１，０００万  円 

など２０件を計上いたしております。 

 

 次に、第１５号議案「令和７年度長崎県流域下水道事業会計予算」についてご説明

いたします。 

収益的収入では、流域関連市からの維持管理負担金、長期前受金戻入等として、 

                        １１億５，５０９万５千円 

 収益的支出では、大村湾南部浄化センターの維持管理経費、資産の減価償却費等  

として、 

                        １０億  ８６５万４千円 

を計上いたしております。 

 資本的収入では、国庫補助金、企業債等として、 

                         ７億６，３７５万  円 

 資本的支出では、大村湾南部流域下水道のストックマネジメント計画に基づく施設
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更新等に要する経費、建設事業の資金として借り入れた企業債の元金償還金として、 

   ８億９，０４３万６千円 

を計上いたしております。 

 

 続きまして、債務負担行為についてご説明いたします。 

大村湾南部浄化センターの水処理施設の高度処理化工事等について、年度を越えて

契約を締結する必要があるため、 

                        １５億９，０００万  円 

など２件を計上いたしております。 

 

 以上をもちまして、令和７年度当初予算の説明を終わります。 

 

 次に、第４７号議案「令和６年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係

部分についてご説明いたします。 

 

歳入予算については、 

国 庫 支 出 金               ３億８，１０６万３千円の減 

寄 附 金                   ２，００５万８千円の増 

繰 入 金                 ２，０３４万３千円の減 

諸   収     入                   ２６６万３千円の減 

計                    ３億８，４０１万１千円の減 

 

歳出予算については、 

防 災 費                    ５２万３千円の減 

統 計 調 査 費                 ２，６５７万９千円の減 
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生 活 対 策 費                 １，２１６万９千円の減 

環 境 保 全 費               ４億１，７２２万  円の減 

都 市 計 画 費                   １５４万１千円の減 

計              ４億５，８０３万２千円の減 

を計上いたしております。 

 

歳入予算の増のうち主なものは、 

一般財団法人休暇村協会からの寄附金         ２，０００万  円の増 

であります。 

 

次に、歳出予算の主なものについてご説明いたします。 

 

（生活基盤施設耐震化等交付金事業費について） 

 水道施設整備事業を実施する市町に対する交付金について、事業費が減額となった

こと等に伴い、 

２億２，３７８万９千円の減 

を計上いたしております。 

 

（海岸環境保全対策推進事業について） 

海岸漂着物等地域対策推進事業を実施する市町に対する補助金について、事業費が

減額となったこと等に伴い、 

７，８７０万６千円の減 

を計上いたしております。 

 

（脱炭素社会実現推進事業について） 
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 地球温暖化対策として実施しております太陽光発電設備の導入等への補助について、

事業費が減額となったこと等に伴い、 

                           ４，７７０万１千円の減 

を計上いたしております。 

 

（長崎県産業廃棄物税基金積立金について） 

 長崎県産業廃棄物税について、当初想定よりも税収が増加していることに伴い、 

                           ３，０１１万９千円の増 

を計上いたしております。 

 

続きまして、繰越明許費についてご説明いたします。 

 脱炭素社会実現推進事業の実施において、年度内に必要な事業期間が確保できない

ことや市町が実施する水道施設整備事業において繰越が生じることから、 

地球温暖化対策推進費                ２，２５０万９千円 

 生活基盤施設耐震化等交付金事業費          １，３４６万２千円 

について、繰越明許費を設定するものであります。 

 

次に、債務負担行為についてご説明いたします。 

 令和６年度当初予算で債務負担行為を設定していた食品検査機器等管理業務におい

て、限度額の増額を行う必要があるため、令和７年度までの債務負担行為として 

 食品検査機器等管理業務                 ２７０万  円 

を計上いたしております。 

 

次に、第６０号議案「令和６年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第３号）」

についてご説明いたします。 
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 収益的収入では、流域関連市からの維持管理負担金の減等に伴い、 

                           ６，５６５万１千円の減 

 収益的支出では、処理場費の減等に伴い、 

                         １億２，４２５万６千円の減 

を計上いたしております。 

 

 資本的収入では、国庫補助金の減等に伴い、 

２億３，１４０万 千円の減 

 資本的支出では、建設改良費の減に伴い、 

２億３，２７２万３千円の減 

を計上いたしております。 

 

次に、第６１号議案「令和６年度長崎県一般会計補正予算（第７号）」のうち関係

部分についてご説明します。 

 

 歳出予算について、 

 防 災 費                 ４８万３千円の増 

  統 計 調 査 費                ５３９万１千円の増 

  生 活 対 策 費              １，６１４万５千円の増 

  環 境 保 全 費              ３，７１３万  円の増 

  都 市 計 画 費                １１２万６千円の増 

   計                   ６，０２７万５千円の増 

を計上いたしております。 
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 これは、職員給与及び会計年度任用職員報酬等の改定に要する経費であります。 

 

 次に、第６３号議案「令和６年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第４号）」

についてご説明いたします。 

 収益的支出について、                   １１０万１千円の増 

 資本的支出について、                    １１万８千円の増 

を計上いたしております。 

 

 これは、職員給与及び会計年度任用職員報酬等の改定に要する経費であります。 

 

以上をもちまして、令和６年度補正予算の説明を終わります。 

 

最後に、令和６年度補正予算の専決処分につきまして、あらかじめご了承を賜り  

たいと存じます。 

 令和６年度予算につきましては、本議会において補正をお願いいたしておりますが、

歳入におきまして国庫支出金等に未確定のものがあり、また、歳出におきましても、

年間の執行額の確定をもって整理を要するものがあります。 

 従いまして、これらの調整、整理を行うため、３月末をもって、令和６年度予算の

補正について、専決処分により措置させていただきたいと考えておりますので、   

ご了承を賜りますようお願いいたします。 

 

 以上をもちまして、県民生活環境部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

 

 

令和７年２月定例県議会 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 民 生 活 環 境 部 
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県民生活環境部関係の議案についてご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第３０号議案 「長崎県環境保健研究センター条例の一部を改正する条例」 

であります。 

 

第３０号議案「長崎県環境保健研究センター条例の一部を改正する条例」につきま

しては、関係経費の増減に伴い、長崎県環境保健研究センターの手数料を改定するた

め、所要の改正をしようとするものであります。 

  

 次に、議案外の主な所管事項について、ご説明いたします。 

  

（共家事・共育て促進について） 

 子育て世帯に対して、共家事・共育てを周知・啓発するため、「パパの家事・子育

てを応援するための手帳」と動画を作成し、手帳については１月から市町の母子健康

手帳交付窓口などで配布を始めました。今後は、市町の両親学級や産婦人科等での男

性向け講座などで広く活用していただくことにしております。 

 また、県内企業における男性の育児休業の取得を促進するため、長崎労働局と共催

で企業向けの「男性育休セミナー」を１月２１日に開催し、約１００社から約１５０

名の参加がありました。男性育休１００％達成企業の具体的な取組の紹介や育児・介

護休業法改正についての説明等により、参加者に男性育休についての理解を深めてい

ただきました。 

 今後も、男女が共に家事や子育てを担う共家事・共育てを促進するため、県民の意

識醸成と職場の理解促進に取り組み、女性活躍推進及び男女共同参画社会の実現に努

めてまいります。 
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（ながさき女性活躍推進企業等表彰式について） 

企業等における女性活躍の推進に官民一体で取り組む「ながさき女性活躍推進会議」

において、去る２月７日、女性の登用や人材育成等に積極的に取り組んでいる県内企

業の表彰式を開催しました。 

表彰式では３企業を表彰したほか、著作家でメディアプロデューサーの羽生
は ぶ

祥子
さ ち こ

氏

の講演や、女性活躍を推進する県内企業のリーダーたちによるパネルディスカッショ

ンを行いました。 

今後も、官民一体となって、女性活躍に積極的な企業等の周知をはじめ、女性のキ

ャリア形成や管理職登用、ネットワーク構築などに取り組み、女性活躍の推進につな

げてまいります。 

 

（人権尊重の社会づくりの推進について） 

学校、家庭及び地域社会における人権教育の推進について正しい知識と理解を深め

てもらうため、教職員、社会教育関係者、ＰＴＡ関係者、人権擁護委員等をはじめ、

広く県民の皆様を対象とした「令和６年度人権教育中央研修会」を、去る１月３０日

に県庁会場とオンライン配信のハイブリッド方式にて開催しました。 

本研修会では、「学びとつながりが主体性を育む～人権尊重社会の実現をわたしか

ら～」をテーマに、同和問題をはじめ、インターネットと人権、多様な性のあり方に

関する講演を実施し、自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践意欲を高める

契機とすることができました。 

また、１２月１６日と２月１３日に「長崎県人権施策のあり方に関する検討委員会」

を開催し、「性の多様性」をテーマに、「性的少数者に配慮した環境づくり」「パー

トナーシップ宣誓制度」「教育啓発」の論点からご意見をいただきました。 

今後、検討委員会において、意見をとりまとめていただくこととしており、とりま

とめの意見を参考にしながら、人権施策の方向性を検討していくとともに、引き続き、
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県民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に向けて取り組んでまいります。 

 

（交通安全対策の推進について） 

令和６年中の県内における交通事故発生状況は、前年と比較して発生件数、死者数

及び負傷者数は減少した一方で、重傷者数は増加しており、「第１１次長崎県交通安

全計画」に掲げた、「令和７年までに年間の交通事故死者数を３０人以下、重傷者数

を２８０人以下にする」という目標について、死者数は２６人で目標値を下回り達成

したものの、重傷者数については３００人となり、目標値を上回る結果となりました。   

特に、交通事故死者に占める高齢者の割合は７割を超え、また、歩行者事故の割合

も高い状況にあることから、高齢者事故と歩行者事故の防止対策を重要課題と位置づ

け、引き続き関係機関・団体と連携しながら、高齢者に対する参加体験型講習会等を

はじめとした交通事故防止対策に努めてまいります。 

 

（令和７年国勢調査の実施本部設置について） 

我が国に住んでいるすべての人を対象に、人口及び世帯の実態を明らかにする最も

基本的で重要な統計調査である国勢調査を、本年１０月１日を調査期日として実施し

ます。 

この調査の結果は、あらゆる施策の基盤となり、民間の活動にも幅広く活用されて

おります。また、人口減少や少子高齢化対策の取組に不可欠な、最新の人口推計や将

来人口推計の基礎ともなるものであり、より正確な調査結果が求められているところ

です。 

この調査の円滑かつ正確な実施に向け、去る２月３日に、県民生活環境部長を本部

長とする「令和７年国勢調査長崎県実施本部」を設置したところであり、調査に関す

る広報活動に取り組み、スマートフォンやパソコンによるインターネット回答の積極

的推進など、県民の皆様への周知を図ることとしています。 
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今後とも、県民の皆様のご理解とご協力を得られるよう、広報活動を行うとともに、

国や市町と連携を図りながら、円滑な実施に努めてまいります。 

 

（地球温暖化対策の推進について） 

 地球温暖化対策については、「第２次長崎県地球温暖化（気候変動）対策実行計画」

に基づき、関係機関と連携して各種対策に取り組んでおります。  

地球温暖化対策に必要不可欠である再生可能エネルギーの導入促進については、太

陽光発電設備の導入を希望する県民や県内事業者に広く参加を募り、一括して調達す

ることで、スケールメリットを生かした導入費用の軽減を図るため、去る２月７日、

アイチューザー株式会社と「長崎県太陽光発電設備等共同購入支援事業に関する協定」

を締結いたしました。 

併せて、住宅、事業所の太陽光発電設備等の導入支援についても、設置補助事業を

行う市町を来年度から拡大するなど、今後とも、県民、事業者、関係機関等と連携し、

県民総ぐるみで地球温暖化対策が促進されるよう各種対策に取り組んでまいります。 

 

（西海国立公園７０周年について） 

 西海国立公園は昭和３０年３月１６日に指定され、今年で７０周年を迎えます。 

去る１月２７日には、国、県、関係市町で構成する西海国立公園指定７０周年記念

事業実行委員会が設立され、記念事業や各種イベント等を実施していく予定とされて

おります。 

県としましても、今後、公園内において自然歩道を歩くイベントを開催するなど、

関係機関と連携して西海国立公園の振興に取り組んでまいります。 

 

 以上をもちまして、県民生活環境部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 
 

令和７年２月定例県議会 

 
 

予算決算委員会 観光生活建設分科会 
関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

交  通  局 
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交通局関係の議案につきましてご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしております議案は、 

第１４号議案  令和７年度長崎県交通事業会計予算 

第５９号議案  令和６年度長崎県交通事業会計補正予算（第１号） 

であります。 

 

 はじめに、第１４号議案「令和７年度長崎県交通事業会計予算」につきまして、ご

説明いたします。 

交通局におきましては、県営交通事業として、輸送の安全確保と輸送品質の向上に

努めながら、地域生活交通の維持確保を図るとともに本県観光振興へ貢献して行くこ

とを基本方針として運営を行っております。 

交通局の経営状況は、コロナ禍の影響を大きく受け、また、コロナ禍後においても

全国的な運転士不足や燃料費の高騰など厳しい状況にありますが、経営計画に基づき、

長崎自動車株式会社（長崎バス）との共同経営方式での路線バス再編を実施するとと

もに、子会社である長崎県央バス株式会社の統合や営業所の再編、各種経費の見直し

などを行い、経営の健全性の維持に努めております。 

令和７年度の収益的収支においては、貸切バスの運賃改定の効果が見込める一方で、

人件費や燃料費などの増大があり、また車両更新を進めることによる減価償却費の増

など、費用が大幅に増加することから、税抜き収支で２百万円の黒字としております。 

また、資本的収支においては、建設改良費について、コロナ禍において見合わせて

いた車両更新を本格的に再開するため、新車バス購入などとして１２億５１百万円を、

企業債償還金について、コロナ禍で生じた特別減収対策企業債の借換えを含み１５億

３３百万円を、計上しております。 
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（業務の予定量） 

 業務の予定量は、 

   車 両 数                       ３５９両 

   年間 走 行 ㎞                  １，４２７万９千㎞ 

                     （１日平均  ３万９，１２１㎞） 

   年間輸送人員                  １，２１６万５千人 

                     （１日平均  ３万３，３２９人） 

を予定いたしております。 

 

（収益的収入及び支出） 

 事業収益につきましては、 

   営 業 収 益                ４６億１，６２４万７千円 

   営業外収益                １０億１，７９１万２千円 

     計                  ５６億３，４１５万９千円 

を計上いたしております。 

 

事業収益の主なものは、 

   運 輸 収 入                ４２億９，８７７万１千円 

   運 輸 雑 入                 ３億１，７４７万６千円 

   補助金及び繰入金              ９億１，７７８万８千円 

であります。 

 

そのうち、運輸収入につきましては、 

   定期運輸収入（乗合）           ３２億６，１９９万３千円 

   定期運輸収入（高速）            ２億７，２７８万２千円 

   臨時運輸収入（貸切）            ７億６，３９９万６千円 

を、それぞれ計上いたしております。  
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事業費用につきましては、 

   営 業 費 用                ５３億  ４４５万５千円 

   営業外費用                 １億８，９２５万８千円 

   特 別 損 失                   ３，３６７万６千円 

     計                  ５５億２，７３８万９千円 

を計上いたしております。 

 

事業費用の主なものは、 

車両整備に係る人件費やバス部品費等、車両の維持保全に要する費用として、 

   車両管理費                 ７億５，４４４万５千円 

運転士とガイドの人件費や軽油購入費等、バスの運行に直接要する費用として、 

   運 輸 費                ３４億１，２５３万５千円 

営業所事務職員の人件費やターミナル等の窓口業務、各営業所のバス運行管理業務に

要する費用として、 

   運輸管理費                 ６億３，６３２万５千円 

本局職員の人件費等、本局に要する管理費用として、 

   一般管理費                 ５億  １１５万  円 

であります。 

 

 収益的収入と収益的支出の差額は、１億６７７万円となり、消費税抜き収支差とし

て、２１６万７千円の黒字を見込んでおります。 

  

（資本的収入及び支出） 

 資本的収入につきましては、 

   企 業 債               ２４億  ５００万  円 

を計上いたしております。 
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 資本的支出につきましては、 

   建設 改 良 費               １２億５，０６３万３千円 

   企業債償還金               １５億３，２９１万８千円 

   投 資                ２億  ３４７万６千円 

     計                  ２９億８，７０２万７千円 

を計上いたしております。 

 

建設改良費の主なものは、 

バス購入に伴う車両購入費             ６億４，６８１万６千円 

中古車両の車両改造等に伴うバス改造費       ２億２，６４６万１千円 

デジタルタコグラフ更新等に伴う機械器具購入費     ９，７６０万９千円 

であります。 

 

 続きまして、債務負担行為についてご説明いたします。 

令和８年４月１日から履行開始が必要な業務及び年度を超えて契約を締結する業務

について、令和７年度に入札・契約事務等を行うため、 

インタンク軽油購入等               ３億２，４５７万  円 

など７件を計上いたしております。 
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 次に、第５９号議案「令和６年度長崎県交通事業会計補正予算（第１号）」につい

てご説明いたします。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

 事業収益につきましては、 

  営 業 収 益                  １億２，４２４万４千円の増 

  営業外収益                    ５，９４２万  円の増 

  特 別 利 益                    ５，０８７万８千円の増 

    計                    ２億３，４５４万２千円の増 

を計上いたしております。 

 

 事業費用につきましては、 

  営 業 費 用                  １億６，５９０万８千円の増 

  営業外費用                    １，０９５万  円の増 

  特 別 損 失                    ７，７６１万８千円の増 

    計                    ２億５，４４７万６千円の増 

を計上いたしております。 

 

 補正の主な内容は、収入については、コロナ禍からの回復が一定進んできたことな

どから、乗合収入や貸切収入が増となり、費用については、人材確保策を講じてきた

こと、物価高騰の影響などから人件費や軽油費、バス部品費の増となっております。 

また、令和５年度末で解散した長崎県央バス株式会社の清算完了に伴い、退職給付

引当に係る債務を同額の現金とともに引き受けたため、特別利益及び特別損失にそれ

ぞれ計上いたしております。 

 

 最後に、令和６年度補正予算の専決処分について、あらかじめご了承を賜りたいと

存じます。 
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 令和６年度の予算については、年間の執行額の確定に伴い、整理を要するものが予

想されます。これらの最終的な整理を行うため、３月末をもって令和６年度予算の補

正を専決処分により措置させていただきたいと考えておりますので、ご了承を賜りま

すようお願いいたします。 

 

 以上をもちまして交通局関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

 

 

令和７年２月定例県議会 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

交  通  局 
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交通局関係の議案につきましてご説明いたします。 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１７号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」のうち関係部分

であります。 

この条例は、人事委員会の令和６年１０月４日付けの「職員の給与等に関する報

告及び勧告」、並びに、国家公務員の給与の取扱いの状況等を踏まえ、扶養手当の

見直しなど、交通局職員の給与について所要の改正をしようとするものであります。 

 

以上をもちまして、議案関係の説明を終わります。 

次に議案以外の主な所管事項についてご説明いたします。 

 

（経営状況について） 

交通局においては、令和５年２月に策定した経営計画後期５か年行動計画に基づ

き、コロナ禍後の運営を行っており、令和６年４月には、共同経営方式による路線

バスの再編や子会社である長崎県央バス株式会社の統合、営業所の再編を実施する

など、経営改善策の着実な実施に努めております。 

令和６年度第３四半期までの経営状況は、営業収益において、乗合バス及び県外

高速バスが堅調に推移しており、また、貸切バスが令和６年１月に実施した運賃改

定の効果等により増収となっており、前年度同期と比べ２億２千万円の増収となり

ました。 

営業費用については、職員の処遇改善などに伴う人件費の増や、バス車両の更新

に伴う減価償却費の増などから、前年度同期と比べ、２億円の増加となりました。 

この結果、第３四半期までの営業収支（税込）は、前年度から２千万円改善し、

１億円の赤字となりました。また、営業外収支を除いた経常収支においては、２百

万円の黒字となっております。 
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今年度の事業収支（税込）については、黒字を見込んでおりますが、支払消費税

の増などから、前年度の実績を下回る見通しとなっております。 

今後は、コロナ禍において見合わせていたバス車両の更新についても継続して取

り組んでいく必要があることから、さらなる経営改善に向けた検討を進めるなど、

経営の健全性の維持と地域生活路線の確保に努めてまいります。 

 

（乗合バスの利用促進に向けた取組について） 

交通局では、バス利用者の利便性向上を図るため、路線バスの運行情報をリアル

タイムで確認できる「スマートバス停」の整備や、バスロケーションシステム「県

営バスナビ」の運用を行っております。これらにより、お客様の待ち時間の不安解

消のほか、台風や積雪時における情報発信の強化にも資するものと考えております。 

「スマートバス停」については、令和５年２月に長崎空港のりばや長崎市の矢上

バス停に設置しており、また、新たに長崎市の本原一丁目バス停に整備を行いまし

たが、冬季の積雪等によるダイヤの乱れが予想される状況を踏まえ、急遽予定を繰

り上げて今年２月３日から供用を開始したところ、その後数日間続いた積雪時にお

いて、バスの運行状況に関する情報を多くのお客様に提供することができたものと

考えております。 

今後も、お客様が快適にバスを利用いただけるよう、一層の利便性向上とバスの

利用促進に努めてまいります。 

 

（貸切バスの状況について） 

貸切バスについては、令和６年４月に、これまで５営業所に分散していた貸切バ

スを、需要が多い長崎、諫早、福岡の３営業所に貸切バスに従事する職員とバスを

集約することで、修学旅行等の観光バスの受注に適切に対応していくこととしまし
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た。また、令和６年１月には、国の貸切バス基準運賃に沿って運賃改訂を行い、収

入確保を目指しております。 

令和６年度においては、修学旅行の利用台数は秋の観光シーズンに集中し、運転

士不足の影響から前年度の８割にとどまっており、一方で、クルーズ船の利用台数

が、クルーズ船の寄港が年間を通して増加したことから、前年度に比べ８割程度増

加する見込みとなっております。令和７年度も、今年度以上にクルーズ船の寄港が

予定されており、引き続き修学旅行等に適切に対応しつつ、こうしたクルーズ船の

需要も積極的に取り込んでまいります。 

また、閑散期においては、貸切バスを活用した周遊観光の募集ツアー「ぶらり

ん」を令和４年度から企画・運行しており、令和６年度は、土木部や県央振興局、

県観光連盟等と連携しながら、県内各地域の観光やインフラツアー等を企画し、約

１６０名の方にご利用いただいたところであります。今後も関係機関と連携したツ

アー造成を行い、本県の観光振興に寄与してまいります。 

 

（バス運転士の確保について） 

バス運転士の不足が社会的な課題として顕在化する中、交通局においても、バス

運転士が高齢層に多数が集中しており、また、その欠員がなかなか解消できないこ

となど、運転士確保は喫緊の課題となっております。 

そのため、交通局では、給与改定の実施のほか、令和６年４月から、嘱託運転士

制度を改め採用後は正規職員として任用を行うなどの処遇改善を図るとともに、新

たに新高卒者を採用し運転士として養成する制度を設けるなど、人材確保対策に取

り組んでおります。 

また、バス運転士の仕事を身近に感じていただき、運転士確保につなげていくこ

とを目的として、去る１２月２１日に、交通局単独としては２回目となるバス運転

体験会を大村市において開催し、応募された中から８名の方に実際にバスを運転し
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ていただくとともに、１月２５日には、福岡市で開催されたバス運転士専門の合同

企業説明会「どらなびＥＸＰＯ」に出展し、来場した皆様に対して採用案内等を行

ったところであります。 

今後とも、経営状況を踏まえつつ、可能な限り処遇改善等を図ることや、必要な

バス運転士確保策を講じていくことで、地域生活路線の維持に努めていきたいと考

えております。 

 

（大村バスターミナルの再整備について） 

大村バスターミナルビルについては、老朽化が進み耐震性にも課題があることか

ら、交通局を含めた建物の区分所有者において協議を重ね、令和２年１０月に、各

区分所有者の費用負担を極力抑える手法として、市街地再開発事業による再整備を

進める方針を決定しております。 

その後、地権者である交通局や大村市、建物の区分所有者である大村商工会議所

等が連携して周辺地権者など関係者との調整を行い、一定協議が整ったことから、

令和５年７月に、大村バスターミナル地区市街地再開発準備組合が設立されました。  

現在は、再開発準備組合において、都市計画決定に向けた事業計画の検討等が行

われているところでありますが、交通局としても、大村バスターミナルは、ＪＲ大

村駅と隣接し大村市内の生活路線等を運行するうえで不可欠な交通拠点であると認

識しており、今回の再開発事業の中で、必要なバスターミナル機能を確保してまい

りたいと考えております。 

引き続き、大村市をはじめ関係機関と連携しながら、再開発事業が円滑に進むよ

う努めてまいります。 

 

以上を持ちまして、交通局関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

 

 

令和７年２月定例県議会 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

（ 追 加 １ ） 

 

 

 

 

 

 

交  通  局 
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【観光生活建設委員会関係議案説明資料（交通局）３頁１８行目の次に、次のとお

り挿入する。】 

 

（高速バスの運賃の見直し及びダイヤ変更について） 

 交通局においては、４社局で共同運行を行っている高速バス大分線について、平

成５年の運行開始以降、消費税転嫁に伴う改定を除き運賃の見直しは行っておりま

せんでしたが、利用がコロナ禍前の水準には至っていないことや物価高騰の影響等

から、本年４月１日から運賃を見直すこととしました。長崎～大分間が５，４３０

円となり、概ね１５％程度の値上げとなりますが、利用の多い区間に「ＷＥＢ割引

運賃」を新たに設定し、利用の向上を図りたいと考えております。 

併せて、大分市中心部の大分駅に近接する「要町
かなめまち

バス停」を停車地として新設す

ることで利便性向上を図ることとしており、更なる増収増客に努めてまいります。 

また、高速バス熊本線については、利用を促進するために、この４月１日から運

行時間帯の拡大及び運行間隔の平準化を図るダイヤ変更を実施することとしており

ます。 

今後も共同運行会社と連携・協力しながら、利用促進等に取り組んでまいります。 

 



 

 

 

令和７年２月定例県議会 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

（ 追 加 ２ ） 

 

 

 

 

 

 

交  通  局 

 



 - 2 - 

【観光生活建設委員会関係説明資料（交通局）３頁３行目から３頁５行目までを削除

し、次のとおり挿入する。】 

 

今後は、軽油費等の物価高騰への対応やコロナ禍で抑制していたバス車両の更新、

バス運転士の確保に向けた給与等の処遇改善などの諸課題に継続して取り組んでいく

必要があることから、交通局としましては、輸送の安全と経営の健全性を確保しつつ、

将来にわたり地域生活路線の維持を図っていくため、さらなる経営努力を重ねるとと

もに、他の事業者の動向等に留意しながら、乗合バスの運賃改定についても実施に向

けて検討してまいります。 

 


